
 

 

 

１．VOICE 動画を労働組合 HP にてご覧ください 
 組合 HP 内の三越伊勢丹ビジネス・サポートのページよりご確認ください 

組合 HP（http://www.imgu.or.jp/）＝QR コードはこちら 
ログイン ID︓各⼈の個⼈コード 10 桁（企業コード２ケタ（im）＋社員コード８ケタ） 
パスワード︓ im（ともに半⾓英数）                   

２．動画視聴後、全メンバー対象アンケートの回答をお願いします 
･ 記名式ですので、質問等ありましたら返信します 
･ 回答期間は ３月６日(日)を予定 
動画ページに添付してある下記の URL をクリックし回答してください↓） 
https://forms.office.com/r/Pm6hyGPK5k 
スマートフォンで QR コードを読み取ってもアンケート回答可能です 
※アンケート内の所属の記入部分で同じ所属でも分割してある場所がありますが、集計 

の都合ですので、ご了承下さい。 
   また、ご意⾒、ご質問を直接お話できるように、リモート VOICE も同時に開催を予定しています。 

アンケートから、ご意⾒ご質問がある⇒リモート VOICE⇒雇⽤区分別の参加⽇程をお選びください。 
後程、組合から会議招集をかけさせていただきます。（今回はご意⾒をお伺いやすいように雇⽤区分別に設けます） 
候補⽇⇒1.社員    ① ２⽉ 28 ⽇（⽉）13︓00〜 ②3 ⽉ 3 ⽇（⽊）12︓00〜 

2.プロスタッフ社員 ① ２⽉ 28 ⽇（⽉）12︓00〜 ②3 ⽉３⽇（⽊）13︓00〜  
3.フェロー社員、エルダー社員、エルダーフェロー① ３⽉ 1 ⽇（⽕）12︓00〜 ②3 ⽉ 4 ⽇（⾦）13︓00〜 

 

 

 

 

 

 

 

○ 配布対象者︓IMBS 組合員・⾮組合員（出向者除く）  
○ 組合員は、VOICE 動画を必ずご覧ください。  

         ※動画を⾒ながら資料もご確認下さい。  

  

三越伊勢丹ビジネス・サポート⽀部 

2022 年度 春の交渉議案書
労使通年協議はメンバーのみなさんから意⾒をいただきながら進めています。 

皆さん必ず動画を視聴いただき、 
視聴後は全メンバー対象のアンケートに回答をお願いします。 

視聴確認 
アンケート 

２⽉ 17 ⽇㈭に VOICE 動画を労働組合 HP に
て公開します。就業時間外にご確認下さい。 

組合 HP 

三越伊勢丹グループ労働組合 

http://www.imgu.or.jp/
https://forms.office.com/r/Pm6hyGPK5k
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＜三越伊勢丹ビジネス・サポート⽀部⼤会 議事⽇程＞ 
 
 

Ⅰ．⽀部⼤会運営委員紹介          ⽀部書記⻑ 
Ⅱ．資格審査報告                運営委員⻑ 
Ⅲ．書記任命                   議⻑ 
Ⅳ．開会宣⾔                   議⻑ 
Ⅴ. 議事⽇程発表                運営委員⻑ 
Ⅵ. 議題                      ⽀部書記⻑ 

 
 
第一号議案 
 １．社員⽉例賃⾦要求 
 ２．プロスタッフ社員⽉例賃⾦要求 
 ３．エルダー社員賃⾦要求 
 ４．フェロー社員賃⾦要求 
 ５. エルダーフェロー賃⾦要求 

 
第二号議案 
 １．⼈に関わる諸制度の改定 
 ２．労働協約の改訂及び新設 

 
 
Ⅶ．委員⻑挨拶                 ⽀部執⾏委員⻑ 
Ⅷ．閉会宣⾔                   議⻑ 

 

 
 

＜⽇程＞  2022 年 3 ⽉ 10 ⽇（⽊） 
 
＜会場＞  新宿Ｈ＆Ｉビル１階 共⽤会議室・リモート開催 
 
＜出席者＞ 本部役員 ・ 監査委員 ・ ＩＭＢＳ⽀部四役 

ＩＭＢＳ⽀部執⾏委員 ・ ＩＭＢＳ⽀部評議員 
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Ⅰ.ＩＭＧＵの「労使通年協議体制」および「春の交渉」 
１．労働福祉活動の推進 
ＩＭＧＵでは、基本理念の⽬的「わたしたちの幸せを創造し続けること」を実⾏するために「安⼼して働くための雇⽤の 

確保と労働条件の維持向上」「企業の永続的な発展に向けたチェックとサポート」という使命を果たし、メンバーに雇⽤を 
通じた「安⼼」⽇々の仕事を通じた「やりがい」⾃⼰実現と成⻑を通じた「夢」を提供していくことが出来るよう「⼈に関わる 
諸制度全般」の構築に取り組んでいます。 

労働福祉活動においては、役割成果主義に基づく「⼈に関わる諸制度」の浸透・定着と労働条件拡充を⽬的に 
「グループ部会」の精度向上に努めています。また、新たな⼈事制度の構築・改定などに取り組む⽀部・分会に対しては、
明確な本部方針の提⽰や「あるべき姿」の議論を通じ、制度の成案化に向けて取り組んでいます。 

 

２．ＩＭＧＵの「労使通年協議体制」および「春の交渉」 
三越伊勢丹グループの各企業の労使では、⼈事賃⾦制度をはじめとした「⼈に関わる諸制度」について、年間を通した

話し合いで決めることを基本とした「労使通年協議体制」を敷いています。この体制では、会社は経営責任者をはじめとした
関係各部署に対して、組合は組合役員や現場メンバーに対して、協議内容に関する報告や意⾒交換の場を定期的に 
設定しています。 

⼈事賃⾦制度の仕組みづくりでは、本給や賞与などの⽔準⾃体も含めた協議を⾏っており、労働時間・休⽇休暇などの
働くルールや育児・介護などへの対応についても議題として取り上げています。つまり、三越伊勢丹グループの各企業の労使
では、メンバーの⽇々の働き方・生活に関わる重要な内容について、じっくり時間をかけ、幅広い視点で協議を重ねています。 

そして、この労使通年協議の最終決定の場は、メンバーズＶＯＩＣＥを経た上で開催される組合の⼤会・総会として
います。ここで最終決定された⼈事賃⾦制度（賃⾦を⽀払う仕組みや⽔準）に基づいて、実際に会社が賃⾦を⽀払う 
ことを 2 ⽉〜3 ⽉の「労使協議会」にて確認（賃⾦要求）していきます。つまり「労使通年協議」の集⼤成が「春の交渉」
ということになります。 

   

 

 

組
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通
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会
社
側
の
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き

12月4月 5月 6月 7月 1月 2月8月 9月 10月 11月

グ
ル
ー
プ
部
会

労使専門協議会

（月１～２回程度）

労使専門協議会
　（月１～２回程度）

執行委員会・執行評議員会を開催し、協議内容を共有化。意見交換・議論を行う　（毎月開催）

各所管部署との調整や議論を行う

（必要に応じて経営戦略会議や取締役会等でコンセンサスを図る）

春
の
交
渉

最
終
確
認

労
使
に
て

必要に応じて、メンバーズVOICEやテーマ別VOICEを開催
メンバーと直接意見交換し、実態把握およびコンセンサスを図る

労使事務局 労使事務局

大
会
・
総
会
で
審
議
決
定

メンバーズVOICE
メンバーズ

VOICE

労使専門協議会

（月１～２回程度）

労使事務局

グ
ル
ー

プ
部
会

グ
ル
ー
プ
部
会

メンバーズVOICE

報告事項 

～ 

執行委員会・評議員会を開催し、協議内容を共有化。意見交換・議論を行う（毎月開催） 
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Ⅱ.三越伊勢丹グループを取り巻く環境 
１．社会経済環境 
１）経済の状況   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２）物価の状況 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

３）雇用の状況 
  

報告事項 

・内閣府が 2021 年 12 ⽉に公表した予測によると、2021

年度の実質成⻑率は2.7%、2022年度は3.2%の⾒通

しとなりました。 

・2021 年度の⽇本経済は、断続的な感染拡⼤と⾏動制

限措置の⻑期化により、対⾯型サービス業を中⼼に消費

低迷が継続し、他の先進国と⽐して経済の回復ペースに 

出所︓総務省 

出所︓総務省 

出所︓厚生労働省 

⼤きな遅れが生じています。 

・2022 年の⽇本経済は、前半は新型コロナウイルスの感染拡⼤で落ち込んだ個⼈消費や設備投資の需要回復

で⾼い成⻑を⽰すものの、需要が一巡し後半は伸びが鈍化する⾒通しです。 

・2021 年 12 ⽉消費者物価(生鮮⾷品を除く)

は、前年同⽉⽐プラス 0.5％と、9 ⽉以降 4 ヶ⽉

連続上昇しています。携帯⼤⼿の料⾦プラン値

下げ等で通信料が指数を押し下げたものの、原

油価格⾼騰や電気代上昇等が指数全体に⼤き

く影響しました。一方、2021 年暦年消費者物

価指数は前年⽐マイナス 0.2％となり、2 年連続

のマイナスでした。今後当⾯もエネルギー価格に

左右される展開が想定されます。 

・2021 年 12 ⽉の完全失業率は 2.7％(前⽉⽐ 0.1 ポイント低

下)となり、2021 年暦年平均は、前年⽐横ばいの 2.8%と、コロ

ナ前の 2019 年⽔準には戻りませんでした。感染拡⼤の繰り返しに

より、雇⽤情勢の回復は遅れています。 

 

・2021 年 12 ⽉の有効求⼈倍率は 1.16 倍(前⽉⽐ 0.01 ポイン

ト改善)と、3 ヶ⽉ぶりの上昇でした。一方、2021 年暦年平均は

1.13 倍(前年⽐ 0.05 ポイント減)と、３年連続前年⽐減でした。

2020 年秋以降徐々に持ち直しつつも、雇⽤回復のペースは鈍化

傾向にあります。 
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２．三越伊勢丹グループの動向 

１）グループの業績の状況について 
（１）三越伊勢丹グループ（連結） 第３四半期業績（4 ⽉〜12 ⽉） 

①三越伊勢丹グループ業績                 （単位︓百万円） 

 実績 前年差 前年⽐ 
2021 年度 
通期予測 

売上⾼ 681,460 79,024 113.1％ 923,000 
売上総利益 182,342 12,835 107.6％ 246,000 
販管費 179,335 ▲5,041 97.3.％ 243,000 
営業利益 3,007 17,877 －  3,000 
純利益 923 35,682 － 7,000 

 
②三越伊勢丹・国内グループ百貨店別 売上⾼             (単位︓百万円) 

 売上⾼ 前年⽐  総額売上⾼ 前年⽐ 
三越伊勢丹 361,677 121.2% 新潟三越伊勢丹 26,081 111.9% 
札幌丸井三越 35,170 110.0% 広島三越 8,660 96.8% 
函館丸井今井 4,462 99.7% ⾼松三越 15,654 116.5% 
仙台三越 19,552 106.4% 松山三越 3,888 109.0% 
名古屋三越 41,936 97.9% 岩田屋三越 72,833 115.5% 
静岡伊勢丹 11,532 108.3%  

 
 
    ③三越伊勢丹店舗別 売上⾼                     (単位︓百万円) 

 総額売上⾼ 前年⽐  総額売上⾼ 前年⽐ 
新宿本店 186,004 129.4% ⽴川店 20,612 106.6% 
⽇本橋本店 87,023 120.6% 浦和店 26,402 120.6% 
銀座店 41,633 129.3% 三越伊勢丹計 361,677 120.6% 

 
 

  

2021 年度通期営業
利益計画 30億円に対
して、第3四半期は30 
億円で持ち直したように
みえますが、厳しい状況
は続いています。 
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④グループセグメント別業績                    (単位︓百万円) 

 
百貨店業 

クレジット・⾦融・友の
会業 

不動産業 その他 

実績 実績 実績 実績 
売上⾼ 280,965 23,061 13,090 38,679 

営業利益 ▲6,195 4,721 4,134 207 
 
  

 
  

・百貨店業︓ 百貨店業は、回復基調は⾒られたものの、７⽉以降は複数店舗が⻑期の緊急事態宣⾔下となり、８⽉からは⾷品フロア等
で一部休業や入場制限もあり、来店客数は低迷しました。通常営業再開後は来店客数の回復基調やロイヤリティの⾼い顧客層の売上は
堅調に推移しました。 

・クレジット・⾦融・友の会業︓株式会社エムアイカードでは、緊急事態宣⾔が 10 ⽉より全国的に解除されたことでグループ内外でのカード
利⽤が回復に転じ、百貨店を除いた外部利⽤ではコロナ禍以前の 2018 年⽔準を上回りました。また、販売費及び一般管理費は外部委
託業務の削減や営業施策費の効率化を進めており、営業利益は堅調に推移いたしました。 

・不動産業︓株式会社三越伊勢丹プロパティ・デザインは、建装・デザイン事業、コンストラクションマネジメント事業において、⼤型商業施設
やホテル・リゾート施設などの受注は堅調であるものの、コロナ禍で⼯事の延期などが発生した影響を受け、売上⾼は前年に⽐べて減少いた
しました。10 ⽉〜12 ⽉においては、グループ内における店舗リモデル⼯事の請負を開始したことで建装事業における売上⾼は堅調に推移
いたしました。 

・その他︓その他の事業におきましては、「連邦戦略」のもとグループ各社間の連携を活⽤し、新たな提供価値の創出と収益の最⼤化を⽬指
しております。 
旅⾏業の株式会社三越伊勢丹ニッコウトラベルでは、緊急事態宣⾔の影響により４⽉〜９⽉は⼤きく低迷しましたが、10 ⽉〜12 ⽉にお
いては取扱客数が急増し、この間の国内旅⾏売上⾼は前年を⼤きく上回りました。しかしながら、主な収益源であった海外旅⾏売上⾼が
⾒込めず、経営環境としては未だ厳しい状況にあります。 
物流業の株式会社三越伊勢丹ビジネス・サポートは、グループ内取引において店舗の売上回復とともに館内搬送業務が増加しました。また
グループ外向け取引では、新規クライアントの獲得や単発的な業務受託の増加と、既存クライアントの製造原価の⾒直しによる売上総利益
率の向上により、全体として営業利益は堅調に推移いたしました。 
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２）三越伊勢丹グループの戦略の全体感について 
(１)三越伊勢丹グループの価値創造プロセス 

三越伊勢丹グループの価値創造プロセスが戦
略の全体像となっており、⻑期に⽬指す姿として
「お客さまの暮らしを豊かにする、“特別な”百貨店
を中核とした小売グループを⽬指していくことになっ
ております。 

所得と消費の二極化の加速・顧客構造の変
化・オンラインの加速・ITによる環境変化・環境社
会意識の⾼まり・地域社会との共生などの現在の
社会の変化を､機会とリスクとして捉えた上で､基
本戦略を「⾼感度上質消費の拡⼤･席巻､最⾼
の顧客体験の提供」とし､その実現に向けた重点
戦略として「⾼感度上質戦略」「個客とつながる

CRM戦略」「連邦戦略」が実施する核となる戦略になりました。それをさせるグループ基盤・経営基盤と一緒にこれから会社が
中期で⽬指す姿へ向かっていくことになります。また、グループの強みである「暖簾」「お客さま」「⼈財」「店舗･不動産」を活かし
て､⻑期に⽬指す姿になることにより､価値を創造していくプロセスとします。 
 

（２）戦略フレームの全体像 
財務 KPI・顧客 KPI※を達成するための重点

戦略として、➊“⾼感度上質”戦略・❷“個客とつ
ながる”CRM 戦略・❸“連邦”戦略があります。 
 

※財務 KPI・顧客 KPI:組織(24 年度まで) 
 
 
 
 
 
 
 
 

➊“⾼感度上質”戦略 
・⾼感度上質消費を､「生活にこだわりを持ち､上質で豊かな生活を求める 

お客さまの消費のすべて」⼜､「⽇常とハレの⽇､⽉1回でも年1回でも､ 
三越伊勢丹グループをご利⽤頂けるすべてのお客さまの消費」とします。 

・⾼感度上質消費の拡⼤･席巻に向け､デジタル改⾰（DX）と､リアル店舗とオンラインを融合したシームレスな顧客体験を
提供し、パーソナル（個）マーケティングでファン化して“グループライフタイムバリュー”を拡⼤していきます。 
① ⾼感度上質店舗の構築 

・両本店を、⾼感度上質拠点ネットワークの“象徴”として磨き上げます。 
・百貨店を“科学”することでＭＤバランスを変⾰､事業モデルを再生します。 

② （個⼈）外商改⾰ 
・【外商セールス＋バイヤー＋店頭アテンダント】×【デジタル】による“新たなセールスネットワーク体制”で全国外商顧客の

ライフタイムバリュー向上を⽬指します。 
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・お客さまの顕在化されたご要望の解決にとどまらず､これまで百貨店では購買されていなかった“百貨店外の潜在ニーズ”
まで取り込む組織提案営業をおこないます。 

・上記の実現に向け今後､暖簾を超えた“統合外商組織”を設置します。 
③ ⾼感度上質“拠点ネットワーク”の構築 

・⾼感度上質消費の席巻に向けて､全国の市場規模に合わせながら､基幹店と地域⺟店を基点とした､⾼感度上質
“拠点ネットワーク”を構築します。 

・⾼感度上質“拠点ネットワーク”に、デジタルネットワークとセールスネットワークを掛け合わせて､全国の拠点と拠点の連
携を拡充します。 

 
❷“個客とつながる”CRM戦略 
・つながる個客の“⺟数”の拡⼤と､つながる個客の“利⽤額・頻度”向上にむけて､「百貨店レベルCRM」「グループレベル

CRM」「決済インフラ整備」「インバウンド戦略」を拡充していきます。 
・「百貨店レベルによるCRM」「グループレベルによるCRM」「アライアンス」でカード事業収益を向上させます。 
・三越伊勢丹アプリやMIカードで､“つながる個客”のステップに応じたアプローチを実⾏し､百貨店事業とカード事業の両軸で､

“つながる個客”の規模と利⽤額を拡⼤します。 
① 百貨店レベルCRM 
・「識別顧客の裾野拡⼤」と「三越伊勢丹アプリを活⽤したパーソナルな施策」を促進します。 
② グループレベルCRM 
・「百貨店外のカード獲得強化と相互送客」「百貨店･⾦融サービスの利⽤促進」「MIカードの魅⼒・利便性向上」を促進し

ます。 
・決済インフラ整備では､「多様な決済ニーズへの対応」「制度⾒直しによる効率化」を図りつつ､「決済における安全性向上」

を促進します。 
③ インバウンド戦略 
・「新規顧客獲得」「買回り及びリピート顧客売上」「海外富裕層顧客売上」を拡⼤します。 
 
❸“連邦”戦略 
・「ステップ１」では､外部流出コストの削減､「ステップ2」以降では外部収益の拡⼤､「ステップ3」では､⾃社⽤に開発したビジ

ネスシステムの外販を⾏うことによって収益の拡⼤を⽬指します。 
・特に､「ステップ3」では､⾃社⽤に開発したビジネスシステムをパッケージ化し､総合価値提供に向けた外部アライアンスを図り

ます。 
・上記の実現に向け､21年度秋から“準備組織”を発⾜させ､2022年度に“連邦推進体制”を確⽴させます。 
【ステップ１】（外部流出コストの削減） 
・ビジネスプロセスのインソーシングとは、外に出している仕事をグループの中でする、いわゆる内製化のことを指し、外部流出コ
ストの削減をおこないます。 
【ステップ２】（外部収益の拡⼤） 
・グループ内リソースの B2B 外販では、外部収益の拡⼤を⾏うためソリューション営業の外販を含めて MI のビジネスソリューシ

ョン営業部を中⼼にグループぐるみで進めていくものになります。 
【ステップ３】（⾃社⽤に開発したビジネスシステムの外販） 
・三越伊勢丹マネージドサービスでは、グループ連邦が成熟していく中で例えばショッピングセンターのマネジメント全て受注する

ようなカードを中⼼として例えば IMPD が不動産を管理し、IMH が⼈財を派遣する、IMBS が物流を担うといったようなマ
ネージドサービスを進めていくようなイメージになります。 

 
※出典︓2022 年 3 ⽉期 第 2 四半期決算および中期経営計画説明会資料より抜粋 
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３．物流業界の動向 

１)新型コロナウイルス感染症に伴う物流を取り巻く環境の変化 
新型コロナウイルス感染症の流⾏に伴い、総じてヒトに⽐べてモノの動きが相対的に活性化している現象を含め、物流を取り
巻く環境は劇的に変化しつつあります。 

  
・国内物流 

 国内物流への影響について概括すると、BtoB 物流については、⼯場等での生産活動が停滞したことで素材や部品等の
需要が減少し、海外からの原材料等の輸入も減少したことで低調な荷動きとなり、運送収入は⼤幅に減少しています。一
方で、BtoC 物流は、巣ごもり商品の拡⼤等の影響により EC 市場の規模がさらに拡⼤し、2020 年度の宅配便取扱個数
は対前年⽐で概ね 10〜20%増加しています。 
 現場の物流従事者は、新型コロナウイルス感染症の流⾏下でも継続してサービスを提供し、⼈々の生活や経済活動等を
⽀える「エッセンシャルワーカー」として、改めて認識されています。 
 また、「ソーシャルディスタンス」など法⼈・個⼈の⾏動様式が変化している中、「⾮接触、⾮対⾯」が重視されることにより、 
物流サービスの形態にも変化が生じつつあります。 
 
・国際物流 
 各国の生産活動や消費の減少に伴い貿易貨物が⼤幅に減少しています。 

航空物流については、旅客便の⼤幅減便に伴う輸送スペースのひっ迫や運賃⾼騰などの影響が生じ、貨物チャーター便
の設定等による対応が取られています。 

また、海上物流については、サプライチェーンが不安定となったことで、他国でのトランシップによる遅延リスクが浮き彫りにな
ってきました。さらに、世界的なロックダウン等により国際貿易が一時的に縮小した後、急速に輸送需要が回復したことや、海
外主要港における滞船などから、世界的に海上コンテナ輸送⼒及び空コンテナの不⾜による需要のひっ迫が生じており、その
影響の⻑期化が懸念されています。 

グローバルサプライチェーンは世界各地で寸断し、⾃動⾞部品や電⼦部品など、様々な物資の供給が停滞する等のリスク
が顕在化しました。サプライチェーンの脆弱性が明確になる中、その多元化や製造事業者の国内生産拠点の整備など、地
域分散・リスク分散の考え方も強くなりつつあります。 
  

今般のコロナ禍を通じ、安定的なサプライチェーンを維持することが、⼈々の安全・安⼼な生活や企業の事業活動の継 
続に直結することが誰の⽬にも明⽩な事実となり、それを担う物流の存在感は国内外で⾶躍的に⾼まったといえます。 
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2）今後の物流について（物流課題とその方向性） 
労働⼒の不⾜、トラック積載効率の低迷等、物流が抱える多くの課題は継続しています。近年の EC 市場の更なる成⻑

や災害の激甚化・頻発化などによって、ヒトに⽐べてモノの動きは相対的に活性化し、トラックドライバーをはじめとした労働⼒
の不⾜に拍⾞がかかることで、物流を取り巻く厳しい状況はさらに加速する可能性があります。一方で、こうした状況下にお
いては、これまで進捗しなかった物流の構造改⾰や生産性向上に向けた取り組みを加速度的に促進させる⼤きな好機とな
る可能性もあります。 
  

  ・物流産業における DX の推進 
新しい生活様式への対応には、まず⾮接触・⾮対⾯型の物流への転換が重要課題となっています。今なお物流の現場

では書⾯⼿続きや対⼈・対⾯に拠るプロセスが多いですが、デジタル化による作業プロセスの簡素化や汎⽤化は、ウィズコロ
ナとなった現在の社会情勢において、物流産業における DX を積極的に推進できる環境にあります。例えば、これまで個⼈
の経験や既存の商慣習・様式に依存してきた物流業界において、デジタル技術を駆使して様々なデータを可視化し、関係
主体が対⼈・対⾯によらずとも共有可能とすることは、作業プロセスの汎⽤化を通じた多様な担い⼿の確保や、検品レスを
はじめとしたプロセスの⼤幅な合理化を促すきっかけともなります。 

これまでは様々な商慣習等のため、物流の標準化は進捗を得られない⾯もありましたが、物流に対する関係者の危機
感が増すにつれ、国内の物流のあらゆる局⾯において、時期を逸せず集中的に DX と標準化が推進されるべき時期に来て
いるといえます。 

 
・グリーン社会の実現 

   2024年度からのトラックドライバーへの時間外労働の上限規制の適⽤（2024年問題）を控えているほか、物流事業
に従事する労働者の社会的価値が⼤きく⾒直されている現状があります。リードタイムの⾒直し等による計画的でゆとりのあ
る輸配送の実現をはじめ、SDGʼs やグリーン社会の実現を⽬指した取り組みなど、経済や地球環境の持続可能性を⾼め
るための取り組みも積極的に推進すべき状況にあります。 

さらに、昨今の災害の規模の拡⼤化や頻度の⾼まり、新型コロナウイルス感染症の流⾏など、緊急を有する状況におい
ても機能する輸配送ネットワークの構築が一層重視されているほか、グローバルサプライチェーンの弱体性が明らかになり、そ
のリスク回避のための分散化等の必要性も⾼まっています。 
 

以上の通り、⽬下の⽇本の物流が直⾯する課題は、今般の新型コロナウイルス感染症の流⾏による社会の劇的な変化
も相まって、より先鋭化・鮮明化しているといえます。 

 
※出典︓国⼟交通省 総合物流施策⼤綱（2021 年度〜2025 年度）より 
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４．三越伊勢丹ビジネス・サポートの動向 

１）2021 年度の業績 

 
 
 

・第３四半期終了（2021 年４⽉〜12 ⽉）時点、増収増益で推移 
・第２四半期終了までで、グループ百貨店の短縮営業や部分営業によるグループ百貨店からの荷役業務が減
少し、売上⾼は予算未達したものの、ＥＣ関連の受注の増加や既存クライアント業務受託領域の拡⼤、新規
クライアントの増加、粗利益率の改善等により、営業利益では前年を上回りました。 

・2021 年度の通期業績については、IMBS はシェアード会社としての業務特性もあり業績は好調ですが、グルー
プ全体の業績の影響を受けることが想定されます。 

 
２）２０２1 年度の動向 

（１）2021 年度 IMBS 動向 
昨年度に引き続きコロナ禍におけるグループ全体の業績は、店舗一部休業などの影響により厳しい状況が継続して

います。そのような状況下で EC 市場は拡⼤を続け、物流ビジネスの需要が⾼まりました。当社も三越伊勢丹オンラ
インストアをはじめとした EC サイトの売上拡⼤に伴う BtoC 物流業務が成⻑を続けました。また、当社の重要取組
事業であるソリューション営業部を中⼼とした外販ビジネスも新規・既存クライントから業務受託を拡⼤しました。 

 
① 物流センター改⾰の推進 

 21 年 10 ⽉より三光町センターが EC 中⼼の機能拠点として運⽤を開始しました。新宿本店における、
三光町センターありきの調達物流と保管機能を根底から⾒直し、ゼロリセットすることで、コスト削減を実現す
るとともに、EC・シームレス対応ができる物流センターへ改⾰させるためのインフラを構築しました。 
 また、地域店では松山三越の業態変更により 21 年 4 ⽉に松山山⻄センターの業務が⾼松朝⽇町センタ
ーへ集約され、㈱松山三越と㈱⾼松三越の 2 店舗分の業務が本稼働しました。 

 
② 通販フルフィルメント事業を中⼼とした物流提案営業の拡⼤ 

2021 年度下期トピックスとしては GODIVA からの受託拡⼤をおこない、売上⾼前年⽐プラス 2 億円増
収、粗利益プラス約 1800 万円を獲得しました。新規顧客としては、ＪＲ東海やピエールマルコリーニジャパン
からスイーツの四温度帯物流を受託し、他複数社と新規契約を結びました。さらに、新規顧客開発に向けて
情報収集と⼈脈の拡⼤に注⼒していきます。 

 
③ システム・マテハン基盤整備 

三光町センターへ WMS「AiR Logi（エアロジ）」を導入して商品のロケーション管理が実現しました。これ
まで配送が分かれてしまっていた店頭ピック商品と積み込み商品のハイブリッド出荷がスタートしました。  

【2021年度 第3四半期(4⽉〜12⽉)業績】
⾦額 予算⽐ 予算差 前年⽐ 前年差

売上⾼ 18,821 92.2% ▲ 1,601 101.2% 224
売上原価 18,511 91.7% ▲ 1,676 100.7% 130
売上総利益 311 131.6% 75 143.7% 94
販売管理費 453 87.8% ▲ 63 91.7% ▲ 41
営業利益 300 184.2% 137 148.6% 98
経常利益 304 182.3% 137 150.3% 102

(単位︓百万円) 【部署別売上】 (単位︓百万円)
⾦額
18,821

(内訳) 店舗業務部 7,167
8,223
1,813
1,577

41
総務統括部（⽤度業務）

グループ業務部

売上⾼

センター業務部
ソリューション営業部
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（２）三越伊勢丹ビジネス・サポート⾏動指針 
「⾃分で考え、⾃分で⾏動する」⾃律の組織文化を作ることで⾃分たちの⼿で物流を進化させ、会社の未来を

作り出していくという意志がこもった⾏動指針が発信されました。ポスターやクレドカードが従業員に配布されました。  
●Vision 「私たちの未来」 
●Mission 「私たちの意志」 
●Value 「私たちの基本」 

 
（３） 『私たちの考え方』 ＩＭＢＳアワード 

従業員からのエントリー内容を選考し、上期/下期それぞれのアワードを決定し表彰する「ＩＭＢＳアワード」の
賞が 2021 年度より新しくなりました。以下 4 つの賞から最優秀賞を『私たちの未来賞』として表彰し、ワークスタ
イル変⾰・従業員満⾜度向上・5S の各観点で優れた取組を優秀賞である『私たちの意志賞』として表彰しま
す。 
①プロフェッショナル賞・・・物流ながらの視点を生かし、プロフェッショナルとして他部⾨の⾒本となる事例 
②カスタマー賞・・・お客さまのため・お客さまの⽬線から問題提起をおこない、成果が上がった事例 
③チームワーク賞・・・仲間同⼠のコミュニケーション活性化・担当の垣根を超えて取組み成果が上がった事例 
④フォーサイト賞・・・SDGs 等を意識し、一歩先の未来を⾒た取組ができた事例 
 
＜上期ＩＭＢＳ 受賞チームの紹介＞ 
【最優秀賞】私たちの未来賞 ︓ 総務統括部 予算管理 ⽤度 
【優秀賞】私たちの意志賞 ︓ 店舗業務部 ⾸都圏担当 浦和・⽴川 

① プロフェッショナル賞︓総務統括部 予算管理 ⽤度（取組内容︓アスクル発注（店舗外）のデジタル化） 
② カスタマー賞    ︓総務統括部 予算管理 ⽤度（取組内容︓パックウェブ商品画像の充実化） 
③ チームワーク賞   ︓店舗業務部 地域店担当 札幌丸井三越、ソリューション営業部 第一営業、センター業務部    

第一業務担当 第六流通加⼯（取組内容︓IMBS のネットワークを生かした『繋ぐ』取組） 
④ フォーサイト賞   ︓センター業務部 第一業務担当 共調共配（取組内容︓包装紙発注・運⽤フローのオンライン

化・ペーパーレス推進） 

（４）IMBS の会社方針  
グループ中期経営計画を受けた IMBS 会社方針が動画発信されました。当社はシェアードサービス会社の位

置づけの三越伊勢丹ビジネス・サポートではなく、今後は⾃⽴した組織で、グループ利益に貢献をしていきます。 
＜⻑期計画〜2030 年に向けて〜＞ 

   ●ターゲット  
事業領域︓EC 市場拡⼤を踏まえた BtoC 物流（グループ事業及び外販ビジネスの２軸） 

    顧客︓MI 保有顧客及び EC 市場への参入を狙う外部一般企業の対象顧客 
   ●提供価値 
    百貨店物流を基盤とした⾼品質で付加価値の⾼い物流サービス 
    カスタマージャーニーを最⾼のものにデザインする物流を実現 
   ●基本戦略 
    シェアード事業で得られるノウハウやインフラを活⽤した外販ビジネスの成⻑と、それをシェアード事業の効率化

につなげる好循環を生み出し成⻑を続ける 
   ●成⻑戦略  
    ＥＣに新しく参入する企業のバックエンドを包括的に請け負うＥＣフルフィルメント事業の基盤を固め、 

外販⽐率 30〜50％を達成 
【新規事業開発】顧客タッチポイントを創出し、収益事業化を図る（顧客資産保管事業、顧客データ収集） 
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５．春の交渉についての考え方 
 
 2020 年からのコロナ禍で、百貨店をはじめグループ全体の業績に影響を与え続けています。2021 年度については４⽉か
ら回復傾向にありましたが、その後の緊急事態宣⾔による短縮営業や部分営業等により、第一四半期〜第二四半期終了
までは、厳しい状況にありました。 

直近のグループ業績については、９⽉〜12 ⽉での感染者も落ち着いて業績も回復基調だったことで、営業利益も⿊字化
しましたが、年明けからの再びのコロナ禍（オミクロン株の流⾏）によりまだまだ予断を許さない状況です。 
 

今年度グループ会社の中では、IMBS の業績については堅調に推移をしているものの、グループが危機的な状況であれば
⾃社の企業存続が危ぶまれる状況と同じであると認識しシェアード会社としてはその性質上、グループ全体の業績の悪化を共
に乗り越えていくことが必要であると捉えています。 
 IMBS は今年度に、「⾃分で考え、⾃分で⾏動する」⾃律の組織文化を作ることで⾃分たちの⼿で物流を進化させ、会社
の未来を作り出していくという意志がこもった新たな⾏動指針と、今後の「⻑期計画〜2030 年に向けて〜」という IMBS 会
社方針を発表しました。 
 この業界全体の⾼成⻑に乗るように、IMBS としては外部への営業活動を含めて成⻑をしていく方向性が⻑期計画の中で
も語られています。 

IMBS 会社方針をどのように実現していくかが重要となりますが、それを具体的な⾏動に落とし込む中で、個⼈の成⻑と企
業の発展によりつながるための⽬標がみえやすくなるように、今年度は評価制度の改定をおこないます。 

 
ここ数年の通年協議では、2020 年度（ステージＣ）・2021 年度（ステージＡ・Ｂ）・2022 年度（プロスタッフ社員）

の本給の制度改定をおこない、等級や構成要素（等級・個⼈給など）の設定をおこない成果の積み上げを重視する仕組み
としてきました。 

これにより、今までの成果の積み重ねが本給に反映されやすくなり、メンバーのモチベーションに繋がっていくものと思っています。 
本給の制度改定の方向性を踏まえると、評価制度における⽬標設定のあり方についても、これまでの『職務や役割をベース

とした意識づけ・⽬標設定』から、『資格や等級に応じた意識づけや⽬標設定』へと⾒直しをおこない、評価制度へのメンバー
の納得性が⾼まるように成果評価シートを変更していきます。 

 
プロスタッフ社員の制度改定については、その期待成果から本給を社員ステージ C１と同程度まで整備し、社員転換を選

択しないかたへの新たな選択肢として P2 の資格を設定し、中⻑期的なキャリアや、モチベーション維持につながるような制度に
してきました。 

 
本年度の⼈に関わる諸制度では他に、短時間勤務制度の導入や、カムバック型再雇⽤制度の導入など多様な働き方に

配慮した制度改定も考えています。 
 
社会全体や会社の環境の変化が加速している中で、メンバーの取組としては、メンバー一⼈ひとりも、この変化を感じてもら

い、中⻑期のことについて少しでも考えて頂き、その中で⾃⾝も変化して成⻑や成果発揮に繋がっていって欲しいと考えていま
す。 

組合としては、メンバー一⼈ひとりが変化し、感じ取ってもらった思いを、メンバーの声として集めていきます。その過程で、メン
バーと役員の意⾒交換を通してありたい姿を考え、中⻑期的な視点を持ち、⼈事制度や労働環境の改善にむけて協議をお
こなってきました。 
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Ⅲ
.2

02
2

年
度

 春
の

交
渉

の
考

え
方

 

１
．

賃
⾦

要
求

の
考

え
方

  
  

 １
）

外
部

環
境

 
  

  
国

内
景

気
は

緊
急

事
態

宣
⾔

の
解

除
以

降
、個

⼈
消

費
、企

業
の

景
況

感
も回

復
傾

向
に

あ
りま

す
が

、新
型

コロ
ナ

ウイ
ル

ス
の

新
た

な
変

異
株

の
感

染
拡

⼤
に

よる
経

済
へ

の
影

響
が

懸
念

され
て

い
ます

。 
消

費
者

物
価

指
数

(生
鮮

⾷
品

を除
く)

は
9

⽉
以

降
プラ

スに
転

じ、
直

近
12

⽉
は

前
年

同
⽉

⽐
0.

5％
と上

昇
して

い
ます

。 
雇

⽤
環

境
は

コロ
ナ

禍
前

に
は

及
ば

な
い

も
の

の
有

効
求

⼈
倍

率
・完

全
失

業
率

共
に

緩
や

か
な

改
善

傾
向

に
あ

りま
す

。 
 ２
）

内
部

環
境

 
・グ

ル
ー

プ連
結

の
第

３
四

半
期

決
算

は
、コ

ロナ
禍

で
も感

染
者

数
が

⽐
較

的
少

な
い

期
間

で
業

績
に

つ
い

て
は

回
復

傾
向

に
あ

り、
営

業
利

益
は

30
億

円
とな

りま
した

。し
か

し、
この

１
⽉

より
の

再
び

の
コロ

ナ
禍

（
オミ

クロ
ン株

の
流

⾏
）

な
どが

あ
り、

まだ
まだ

予
断

を許
さな

い
状

況
で

す
。 

新
た

に
発

表
され

た
中

期
経

営
計

画
で

は
20

24
年

度
に

営
業

利
益

35
0

億
円

の
⽬

標
が

掲
げ

られ
まし

た
。 

・I
M

BS
は

三
光

町
ゼ

ロリ
セ

ット
、⾼

松
・松

山
の

物
流

セ
ンタ

ー
統

合
等

の
百

貨
店

物
流

経
費

削
減

や
、通

販
フル

フィ
ル

メン
ト事

業
を

中
⼼

とし
た

外
販

事
業

の
拡

⼤
、単

発
的

な
業

務
受

託
の

拡
⼤

、既
存

クラ
イア

ント
の

製
造

原
価

の
⾒

直
しに

より
、第

３
四

半
期

決
算

は
売

上
⾼

18
8

億
（

前
年

⽐
︓

10
1.

2%
）

、営
業

利
益

3
億

円
（

前
年

⽐
14

8.
6%

）
と百

貨
店

が
コロ

ナ
禍

で
苦

戦
す

る中
、堅

調
に

推
移

しま
した

。た
だ

し、
この

百
貨

店
の

予
断

を許
さな

い
状

況
が

本
年

を乗
り越

え
て

終
わ

りで
は

な
い

こと
、

シ
ェア

ー
ドと

して
の

⽴
ち

位
置

、外
部

収
益

拡
⼤

の
中

で
既

存
クラ

イア
ント

の
製

造
原

価
⾒

直
しが

本
年

で
一

通
り終

了
した

こと
な

どを
考

え
ると

、来
期

も引
き続

き重
要

に
な

りま
す

。 
３

）
賃

⾦
要

求
の

⽅
針

 
  

  
 2

02
2

年
度

春
の

交
渉

本
部

基
本

方
針

は
、こ

れ
まで

同
様

「雇
⽤

の
確

保
とそ

の
前

提
とな

る
企

業
・事

業
の

存
族

」を
最

優
先

に
 取

組
み

を進
め

ます
。賃

⾦
要

求
の

具
体

的
な

方
針

に
つ

い
て

は
、三

越
伊

勢
丹

グ
ル

ー
プ

労
働

組
合

（
IM

GU
）

の
「2

02
2

年
度

春
の

交
渉

IM
GU

基
本

方
針

」に
基

づ
き要

求
を組

み
⽴

て
ます

。（
詳

細
は

P1
17

）
 

 

４
）

各
雇

用
形

態
に

お
け

る
賃

⾦
要

求
 

20
22

年
度

の
賃

⾦
要

求
で

は
、⼈

事
賃

⾦
制

度
に

基
づ

い
た

要
求

（
適

正
な

評
価

や
業

績
に

応
じた

賃
⾦

反
映

等
）

や
、賃

⾦
⾯

で
の

セ
イフ

ティ
ー

ネ
ット

に
関

わ
る最

低
賃

⾦
要

求
に

つ
い

て
も、

従
来

通
り雇

⽤
形

態
ご

とに
お

こな
い

ます
。 

（
１

）
ベ

ー
ス

ア
ップ

 
  

  
  

  
社

員
・プ

ロス
タッ

フ社
員

は
「グ

ル
ー

プ共
通

の
ベ

ー
スア

ップ
算

出
式

」に
基

づ
き要

求
をお

こな
い

ます
。 

フェ
ロー

社
員

・エ
ル

ダー
フェ

ロー
・エ

ル
ダー

社
員

に
つ

い
て

は
「各

雇
⽤

形
態

に
お

け
るベ

ー
ス

アッ
プの

構
成

要
素

」に
基

づ
き要

求
を 

お
こな

い
ます

。 
  

  
  

 

（
２

）
定

期
昇

給
 

定
期

昇
給

は
、昇

給
・昇

格
制

度
が

あ
る全

て
の

雇
⽤

形
態

に
お

い
て

「役
割

成
果

主
義

の
推

進
」・

「や
りが

い
・働

きが
い

」の
観

点
か

ら、
制

度
上

の
評

価
分

布
お

よび
、本

給
表

・昇
給

表
な

どに
基

づ
く要

求
をお

こな
い

ます
。 

 

（
３

）
初

任
給

・採
用

賃
⾦

 
個

別
契

約
とな

る雇
⽤

形
態

を除
き、

全
て

の
雇

⽤
形

態
の

初
任

給
・採

⽤
賃

⾦
の

要
求

をお
こな

い
ます

。 
 

（
４

）
最

低
賃

⾦
（

詳
細

は
P1

20
）

 
「2

02
2

年
度

春
の

交
渉

 I
M

GU
最

低
賃

⾦
要

求
基

準
」に

基
づ

き、
「企

業
内

（
⽉

収
・時

間
給

）
最

低
賃

⾦
」、

お
よび

社
員

・プ
ロス

タッ
フ社

員
に

対
す

る「
扶

養
者

・年
齢

別
最

低
賃

⾦
（

⽉
例

）
」の

要
求

をお
こな

い
ます

。 
  

 

審
議

決
定

事
項
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（
５

）
賞

与
 

賞
与

要
求

につ
い

て
は

半
期

交
渉

とし
、2

02
2

年
12

⽉
分

は
10

⽉
、2

02
3

年
6

⽉
分

は
4

⽉
を⽬

途
に

、業
績

結
果

及
び

業
績

評
価

指
標

を踏
まえ

要
求

をお
こな

い
ます

。 
・賞

与
⽀

給
額

の
決

定
に

使
⽤

す
る

「業
績

評
価

指
標

」に
つ

い
て

は
今

回
の

春
の

交
渉

時
に

審
議

決
定

しま
す

。 
・賞

与
に

つ
い

て
は

「雇
⽤

の
維

持
とそ

の
前

提
とな

る企
業

・事
業

の
存

続
」を

最
優

先
に

考
え

つ
つ

も、
企

業
環

境
・業

績
に

柔
軟

に
対

応
した

⽔
準

の
確

保
を図

り、
最

下
限

⽔
準

は
年

間
2

ヶ⽉
を基

本
的

な
考

え
方

とし
ます

。 
・賞

与
に

評
価

制
度

が
導

入
され

て
い

る雇
⽤

形
態

は
、必

要
な

原
資

(評
価

分
布

等
)を

要
求

す
る

とと
もに

、そ
の

結
果

に
関

す
る

確
認

をお
こな

い
ます

。 
・な

お
、2

02
1

年
度

賞
与

分
に

あ
た

る
20

22
年

6
⽉

分
は

、す
で

に
審

議
決

定
して

い
る⽀

給
表

・業
績

評
価

指
標

をも
とに

、
20

22
年

4
⽉

ご
ろを

⽬
途

に
要

求
をお

こな
い

ます
。 
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２
．

20
22

年
度

の
ベ

ー
ス

ア
ップ

算
出

式
に

よ
る

要
求

の
考

え
方

 
1）

社
員

、プ
ロ

ス
タ

ッフ
社

員
 

  
 2

02
2

年
度

の
ベ

ー
ス

アッ
プ要

求
に

つ
い

て
は

、下
記

の
「グ

ル
ー

プ共
通

の
ベ

ー
スア

ップ
算

出
式

」に
基

づ
き算

出
をお

こな
い

ます
。 

  
 ベ

ー
ス

ア
ップ

算
出

式
に

基
づ

く
20

21
年

暦
年

の
物

価
上

昇
率

が
▲

0.
4％

で
あ

る
こと

か
ら、

物
価

上
昇

率
に

応
じた

計
数

は
0.

00
0

とな
り、

基
礎

額
29

2,
00

0
円

に
その

計
数

を乗
じる

と
0

円
に

な
るこ

とか
ら、

物
価

上
昇

に
応

じた
ベ

ー
スア

ップ
額

は
０

円
とな

りま
す

。以
上

に
より

、ベ
ー

スア
ップ

算
出

式
に

基
づ

き、
20

22
年

度
春

の
交

渉
に

お
い

て
は

ベ
ー

スア
ップ

要
求

をお
こな

い
ませ

ん
。 

                     
     

 

 ※
参

考
資

料
 2

02
2

年
度

・2
02

3
年

度
 グ

ル
ー

プ共
通

ベ
ー

スア
ップ

算
出

式
 

 

 
 

 

 

1⽉
2⽉

3⽉
4⽉

5⽉
6⽉

7⽉
8⽉

9⽉
10

⽉
11

⽉
12

⽉
平

均
▲

0.
7

▲
0.

5
▲

0.
4

▲
1.

1
▲

0.
8

▲
0.

5
▲

0.
3

▲
0.

4
0.

2
0.

1
0.

0
0.

0
▲

0.
4

⾒
做

し値
（

8⽉
〜

10
⽉

平
均

）

<
ベ

ー
ス

ア
ップ

算
出

式
に

基
づ

く2
02

1年
暦

年
物

価
上

昇
率

>

基
準

とな
る

ベ
ー

ス
ア

ップ
額

　=
　基

礎
額

29
2,

00
0円

　×
　物

価
上

昇
率

に
応

じた
計

数

 ＜
ベ

ア
算

出
式

＞
 

 ・
基

準
とな

る
ベ

ア
額

 ＝
基

礎
額

 ×
 物

価
上

昇
率

に
応

じた
係

数
 

 ・
基

礎
額

は
グ

ル
ー

プ
の

⽉
給

制
社

員
の

平
均

本
給

額
とし

、2
92

,0
00

円
とす

る
 

 ・
ベ

ー
ス

ア
ップ

額
上

限
は

1,
00

0
円

、 
50

0
円

単
位

とす
る

。 
 ・

ベ
ア

算
出

式
で

使
⽤

す
る

物
価

上
昇

率
は

10
⽉

ま
で

の
確

定
値

を
基

に
下

記
の

式
に

て
算

出
す

る
。 

  
（

「1
⽉

~
10

⽉
ま

で
の

物
価

上
昇

率
合

計
」＋

「⾒
做

し物
価

上
昇

率
(1

1
⽉

、1
2

⽉
分

)」
×

2
ヶ⽉

」)
÷

12
 

 ・
単

年
清

算
とし

、持
ち

越
し額

を
発

生
させ

な
い

方
式

とす
る

。 
 ・

1,
00

0
円

を
超

え
る

上
乗

せ
に

つ
い

て
は

、組
合

各
⽀

部
が

ベ
ア

の
構

成
要

素
(※

)に
基

づ
い

て
要

求
を

判
断

す
る

。 
  

※
ベ

ア
の

構
成

要
素

･･
･物

価
上

昇
分

、生
産

性
向

上
分

、採
⽤

賃
⾦

上
昇

対
応

分
、賃

⾦
格

差
調

整
分

 
 【

計
算

式
を

⽤
い

る
場

合
の

前
提

事
項

】 
 

 ・
今

回
決

定
した

制
度

の
適

⽤
期

間
は

20
23

年
度

ま
で

とす
る

。（
基

礎
額

は
変

更
しな

い
）

 
 ・

下
記

の
⼤

き
な

環
境

変
化

が
生

じた
場

合
に

は
、算

出
式

の
取

扱
い

に
つ

い
て

別
途

労
使

協
議

の
上

で
対

応
す

る
。 

 
  

①
消

費
増

税
等

、国
の

政
策

に
よ

り物
価

が
上

昇
した

場
合

 
  

②
想

定
外

の
⼤

幅
な

物
価

上
昇

 
  

③
災

害
等

に
よ

りグ
ル

ー
プ

の
存

続
に

関
わ

る
環

境
変

化
が

生
じた

場
合

  
な

ど 

  
18

２
）

20
22

年
度

ベ
ー

ス
ア

ップ
要

求
に

関
わ

る
構

成
要

素
に

対
す

る
考

え
⽅

 
  

本
年

度
は

各
雇

⽤
形

態
に

お
け

るベ
ー

ス
アッ

プ要
求

に
つ

い
て

は
、要

求
に

関
わ

る構
成

要
素

に
基

づ
き検

討
しま

す
。 

 ＜
ベ

ー
ス

ア
ップ

要
求

の
構

成
要

素
と今

年
度

の
捉

え
＞

 
 

■
フェ

ロ
ー

社
員

（
時

給
制

社
員

）
 

①
物

価
上

昇
対

応
分

 
  

  
  

20
21

年
暦

年
の

物
価

上
昇

率
は

▲
0.

2％
とな

り前
年

より
も物

価
は

下
落

して
い

る状
況

で
す

。 
②

生
産

性
向

上
分

 
  

20
21

年
度

の
業

績
に

つ
い

て
は

堅
調

に
推

移
した

もの
の

、著
しい

生
産

性
向

上
の

施
策

に
は

繋
が

りま
せ

ん
で

した
。 

③
担

う役
割

と賃
⾦

⽔
準

バ
ラン

ス 
  

  
  

直
近

1
年

間
に

お
け

る各
雇

⽤
形

態
に

求
め

られ
る役

割
や

働
き方

に
⼤

きな
変

化
は

⾒
受

け
られ

な
い

こと
か

ら、
担

う役
割

と
賃

⾦
⽔

準
との

バ
ラン

スに
も変

化
は

な
い

こと
が

想
定

され
ます

。 
④

採
⽤

賃
⾦

上
昇

分
 

  
  

  
採

⽤
時

給
に

変
動

は
あ

りま
せ

ん
。 

 
■

エ
ル

ダ
ー

社
員

、エ
ル

ダ
ー

フェ
ロ

ー
（

60
歳

以
降

社
員

）
 

①
物

価
上

昇
対

応
分

 
  

  
  

20
21

年
暦

年
の

物
価

上
昇

率
は

▲
0.

2％
とな

り前
年

より
も物

価
は

下
落

して
い

る状
況

で
す

。 
②

生
産

性
向

上
分

 
  

20
21

年
度

の
業

績
に

つ
い

て
は

堅
調

に
推

移
した

もの
の

、著
しい

生
産

性
向

上
の

施
策

に
は

繋
が

りま
せ

ん
で

した
。 

③
担

う役
割

と賃
⾦

⽔
準

バ
ラン

ス 
  

 直
近

1
年

間
に

お
け

る各
雇

⽤
形

態
に

求
め

られ
る

役
割

や
働

き方
に

⼤
きな

変
化

は
⾒

受
け

られ
な

い
こと

か
ら、

担
う役

割
と

賃
⾦

⽔
準

との
バ

ラン
スに

も変
化

は
な

い
こと

が
想

定
され

ます
。 
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３
）

「扶
養

者
・年

齢
別

最
低

賃
⾦

要
求

」の
基

準
 

  
 ■

扶
養

者
年

齢
別

最
低

賃
⾦

表
（

対
象

︓
社

員
・プ

ロス
タッ

フ社
員

）
 

「扶
養

者
・年

齢
別

最
低

賃
⾦

要
求

基
準

」は
、生

活
者

の
観

点
か

らの
賃

⾦
確

保
を⽬

的
に

、⽇
常

 生
活

を営
む

上
で

最
低

限
  

 
維

持
す

べ
き⽉

例
給

の
⽔

準
を扶

養
者

数
と年

齢
に

応
じて

定
め

た
もの

で
す

。扶
養

者
の

基
準

内
賃

⾦
が

、以
下

の
扶

養
者

・年
齢

別
の

基
準

額
を下

回
る場

合
に

は
、そ

の
差

額
を⼿

当
とし

て
保

障
す

るこ
とを

要
求

しま
す

。 
 

   
  

  
 

 
※

⽔
準

設
定

に
つ

い
て

は
、⼈

事
院

の
標

準
生

計
費

・総
務

省
の

「家
計

調
査

」や
「物

価
上

昇
分

（
暦

年
・総

合
・全

国
）

」等
を

加
味

し
て

決
定

して
い

ます
。 

 
※

保
障

額
の

⽀
給

に
つ

い
て

は
、本

⼈
の

申
告

に
基

づ
き⾏

わ
れ

ます
。4

⽉
中

に
会

社
より

基
準

額
及

び
申

告
方

法
（

申
告

期
⽇

や
申

告
書

等
）

に
関

す
る通

達
が

あ
り、

5
⽉

⽀
給

給
与

に
て

4
⽉

分
と合

わ
せ

た
保

障
額

が
⽀

給
され

ます
。な

お
、保

障
分

は
⽉

例
給

へ
の

対
応

 と
し、

賞
与

へ
は

反
映

しま
せ

ん
。 

※
扶

養
者

・年
齢

別
最

低
賃

⾦
は

、⼈
事

院
の

標
準

生
計

費
・総

務
省

の
「家

計
調

査
」や

「物
価

上
昇

分
（

暦
年

・総
合

・全
国

）
」等

を加
味

して
決

定
して

い
ます

の
で

、基
準

額
の

⽔
準

は
年

度
毎

に
設

定
され

ます
。 

  

   
  

 
 

2
0
2
2
年

度
　

扶
養

者
･年

齢
別

最
低

賃
金

　
（
B

基
準

）

(単
位

：
円

）

年
齢

一
人

扶
養

二
人

扶
養

三
人

扶
養

四
人

扶
養

～
2
7

1
8
5
,3

0
0

1
9
5
,3

0
0

2
0
5
,3

0
0

2
1
5
,3

0
0

28
1
8
9
,6

0
0

1
9
9
,6

0
0

2
0
9
,6

0
0

2
1
9
,6

0
0

29
1
9
3
,9

0
0

2
0
3
,9

0
0

2
1
3
,9

0
0

2
2
3
,9

0
0

3
0

1
9
8
,1

00
2
0
8
,1

0
0

2
1
8
,1

0
0

2
2
8
,1

0
0

31
2
0
2
,4

0
0

2
1
2
,4

0
0

2
2
2
,4

0
0

2
3
2
,4

0
0

32
2
0
6
,6

0
0

2
1
6
,6

0
0

2
2
6
,6

0
0

2
3
6
,6

0
0

3
3

2
1
0
,8

0
0

2
2
0
,8

0
0

2
3
0
,8

0
0

2
4
0
,8

0
0

34
2
1
5
,1

0
0

2
2
5
,1

0
0

2
3
5
,1

0
0

2
4
5
,1

0
0

35
2
1
9
,4

0
0

2
2
9
,4

0
0

2
3
9
,4

0
0

2
4
9
,4

0
0

3
6
～

2
2
3
,6

0
0

2
3
3
,6

0
0

2
4
3
,6

0
0

2
5
3
,6

0
0

＜
育

児
・介

護
等

の
短

時
間

勤
務

者
へ

の
対

応
＞

 
事

由
に

より
一

定
期

間
に

お
い

て
勤

務
時

間
を

短
縮

して
い

る者
の

扶
養

者
年

齢
別

最
低

賃
⾦

の
適

⽤
に

つ
い

て
は

、対
象

とな
る 

扶
養

者
年

齢
別

最
低

賃
⾦

に
本

給
と同

じ控
除

す
る割

合
を⽤

い
て

控
除

後
の

本
給

との
差

額
を算

出
し、

給
付

⾦
額

を決
定

す
るも

の
とし

ま
す

。 
  

  
  

＜
例

＞
 3

3
歳

 3
⼈

扶
養

（
対

象
扶

養
者

年
齢

別
賃

⾦
︓

23
0,

80
0

円
）

 
本

給
︓

20
1,

00
0

円
 短

時
間

勤
務

に
よ

る控
除

︓
15

％
 控

除
後

本
給

17
0,

85
0

円
の

場
合

 
23

0,
80

0
円

×
（

1-
0.

15
）

－
17

0,
85

0＝
25

,3
30

 ⇒
  

 扶
養

者
年

齢
別

最
低

賃
⾦

に
よる

給
付

額
 2

5,
33

0
円

/⽉
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＜
扶

養
者

・年
齢

別
最

低
賃

⾦
要

求
基

準
の

適
⽤

要
件

＞
 

 
①

対
象

者
の

年
齢

上
限

は
、満

60
歳

まで
とし

ます
。 

②
対

象
者

の
年

齢
は

、要
求

年
度

の
4

⽉
1

⽇
現

在
に

お
け

る満
年

齢
を基

準
とし

ます
。 

③
対

象
者

の
年

齢
が

27
歳

未
満

の
場

合
は

27
歳

の
、3

7
歳

以
上

の
場

合
は

36
歳

の
要

求
基

準
額

とし
ます

。 

④
被

扶
養

者
の

範
囲

は
、各

企
業

の
扶

養
家

族
⼿

当
の

対
象

とし
て

い
る

⼦
及

び
税

法
上

の
扶

養
家

族
で

あ
り⽇

本
国

内
に

居
住

して
い

る者
とし

ます
。 

⑤
被

扶
養

者
数

に
上

限
は

設
け

ず
、被

扶
養

者
数

に
応

じ
10

,0
00

円
を加

算
しま

す
。 

⑥
対

象
者

の
要

件
は

、フ
ル

タイ
ム

勤
務

（
事

由
に

より
一

定
期

間
に

お
い

て
勤

務
時

間
を短

縮
して

い
る者

を含
む

）
をし

て
お

り、
主

とし
て

本
⼈

の
収

入
に

より
世

帯
の

生
計

を維
持

して
い

る者
とし

ます
。な

お
、三

越
伊

勢
丹

グル
ー

プ内
に

生
計

を一
に

す
る

配
偶

者
・同

居
親

族
が

在
籍

して
い

る場
合

、収
入

の
⾼

い
方

を保
障

対
象

者
とし

ます
。 

⑦
対

象
者

の
基

準
内

賃
⾦

に
は

、本
⼈

及
び

被
扶

養
者

の
扶

養
・障

害
及

び
年

⾦
に

関
わ

る公
的

給
付

（
児

童
⼿

当
・特

別
障

害
⼿

当
・遺

族
年

⾦
等

）
を含

む
もの

とし
ます

。 
な

お
、保

障
対

象
者

で
、期

中
に

該
当

す
る公

的
給

付
が

発
生

した
場

合
は

、速
や

か
に

会
社

へ
申

告
す

るも
の

とし
ます

。（
※

公
的

年
⾦

の
よう

に
2

ヶ⽉
分

を
1

回
に

まと
め

て
給

付
され

る場
合

、⽉
按

分
して

1
ヶ⽉

分
の

給
付

額
を算

出
し、

収
入

の
範

囲
に

算
定

す
るこ

とと
しま

す
。）

 

⑧
要

求
基

準
の

適
⽤

期
間

は
、2

02
2

年
4

⽉
1

⽇
〜

20
23

年
3

⽉
31

⽇
とし

ます
。 

⑨
AB

C
基

準
の

設
定

に
あ

た
って

は
、原

則
⽀

部
内

の
全

事
業

所
は

統
一

の
基

準
を適

⽤
す

るこ
とと

  
しま

す
。た

だ
し、

⾸
都

圏
（

東
京

・埼
⽟

・千
葉

・神
奈

川
）

を拠
点

に
他

地
域

に
事

業
展

開
して

い
る 

事
業

会
社

⽀
部

が
地

域
に

よっ
て

異
な

る基
準

を定
め

るこ
とが

望
まし

い
と判

断
した

場
合

、以
下

の
条

件
・要

素
を総

合
的

に
勘

案
した

上
で

、地
域

別
に

基
準

を設
定

す
るこ

とも
可

能
とし

ます
。 

⑩
育

児
・介

護
等

の
短

時
間

勤
務

者
に

つ
い

て
は

、本
給

より
控

除
され

て
い

る割
合

と同
じ割

合
を該

当
す

る扶
養

者
・年

齢
別

最
低

賃
⾦

より
差

し引
い

た
⾦

額
と⽐

較
し、

控
除

され
た

本
給

の
⾦

額
が

下
回

る場
合

、差
額

を⽀
給

す
るも

の
とし

ます
。 

 

  
  

  
 【

適
⽤

条
件

】 

・⼈
事

賃
⾦

制
度

に
お

け
る⽉

例
給

の
仕

組
み

が
地

域
別

に
設

定
され

て
い

るこ
と。

 

・⼈
事

異
動

配
置

の
範

囲
が

原
則

当
該

事
業

所
内

に
限

定
され

て
い

るこ
と。

 

【判
断

要
素

】 
・対

象
地

域
の

物
価

状
況

や
採

⽤
市

場
、対

象
地

域
に

お
け

る他
⽀

部
との

賃
⾦

⽔
準

格
差

。 
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Ⅳ．2022 年度 賃⾦要求 
１．社員⽉例賃⾦要求 

項⽬ 内容 
詳細 
ページ 

ベースアップ ・算出式に基づき、ベースアップは要求しません。  P17 

本給評価 

・ステージＢ・C ともにＳ・Ａ評価 3 割以上、Ｂ評価（およびＣ評価）7 割未満の 
分布とすることを要求します。 

・ステージ Cｔは、本給評価は絶対評価とし、運⽤などが適正におこなわれているか 
確認することを要求します。 

 

運⽤ 

・運⽤に関して、下記の通り要求します。 
○公正・公平な⼈事評価やフィードバックについて、労使確認をおこないます。 
○以下の内容について、⼈事異動時や評価反映時において適正な運⽤がなされてい
ることを労使で確認します。 

・全体及び等級別の平均本給 （⼈事異動の前後、評価反映の前後） 
・ステージＢの役割別の⼈数分布（⼈事異動の前後、評価反映の前後） 
・ステージＣの等級別・ランク別の⼈数分布（⼈事異動の前後、評価反映の前後） 
・ステージＢの「役割が⼤きく変更する異動」の有無 
（2022 年 4 ⽉ 1 ⽇及び 8 ⽉ 1 ⽇） 

 

初任給 
・ステージＣｔ 210,000 円 
※初任給要求は、2022 年 4 ⽉に IMBS に入社する新入社員の４⽉ 1 ⽇からの本給を要求する

ものです。 
 

本給表および 
昇給表 

・本給表・昇給表を要求します。  P23、24 

最低賃⾦ ・基準内賃⾦が 157,000 円を下回らないことを要求します。  
扶養者・年齢別 

最低賃⾦ 
・基準内賃⾦が定められた⾦額を下回る場合には、その差額を⼿当として⽀給すること
を要求します。  

P21 

 
 
参考︓社員ステージＢ・ステージＣ 平均賃⾦引上げ率 

・現⾏制度（本給表・昇給表及び評価分布）に基づき試算します。 
・「初任の Ct で入社し、ステージＢで 60 歳定年を迎えた」場合の職務やＰＶ(ポジションバリュー)の変更に伴う賃⾦引上

げ分です。 
 賃⾦引上げ率   2.40%（平均賃⾦引上げ額  6,974 円） 
※プロスタッフ社員から社員転換した社員および中途採⽤の方は、モデルケースの対象とはしていません。 

 
  

審議決定事項 
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２．プロスタッフ社員⽉例賃⾦要求 

項⽬ 内容 
詳細 
ページ 

ベースアップ ・算出式に基づき、ベースアップは要求しません。  P17 

本給評価 
・Ｓ・Ａ評価 3 割以上、Ｂ評価（およびＣ評価）7 割未満の分布とすることを 
要求します。 

 

本給表・昇給表 
・本給表・昇給表を要求します。 
・制度改定後の本給表・昇給表も併せて要求します。 

P26、27 

運⽤ 

運⽤に関しては、下記の通り要求します。 
○公正・公平な⼈事評価やフィードバックについて、労使で確認します。 
○以下の内容について、⼈事異動時や評価反映時において適正な運⽤がなされて 
いることを労使で確認します。 

 ・平均本給       （⼈事異動の前後、評価反映の前後） 
 ・ランク別の⼈員分布 （⼈事異動の前後、評価反映の前後） 

 

採⽤賃⾦ 

 

 

最低賃⾦ ・プロスタッフ社員の基準内賃⾦が 157,000 円を下回らないことを要求します。  
扶養者・年齢別 

最低賃⾦ 
・基準内賃⾦が定められた⾦額を下回る場合には、その差額を⼿当として⽀給すること
を要求します。 

P21 

 

参考︓プロスタッフ社員 平均賃⾦引上げ率 

・現⾏制度（本給表・昇給表及び評価分布）に基づき試算します。 
・「プロスタッフ社員として入社し、勤続 20 年まで勤めた」場合で、職務変更に伴う賃⾦引上げ分も含めた賃⾦引上げ分

です。 
 賃⾦引上げ率  1.39%（平均賃⾦引上げ額  2,350 円） 

 

  

 

下記の通り要求します。
A地域 B地域 C・D地域

既卒者
（社会⼈経験者） 173,000円以上 163,000円以上 157,000円以上

短⼤卒・専⾨卒 183,000円 173,000円 167,000円

⾼卒 173,000円 163,000円 157,000円
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３．フェロー社員賃⾦要求 

項⽬ 内容 
詳細 
ページ 

ベースアップ ・構成要素①②③④に基づき、ベースアップは要求しません。 P29 

評価 
・能⼒評価表および能⼒給ランク表・昇給表に基づき、Ｂ評価以上を中⼼とした分
布とすることを要求します。 

P30 

運⽤ 

・運⽤に関しては、下記の通り要求します。 
○公正・公平な⼈事評価やフィードバックについて、労使確認をおこないます 
○以下の内容について、⼈事異動時や評価反映時において適正な運⽤がなされて
いることを、労使で確認します。 

 

能⼒給改定表 
ランク表・昇給表 
貢献度ポイント表 
退職⾦算定式 

⽀給係数 

「能⼒給改定表」「ランク表・昇給表」「貢献度ポイント表・退職⾦算定式・⽀給係
数」の通り要求します。 

P30、31 

採⽤賃⾦ ・地域ごとに設定する⾦額を下回らないことを要求します。 P29 
最低賃⾦ ・地域ごとに最低賃⾦を下回らないことを要求します。 P29 

〈2022 年度ベースアップ要求に関わる 4 つの構成要素に対する考え⽅〉 

① 物価上昇対応分 
      2021 年暦年の物価上昇率は▲0.2％となり前年よりも物価は下落している状況です。 

② 生産性向上分  
2021 年度の業績については堅調に推移したものの、著しい生産性向上の施策には繋がりませんでした。 

③ 担う役割と賃⾦⽔準バランス 
      直近 1 年間における各雇⽤形態に求められる役割や働き方に⼤きな変化は⾒受けられないことから、担う役割と賃

⾦⽔準とのバランスにも変化はないことが想定されます。 
④ 採⽤賃⾦上昇分 

      採⽤時給に変動はありません。 

 

■採⽤賃⾦・最低賃⾦要求      （単位︓円） 

  

  

東京 埼⽟ 千葉 神奈川 北海道
1,045 960 955 1,040 890
宮城 新潟 静岡 愛知 広島

855 860 915 955 905
香川 愛媛 福岡

850 825 900
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４．エルダー社員賃⾦要求 
項⽬ 内容 詳細 

ページ 
ベースアップ ・構成要素①②③に基づき、ベースアップは要求しません。 P28 

時間給 ・Ａ地域 1,045 円 / Ｂ地域 995 円 / Ｃ・Ｄ地域 930 円  

⽉例給 
・Ａ地域 224,000 円/Ｂ地域 174,000 円/Ｃ・Ｄ地域 164,000 円 

なお各地域で 60 歳時点の賃⾦が上記⾦額を下回る場合は、60 歳時点の
賃⾦とします 

P28 

最低賃⾦ 
(時間給) 

・エルダー社員Ⅰ・Ⅱ・Ⅵ･Ⅶの時間給が地域ごとの最低賃⾦表を下回らないこ
とを要求します。 

P28 

最低賃⾦(⽉例給) ・エルダー社員Ⅲの⽉例賃⾦が 157,000 円を下回らないことを要求します。  

〈2022 年度ベースアップ要求に関わる３つの構成要素に対する考え⽅〉 

① 物価上昇対応分 
    2021 年暦年の物価上昇率は▲0.2％となり前年よりも物価は下落している状況です。 
② 生産性向上分 

    2021 年度の業績については堅調に推移したものの、著しい生産性向上の施策には繋がりませんでした。 
 ③ 担う役割と賃⾦⽔準バランス 

直近 1 年間における各雇⽤形態に求められる役割や働き方に⼤きな変化は⾒受けられないことから、担う役割と
賃⾦⽔準とのバランスにも変化はないことが想定されます 
 

■時間給・⽉例給要求 

 

■最低賃⾦要求           （単位︓円） 

 

  

東京 埼⽟ 千葉 神奈川 北海道
1,045 960 955 1,040 890
宮城 新潟 静岡 愛知 広島

855 860 915 955 905
香川 愛媛 福岡

850 825 900

 

エリア 時間給 ⽉給
A地域 1,045 224,000
B地域 995 174,000
C地域 930 164,000
D地域 930 164,000

地域
⾸都圏
名古屋

札幌・仙台・広島・福岡・静岡
新潟・⾼松・松山
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５．エルダーフェロー（Ⅵ・Ⅶ）賃⾦要求 
項⽬ 内容 詳細 

ページ 
ベースアップ ・構成要素①②③に基づき、ベースアップは要求しません。 P32 
最低賃⾦ ・エルダーフェローの時間給が地域ごとの最低賃⾦表を下回らないことを要求します。 P32 

 

〈2022 年度ベースアップ要求に関わる３つの構成要素に対する〉 

① 物価上昇対応分 
    2021 年暦年の物価上昇率は▲0.2％となり前年よりも物価は下落している状況です。 

② 生産性向上分 
    2021 年度の業績については堅調に推移したものの、著しい生産性向上の施策には繋がりませんでした。 

③ 担う役割と賃⾦⽔準バランス 
  直近 1 年間における各雇⽤形態に求められる役割や働き方に⼤きな変化は⾒受けられないことから、担う役割と賃

⾦⽔準とのバランスにも変化はないことが想定されます 
 

■最低賃⾦要求（時間給）     （単位︓円） 

 

 
  

  

東京 埼⽟ 千葉 神奈川 北海道
1,045 960 955 1,040 890
宮城 新潟 静岡 愛知 広島

855 860 915 955 905
香川 愛媛 福岡

850 825 900
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Ⅴ．「⼈に関わる諸制度」について 
＜内容＞ 

内容 事項 対象 ページ 

１．本給の地域部分に関する一部⾒直し
について 

審議決定事項 プロスタッフ社員、 
エルダー社員 

P33 

２. プロスタッフ社員⼈事賃⾦制度改定 審議決定事項 プロスタッフ社員 
 

P34 

３. 2022 年度賞与半期要求に関する⽀
給表、業績指標について 

審議決定事項 全雇⽤形態 P43 

４．社員ステージ B における専⾨性の⾼い
⼈財への処遇について 

審議決定事項 ステージ B P45 

５．評価制度改定  審議決定事項 社員、 
プロスタッフ社員 

P46 

６．短時間勤務制度の導入について 審議決定事項 全雇⽤形態 P54 

７．育児・介護休業法改正に伴う対応に
ついて 

審議決定事項 全雇⽤形態 P57 

８．カムバック再雇⽤制度導入について 審議決定事項 社員、 
プロスタッフ社員 

P59 

９．キャリア形成⽀援制度の名称変更につ
いて 

審議決定事項 全雇⽤形態 P61 

１０．教育体系の整備 報告事項 全雇⽤形態 P61 

１１．リスクシナリオについて 報告事項 全雇⽤形態 P62 

１２．働く環境の整備 報告事項 全雇⽤形態 P63 

１３．2022 年度労使通年協議項⽬ 報告事項 全雇⽤形態 P71 
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１.本給の地域部分に関する一部⾒直しについて 【対象︓プロスタッフ社員、エルダー社員】 
 

〇プロスタッフ社員の地域給、エルダー社員の時間給・⽉例給の地域について、実際に事業所がない地域を削除しま
す。 

１）一部地域の⾒直しについて 
 プロスタッフ社員の地域給、エルダー社員の時間給・⽉例給について、現在の勤務している地域をもとに A〜D 地域
にて⽀給しています。 
 しかし、現在の⽀給表について、過去に事業所があった地域で、現在事業所がない地域についても一部記載してい
る地域があり、今後その地域について新規の事業所や募集をかける予定が現在はない為、⾒直しとして削除します。 
 
                          改定⽇（2022 年 4 ⽉ 1 ⽇〜） 

 
 

 

  

エリア 地域 エリア 地域
A地域 ⾸都圏 A地域 ⾸都圏

B地域 名古屋・京都・大阪 B地域 名古屋

C地域 札幌・仙台・広島・福岡・静岡 C地域 札幌・仙台・広島・福岡・静岡

D地域 新潟・⾼松・松山 D地域 新潟・⾼松・松山

現行 改定（案）

ＰＯＩＮＴ 

審議決定事項 
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２．プロスタッフ社員⼈事賃⾦制度改定 【対象︓プロスタッフ社員】 

 
〇評価による昇給幅をこれまでより⾼め、昇給しやすくすると共に、現⾏の本給上限を引き上げます。 
〇資格給を２つに分け上位資格「Ｐ２」を新設し、中⻑期的なキャリア形成と賃⾦上昇の機会に繋げます。 
〇将来に向けた⼈財確保につなげるため、⾼卒・短⼤卒・専⾨卒の初任給を設定します。 

１）これまでのプロスタッフ社員の制度改定の経緯 
①2010 年〜2015 年 

プロスタッフ社員は、IMBS 発⾜時に旧 MLS 制度を引き継ぐ形で⽉給制契約社員制度としてスタート、フェロー社
員やアルバイトのリーダーを担う役割として位置付けられました。 

②2016 年〜2017 年 
2016 年にフルタイム勤務に移⾏するとともに、社員との均衡待遇を踏まえた⼤幅な制度改定をおこないました。ま
た期待役割をそれまでより⾼いレベルで再設定し、⾼い期待成果に対しメリハリをもった処遇（＊１）を実現する
制度に改定された。 

 ※１︓新たな処遇の考え方では、期待される成果はステージＣ１と同程度と捉え設計されました。 
③2018 年〜現在 

2018 年に無期雇⽤化、それ以降の制度改定はなく現在に⾄っている。一方で、現状の社内外における⼤きな
環境変化を踏まえると、今後のプロスタッフ社員制度の在り方について検討する時期にあります。 

 

２）現状の課題 
・プロスタッフ社員の期待成果は、社員ステージ C１と同程度としてきましたが、2020 年度春の交渉でおこなわれた
社員ステージ C の⼈事制度改定以降、本給上限や昇給基準に差が生じていて、処遇⾯において整備が必要で
す。 

・これまでのプロスタッフ社員制度の改定では、社員転換をすることによるキャリアステップを中⼼に整備してきたため、
転換を選択しない場合に中⻑期的なキャリアを描くことや、モチベーションの維持が難しいことが懸念されます。 

・将来的に起こりえる⼈財不⾜等の社会環境に備え、多様な⼈財確保が⾒込まれる中、⼤学卒以外の新卒者
（⾼卒、専⾨卒、短⼤卒等）の採⽤賃⾦を整備する必要性があります。 

 
【検討の方向性】 

・本給⽔準については、社員ステージＣ１の⽔準を視野に入れ、本給上限を引き上げます。 
・個⼈の成果が処遇として反映しやすく⾃⾝の成⻑がより実感できるよう、評価による昇給幅をこれまでよりあげてい

きます。またプロスタッフ社員として、ステップ感をより感じられるよう、新たな資格「Ｐ２」を新設します。 
・多様な⼈財を確保するため⾼卒・専⾨卒・短⼤卒等の採⽤賃⾦を設定します。 

  

審議決定事項 

ＰＯＩＮＴ 
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３）テーマ別 VOICE の声について 
  12 ⽉ 20 ⽇〜24 ⽇にプロスタッフ社員対象のメンバーズＶＯＩＣＥを実施し、33 名のメンバーが参加し様々な

質問、意⾒、感想をいただきました。 
  その中で、代表的なものを挙げると、 

『A 評価２回は難しそうだが、挑戦してみたいと思う』、『P2 ⾃体は魅⼒的で上がりたいと思うが、本給評価２回の A
を考えると上がった時に、もう少し何かあるといいかもしれない。』、『できる⼈が上に上がれるようになればいいと思ってい
たので、良い制度だと思います。』などの声がありました。 

P2 昇級条件の３年で２回の本給評価 A をとるという条件にハードルが⾼いとの意⾒が一定数ある一方で、⾼い
ハードルを越えた場合にもう少し処遇⾯でプラスがあるといいとの意⾒を会社に伝え、P2 の昇給表を変更し、進級後
に昇給しやすい構成にすることができました。 

 
４）改定の考え方 
  現状の課題を踏まえ、新たな資格給として「P2」を新設し、プロスタッフ社員としての中⻑期的なキャリアステップが描け

る仕組みに改定❶すると共に、資格給の増額と賞与⽔準を上乗せします。 
また個⼈成果給は、評価による昇給幅を社員ステージ C1 と同程度まで広げ、⽇々の成果が処遇により反映する

仕組みとします。 
 

  併せて、他の雇⽤形態と⽐較した時の期待成果と処遇のバランスをふまえ、本給における個⼈成果給の上限を引き
上げます。❷ 
また将来的に起こりうる⼈財不⾜に対し、確保に向けて⾼卒・専⾨卒・短⼤卒の採⽤賃⾦を設定します。❸ 

 

      ＜本給の改定イメージ＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
     なお、今回新たに設定する P2 への進級条件については、一定期間の在籍期間のうちＡ評価以上の⾼い評価を受

けている者を受験対象者にします。進級試験の内容については、事前課題と⾯談をおこなうことで検討しています。 

  

P2 P1

現行
<成果給> <個人成果給>

<地域給>

改定（案）
<資格給>

共通

<ベース給>

<地域給>

固定

P2
P1

勤務地域で決定 勤務地域で決定

A
地
域

B
地
域

C
地
域

D
地
域

A
地
域

B
地
域

C
地
域

D
地
域

評
価
に
よ
っ
て
昇
給

評
価
に
よ
っ
て
昇
給

成果発揮度合により進級

専門・短大卒 

高卒 

❶ ❷ 

❸ 
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５）本給に関する具体的な改定内容について 
 

    （１）資格給について 
・中⻑期的なキャリア形成、賃⾦上昇の機会につなげる為、資格給「Ｐ１」「Ｐ２」を設定します。 
・資格給については、「期待成果」をベースとし区分するため、「成果発揮の再現性が⾼い」「より⼤きな成果発揮」が
期待される等級が P2 となります。 

・進級要件の設定と⾯談などを実施しＰ２に進級します。 
 
※成果の再現性＝職務を問わずプロスタッフ社員の資格に期待される一定の成果レベル。 
※成果の⼤きさ＝より難易度の⾼い期待⾏動⽬標の達成が期待できる。 
 

  
 
 
 
 
 

※進級方法については＜６）進級イメージ＞を参照 
   

（２）個⼈成果給 
  ・これまでよりも評価による昇給ピッチを広げ評価による処遇への反映度合いを⾼めていきます。❶ 

※ランクごとの昇給⾦額︓現⾏ 1,000 円 ⇒ 改定イメージ 2,000 円 
・等級ごとにテーブルを設定し、P2 の個⼈成果給はこれまでの⽔準よりも引き上げます。 

※Ｐ２の個⼈成果給の上限は、本給総額（資格給+地域給（⾸都圏）+個⼈成果給）で、社員Ｃ
１の上限（250,000 円）まで引き上げます。❷ 

※Ｐ１の個⼈成果給は本給総額で、現⾏のプロスタッフ社員本給の上限と同額とします。❸ 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        ※なお、地域給の変更はありません。 
 
 

     

（64ランク）

P2 P1

現行 改定（案）
<成果給> <個人成果給>

評
価
に
よ
っ
て
昇
給

評
価
に
よ
っ
て
昇
給

1,000 円 2,000 円 
❶ 

❷ 
❸ 

改定（案）

固定

共通

現行
<資格給>

P2
P1

<ベース給>

成果発揮度合により進級
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（３）昇給表について 
・評価によるランクアップ数を改定し、これまでよりも昇給⾦額を拡⼤します。❶ 
・運⽤実態や他の雇⽤形態との整合性を踏まえ、D 評価を廃止します。❷ 
 
 
 

昇給表                                 P１昇給表 
ランク S A B C D  ランク S A B C 

１ 0 0 0 0 0  5 0 0 0 0 

2〜34 3 2 1 0 0  6〜15 3 2 1 0 

35〜64 5 4 3 0 0  16〜36 4 3 2 0 

 
 
 
 
 

※なお、改定後の昇給表に基づいた評価反映は 2023 年６⽉ 16 ⽇からおこないます。 
 

（４）短⼤卒・専⾨卒、⾼卒の初任給 
・将来の採⽤を想定し、短⼤卒・専⾨卒、⾼卒の初任給を設定します。 
  

 
 

５）賞与について  
・賞与については、Ｐ２に進級することによる処遇への反映として、これまでのプロスタッフ社員の賞与⽔準から 0.2 ヶ

⽉プラスします。（ベースとなる賞与⽀給表（案）に追加します。） 
※Ｐ１は現⾏通りとします。 

 
 
 

 
 
 
 
 

  

現行

初任給 地域 短⼤・専⾨卒 ⾼卒
A地域 ⾸都圏 183,000円 173,000円
B地域 名古屋 173,000円 163,000円
C地域 札幌・仙台・広島・福岡・静岡

D地域 新潟・⾼松・松山

改定（案）

・短大
・専門卒
・高卒
初任給設定なし 168,000円 158,000円

廃止 

 
 
 
 
 

❷ 

評価 一律 P2
（追加）

P1
（変更なし）

S 1.8 2.0 1.8
A 1.5 1.7 1.5
B 1.2 1.4 1.2
C 0.9 1.1 0.9
D 0.6 0.8 0.6

現⾏ 改定（案）

現⾏ 改定（案） 

＜例）下位ランク B 評価時＞ 
現制度︓3,000 円アップ 

❶ 
＜例）下位ランク B 評価時＞ 

改訂︓4,000 円アップ 



 

 38

６）進級方法 
 （１）進級要件 
  ・プロスタッフ社員としての評価期間１年半以上を経過した者とします。 

（本給評価を２回おこなわれていること） 
  ・直近３年の評価期間で、本給評価のうちＡ評価２回以上とします。 

（直近の３年の在籍は必要なし） 

 
 （２）初年度の進級要件 
  ・2022 年度下期に進級試験を開始予定です。 
  ・対象者については 2019 年度〜2021 年度の本給評価の内、３回中２回 A 評価が必要となります。 
 
 （３）進級試験 
  ・年１回、下期に実施予定とします。 
  ・事前課題（チャレンジシート等）や⾯接等をおこないます。 

・合格者は 2023 年４⽉に格付とします。 
 
 （４）合格者の本給 
  ・資格給が P1 から P2 の資格給に引き上がります。 

・個⼈成果給については、直近上位に格付けします。 
なお、21 ランク未満の合格者は、21 ランクに格付けます。 
また、個⼈成果給 21 ランク以上の合格者は、同ランクで P2 のテーブルへ格付けます。 

 

  

進級要件イメージ図
2021年

以前 10月 ６月 10月 ６月 ６月 10月以降

最短
１、２回⽬の本給評価のうち、
両方ともA評価だった場合P2
への受験が可能

通常
１〜３回⽬の本給評価のうち、
A評価２回以上だった場合
P2への受験が可能

2019年 2020年 2022年

本給評価
1回目

入社・
転換

本給評価
2回目

本給評価
1回目

本給評価
２回目

本給評価
３回目

入社・
転換

在籍者
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７）移⾏方法について 
（１）スケジュールと移⾏の流れ 

・改定⽇は 2022 年 4 ⽉ 1 ⽇とします。ただし新賃⾦体系による給与⽀給は 7 ⽉分からとします。 
 
 ＜主なスケジュールと対応について＞ 
 

  
 

a) ６⽉ 16 ⽇ 旧制度による評価反映 
→旧制度で評価した成果給（ランク）を反映（旧制度での本給が決定） 

b) ６⽉ 16 ⽇ 新制度による格付け 
→移⾏にともない、現在はプロスタッフ社員内の役割に差が無いと考え、全員 P1 に格付 

c) ６⽉ 16 ⽇移⾏ルールに則り新制度へ移⾏ 
→下記①の内容に基づき新制度に移⾏ 

d) ７⽉より移⾏ルール反映後の⽔準で⽀給開始 
 
 
 

          （参考）本給区分イメージ 
 

         

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11⽉ 12⽉ 1⽉ 2⽉ 3⽉5⽉ 6⽉ 7⽉ 8⽉ 9⽉ 10⽉
d) 7⽉より

新制度による
給与⽀給

2021年度 2022年度

3⽉ 4⽉

旧制度

新制度

6
月
16
日

ｂ）新制度に
よる格付け

ｃ）移⾏ルールに
則り新制度へ移⾏

a）旧制度に
よる評価反映

地域給 地域給 ⇒勤務地が A、B、C、D地区により変動

現⾏ 改定(案)

ベース給
資格給

個⼈成果給

成果給

⇒全員P1で移⾏を予定

⇒個⼈の成果の積み重ね
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 （２）移⾏に伴う本給算出方法 

＜個⼈成果給＞ 
・現在の合計本給から、⾦額が決まっている地域給と資格給を引き、個⼈成果給を算出します。 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
・なお、個⼈成果給に対応したランクが無かった場合は、直近上位のランクになります。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

＜移⾏後の本給＞ 
算出した個⼈成果給に地域給（各拠点の⽔準）、資格給（全員 P1）の合計が本給になります。 
 

地域給 地域給

ベース給

成果給

ー
資格給

=
個⼈成果給

【算出した個⼈成果給の対応したランクが無かった場合は直近上位のランクに張り付きます】
例）算出した個人成果給が137,000円の場合

P1
140,000
138,000    137,000円の直近上位の、個人成果給は22ランクの138,000円になります。
136,000

ランク
21
22
23

個⼈成果給テーブル(抜粋)
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<
参
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現
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）

 

 現
⾏

＜
20

22
年

6
月

15
日

ま
で

の
本

給
表

・昇
給

表
＞
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３. 2022 年度賞与要求の決定方法について 【対象︓全雇⽤形態】 

 

〇昨年度から半期ごとに要求していることから、決定方法とベースとなる賞与⽀給表について解説します。 
〇要求内容に関する審議事項として「業績評価指標」をアクションプラン発表後の評議員会、「2022 年 12 ⽉賞

与」を 11 ⽉頃、「2023 年 6 ⽉賞与」を 5 ⽉頃の評議員会にて審議します。  

１）賞与要求の決定方法について（審議決定事項） 
 2022 年度の賞与についても、2021 年３⽉に審議決定をしたベースとなる⽀給表をもとに、半期ごと（４⽉、

10 ⽉）に要求をしていきます。 
・ベースとなる⽀給表については、今回制度改定をおこなうプロスタッフ社員の⽀給表が変更となりますが、他の雇⽤
形態の変更はおこないません。 

・業績指標については、2022年度の予算とアクションプランが発表された時点（第１四半期）で評議員会にて審
議決定いたします。 

・賞与の要求については、12 ⽉賞与は 11 ⽉の評議員会・6 ⽉賞与は 5 ⽉の評議員会で審議決定いたします。 
 

参考︓ベースとなる賞与⽀給表 
①基本賞与 

基本賞与は変動をしない賞与と考えていますが、コロナウイルスのような⼤きな環境変化があった場合や、リスク
シナリオ発動レベルの経営が危機的な状況になった場合については、その状況を考慮し、要求をします。 

②変動賞与 
従来の⾃社業績連動賞与の考え方を基に、『業績指標』に基づき交渉をおこないます。 
 
 12 ⽉ 6 ⽉ 
ステージ B 基本賞与（2.00 ヵ⽉） 基本賞与（評価別⽀給ヶ⽉） 

★変動賞与 
社員ステージＣ・Ct 基本賞与（評価別⽀給ヶ⽉）    基本賞与（評価別⽀給ヶ⽉） 

★変動賞与 
プロスタッフ社員 基本賞与（評価別⽀給ヶ⽉） 基本賞与（評価別⽀給ヶ⽉） 

★変動賞与 
エルダー社員  基本賞与（評価別⽀給ヶ⽉）   基本賞与（評価別⽀給ヶ⽉） 

★変動賞与 
フェロー社員・ 
エルダーフェロー 

  
★変動賞与 

 
参考︓ベースとなる賞与⽀給表 

『業績指標』を総合的に⾒て、要求内容の組み⽴てをおこないます。 
・社員、プロスタッフ社員の変動賞与については、業績指標の総合的な達成度合いによって 0.2 ヶ⽉を基準として
変動させます。 

・エルダー社員、フェロー社員、エルダーフェローの変動賞与については、業績指標の総合的な達成度合いによって
区分⽀給⾦額の変動を組⽴てます。 

（ただし、区分⽀給⾦額を上限に、指標の達成度合いが⼤幅に上回った場合には上限を超える交渉をします。）  

審議決定事項 

ＰＯＩＮＴ 
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参考︓ベースとなる賞与⽀給表（※今年度はプロスタッフ社員の⽀給表が改定されています。） 

  
ステージA

ステージB

ステージC

プロスタッフ社員

エルダー社員

28時間以上〜35時間以下

※区分支給金額を上限に、指標の達成度合いが
 大幅に上回った場合には上限を超える交渉をします。

フェロー社員

※区分支給金額を上限に、指標の達成度合いが
 大幅に上回った場合には上限を超える交渉をします。

エルダーフェロー

※区分支給金額を上限に、指標の達成度合いが
 大幅に上回った場合には上限を超える交渉をします。

P2 P1
基本賞与
P2 P1
2.0

Ⅶ 28時間以上〜35時間以下 20,000円

2.0
1.7
1.4
1.1
0.8

1.7
1.4

下記金額を基準として変動
区分 週契約時間 区分支給金額
Ⅵ 20時間未満 10,000円

Ⅱ 28時間以上〜35時間以下 20,000円

変動賞与
業績指標の総合的な達成度合いによって

区分 週契約時間 区分支給金額
Ⅰ 20時間未満 10,000円

Ⅲ 月給制フルタイム 30,000円

変動賞与
業績指標の総合的な達成度合いによって

下記金額を基準として変動

Ⅰ・Ⅵ 20時間未満 10,000円
Ⅱ・Ⅶ 20,000円

1.20 下記金額を基準として変動
B 1.00 B 1.00 区分 週契約時間 区分支給金額

変動賞与
S 1.40 S 1.40 業績指標の総合的な達成度合いによって
A 1.20 A

D 0.60 D 0.60

基本賞与 基本賞与

0.8

1.20 B 1.20
C 0.90 C 0.901.1

S 1.80 S 1.80 業績指標の総合的な達成度合いによって
0.2ヶ月を基準として変動A 1.50 A 1.50

B

変動賞与基本賞与

2.10 1.75
D 2.10 2.00 2.10 D 2.20 2.00 1.70
C 2.20 2.10 2.15 C 2.30

2.30 1.95
B 2.30 2.20 2.25 B 2.40 2.20 1.85
A 2.40 2.30 2.35 A 2.50

C１・Ct
業績指標の総合的な達成度合いによって

0.2ヶ月を基準として変動
S 2.50 2.40 2.45 S 2.60 2.40 2.05

基本賞与 基本賞与 変動賞与
C3 C2 C１・Ct C3 C2

C 2.65 2.60 2.55 2.45
D 2.45 2.40 2.35 2.25

A 3.05 3.00 2.95 2.85
B 2.85 2.80 2.75 2.65

役割④
S 3.25 3.20 3.15 3.05

D 2.50 2.45 2.40 2.30

B1

評価 役割① 役割② 役割③

B 2.90 2.85 2.80 2.70
C 2.70 2.65 2.60 2.50

3.10
A 3.10 3.05 3.00 2.90

B2

評価 役割① 役割② 役割③ 役割④
S 3.30 3.25 3.20

C 2.75 2.70 2.65 2.55
D 2.55 2.50 2.45 2.35

3.15 3.10 3.05 2.95
B 2.95 2.90 2.85 2.75

役割③ 役割④
業績指標の総合的な達成度合いによって

0.2ヶ月を基準として変動
2.00 S 3.35 3.30 3.25 3.15

A

基本賞与 基本賞与 変動賞与
B3 B2 B1

B3

評価 役割① 役割②

D 2.70 2.65 2.60 2.40
C 2.90 2.85 2.80 2.60

3.00
B 3.10 3.05 3.00 2.80

S 3.50 3.45 3.40 3.20
評価 A1 A2 A3 A4

A 3.30 3.25 3.20

D 3.15 3.05 2.95 2.90 2.85
C 3.35 3.25 3.15 3.10 3.05
B 3.55 3.45 3.35 3.30 3.25
A 3.75 3.65 3.55 3.50 3.45

GM2 GM3 GM4
業績指標の総合的な達成度合いによって

0.2ヶ月を基準として変動
S 3.95 3.85 3.75 3.70 3.65

12月 ６月

基本賞与 基本賞与 変動賞与
2.00 評価 GM0 GM1

賞与支給表
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４．社員ステージ B における専⾨性の⾼い⼈財への処遇について 【対象︓ステージ B】 

 

〇新たなグループメッセージから「専⾨性の⾼い⼈財を処遇する仕組み」は導入を⾒送り、S コース、G コースの

名称も廃止します。 

１）検討の方向性について 
「S コースの特別な⾼処遇制度」については、2021 年度中に導入し、2022 年度より認定を⾏っていく予定でした

が、2021 年５⽉にグループの新たな中期経営計画が発表され、グループの従業員に対しては「特定の専⾨性にとどま
らない幅広い専⾨性を⾝につけ、お客様のお困りごとを感動的に解決でき、関⼼ごとを⾰新的に提案できる⼈になってほ
しい」という新しいメッセージを発信していくことが必要になりました。 

また、「専⾨性を⾼める ＝ 限定された領域でのスペシャリスト」との解釈をされており、新たな戦略の実現に必要な
「幅広い専⾨性を⾝につけてほしい」というメッセージと不整合があることから、これまでの延⻑線上で検討を進めることは
難しく、その取扱について再検討を⾏ってきました。 

 
 

２）今後の取り扱いについて 
このような不整合と共に、IMBS については「認定するの『レベル感』が想定しづらい」「認定者の『⼈数規模』や『認定

可能な事業領域』が⾒通せない」といったことから「専⾨性の⾼い⼈財を処遇する仕組み」については導入しないこととし、
ステージ B については今まで通りとし、グループ共通アセスメントを突破した者については共通アセスメント通過者としま
す。 

これまでの検討の方向性  今後について 
⾼い専⾨性の発揮を⽬指す⼈財に対し「S コース」を設定  S コースとして設定せず、これまでと同じ

運⽤で整理 
将来組織のマネジメントを担うことを⽬指す⼈財に対し 
「G コース」を設定 

 G コースと設定せず、「共通アセスメント
通過者」とする 

審議決定事項 

ＰＯＩＮＴ 
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５．評価制度改定 【対象︓社員、プロスタッフ社員】 

 

〇⽬標の設定や意識付けを本給制度改定の主旨を踏まえ⾒直します。 
〇成果評価シートを変更し、本給評価と賞与評価を分離し、位置づけを明確にします。 
〇あるべき評価期間については、2023 年以降を⽬途に検討を進めます。 

１）検討の背景 
・2020 年度（ステージＣ）・2021 年度（ステージＡ・Ｂ）2022 年度（プロスタッフ社員）の本給の制度改定を

おこない、等級や構成要素（等級・個⼈給など）の設定をおこない成果の積み上げを重視する仕組みとしてきまし
た。 

・本給の制度改定の方向性を踏まえると、評価制度における⽬標設定のあり方についても、これまでの『職務や役割を
ベースとした意識づけ・⽬標設定』から、『資格や等級に応じた意識づけや⽬標設定』へと⾒直しをおこないます。 

・グループでは、グループ会社をまたぐ⼈財流動化が進む中、評価者の負担軽減や業務効率向上が不可⽋となってお
り、評価者から⾒ても会社をまたぐ移動が増える中で、評価のグループ平準化による納得性の向上が必要となること
から、2023 年度よりステージＡおよびＢの『評価フォーマット』をグループ共通としていく検討が進められています。 

・2020 年度におこなった労使各々の従業員調査では、⽬標管理や納得性に関わる課題が⾒受けられました。 
➡以上のことから、2022 年 4 ⽉から評価制度の改定をおこないます。 
 
【現状の課題】 
・⾏動⽬標が⾃由記入である為、業務分担（職務）に基づく⽬標が明確になりづらい 
・本来の本給と賞与の位置づけの違いが、評価⽬標を区別していないために不明確になっている。 

   本給⽬標（＝雇⽤形態・ステージに求める期待役割に応じた⾏動を反映） 
   賞与⽬標（＝職務（役割）を通した事業計画への貢献を反映） 

・計数⽬標のない部⾨においては、成果⾏動⽬標に対する結果から本給と賞与の評価を⾏っているため、本来位
置づけの異なる「本給評価」と「賞与評価」について明確なフィードバックがしづらい。 

・一部において評価者・被評価者で⾏う⾯談の未実施が⾒られ、⽬標管理に関わる⾯談実施が徹底されていな
い。（2020 年度従業員満⾜度調査（会社）、従業員意識調査（組合）の結果より） 

    
  

<現状の課題> <改定の方向性>

個別目標のベースを
共通化

資格・等級に応じた
領域やカテゴリーの設定

本給評価・賞与評価に
おける違いが不明確

本給評価・賞与評価の
目標の分離

個別目標設定のばらつき

審議決定事項 

ＰＯＩＮＴ 
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２）評価制度改定（案） 

 ①改定の全体像 

現在の仕組みでは、本給評価と賞与評価で共通の⽬標を使⽤して評価をおこなっているため、本来は位置づけの異な
る評価(本給評価と賞与評価) が、画一的なフィードバックがされてしまうという課題があります。 
そのため、今後は本給評価と賞与評価で⽬標の分離をおこなっていきます。 

 ■本給と賞与の⽬標を分離➡詳細は【改定内容①賞与⽬標と本給⽬標の分離】参照 

    

 ■成果評価シートの改定➡詳細は【改定内容②成果評価シートの改定】参照 

     

 ■本給の⽬標設定と評価方法➡詳細は【改定内容③本給の⽬標設定と評価方法】参照 

    

■賞与の⽬標設定➡詳細は【改定内容④賞与⽬標設定】参照 

      

  

現行 改定（案）

本給『期待行動目標』
賞与『成果行動目標』
   一部『計数目標』

本給・賞与共に

成果行動目標目標

現行 改定（案）

本給『期待行動目標』欄

賞与『成果行動目標』欄
   一部『計数目標』欄

新設 『被評価者と評価者の「対話」の記録』欄

目標設定
成果行動目標欄

  一部計数目標欄

現行 改定（案）

『5段階』評価 自己/1次『7段階』2次『5段階』評価

本給評価

個人別に設定した

成果行動目標を評価

ステージ別の

期待行動レベルの向上を評価

現行 改定（案）

賞与評価

個人別に設定した

成果行動目標を評価

組織の戦略や目標・担う職務の役割
に合わせて設定した

成果行動目標を評価

計数目標設定対象者
ソリューション営業部（セールス）

計数目標設定対象者
ソリューション営業部(セール

ス)及び一部のステージＢ
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■改定内容①賞与⽬標と本給⽬標の分離 
・「本給⽬標」と「賞与⽬標」を分離し、職務（役割）を通した事業計画への貢献（単年度の視点）と一⼈ひとりの

成⻑課題（中⻑期的な視点）に応じた⽬標設定を⾏うことができるようにする。 
・課題への対応を検討するうえでは、以下の点を重視して改定をおこないます。 

⇒個⼈の設定した⽬標や業績の達成が、会社や組織の戦略推進の実現につながる仕組みを作る。 
⇒戦略推進の達成が継続的に⾏われるように、評価フロー（⽬標設定〜評価・フィードバックまでの一連の流れ）

を再徹底し、意識付けをおこなっていき、⼈財育成に繋がる仕組みにしていく。 
・個別⽬標設定における課題を踏まえ、⽬標設定における共通化や、資格に応じた共通設定等の対応をおこなって

いきます。  
賞与⽬標 Ⓐ 計数⽬標 ︓全社業績に結びつく業績⽬標 
       Ⓑ成果⾏動⽬標︓戦略推進に繋がる、役割 （職務など） における⾏動⽬標 

  
本給⽬標 Ⓒ 期待⾏動⽬標︓⾼い成果を継続的に出せるようになる為、ステージとして期待される⾏動 

 

 
  

■改定内容②成果評価シートの改定 
・今回の⾒直しでは、職務 （役割） を通した事業計画への貢献 （単年度の視点）に加え、一⼈ひとりの成⻑

課題（中⻑期的な視点）に応じた⽬標設定を⾏うことができる形とします。 
★ポイント①「本給」と 「賞与」 の⽬標分離 
★ポイント②本給⽬標には、雇⽤形態・ステージに求める⾏動を反映 
★ポイント③賞与⽬標には、職務（役割）を通した事業計画への貢献を反映 

  

理念 能⼒ ”期待”⾏動 ”成果”⾏動 ”定性”成果 ”定量”成果

”資格” として
期待される⾏動

”成果” としての
成果に向けた⾏動

戦略推進に繋がる
業務の成果

全社業績に結びつく
業績の結果

現
⾏

改
訂
（
案
）

【全従業員】　　　　　【ステージ別】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【組織・職務・役割別】

賞与目標本給目標
Ⓒ期待⾏動⽬標

本給⽬標+賞与⽬標
（成果⾏動⽬標）

賞与⽬標
（計数⽬標）

Ⓑ成果⾏動⽬標 Ⓐ計数⽬標

現⾏︓成果評価シート 計数目標あり 計数目標なし

成果⾏動目標
※自由記入

計数目標

改定（案）︓成果評価シート

計数目標

（事業計画推進に繋がる「職務」ごとの）
“成果⾏動”目標

（雇用形態・ステージごとに求める）
“期待⾏動”目標

本
給
評
価

本
給
評
価

賞
与
評
価

賞
与
評
価

本
給
評
価

本
給
評
価

賞
与
評
価

賞
与
評
価

改定（案）
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必
要

な
知

識
・
ノ

ウ
ハ

ウ
を

伝
承

し
、

チ
ー

ム
の

レ
ベ

ル
向

上
に

貢
献

し
て

い
る

。

●
担

う
役

割
を

正
し

く
理

解
し

、
良

い
チ

ー
ム

ワ
ー

ク
を

保
つ

よ
う

に
努

め
て

い
る

。

●
与

え
ら

れ
た

業
務

を
時

間
内

に
終

了
で

き
る

よ
う

に
創

意
工

夫
し

て
い

る
。

（
３

）
職

務
遂

行

●
与

え
ら

れ
た

役
割

を
正

し
く
理

解
し

、
期

待
以

上
の

成
果
を

発
揮

し
て

い
る

。

●
担

当
の

目
標

に
強

い
意

識
を

も
ち

、
専

門
能

力
等を

発
揮

し
目

標
達

成
に

努
め

て
い

る
。

個
別

成
果
行

動
目

標

評
　

価
　

基
　

準

期
間

中
の

成
果

行
動

が不
十

分
で

あ
り

更
な

る
努

力
が

必
要

な
レ

ベ
ル

現
所

属

新
所

属

目
標

設
定

面
接

終了

計
数

目
標
（
売

上
高

）
期

中
特

記
事項

◆
【
本

人
用

】
　

（
グ

レ
ー

色
セ

ル
は

自
動

計
算

の
た

め
、

入
力

不
可
）

2
0%

行
動

目
標

4
0%

本
人

印

フ
ィ

ー
ド

バ
ッ

ク
時

自
由

記
入

欄
面

談
進

捗
確

認（
11

月
～

実
施

予
定

）
の

回
答

を
も

っ
て

終
了

と
し

ま
す

Ⅰ
．

本
給

評
価

：
共

通
成

果
行動

+
個

別
成

果
行

動

Ⅱ
．

賞
与

評
価

：
計

数
目

標
＋個

別
成

果
行
動

（
計

数
目

標
の

な
い

部
署

は
、

個
別

成
果

行動
の

評
価

で
賞

与
評

価
を

行
い

ま
す

）

本
給

・賞
与

本
給

・賞
与
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■改定内容③本給の⽬標設定と評価方法（詳細は評価ガイドでお知らせします） 
【本給⽬標の設定】 

設定⼿順１︓取り組む課題の確認 
設置⼿順２︓本給⽬標ガイドラインから雇⽤形態・ステージ取り組む「期待⾏動プロセス」「⾏動要素」「ステージ別の期

待⾏動レベル」を設定(記入) 
         ※設定は個⼈選択ではなく、所属や部単位で設定する 
設定⼿順３︓『ステージ別の期待⾏動レベル』の達成に向けて期間中におこなうのか『期待レベルに向けた⾏動のポイン

ト』を記載する。 
※『期待レベルに向けた⾏動のポイント』の記載内容は、『ステージ別の期待⾏動レベル』へ達する為の⾏

動であり、⾏動のポイントのみで評価するものではありません。 
 
【評価方法】   ⾃⼰評価及び 1 次評価︓7 段階評価  2 次評価︓5 段階評価 
 
【本給⽬標ガイドライン】雇⽤形態・ステージ別「期待⾏動プロセス」「⾏動要素」「ステージ別の期待⾏動レベル」を予め設定 

 

【三越伊勢丹】 本給目標ガイドライン（ステージ別の期待⾏動レベル）
・⾯談を通じて設定した 「期待⾏動プロセス」、「⾏動要素」、「ステージ別の期待⾏動レベル」 を成果評価シートに反映してください

ステージＣ（上位） ステージC（標準） プロスタッフ社員（上位） プロスタッフ社員（標準）

⾏動が影響を与
える範囲

情報収集 希少で有⽤な情報が入ってくる独⾃の
⼈脈・情報ネットワークを構築する

外部環境の変化に広くアンテナを張
り、価値ある情報を選び取る

数字を⾒るだけでなく実際に現場に⾜
を運ぶなど、多⾯的に情報を集める

上位者の指⽰がなくても業務に役⽴つ
情報や知識を⾃ら探索する

お客さまや関係者の話を細⼤漏らさず
聴き取る

業務に必要な知識・情報を認識し、
習得に取り組む

情報分析 独⾃の切り⼝・着眼点で情報を分析
し、新たな⽰唆や解釈を導く

複雑なものごとを要素分解して構造
的・体系的に整理・分析する

矛盾や⾶躍のない筋道でデータを整
理・分析する

先入観や思い込みを持たずデータ・事
実を受け止め、考察する

お客さま、関係者の意⾒や要望を⾃
分なりに整理し、他のメンバーに伝えら
れるようにする

業務⼿順やルールに書かれていないこ
とでも⾃分なりに考えて上位者に相
談・確認する

気づく・動く 試⾏錯誤や失敗の経験から組織とし
て価値ある教訓・知⾒を創造する

影響範囲を⾒極め、仮説－検証を⾼
速で実⾏する その時点での答え（仮説）を持つ 思い付きではなく必ず事実・データの裏

付けを持って⼈に説明する
⽇々の観察から⾃分なりのアイデアを
持ち、他のメンバーに発信する

⽇々の出来事から変化を感じ取る・問
題意識を持つ

計画・進捗管理 将来のリスク・脅威に対して中⻑期的
な視点から打ち⼿を考え、実⾏する

⽬標と現状のギャップを放置せず、
様々な⾓度で打開を図る 状況を放置せず、関係者に働きかける チームの業務の状況やメンバーの状況

の変化を常に把握する
⽇々の業務計画や優先順位を正しく
把握する

業務の⼿順やルールを正しく理解し、
実⾏する

検証・改善
これまでの教訓・知⾒を活かし、組織
の取り組むべき方向性・重点を明確に
する

打ち⼿の結果を検証し、次の施策に
活かす

結果（成果）から得られた教訓を活
⽤する

チームの問題を解決するために、知恵
を絞って試⾏錯誤する

周囲のアドバイスやノウハウを参考に、
改善のヒントを⾒つける

与えられた⽬標や課題に誠実に取り
組む

チームをつくる チームビルディング ⽬標達成と組織風⼟改善の両⽴を
進める

組織が⽬指す方向に沿った⾏動をメン
バーに浸透させる

チームの⽬標に向かってメンバーの意
識を⾼め、柔軟に⾏動する

チームの⽬標に向かって(指⽰がなくて
も)⾃律的に⾏動する

チームの⽬標に常に関⼼を持ち、周囲
のメンバーと連携する

チームの⽬標を理解し、⾏動につなげ
る

説得・交渉 利害関係の対⽴する相⼿とも妥協点
を⾒出し、WinーWinの関係をつくる

利害関係の異なる相⼿とも粘り強く交
渉し、妥協点を⾒出す

スキのない考え方と魅⼒的なストーリー
で相⼿をうなづかせる

正確な情報と的確な根拠で相⼿の理
解を得る

組織連携
組織やプロジェクトの代表者としてイニ
シアチブをとって方向性を⽰し、場をつく
り、キープレイヤーを巻き込む

明確に⾃分や⾃組織の責任範囲では
ない業務であっても、柔軟に役割を広
げて⽀援・協⼒する

社内外の関係者と⽇頃から協調的に
⾏動し、頼りにされる関係をつくる

チーム内で意⾒の違いや対⽴が起こっ
ても、建設的に解決できるように⾏動
する

お互いのメンバーの意⾒をよく聞き、
いったん受け止めた上で、⾃らの意⾒
を伝える

相⼿の⽴場を理解し、協調する点を
⾒出す

理解・洞察 お客さまの動向から新たな成⻑余地を
⾒出し、具体化する

お客さまのニーズを新しい施策につなげ
る

多くのお客さまの声から、まだ満たされ
ていない潜在的な顧客ニーズを汲み取
る

お客さまの表情・反応から、お客さまが
まだ気づいていない欲求や期待を汲み
取る

お客さまの⾔動から、興味・関⼼の所
在や気持ちを読みとる

お客さまからのご要望や質問に向き合
い、丁寧に受け応えする

表現・演出
お客さまの経験価値（五感や感性）
に訴求する優れた表現・演出方法を
組織に波及させる

ブランドの世界観を体現し、その価値
観やこだわり・らしさを、お客さまの⼼に
響く効果的な方法で伝える

独⾃のアレンジや気持ちのこもったメッ
セージを駆使して相⼿に響く伝え方を
⼯夫する

お客さまに合わせて聞きやすくわかりや
すい説明の仕方を⼯夫する

お客さまが必要とする情報をお待たせ
せず正確に提供する

チームを育てる 育成指導 ⼈が育つ「仕組み」を作る 個⼈の特性(強み・弱み)に応じて、成
⻑を促す課題・業務を与える

メンバーの前向きな意欲や努⼒を引き
出す指導を⾏う

メンバーの理解度や課題に応じた指導
を⾏う

業務上のスキルやノウハウを後進に指
導する

業務に慣れていないメンバーに⽬配り・
気配り・⼼配りする

⽬標を達成する 達成志向 ⾃ら変化を繰り返し、組織変⾰を主
導する

⾃らチャレンジングな⽬標・課題を設定
し、達成に取り組む

困難な⽬標であっても粘り強く障害を
乗り越えてやり抜く

「やったかどうか」だけでなく、「できたかど
うか（効果・結果）」ににこだわる

⾏動要素

ステージ別の期待⾏動レベル

雇⽤形態
ステージ ステージＡ ステージＢ 職務

Ⅳ　　〜　　Ⅲ　　〜　　Ⅱ　　〜　　Ⅰ
職務

Ⅲ　　〜　　Ⅱ　　〜　　Ⅰ

データ（事実）を活かす

課題を解決する

チームを動かす

お客さまに満⾜していただく

期待⾏動プロセス

（※ステージＣ・メイト社員は制度改定に伴う本給移⾏前のため、職務Ⅳ〜Ⅰを⽬安として表記。本給移⾏後は、グレードで表記予定）

社外 会社 組織 チーム 個⼈

　【本給】

① 期待⾏動⽬標

※合計で100％ ※評点︓S=100P／A=85P／B⁺=80P／B=75P
② ⾏動の振り返り ／B⁻=70P／C=65P／C⁻=60P　　　　　

0
100%

被評価者 一次評価者

0

⽬標を達成する 達成志向 ⾃らチャレンジングな⽬標・課
題を設定し、達成に取り組む 20%

0

チームを動かす 組織連携
明確に⾃分や⾃組織の責
任範囲ではない業務であっ
ても、柔軟に役割を広げて⽀

20%

課題を解決する 計画・進捗管
理

⽬標と現状のギャップを放置
せず、様々な⾓度で打開を
図る

30%

0 0

総合評価⾃⼰評価 評価 ⾃⼰評価 評価

データ（事実）を活
かす 情報収集

外部環境の変化に広くアンテ
ナを張り、価値ある情報を選
び取る

30%

期末 評点 評点合計 期待レベルに向けた⾏動のポイント 一次評価 二次評価
（部⾨申請）期待⾏動プロセス ⾏動要素 ステージ別の期待⾏動レベル 項⽬

ウェイト
中間

「本給目標ガイドライン」
を参考に最大4つ記入

Ｓ〜Ｃ⁻の
７段階評価

ウェイト合計を
100％とする

※イメージ
三越伊勢丹を
参考に作成中
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■改定内容④賞与⽬標設定（詳細は評価ガイドでお知らせします） 
【賞与⽬標の設定】 

設定⼿順１︓組織の戦略や⽬標の確認 
設定⼿順２︓担う職務の役割確認 

（設定⼿順３︓計数⽬標の指標と⽔準の確認） 
※計数⽬標の設定有無は賞与⽬標設定ガイドライン参照 
※計数⽬標設定については、現⾏の設定から変更し、ソリューション営業部(セールス)のみで運⽤予定 

設定⼿順４︓成果⾏動⽬標の「期待される⾏動」「指標」 の確認 
設定⼿順５︓成果⾏動⽬標の「取り組むこと」の確認 

 
 

 
   
 

  

　【賞与】

① 計数⽬標

※合計で100％ ※評点︓S=100P／A=85P／B=75P／C=65P／D=50P

② 成果⾏動⽬標

※合計で100％ ※評点︓S=100P／A=85P／B=75P

40%

新規顧客獲得にむけた営業活動の強化 アプローチ件数 Webを通じた情報収集
顧客管理 40% B B

0

100%

30

0

評価

既存顧客からの受託業務の継続・拡⼤ 既存顧客の継続率（粗利
率）

ターゲット顧客へのサービス施策の⽴
案実⾏ 60% A B 45 75

100%

期待される⾏動（部⾨・所属別⾏動） 指標 今期取り組むこと 項⽬
ウェイト

期末

A
0

85 85 60% 81 A A

評点 評点小計 ⾏動ウェイト⾃⼰評価

評点合計 一次評価 二次評価
（部⾨申請） 総合評価

外販事業における売上総利益 100% 100,000 120,000 120% A

実績 ⽬標⽐ 評価 評点 評点小計 計数ウェイト指標 項⽬
ウェイト ⽬標

上司との面談を踏まえて最大4つ自由記入

５段階評価
Ｓ〜Ｄの５段階

Ｓ〜Ｄの
５段階評価

ウェイト合計
を100％とする
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３）今後の検討項⽬ 
・2022 年度から新たな評価制度がスタートできるよう、詳細を検討します。 

①本給⽬標ガイドラインの詳細設定 
・雇⽤形態・ステージ（ステージ A・B・C・プロスタッフ社員）ごとの『期待⾏動プロセス』『⾏動要素』『ステージ

別の期待レベル』を設定する。 
・設定にあたっては、社員の⾏動⽬標として具体化するため、「IMBS ⾏動指針」を意識できるものとする。 

②賞与⽬標ガイドラインについて 
・成果⾏動⽬標と計数⽬標のウェイトについては、所属・担当・ステージごとに再検討する。 

③評価ガイドの作成 
・『評価ガイド＜評価フロー（⽬標設定から評価・フィードバックまでの一連の流れ）＞』を作成し、社内の全

上司・部下が把握することで、公平で納得感のある評価を⾏うことができるようにする 
④評価者教育・被評価者教育 

・全国マネージャー会議及び、E ラーニングや Forms でのアンケートも使って実施していく 

 

４）賞与評価の期間について 
2021 年度より賞与交渉が半期交渉に切り替わった中、社員ステージ B については評価期間（評価が賞与⽀給に

反映する時期）が通年で他の雇⽤形態と異なり、賞与交渉と期間に違いが生じています。 
また、今年度は半期と通年での検証が不⼗分だったため、継続検討項⽬といたします。 
現在の賞与は、12 ⽉・6 ⽉で⽀給ヶ⽉が違うことから、賞与のバランスについては、2023 年度の新制度スタートに向

け、来年度に検討をおこないます。 
 

５）スケジュール 
 

 

  

運⽤までのスケジュール

2月 3月 4月 5月

通常 運用開始

2022年

評価者教育
被評価者教育

評価ガイドの作成

本給目標ガイドラインの
詳細設定

賞与目標ガイドラインの
設定
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６．短時間勤務制度の導入について 【対象︓全雇⽤形態】 

 

〇様々な事情と仕事を両⽴ができるように短時間勤務制度を導入していきます。 

１）現状の課題 
個⼈の生活上の様々な事情からフルタイム勤務が困難になった場合においても、両⽴して勤務を継続できるための仕
組みとして、短時間勤務制度について検討を進めてきました。 
・『副業・兼業』⇒スキルアップや異なる就業体験につなげたい場合でも、労働者の健康管理、時間外労働の上限

規制、割増賃⾦における「労働時間の通算」などが発生する。 
・『介護』⇒短時間制度の期間上限に達した際に選択肢がない。 
・『体調不良・私傷病治療』⇒持病や私傷病明けなど体調に事情を抱えフルタイム勤務が困難な⼈に配慮する仕

組みがない。 
・『勉強・就学』⇒⾃⼰啓発のための時間の確保ができない。 
 

２）導入の方向性 
・対象事由は「①副業・兼業」「②介護」「③体調不良・私傷病治療」「④勉強・就学」を導入していきます。 
 ※現在の育児に関する諸制度はグループ内では先⾏している状態ですので、導入はグループに合わせて導入してい

きます。 
・短縮勤務制度（介護）や要保護など既存制度とは別の位置づけとし、既存制度は法改正等への対応を確認す

る対象として明確に残していきます。 
・取得方法については「１⽇あたり労働時間の短縮」と「週あたり勤務⽇数の削減」を設定し、どちらか１つを選択で

きる仕組みとしていきます。 
 

３）既存の介護・介護準備勤務制度の⾒直しについて 
・短時間勤務制度導入に伴い、既存の制度の「１⽇あたりの所定労働時間短縮」に加えて、「所定労働⽇数の低

減の導入をおこないます 
・所定労働⽇数の低減の定義は原則年間の休⽇数を 172 ⽇とすることとして、給与計算は時間按分とします。 
・その他、既存制度上の対象者や取得回数等については変更をおこないません。 
   

 

 ① 副業・兼業

対象者
・アルバイトを除く全従業員で、スキルアップ、新たな人脈の獲得、異なる就業体験に
 つながる副業・兼業を行うもの

適用期間
・最短１ヶ月、最⻑３年
・必要な期間を申請し、１年ごとに事由が継続しているか、短時間を継続するかを確認

取得 ・月単位で取得。申請時に希望した月から取得可能。

勤務時間
・「１日あたり労働時間の短縮」か「週あたり勤務日数の削減」を対象者が申請時に選択
・「１日あたり労働時間の短縮」は勤務時間を５時間か６時間に設定
・「週あたり勤務日数の削減」は各休に週１日を加え、通常の週で週休３日を設定

申請方法
・原則取得開始日の２ヵ月前までに申請書を提出
・証明は不要。雇用契約の場合は「副業・兼業先での就労状況報告書」を提出

審議決定事項 

ＰＯＩＮＴ 
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＜介護・介護準備関連制度の取得イメージ ※1 対象家族に対する取得例＞ 

介護期間 1 年 2 年 3 年 4 年 5 年 6 年 7 年 8 年 9 年 

制度名 

         

 

 

 ② 介護
対象者 ・アルバイトを除く全従業員で、介護・介護準備勤務の最⻑期間を超過したもの

適用期間
・最短１ヶ月、最⻑通算５年
・必要な期間を申請し、１年ごとに事由が継続しているか、短時間を継続するかを確認

取得 ・月単位で取得。申請時に希望した月から取得可能。

勤務時間
・「１日あたり労働時間の短縮」か「週あたり勤務日数の削減」を対象者が申請時に選択
・「１日あたり労働時間の短縮」は勤務時間を５時間か６時間に設定
・「週あたり勤務日数の削減」は各休に週１日を加え、通常の週で週休３日を設定

申請方法
・原則取得開始日の２ヵ月前までに申請書を提出（個人の状況に応じて柔軟に対応する）
・要介護状態であることの証明書を添付

 ③ 体調不良・私傷病治療

対象者
・アルバイトを除く全従業員で、私傷病を治療するもの
※但し「要保護者」並びに「会社の安全配慮義務上の産業医面談の結果、要保護認定された
 場合」は除く

適用期間
・最短１ヶ月、最⻑２年
・必要な期間を申請し、１年ごとに事由が継続しているか、短時間を継続するかを確認

取得 ・月単位で取得。申請時に希望した月から取得可能。

勤務時間
・「１日あたり労働時間の短縮」か「週あたり勤務日数の削減」を対象者が申請時に選択
・「１日あたり労働時間の短縮」は勤務時間を５時間か６時間に設定
・「週あたり勤務日数の削減」は各休に週１日を加え、通常の週で週休３日を設定

申請方法
・原則取得開始日の２ヵ月前までに申請書を提出（個人の状況に応じて柔軟に対応する）
・主治医の診断書または意見書を提出し、産業医と面談を行う
※産業医面談の結果、必要に応じて休業を命じる場合がある

介護・介護準備勤務 
 

期間︓３年 

介護・介護
準備休職 

 

期間︓１年 

短時間勤務制度（介護） 
 

期間︓５年 
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４）今後のスケジュール 
 
 
 

  

 ④勉強・就学
対象者 ・アルバイトを除く全従業員で、資格取得等のために修学・独学をするもの

適用期間
・最短１ヶ月、最⻑３年
・必要な期間を申請し、１年ごとに事由が継続しているか、短時間を継続するかを確認

取得 ・月単位で取得。申請時に希望した月から取得可能。

勤務時間
・「１日あたり労働時間の短縮」か「週あたり勤務日数の削減」を対象者が申請時に選択
・「１日あたり労働時間の短縮」は勤務時間を５時間か６時間に設定
・「週あたり勤務日数の削減」は各休に週１日を加え、通常の週で週休３日を設定

申請方法
・原則取得開始日の２ヵ月前までに申請書を提出
・通学等の証明書を添付

・運⽤までのスケジュール

3月 4月 5月 6月

通常 　 4/1
制度改定

6/1
制度利用
スタート

2022年

申請受付
制度説明

（VOICE・通達等）



 

M E M O 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 57

７. 育児・介護休業法改正に伴う対応について 【対象︓全雇⽤形態】   
 

〇育児・介護休業法改正に向けて男性の育児休業取得促進に向けた出生時育児休業制度や、雇⽤環境整備の
義務化などを導入していきます。 

今回の育児・介護休業法改正については、男性の育児休業取得促進に向けた出生時育児休業制度（産後パ
パ育休制度）の新設や、雇⽤環境整備の義務化などが 2022 年 4 ⽉以降、順次改正される予定となっています。 

以上のことから、育児休業規程の一部を⾒直すなど、法改正への対応をおこないます。 
 
＜参考︓出生時育児休業法による法改正の内容＞ 
 
項⽬ 現⾏制度 

 

改定後（2022 年 10 ⽉ 1 ⽇以降） 
取得期間 原則、⼦が１歳（最⻑２歳） になる

まで 
⼦の出生後、８週間以内に４週間まで取得
可能 

分割取得 不可 2 回まで可 
申請 休業する 1 ヶ⽉前までに申請 休業する 2 週間前までに申請 
※ 休業中の就業については、これまでと同様に不可となります。 
※ 男性が出生時育児休業制度を基に、育児休業を取得した場合は、育児休業給付（出生時育児休業給

付⾦）の対象となります。 
 

１）出生時育児休業法への対応 
出生時育児休業制度（産後パパ育休制度）は、⼦の出生直後に、男性についてもより柔軟に育児休業を取得

できる法改正となります。 
育児休業規程の一部を⾒直し、出生時育児休業制度に基づく対応をおこないます。 
※制度改定時期は、法改正⽇時に合わせて、2022 年 10 ⽉ 1 ⽇とします。 

    
＜出生時休業制度新設に伴う対応＞（2022 年 10 ⽉ 1 ⽇以降） 
取得期間 ⼦の出生後、8 週間以内に 4 週間まで 
分割取得 一⼦につき 2 回まで取得可 
申請 休業する 2 週間前までに申請 

※但し、計画的な取得促進の観点から、1 ヶ⽉までの申請を推奨。 
※分割取得の場合は、2 回分をまとめて申請。 

 

ＰＯＩＮＴ 

審議決定事項 
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２）その他の対応 
前項の法改正を踏まえ、現⾏の育児・介護休業に関する規程の一部について、⾒直しをおこないます。 
 

（１）⼦が 1 歳に達する⽇以前の特例について 
出生時休業制度では、取得可能期間を 4 週間までとすることや、より幅広い範囲内において柔軟な取得が可

能となるよう、下記の通り⾒直します。 
 

現⾏制度 
 

改定後（2022 年 4 ⽉ 1 ⽇より対応） 
育児休業期間が 7 ⽇以内の場合は 1 ⼦につ
き 5 ⽇間まで有給。 

４週間（28 ⽇）以内の場合は、1 ⼦につき 5
⽇間まで有給。 

 
（２）育児・介護休業の取得単位の⾒直し 

出生時休業制度では、2 回まで取得可となることと合わせて、通常の育児休業についても、法改正により 2 回ま
での分割取得が可能となります。 

現在の育児休業規程では、すでに分割取得可能としていますが、2 回⽬以降の取得⽇数に制限を設けていま
す。 

今回、法改正内容との整合性から、1 回当たりの取得制限を 2 回⽬以降から 3 回⽬以降に変更します。 
また、介護休業の分割取得ルールについても、法律上は 3 回まで取得可としていることを踏まえ、内容の⾒直し

をおこないます。 
 

現⾏制度 
 

改定後（2022 年 4 ⽉ 1 ⽇より対応） 
＜育児休業＞ 
同一の⼦に対する 2 回⽬以降の取得に限り、
原則として 1 ヶ⽉。 

＜育児休業＞ 
同一の⼦に対する 3 回⽬以降の取得に限り、
原則として 1 ヶ⽉ 
（※2 回⽬までは取得範囲内において制限を
設けない） 

＜介護休業＞ 
1 対象家族につき 1 年の範囲内において分割
取得可。 

＜介護休業＞ 
4 回⽬以降は原則 2 週間単位で取得 
（※3 回⽬までは取得範囲内において制限を
設けない） 

 
 

（３）育児・介護休業取得要件における勤続年数の廃止 
法改正による有期雇⽤労働者の取得要件緩和（事業主に引き続き雇⽤された期間が 1 年以上である者を

廃止）を踏まえ、勤続 1 年以上の要件を廃止します。 
 

現⾏制度（※育児・介護共通） 
 

改定後（2022 年 4 ⽉ 1 ⽇より対応） 
勤続満 1 年以上で、休業期間終了後引続き
勤務する意思のある者。 

廃止 
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８. カムバック再雇⽤制度導入について 【対象︓社員・プロスタッフ社員】 

 

〇再雇⽤制度（ライフイベント型）とは切り離し、別の新たな制度（カムバック型）として設定します。 

１）現状の課題と制度変更内容について 
⼈財の確保の一⼿段として新たな再雇⽤制度を検討してきました。 
（１）現状の課題 

・現在の再雇⽤制度について、申請することができる資格要件は、ライフイベントによる退職が要件となっているが、
⼈財確保の一⼿段として、企業の状況や業務に精通している以前雇⽤していた方の中途採⽤（カムバック）は
有効であり、特に雇⽤流動性の⾼い業界や⼈財派遣業等においては１つの有効な採⽤ルートとなり得ます。 

・退職後、キャリアアップをした⾃分が元の会社で働きたいと思い⾄っても、戻れるのかどうかの⼿掛かりやルートが分
からない。企業は随時中途採⽤を⾏っていると⾔っても、募集時期や募集有無が分からない中で、一旦退職して
しまうと、戻りたい場合のアプローチへの精神的ハードルが⾼くなっています。 

 
（２）制度改定内容について 

・今ある再雇⽤制度（ライフイベント型）とは切り離し、別の新たな制度（カムバック型）として設定します。 
・原則として退職時に希望者全員を登録する制度とします。（登録段階での選別はしない） 
・再雇⽤を確約した制度とはしない。再雇⽤の審査をパスした者のみの採⽤とします。 
・原則、再雇⽤の審査を実施します。今後は、社内での勤務経験がある⼈財を再雇⽤しやすくすることにより、一
度退職し知⾒を広げた⼈財が復職しやすくすること、即戦⼒として活躍できる⼈財の確保につなげることを⽬的に、
事由の拡充に向けて導入します。 

 

  ライフイベント型とカムバック型の対⽐イメージ 

 

改定検討内容について
項⽬ ライフイベント型（導入済） カムバック型（導入予定）
資格 勤続２年以上 勤続２年以上

離職期間 12年 12年

再雇⽤上限年齢 58歳以下 58歳以下

退職事由 結婚・出産・介護・配偶者の転勤による退職 退職事由は不問（円満退社が前提）
対象となる雇⽤形態 社員・プロスタッフ社員 社員・プロスタッフ社員

社員⇒社員ステージC１⼜はプロスタッフ社員 社員⇒社員ステージC１⼜はプロスタッフ社員

社員(退職後５年未満)⇒在籍中の雇⽤形態を選択可 社員(退職後５年未満)⇒在籍中の雇⽤形態を選択可

プロスタッフ社員⇒プロスタッフ社員 プロスタッフ社員⇒プロスタッフ社員

勤続年数 通算しない 通算しない

再雇⽤時の賃⾦ 在籍中の前歴、能⼒等を勘案の上決定 在籍中の前歴、能⼒等を勘案の上決定

採⽤時期 毎年４⽉、10⽉ 毎年４⽉、10⽉

雇⽤に際しての
採⽤審査

採⽤審査あり。希望者全員採⽤ではない
在職時の評価（仕事ぶり）も加味して判断

採用審査あり。希望者全員採用ではない
在職時の評価（仕事ぶり）も加味して判断
※退職（登録）時の明記や説明は必須

本⼈離職期間中の
アプローチ

会社からのアプローチは⾏わない

会社からのアプローチは⾏うことがある。
※「離職期間中の本人のキャリアの状況の把握」
　「会社情報の共有等による関係性の維持」など
　の観点からアプローチは可（登録者⼀律対応を原則）

再雇⽤時の雇⽤形態

審議決定事項 

ＰＯＩＮＴ 
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９. キャリア形成⽀援制度の名称変更について 【対象︓全雇⽤形態】 

 

〇分かりやすく、区別しやすい名称へ「各キャリア形成⽀援制度」をグループ共通で変更をします。 

１）制度変更内容について 
グループでは、共通のキャリア形成制度を段階的に導入し、整備をしてきた中で、制度名称から内容が分かりにくい

部分があり、他制度との整合性を図る必要があるため、区別しやすい名称へ「各キャリア形成⽀援制度」をグループ
共通で変更をします。 

 

 

  

現⾏ 改定（案）
内容 内容

グループ内継続雇⽤制度 グループ内ライフイベント転籍制度
グループ内キャリア⽀援制度 グループ内出向者転籍制度
再雇⽤制度 (対象︓社員、プロスタッフ) ライフイベント再雇⽤制度

審議決定事項 

ＰＯＩＮＴ 
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１０．教育体系の整備 【対象︓全雇⽤形態】 

 
〇社員以外の雇⽤形態でも、⾃発的に受けられる教育が増えてきています。 

１）本年度の会社の取組 
過去から教育については、社員以外のメンバーから、雇⽤対象にとらわれない教育機会の拡⼤の声がありました。 
今年度はこの声を受けて、前年まで対象が社員までだった教育の対象を拡⼤することや、初めから対象を拡⼤

した教育がおこなわれています。 
 
この拡⼤した教育については、基本的に⾃発的に受けるものとなっています。 
教育実施のスケジュールを雇⽤区分やステージ別に⽇程で一覧にまとめているものが総務統括部の掲⽰板にア

ップされています。 
 
2021 年度よりおこなわれている全従業員（アルバイト以外）の方が受けられる教育（一部抜粋） 

教育一覧 内容 
物流センターオンライン⾒学 【対象︓アルバイトを除く全従業員が視聴可能】 

第一所沢センター紹介動画で、動画内で所沢センター内を巡
っていくので、本当に⾒学しているような感覚になり、部署ごとに解
説が入るので、所沢センターが良く分かります。 

イーロジットオンラインセミナー 【対象︓アルバイトを除く全従業員】 
⾃⼰啓発扱いでの受講となりますが、24 時間好きな時間に受講
可能です。 
・物流現場講座シリーズ  ・リーダーシップ講座シリーズ 
・レベルアップ講座シリーズ  ・戦略物流講座シリーズ など 
 ※各セミナー約 40 分 

物流基礎知識研修「物流とは」の動画視聴 【対象︓アルバイトを除く全従業員のうち、視聴を希望の方】 
物流基礎知識の研修で、物流とはというところから解説をして頂い
ているので、物流初⼼者の方におススメです。 

e-ラーニング 計数講座 【対象︓アルバイトを除く全従業員のうち、受講を希望の方】
（2021 年度は受講締切済） 
⾃ら計画を⽴て実⾏、評価、改善し、ＰＤＣＡを回すことや、定
量化されている数値の意味を知り、評価するために必要な「計数
の基礎知識」を習得することを⽬的に開催。 

社内基礎知識研修「勤怠管理に関する基礎知
識」 

【対象︓アルバイトを除く全従業員のうち、受講を希望の方】 
社内基礎知識研修の一環として、下記のとおり「勤怠管理に関す
る基礎知識」をテーマにしたオンライン学習。 
勤怠に関する基礎知識や勤怠システム（Time３）の操作方法
等について学べます。 

 
２）今後の取組 

本年度より様々な教育の対象が拡⼤され、社員以外の雇⽤形態にも教育機会が拡⼤されました。 
来年度についても、この教育機会拡⼤については引き続き確認していきます。  

報告事項 

ＰＯＩＮＴ 
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１１．リスクシナリオについて 【対象︓全雇⽤形態】 

 
〇環境変化に伴い、労使で確認しているリスクシナリオの変更をおこないます。 

１）リスクシナリオの⾒直しについて 
2017 年にグループ各社は、企業の業績が不透明な状況の中、業績低迷時、⾚字、企業存続危機のレベルに併

せた対応が必要になった時に労使で事前に意識合わせをしておくことで有事の際に、迅速に対応していくことを⽬的
で、リスクシナリオを労使で確認してきました。 

今回は、前回の考え方を踏襲しつつも、総実労働時間の短縮による働く環境の整備をはじめ、取り組む方向性の
変化なども踏まえた⾒直しをおこないます。（2017 年の確認時は利益低迷時に休⽇数の削減などがありました。） 

組合としての前提となる「雇⽤の確保とその前提となる企業・事業の存続」の視点にたち、項⽬ごとの優先順位につ
いて労使の共通認識として今の環境を踏まえながら確認してきました。 

またその中では、IMBS のリスクシナリオの対応としては、IMBS の事業構造がグループ百貨店から一定の売上・利
益を確保しているシェアード会社であることや、⾃社やグループの業績・環境などを含めて判断していきます。 

 

 

業績低迷時におけるリスク対応（2021年度版）

債務超過転落
・恒常的赤字

営業赤字転落
・複数年で赤字継続

利益低迷時

 企業名： 三越伊勢丹ビジネス・サポート

要員数に対する施策 単価に対する施策 働き方

時間外勤務の抑制
（働き方の実態とセット）

賞与見直し検討

昇格の抑制・停止

本給一律減額
（ステージＢ以下社員）

外部委託要員の削減

プロスタッフ社員の
採用・転換抑制

フェロー社員の採用抑制

昇給の抑制・停止

フェロー社員の採用停止

プロスタッフ社員の
採用・転換停止

新卒・中途採用抑制・停止

所定労働時間短縮と賃金の削減
（ワークシェア）希望退職

（期間限定）

本給一律減額（ステージＡ）
出向者の受入れ抑制

出向者の全出向解除

賞与の減額検討

アルバイトの削減

退職金積立抑制・停止の検討

社員転換者抑制・停止

ＰＯＩＮＴ 

報告事項 
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１２. 働く環境の整備 【対象︓全雇⽤形態】 

１）202１年度の取り組み 
・ＩＭＢＳでは、これまでも⽇本一働きやすい企業を⽬指し、グループ全体の共通課題である「職場風⼟改⾰」「業

務改⾰」「総実労働時間の短縮」「適正な労働時間管理」「ハラスメント撲滅」に関する取り組みを進めてきました。 
 
・今年度は、ＩＭＢＳにおける中期経営計画を実現するための⾏動指針として、ビジョン、ミッション、バリューが発信さ

れ、⽬指すべき方向がより明確化されました。組合は、このビジョンに進むためには、メンバー同⼠が認め合う相互尊
重を⼟台とした一⼈ひとりが持つ本来の⼒を発揮できる働く環境をつくることが⼤前提と捉えています。 

 
・本年度も引き続き、働く環境の整備に向け、現場活動を通じ実態を把握すると共に課題解決につなげるため労使

で取り組みを進めていきます。 

 

    ＜取り組みのイメージ＞ 

 

  

【従業員満足の向上】
・企業へのロイヤリティUP ・⽬標達成感 ・⾃⼰効⼒感UP

【職場風土改革】

・信頼関係の構築
・⾃由闊達に意⾒が⾔える

場作り

【業務改革】

・時間管理
・創意⼯夫
・業務改善

【総実労働時間の短縮】
・1⽇あたりの所定労働時間短縮

・時間外勤務時間の削減
・有給取得率向上

【ハラスメント撲滅に向けた
取り組み】

報告事項 
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２）職場風⼟改⾰について 
（１）取り組みの背景 

   ・労使各々でおこなった調査結果において、上司の⽬標管理運⽤、理念の理解浸透、期待役割の伝達に課題が
あります。また⾯談が未実施の所属があり、実施の徹底に向けた促しが必要です。 

   ・⾏動指針に基づきイノベーションを常態化する職場風⼟の醸成を会社として⽬指す中、⼈財育成につながるマネ
ジメント⼒強化に繋がる教育が必要です。 

 
  （２）本年度の取り組み 
    本年度会社が取り組んだ主な項⽬は以下の通りです。 

取り組み 
項⽬ 

 

施策内容 進捗状況 

定期⾯談の
実施 

・上司と部下との間で定期⾯談を実施し、⽇常的なコ
ミュニケーションを通じての信頼関係の構築をすると共
に、その中で当期⽬標の共有、役割の明確化、フィード
バック等をおこなう 

・期初〜期中〜FB⾯談について改めて実施を促した。
あわせて、通常⾯談以外で、⽇常的なコミュニケーショ
ンの一環として、上司と部下との⾯談（通常⾯談と合
わせ 10 回程度）をルール化。 

情報発信の
活性化 

・オンラインでの全国会議開催による事業方針の共有 
・デジタルツールの活⽤による経営と部⾨との相互におけ
る情報伝達 

・期初（4 ⽉と 10 ⽉）に全国 M 会議をオンラインに
て開催、社⻑および各部⾨⻑より事業方針を発信し、
情報共有が図られた。 

教育体制の
整備 

・「７つの習慣プログラム」の更なる社内浸透 
・「次世代経営者候補育成プログラム」の定着 
・営業⼒強化に向けた研修施策の検討 

下期より「７つの習慣」オンライン講習会を開催、本年
度はステージ B（16 名）およびステージ C3（4 名）
が受講。これまでの延べ受講者 70 名でステ B 以上で
は 84％が受講した。 

 
（３）組合としての考えと今後に向けて 

・職場風⼟改⾰の取り組みは、⽇本一働きやすい企業を⽬指す上で重要な取り組みであると捉えています。その
上で、信頼関係の構築に⽋かせない⼼理的安全性※を確保するために、組合としても相互に認め合うための⾯
談の実施状況の確認や、⽇々の職場で起こっている出来事を職場委員会などから吸い上げ、経営懇話会をは
じめ労使の場で共有をしてきました。 

※⼼理的安全性︓組織の中で⾃分の考えや気持ちを誰に対してでも安⼼して発⾔できる状態のこと。⼼理的安
全性が⾼い状況であれば、質問やアイディアを提案しても受け止めてもらえると信じることができ、思いついたアイデ
ィアや考えを率直に発⾔することができます。 

 
＜今期取り組んだ主な項⽬＞ 
【評価⾯談の適正な運⽤に向けた取り組みについて】 
・特に現場活動を通じてステージ C 以下への期中（中間）⾯談が、繁忙期時期と重なることなどにより実施が難

しいことも分かりました。 
・これに対し、労使で期中（中間）⾯談の重要さをメンバーへ説明し、改めて実施を促してきました。 
・その後、12 ⽉〜1 ⽉にかけておこなったテーマ別 VOICE をはじめ、現場での⾯談実施状況について確認する中

では、適正なタイミングでの⾯談実施や内容の納得性について一定の成果がでている声がありました。 
・引き続き、次年度も期初・中間・フィードバックとそれぞれの時期に⾏われているかを確認する取り組みを継続しつ

つ、22 年度から新たにスタートする評価運⽤が適正に実施するための取り組みをすすめていきます。 

現場活動や VOICE での声の抜粋 
・中間⾯談は半期評価の雇⽤区分の中では実施されていない、6・７⽉、12・１⽉は繁忙期のため難しい。 
・頭ごなしに物を⾔ったり、強制したり、突然怒り出したりする⼈がいます。 
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３）ハラスメント防止対策について 
     （１）取組の背景 

・昨年、IMBＳにおけるハラスメント事案は発生していませんでしたが、理解不⾜や意思疎通の齟齬からのハラスメ
ントに繋がりかねない事案もあり、引き続き正しい理解に向けた職場への啓発が必要です。改めて労使でハラスメ
ント撲滅に向けた取り組みを進め、組合は個別に啓発活動で広報などを通じておこなっていきます。 

 
（２）本年度の取り組み 

取り組み 
項⽬ 

施策内容 進捗状況 

ハラスメントへ
の正しい 
理解と定着 

・ハラスメント防止にむけたポスター掲⽰による啓発 
・グループによる E ラーニング受講【９⽉】（その他

社内教育検討） 
・朝礼や MTG を通じた啓発活動の推進 

・4 ⽉︓啓発ポスターの配信、各拠点に掲⽰ 
開始 

・8 ⽉︓Ｅラーニング（グループ共通） 
実施＝対象者 500 名が受講（100％） 

・10 ⽉︓全国Ｍ会議にて、本年の取組状況と防止教育
を実施 

グループ指針
に基づく 
フローの確⽴ 

・グループハラ防との連携強化 
・ハラスメント事案への労使による協働対応 
・実効性をもった相談窓⼝の運⽤と周知徹底 

ＩＭＢＳハラスメント防止体制、発生時のフローについて
明確化し、防止委員会にて確認、全社に発信（全国Ｍ
会議）した。事案発生に際しては、フローに基き、HDS ⼈
事および組合との協働のもと、迅速な対応に努めた。 

     
 （３）組合としての考えと今後に向けて 

・今年度については、ポスター掲⽰、E ラーニング等の啓発活動をおこなってきましたが、残念ながら１件のパワハラ
事案が発生しました。この件は、意思疎通の齟齬からのハラスメント事案であり、⽇ごろからの現場での意思疎
通の⼤切さが重要と認識しています。 

・来年度以降につきましては、上記事案を含め、ハラスメントに繋がりかねない事案もあり、モラルハラスメント※に近
いものもある為、メンバーへのハラスメントの啓発と同時に、職場委員会での啓発・現場確認等も合わせておこな
っていきます。 

※モラルハラスメント︓モラル（道徳）によるハラスメント（嫌がらせ）を意味し、⾔葉や態度によって⼈の⼼を傷
つける⾏為や嫌がらせのことを指します。 精神的暴⼒、精神的虐待とも⾔われるように、「殴る」や「蹴る」といっ
た暴⼒⾏為ではなく、発⾔や⾝振りといった不適切な攻撃を繰り返すことで、⾝体的・⾁体的健康に害を与え
る点が特徴です。 

＜今期取り組んだ主な項⽬＞ 
・評議員会にて、メンバーから相談を受けた時の対応についての教育や、職場委員向けにハラスメント教育をおこ
ない、現場でハラスメントが発生するようなきっかけ等が発生していないかの確認をしています。 

  



 

 66

<参考︓全国マネージャー会議 ハラスメント教育資料（一部抜粋）> 
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４）業務改⾰について 
（１）取り組みの背景 

   ・昨年よりワークスタイル変⾰ PJ を発⾜し、生産性の向上、コミュニケーションの活性化、イノベーションの促進をテー
マに新しい働き方の定常化に向け取り組んだ結果、一定の成果がでており本年度も継続します 

   ・業務のデジタル化に向けた施策により、考え方は浸透しつつあるものの、一部でデジタルツールの運⽤が完遂でき
ない、環境が整備しきれていない所属あります 

 
  （２）本年度の取り組み 

取り組み 
項⽬ 

施策内容 進捗状況 

業務そのもの
の⾒直し 

・申請⼿続きフローのデジタル化推進（電⼦申請） 
・帳票類のデジタル化推進（ペーパーレス） 

・⼈事労務に関する書類について、原則として社内で
⼿続きが完結する全ての書類を対象としてオンライン申
請に移⾏、上⻑による承認を前提に認印の省略を可と
する運⽤に切り替えた。２⽉より IMBS を含めたグルー
プ全体で承認ワークフローが導入されました。 

業務制度の 
向上 

・Teams やチャットを活⽤した拠点間の接点拡⼤ 
・ポータルへの掲⽰を通じて、好事例の⽔平展開 

・「私たちの考え方」の取組について、Yammer を通じ
た発信を活性化（上期は 44 件の発信あり）。好事
例には「IMBS アワード」として表彰。 

その他 
・デジタル活⽤に関する教育機会の提供推進 
・デジタルツール（モバイル PC、スマホ）の貸与拡⼤ 
・業務運営時間の⾒直し検討（⽇曜⽇定休等） 

・デジタル機器の貸与範囲は希望する所属・個⼈まで
拡⼤ 
・⽇曜定休について、上期は岩田屋三越で導入、要
員の効率化と輸送経費削減に繋がった。引続き各拠
点で運営時間の⾒直し有無を検証していく。⽇曜定
休を実施していない店舗については、各地にてトライア
ルを実施 

 
 （３）組合としての考えと今後に向けて 

・社内でデジタルツールの環境や教育が不⼗分なため活⽤しきれていない所属があることも確認していました。組合
についても引き続き動画での VOICE や、Teams でのテーマ別 VOICE をおこなうことにより、メンバーへデジタル
ツールが⾝近なものになるように取り組んできました。 

・また上記取組をする中で、会社が実施する業務の効率化に向けた取り組みを確認すると共に、各拠点のデジタ
ルインフラの整備状況について、確認し共有していきました。 
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５）総実労働時間の短縮 
（１）状況について 

・本年度（2021 年 4 ⽉〜12 ⽉）の状況について、時間外は、全体的に計画⽐よりも下回っていますが、グル
ープ業務部に関しては、三光町の EC 関連での対応により計画よりも多くなってしまっています。また、一部で単
⽉ではありますが、個⼈で 45 時間を超える⼈が出る所属もあった為、内容を確認してきています。 

・有給休暇については、本年度の取得⽬標 55％に対して 12 ⽉までで順調に取得できていますが、年度末に向
けては、取得できている⼈と取得できてない⼈の偏りがないか確認しつつ、取得を促進していきます。 

・また、昨年度からできた半⽇有給休暇制度での取得率も多くなってきていて、有給休暇は１⽇で取るのが原則
ではありますが、制度的に普及してきたと考えます。 

 

（２）時間外勤務 

時間外勤務実績 （2021 年４⽉〜12 ⽉）  

 

 

（３）有給休暇取得状況 

 

  
 

総務統括部 941:06 1232:48 76.3% -291:42
グループ業務部 2098:37 1694:00 123.9% 404:37
店舗業務部 6352:09 6478:30 98.0% -126:21
センター業務部 4939:17 6069:00 81.4% -1129:43
ソリューション営業部 1069:43 1135:30 94.2% -65:47

部⾨ 本年実績 本年計画 計画⽐ 計画差

2021年度 有給休暇取得状況（2021年４⽉〜12⽉）
【2021年度グループ共通⽬標】

対象 新有休 目標

付与

⽇数

ステージＡ 9名 22.0 12.0 8.2 7.6 108.2% 68.5%

ステージＢ 90名 21.7 11.8 9.1 6.5 140.3% 77.3%

ステージC 138名 19.6 10.7 10.6 7.4 143.2% 99.1%

プロスタッフ社員 61名 20.4 11.1 11.3 9.6 117.7% 101.8%

エルダー社員 57名 21.4 11.6 13.7 10.4 131.7% 118.1%

計 355名 21.0 11.4 10.6 8.3 127.6% 92.6%

対象 新有休 目標 年累計（10/11〜9/10）

フェロー社員 119名 17.0 9.2 4.3 4.1 104.9% 46.7%

 ●全雇⽤区分対象 新有休の取得率 ＝ 5５％達成
累計（4⽉〜12⽉）

 ※フェロー社員は2022年10⽉付与の有給から起算

区分 人数 ⽇数 本年 前年 前年⽐
⽬標
取得率

半⽇有休取得回数
ステージＢ ステージＣ プロスタッフ社員 エルダー社員 フェロー社員 合計

2020年 50 71 25 45 52 243

2021年 93 136 63 60 16 368

区分

4⽉〜12⽉取得数
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＜参考︓総実労働時間の中⻑期的な⽬標数値＞ 

年度 
年 間 総 実 労
働時間 

年間所定労
働時間 

年間休⽇ 
1 ⽇の所定
労働時間 

有給取得率 平均時間外 

2020 1,798 1,838 120 7:30 65.0% 5:40 

2021 ※⽬標 1,791 1,838 120 7:30 68.2% 5:30 

中期  ※⽬標 1,778 1,838 120 7:30 72.7% 5:00 

 

 （４）取り組みの背景 

   ・昨年度は所定労働時間を短縮したことで、グループの⽬標である年間総実労働時間 1,800 時間台を下回る
1,798 時間となりました。また有給休暇の取得状況については、（取得⽬標 45％に対して）未達成の所属や
個⼈がいることがわかりました。  

   ・有給休暇取得について、前年度は全体的な⽬標管理のもと取得促進に取り組んだ結果、平均取得率は⽬標を
⼤きく上回ったものの特定の所属や個⼈では未達となり、個々の業務実態を踏まえた対策が必要となりました 

       

（５）本年度の取り組み 

取り組み項⽬ 施策内容 進捗状況 

有 給 休 暇 取
得⽬標の完全
達成 

・連休取得計画に対する実績管理の徹底 
・ラインを通じた情報発信と所属単位での進捗
確認 

・今期の有休取得⽬標 55％に対し 41.4％（11 ⽉
末）、概ね計画通りに推移している。引続き、⽉次にて個
⼈ごとの有休および連各取得状況を所属を通じ発信し、
全員が⽬標を達成すべく取得促進を図っていく。 

時 間 外 勤 務
削減に向けた
⽬標管理 

・時間外計画に対する実績管理の徹底 
・時間外勤務の意義や必要性について的確に
判断する為にルールの再徹底 
（上⻑からの指⽰または許可の徹底等） 

・時間外勤務状況は、11 ⽉末時点で計画⽐ 89.4％で
推移、下期の計画においては、⾯談を通じて⽬標値の共
有を徹底し、実効性のある計画のもともと、適正な運営を
図っていく。また下期はオンラインによる労務管理教育を実
施予定 

適正な労働時
間管理の徹底 

・⽉次会議等での経営レベルでの勤務実績の
共有 
・IDLM の有効活⽤による勤務実態の分析 

・IDLM 活⽤による分析を開始、主に勤怠データとの乖離
に関する課題の洗い出しを⾏った。上期結果︓10 時間以
上の乖離＝毎⽉約 20 名あり、個別にフィードバックにて対
応し改善を促す。 

 

（６）組合としての考えと今後に向けて 

・今年度は勤怠上の情報を安全衛生委員会で確認していく中で、問題を解消していく⼿段として新たに職場懇
話会を開き、直接伝えていける環境を使って、細かい時間外の確認や、その理由、対処（実効性のある施策）
等を確認しています。また、来年度以降については、残業や有給休暇取得の確認は引き続きおこなっていき、そ
して、職場懇話会ででた声としては、ノー残業デーの設定の確認などをおこなっていき、総実労働時間の短縮に
繋げていきます。 
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１３．2022 年度労使通年協議項⽬ 【対象︓全雇⽤形態】 
 

内容 事項 

１．賞与と本給関連制度の改定につ
いて  

賞与と本給の配分（賞与から本給へ）の⾒直しを図ります。 

２．エルダー社員⼈事賃⾦制度改定
の検討について  

他の雇⽤区分との整合性を考えながら、エルダー社員の評価制度
導入の検討をおこないます。 

３．短時間勤務制度（育児）への
対応 

本年度制度導入を一部⾒送ります、短時間勤務制度（育児）
への対応について、現在の育児に関する諸制度はグループ内では
先⾏している状態ですので、グループの制度改定を考慮しつつ導
入へ向けての検討をおこないます。 

４．評価期間について ステージ B は評価を通年で⾏っていますが、半期評価にしていくか
の検討をおこないます。 

５．評価運⽤について 社員・プロスタッフ社員の評価シートの運⽤について適切に運⽤で
きているか確認していきます。 

６．⾼齢者雇⽤安定法（70 歳雇⽤
努⼒義務）への対応 

65 歳から 70 歳までの就業機会確保のための「⾼齢者就業確保
措置」を講じる努⼒義務が生じていることから、グループ状況をもと
に検討を進めて⾏きます。 

７．働く環境の整備 従業員満⾜の向上に向け、引き続き、職場風⼟改⾰、業務改
⾰、総実労働時間の短縮に取り組みます。 

 

 
 
 
 
 
 
  

報告事項 



 

M E M O 
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Ⅵ
．

労
働

協
約

の
改

訂
 【

対
象

︓
全

雇
⽤

形
態

】 

     １
．

各
雇

⽤
形

態
の

主
な

改
定

内
容

 
 

 

 

社 員  

      社 員  

    社 員  

         

    社 員 Ⅰ  Ⅱ  Ⅲ  

    社 員 Ⅵ  Ⅶ  

本
則

 
第

5
章

  
第

1
節

 ⼈
事

 
短

時
間

勤
務

制
度

に
関

す
る

表
現

を新
設

 
〇

 
〇

 
〇

 
〇

 
〇

 
〇

 

第
６

章
  

第
1

節
  

就
業

時
間

 

育
児

・介
護

に
お

け
る

家
族

的
責

任
を

有
す

る
もの

の
勤

務
に

関
す

る
制

限
の

表
現

を
変

更
 

〇
 

〇
 

〇
 

〇
 

〇
 

〇
 

更
⾐

時
間

に
関

す
る

取
り扱

い
に

つ
い

て
明

記
 

〇
 

〇
 

〇
 

〇
 

〇
 

〇
 

第
2

節
 

休
⽇

・休
暇

 
短

時
間

勤
務

制
度

に
関

す
る

表
現

を新
設

 
〇

 
〇

 
〇

 
〇

 
〇

 
〇

 

第
14

章
 

効
⼒

 
年

度
の

更
新

 
〇

 
〇

 
〇

 
〇

 
〇

 
〇

 

付
属

諸
規

程
 

時
間

外
・休

⽇
勤

務
に

関
す

る
規

程
 

法
改

正
に

伴
い

、家
族

的
責

任
を

有
す

る
者

の
制

限
を

変
更

 
〇

 
〇

 
〇

 
〇

 
〇

 
〇

 

短
時

間
勤

務
制

度
導

入
に

伴
い

、条
文

を修
正

 
〇

 
〇

 
〇

 
〇

 
〇

 
〇

 

賃
⾦

規
程

 
第

1
章

 総
 則

 
賃

⾦
構

成
を

、改
定

す
る

本
給

の
内

容
に

修
正

 
 

〇
 

 
 

 
 

通
勤

費
⽀

給
細

則
 

短
時

間
勤

務
の

所
定

労
働

⽇
数

の
低

減
を

実
施

す
る

場
合

、定
期

券
代

で
は

な
く実

費
⽀

給
の

対
応

とな
る

旨
追

記
 

〇
 

〇
 

〇
 

〇
 

〇
 

〇
 

第
2

章
 基

準
内

賃
⾦

 
賃

⾦
表

改
定

に
伴

い
修

正
 

 
〇

 
 

 
 

 

キ
ャ

リア
形

成
⽀

援
制

度
規

程
 

第
4

章
 グ

ル
ー

プ
内

ライ
フイ

ベ
ン

ト転
籍

 

制
度

内
容

を
もと

に
名

称
を

変
更

 
〇

 
〇

 
〇

 
〇

 
〇

 
〇

 

第
5

章
 グ

ル
ー

プ
内

出
向

者
転

籍
制

度
 

制
度

内
容

を
もと

に
名

称
を

変
更

 
〇

 
〇

 
〇

 
〇

 
〇

 
〇

 

 20
22

年
度

労
働

協
約

の
ポ

イン
ト 

①
 制

度
改

定
に

伴
う改

訂
 

②
 法

改
正

に
伴

う改
訂

 
③

 グ
ル

ー
プ

共
通

内
容

へ
の

改
訂

 
  

な
お

、メ
ンバ

ー
ズ

VO
IC

E
で

は
労

働
協

約
改

定
・新

設
の

変
更

点
の

み
提

案
しま

す
。 

  
条

文
に

つ
い

て
は

本
則

まで
、付

属
諸

規
程

の
条

文
は

3
⽉

の
⽀

部
⼤

会
で

審
議

決
定

しま
す

。 

審
議

決
定

事
項
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第
10

章
  

ライ
フイ

ベ
ン

ト
再

雇
⽤

制
度

 

制
度

内
容

を
もと

に
名

称
を

変
更

 
〇

 
〇

 
 

 
 

 
申

請
事

由
に

つ
い

て
、他

の
制

度
との

バ
ラン

スを
は

か
る

内
容

に
修

正
 

〇
 

〇
 

 
 

 
 

労
働

条
件

に
つ

い
て

、詳
細

を
記

載
 

〇
 

〇
 

 
 

 
 

第
11

章
  

カ
ム

バ
ック

再
雇

⽤
制

度
 

制
度

導
入

に
伴

い
新

設
 

〇
 

〇
 

 
 

 
 

育
児

休
業

規
程

 
厚

労
省

の
モデ

ル
就

業
規

則
を

参
考

に
表

記
を修

正
 

〇
 

〇
 

〇
 

〇
 

〇
 

〇
 

男
性

の
育

児
休

業
制

度
の

取
得

推
進

に
向

け
た

法
改

正
に

とも
な

い
出

生
時

育
児

休
業

の
対

象
者

及
び

期
間

等
、出

生
時

育
児

休
業

の
期

間
の

変
更

を新
設

 

〇
 

〇
 

〇
 

〇
 

〇
 

〇
 

短
時

間
勤

務
規

程
 

制
度

導
入

に
伴

い
新

設
 

〇
 

〇
 

〇
 

〇
 

〇
 

〇
 

介
護

・介
護

準
備

休
業

規
程

 
厚

生
労

働
省

の
モ

デ
ル

表
記

を
踏

まえ
修

正
 

所
定

労
働

⽇
数

の
低

減
に

よ
る

勤
務

を
した

場
合

の
休

⽇
数

を明
記

 

〇
 

〇
 

〇
 

〇
 

〇
 

〇
 

福
利

厚
生

規
程

 
 

財
形

貯
蓄

に
つ

い
て

、社
員

と同
様

の
内

容
を

全
雇

⽤
形

態
に

導
入

 
 

 
〇

 
〇

 
 

〇
 

２
．

新
旧

条
文

（
本

則
）

 
１

）
社

員
 

旧
条
文

 
新

条
文

 
摘

要
 

第
１
章

 
総

  
則
 

第
１
章

 
総

  
則

 
 

第
１
０

３
条

（
適
用

範
囲

）
 

本
協

約
は

、
原

則
と

し
て

組
合

員
で

あ
る

社
員

に
適

用
す

る
。

但
し

、
特

に
定

め
た

者
に

つ
い

て
は

別
に

定
め

る
。

 

第
１

０
３
条

（
適

用
範

囲
）
 

本
協

約
は

、
原

則
と

し
て

組
合

員
で

あ
る

社
員

（
以

下
、

社
員

と
い

う
）

に
適

用
す

る
。

但
し

、
特

に
定

め
た

者
に

つ
い

て
は

別
に

定
め

る
。
 

・
表

現
を

グ
ル

ー
プ

共
通

の
表

現
に

統
一

 

第
５
章

 
 人

  
事
 

第
５
章

  
人

  
事

 
 

第
１
節

 
 人

  
事
 

第
１
節

  
人

  
事

 
 

第
５
０

３
条

（
試
用

期
間

）
 

試
用

期
間

は
、
3

ヵ
月

と
し

、
こ

の
期

間
に

お
い

て
成

績
な

ら
び

に
身

体
の

特
に

不
良

な
者

そ
の

他
業

務
に

不
適

格
な

者
は

会
社・

組
合

協
議

の
上

解
雇

す
る

こ
と

が
あ

る
。但

し
、

試
用

期
間

が
14

日
を

超
え

た
者

を
解

雇
す

る
場

合
に

は
、

3
0

日
前

に
予

告
す

る
か

、
又

は
、

平
均

賃
金

の
3
0

日
分

を
支

払
う

。
 

な
お

、
こ

の
期

間
は

、
勤

続
年

数
に

通
算

す
る

。
 

第
５

０
３
条

（
試

用
期

間
）
 

試
用

期
間

は
、
3

ヵ
月

と
し

、
こ

の
期

間
に

お
い

て
成

績
な

ら
び

に
身

体
の

特
に

不
良

な
者

そ
の

他
業

務
に

不
適

格
な

者
は

会
社・

組
合

協
議

の
上

解
雇

す
る

こ
と

が
あ

る
。但

し
、

試
用

期
間

が
1
4

日
を

超
え

た
者

を
解

雇
す

る
場

合
に

は
、

3
0

日
前

に
予

告
す

る
か

、
ま

た
は

、
平

均
賃

金
の

30
日

分
を

支
払

う
。な

お
、こ

の
期

間
は

、勤
続

年
数

に
通

算
す

る
。 

・
表

記
の

修
正

 

第
５
１

０
条

（
育
児

・
介

護
勤

務
）
 

会
社

は
、

育
児

な
ら

び
に

家
族

の
介

護
と

仕
事

の
両

立
を

援
助

す
る

こ
と

を
目

的
と

し
て

社
員

が
請

求
し

た
場

合
、

一
定

期
間

内
に

お
い

て
、

勤
務

時
間

を
短

縮
す

る
こ

と
が

あ
る

。
そ

の
取

扱
い

は
、

別
に

定
め

る
「

育
児

勤
務

規
程

」
及

び
「

介
護

・
介

護
準

備
勤

務
規

程
」

に
よ

る
。
 

第
５

１
０
条
(
育

児
・
介

護
勤

務
)
 

会
社

は
、育

児
な

ら
び

に
家

族
の

介
護

と
仕

事
と

の
両

立
を

目
的

と
し

て
社

員
が

請
求

し
た

場
合

、一
定

期
間

内
に

お
い

て
、

勤
務

時
間

を
短

縮
す

る
こ

と
が

あ
る

。
 

そ
の

取
扱

い
は

、別
に

定
め

る「
育

児
勤

務
規

程
」及

び「
介

護
・

介
護

準
備

勤
務

規
程

」
に

よ
る

。
 

・
表

記
の

修
正

 

（
新
設
）
 

第
５

１
１
条

（
短

時
間

勤
務

）
 

会
社

は
、個

人
の

生
活

上
の

事
情

と
仕

事
と

の
両

立
を

目
的

と
し

て
社

員
が

請
求

し
た

場
合

、
一

定
期

間
内

に
お

い
て

、
勤

務
時

間
を

短
縮

す
る

こ
と

が
あ

る
。
 

そ
の

取
扱

い
は

、
別

に
定

め
る

「
短

時
間

勤
務

規
程

」
に

よ
る

。
 

・
短

時
間

勤
務

制
度

へ
の

対
応
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第
２
節
 
 休

  
職
 

第
２
節

  
休
  
職

 
 

第
５
１

１
条

（
休
 

職
）
 

会
社

は
、

社
員

が
次

の
各

号
の

一
つ

に
該

当
す

る
と

き
は

休
職

と
す

る
。
 

1
. 

(
1
) 

業
務

外
の

傷
病

に
よ

る
場

合
で

、
欠

勤
が

引
続

き
満

6
ヵ

月
に

及
ん

で
 

 
 

 
7

ヵ
月

目
に

入
っ

た
と

き
は

、
休

職
と

し
、

期
間

は
2
 
年

と
す

る
。
 

(
2
)
 
(1
)

の
復

職
後

、
満

1
年

以
内

に
同

一
事

由
で

再
び

暦
日

で
1

週
間

を
超

え
て

欠
勤

す
る

に
至

っ
た

と
き

は
、

休
職

と
し

、
再

び
欠

勤
に

至
っ

た
日

に
さ

か
の

ぼ
っ

て
、

そ
の

休
職

期
間

を
通

算
す

る
。

但
し

、
休

職
の

残
余

期
間

が
1

週
間

未
満

で
休

職
と

な
っ

た
場

合
は

、
当

該
欠

勤
が

暦
日

で
8

日
に

到
達

し
た

日
を

休
職

満
了

日
と

す
る

（
な

お
、

あ
ら

か
じ

め
申

請
さ

れ
て

い
る

休
暇

は
除

く
）。

 

(
3
)
 
(1
)

の
場

合
で

産
業

医
が

必
要

と
認

め
た

と
き

は
、

会
社

・
組

合
協

議
の

上
作

業
療

法
を

行
わ

せ
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

2
. 

会
社

の
事

業
の

都
合

に
よ

り
、

会
社

外
の

職
務

に
従

事
さ

せ
る

と
き

。
 

3
. 

公
職

に
就

任
し

た
と

き
で

、
会

社
が

承
認

し
た

と
き

、
そ

の
期

間
。
 

4
. 

育
児

の
た

め
休

業
を

申
し

出
た

と
き

。
こ

の
場

合
は

、
別

に
定

め
る

「
育

児
休

業
規

程
」

に
よ

り
取

扱
う

。
但

し
「

育
児

休
業

規
程

」
第

8
条

の
特

例
を

申
し

出
た

場
合

を
除

く
。
 

5
. 

家
族

の
介

護
の

た
め

に
休

業
を

申
し

出
た

と
き

。
こ

の
場

合
は

、
別

に
定

め
る

「
介

護
・

介
護

準
備

休
業

規
程

」
に

よ
り

取
扱

う
。
 

6
. 

そ
の

他
、

会
社

が
認

め
た

事
由

に
よ

る
連

続
欠

勤
が

30
日

に
及

ん
だ

と
き

は
休

職
と

し
、

当
該

休
職

が
3

ヵ
月

に
到

達
し

た
日

を
休

職
満

了
日

と
す

る
。

但
し

、
在

職
期

間
中

、
同

一
事

由
に

よ
る

も
の

は
1

回
の

み
と

す
る

。
 

第
５
１
２
条

（
休
 
職

）
 

（
中

略
）
 

                     4
. 育

児
の

た
め

休
業

を
申

し
出

た
と

き
。

こ
の

場
合

は
、

別
に

定
め

る
「

育
児

休
業

規
程

」
に

よ
り

取
扱

う
。

但
し

「
育

児
休

業
規

程
」

第
6

条
の

出
生

時
育

児
休

業
及

び
第

10
条

の
特

例
を

申
し

出
た

場
合

を
除

く
。
 

（
以

下
略

）
 

・
条

数
変

更
 

・引
用

条
数

の
修

正
、出

生
時

育
児

休
業

を
対

象
か

ら
除

外
 

第
５
１

２
条
(
報
告

義
務
)
 

第
５
１
３
条
(
報

告
義
務
)
 

・
条

数
変

更
 

第
５
１

３
条

（
休
職

期
間

の
取

扱
）
 

休
職

期
間

は
原

則
と

し
て

勤
続

年
数

に
通

算
せ

ず
、賃

金
は

支
給

し
な

い
。
 

但
し

、
特

に
規

定
し

て
あ

る
場

合
は

そ
れ

に
従

い
、

第
5
11

条
第

2
号

、
第

3
号

の
場

合
は

勤
続

年
数

に
通

算
し

、
特

別
の

必
要

が
あ

る
場

合
は

賃
金

を
支

給
す

る
。
 

第
５
１
４
条

（
休

職
期

間
の

取
扱
）
 

休
職

期
間

は
原

則
と

し
て

勤
続

年
数

に
通

算
せ

ず
、賃

金
は

支
給

し
な

い
。

但
し

、
特

に
規

定
し

て
あ

る
場

合
は

そ
れ

に
従

い
、

第
51
2

条
第

2
号

、
第

3
号

の
場

合
は

、
勤

続
年

数
に

通
算

し
、

特
別

の
必

要
が

あ
る

場
合

は
賃

金
を

支
給

す
る

。
 

・
条

数
変

更
 

第
５
１

４
条

（
復
 
 
職
）
 

休
職

事
由

（
第

5
11

条
第

2
号

を
除

く
）

が
消

滅
し

た
と

き
は

、
直

ち
に

会
社

に
届

出
る

。
 

②
第

5
11

条
第

1
号

に
つ

い
て

は
、勤

務
に

支
障

の
な

い
旨

の
医

師
の

診
断

書
に

基
づ

き
、産

業
医

の
承

認
に

よ
る

出
勤

許
可

日
を

も
っ

て
就

業
さ

せ
る

。そ
れ

以
前

は
欠

勤
期

間
と

し
て

通
算

す
る

。
 

③
前

項
の

診
断

書
の

提
出

に
際

し
て

、会
社

が
診

断
書

を
作

成
し

た
医

師
に

対
す

る
情

報
提

供
を

求
め

る
こ

と
が

あ
る

。

第
５
１
５
条

（
復
 
 職

）
 

休
職

事
由
(第

5
12

条
第

2
号

を
除

く
)
が

消
滅

し
た

と
き

は
、

直
ち

に
会

社
に

届
出

る
。
 

②
第

5
12

条
第

1
号

に
つ

い
て

は
、勤

務
に

支
障

の
な

い
旨

の
医

師
の

診
断

書
に

基
づ

き
、産

業
医

ま
た

は
会

社
指

定
医

の
承

認
に

よ
る

出
勤

許
可

日
を

も
っ

て
就

業
さ

せ
る

。そ
れ

以
前

は
休

職
期

間
と

し
て

通
算

す
る

。
 

（
以

下
略

）
 

・
条

数
変

更
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こ
の

場
合

社
員

は
そ

の
実

現
に

協
力

す
る

も
の

と
す

る
。

 

第
３
節
  
表

彰
及
び

懲
戒
 

第
３

節
 
 
表
彰

及
び
懲
戒

 
 

第
５
１

５
条

（
表
彰

・
懲

戒
規

程
）
 

第
５
１
６
条

（
表

彰
・

懲
戒

規
程
）
 

・
条

数
変

更
 

第
４
節

 
 退

  
職
 

第
４
節

  
退

  
職

 
 

第
５
１

６
条

（
退
 
 
職
）
 

社
員

が
次

の
各

号
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
と

き
は

退
職

と
す

る
。
 

1
.
 定

年
に

達
し

た
と

き
。
 

2
.
 自

己
の

都
合

に
よ

り
本

人
が

退
職

を
申

し
出

て
、

会
社

が
承

認
し

た
と

き
。
 

3
.
 第

51
1

条
に

定
め

る
休

職
期

間
が

満
了

し
、

な
お

休
職

事
由

が
消

滅
し

な
い

と
き

。
 

4
.
 役

員
に

就
任

し
雇

用
契

約
が

解
除

さ
れ

た
と

き
。
 

5
.
 死

亡
し

た
と

き
。
 

6
.
 届

出
及

び
連

絡
が

な
い

ま
ま

欠
勤

を
続

け
、

そ
の

欠
勤

期
間

が
3
0

日
を

超
え

、
所

在
が

不
明

な
と

き
（

な
お

、
あ

ら
か

じ
め

申
請

さ
れ

て
い

る
休

暇
は

除
く
)
。
 

但
し

、
欠

勤
に

つ
い

て
、

正
当

な
理

由
が

あ
る

場
合

は
除

く
。
 

第
５
１
７
条

（
退
 
 職

）
 

 
（

中
略

）
 

        3
．

第
51
2

条
に

定
め

る
休

職
期

間
が

満
了

し
、

な
お

休
職

事
由

が
消

滅
し

な
い

と
き
 

（
以

下
略

）
 

・
条

数
変

更
 

第
５
１

７
条

（
定
年

退
職

）
 

定
年

は
満

60
歳

と
し

、
定

年
退

職
日

は
、

満
60

歳
の

誕
生

日
の

属
す

る
月

の
末

日
の

前
日

と
す

る
。
 

②
前

項
に

か
か

わ
ら

ず
、

定
年

後
も

引
続

き
雇

用
さ

れ
る

こ
と

を
希

望
し

、第
5
19

条
の

解
雇

事
由

に
該

当
し

な
い

社
員

に
つ

い
て

は
、

満
60

歳
の

誕
生

日
の

属
す

る
月

の
末

日
を

定
年

退
職

日
と

し
、

最
大

65
歳

の
誕

生
日

の
属

す
る

月
の

末
日

の
前

日
ま

で
再

雇
用

す
る

。
 

③
上

記
各

号
に

か
か

わ
ら

ず
、

本
人

同
意

の
も

と
、

出
向

先
で

新
た

に
雇

用
さ

れ
る

場
合

に
は

、
満

60
歳

の
誕

生
日

の
属

す
る

月
の

末
日

を
定

年
退

職
日

と
す

る
場

合
が

あ
る

。
 

第
５
１
８
条

（
定

年
退

職
）
 

 
（

中
略

）
 

  ②
前

項
に

か
か

わ
ら

ず
、定

年
後

も
引

続
き

雇
用

さ
れ

る
こ

と
を

希
望

し
、第

5
20

条
の

解
雇

事
由

に
該

当
し

な
い

社
員

に
つ

い
て

は
、

満
60

歳
の

誕
生

日
の

属
す

る
月

の
末

日
を

定
年

退
職

日
と

し
、

最
大

65
歳

の
誕

生
日

の
属

す
る

月
の

末
日

の
前

日
ま

で
再

雇
用

す
る

。
 

（
以

下
略

）
 

・
条

数
変

更
 

第
５
１

８
条

（
依
願

退
職

）
 

第
５
１
９
条

（
依

願
退

職
）
 

・
条

数
変

更
 

第
５
節

 
 解

  
雇
 

第
５
節

  
解

  
雇

 
 

第
５
１

９
条

（
解
 
 
雇
）
 

第
５
２
０
条

（
解
 
 雇

）
 

・
条

数
変

更
 

第
６
章
 
 労

働
条

件
 

第
６
章

 
 労

働
条

件
 

 
第
１

節
 
 
 
 就

業
時

間
 

第
１

節
 
 
  
就

業
時

間
 

 
第

６
０

１
条

（
労
働

時
間

）
 

社
員

の
年

間
所

定
労

働
時

間
は

、
原

則
と

し
て

1
83
8

時
間

と
す

る
。

但
し

、
年

間
の

暦
日

が
3
66

日
の

場
合

に
は

、
1

日
分

の
所

定
労

働
時

間
を

加
え

た
時

間
数

と
す

る
。

こ
れ

を
基

礎
と

し
て

1
週

間
の

平
均

所
定

労
働

時
間

は
35

時
間

2
0

分
、
1

日
の

平
均

所
定

労
働

時
間

は
7

時
間

3
0

分
と

す
る

。
 

第
６

０
１
条

（
労

働
時

間
）
 

社
員

の
年

間
所

定
労

働
時

間
は

、1
8
38

時
間

と
す

る
。こ

れ
を

基
礎

と
し

て
1

週
間

の
平

均
所

定
労

働
時

間
は

3
5

時
間

2
0

分
、
1

日
の

平
均

所
定

労
働

時
間

は
7

時
間

30
分

を
原

則
と

す
る

。
但

し
、

年
間

の
暦

日
が

3
66

日
の

場
合

に
は

、
1

日
分

の
所

定
労

働
時

間
を

加
え

た
時

間
数

と
す

る
。
 

・
短

時
間

勤
務

者
の

勤
務

時
間

を
踏

ま
え

、
表

現
を

修
正

 

第
６
０

９
条
（
育
児
・
介

護
に
関
す

る
時

間
外

及
び

深
夜
業

の
制
限

）
 

会
社

は
、小

学
校

就
学

未
満

の
子

を
養

育
す

る
者

が
当

該
子

を
養

育
す

る
た

め
に

申
請

し
た

場
合

に
は

、時
間

外
勤

務
及

び
午

後
1
0

時
か

ら
午

前
5

時
ま

で
の

間
に

労
働

さ
せ

な
い

。
ま

た
、そ

の
他

の
家

族
的

責
任

を
有

す
る

者
の

制
限

に
つ

い
て

は
、「

時
間

外
・

休
日

勤
務

に
関

す
る

規
程

」
に

よ
る

。
 

②
要

介
護

状
態

に
あ

る
家

族
を

介
護

す
る

者
が

、当
該

家
族

を
介

護
す

る
た

め
に

申
請

し
た

場
合

に
は

、
1

ヵ
月

に
つ

い

第
６

０
９

条
(
育

児
･
介

護
に
関

す
る

時
間

外
勤

務
及
び

休

日
勤

務
並
び

に
深

夜
業

の
制
限
) 

会
社

は
、育

児
及

び
介

護
の

家
族

的
責

任
を

有
す

る
者

の
時

間
外

勤
務

及
び

休
日

勤
務

並
び

に
深

夜
業

を
制

限
す

る
。制

限
の

範
囲

は
「

時
間

外
・

休
日

勤
務

に
関

す
る

規
程

」
に

よ
る

。
 

 

・表
記

の
修

正（
詳

細
は

付
属

諸
規

程
に

よ
る

形
式

に
変

更
）
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て
1
5

時
間

、
1

年
に

つ
い

て
1
50

時
間

を
越

え
る

時
間

外
労

働
及

び
午

後
10

時
か

ら
午

前
5

時
ま

で
の

間
に

労
働

さ
せ

な
い

。
 

（
新
設
）
 

第
６

１
０
条

（
更

衣
時

間
等

）
 

会
社

が
制

服
等

の
着

用
及

び
会

社
の

施
設

内
で

の
更

衣
を

指
示

し
て

い
る

場
合

の
当

該
更

衣
時

間
及

び
更

衣
場

所
と

業
務

を
行

う
場

所
等

の
間

の
移

動
時

間
は

、第
60
1

条
に

定
め

る
労

働
時

間
に

含
ま

れ
る

も
の

と
す

る
。
 

・
更

衣
時

間
と

移
動

時
間

の
労

働
時

間
化

対
応

 

第
２
節
  
 
 
休
日
・
休
暇
 

第
２
節
 
 
  
休
日
・
休
暇

 
 

第
６
１

０
条

（
休
 

日
）
 

第
６

１
１
条

（
休
 
日

）
 

・
条

数
変

更
 

第
６
１

１
条

（
年

次
有
給
休

暇
）
 

会
社

は
社

員
に

対
し

て
、

勤
続

年
数

に
応

じ
、
1

年
間

に
次

の
基

準
に

よ
り

年
次

有
給

休
暇

を
与

え
る

。
 

な
お

、
勤

続
年

数
の

算
定

は
、

毎
年

4
月

1
日

を
も

っ
て

基
準

と
す

る
。
 

ま
た

、
プ

ロ
ス

タ
ッ

フ
社

員
、

フ
ェ

ロ
ー

社
員

か
ら

引
き

続
き

社
員

に
採

用
さ

れ
た

場
合

の
勤

続
年

数
は

、
従

前
の

年
数

を
通

算
す

る
。
 

1
. 

入
社

時
に

付
与

す
る

年
次

有
給

休
暇

は
、入

社
月

に
よ

り
次

の
通

り
と

す
る

。
 

 2
. 

入
社

後
に

付
与

す
る

年
次

有
給

休
暇

は
、

勤
続

年
数

に
よ

り
次

の
通

り
と

す
る

。
 

②
年

次
有

給
休

暇
の

有
効

期
限

は
2

ヶ
年

と
す

る
。

な
お

、
失

効
し

た
年

次
有

給
休

暇
に

つ
い

て
は

ス
ト

ッ
ク

有
給

休
暇

と
し

、
そ

の
取

扱
い

は
「

ス
ト

ッ
ク

有
給

休
暇

規
程

」
に

よ
る

。
但

し
、

失
効

し
た

年
次

有
給

休
暇

の
う

ち
、

１
労

働
日

未
満

の
も

の
に

つ
い

て
は

、
ス

ト
ッ

ク
有

給
休

暇
に

は
移

行
し

な
い

。
 

③
第

1
項

の
休

暇
は

、
前

年
度

に
お

い
て

全
労

働
日

の
8

割
以

上
出

勤
し

た
者

に
適

用
し

、
8

割
未

満
出

勤
者

に
つ

い
て

は
、

基
準

日
に

お
け

る
前

年
度

に
付

与
さ

れ
た

有
給

休
暇

の
保

有
日

数
と

合
わ

せ
て

6
日

に
な

る
ま

で
の

日
数

を
付

与
す

る
。
 

④
 
1．

年
次

有
給

休
暇

は
、

原
則

と
し

て
１

労
働

日
を

単
位

と
し

て
与

え
る

が
、

各
人

が
保

有
す

る
年

次
有

給
休

暇
の

う
ち

5
日

（
10

回
）
 

を
限

度
と

し
て

、
半

日
を

単
位

と
し

て
分

割
し

て
請

求
す

る
こ

と
が

で
き

る
。
 

2
．前

号
に

お
け

る
半

日
と

は
、各

人
各

労
働

日
の

所
定

労
働

時
間

（
10

分
未

満
は

切
り

捨
て

）
の

2
分

の
１

と
し

、
当

該
労

働
日

の
始

業
時

間
を

起
点

、
あ

る
い

は
終

業
時

間
を

終
点

と
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

3
．半

日
有

給
休

暇
の

取
得

日
に

は
、原

則
と

し
て

時
間

外
勤

務
を

さ
せ

な
い

。
 

入
社
 

4
月
 

5
月
 

6
月
 

7
月
 

8
月
 

日
数
 

1
1
日
 

1
0
日
 

1
0
日
 

10
日
 

1
0
日
 

勤
続
年
数
 

1
年
以
下
 

1
年
超

2
年
 

2
年
超

日
数
 

1
2
日
 

1
3
日
 

第
６
１
２
条
(
年
次

有
給

休
暇
)
 

 
会

社
は

社
員

に
対

し
て

、
勤

続
年

数
及

び
１

ヵ
月

を
平

均
し

た
週

所
定

労
働

日
数

に
応

じ
、
1

年
間

に
次

の
基

準
に

よ
り

年
次

有
給

休
暇

を
与

え
る

。
 

な
お

、
勤

続
年

数
の

算
定

は
、

毎
年

4
月

1
日

を
も

っ
て

基
準

と
す

る
。
 

ま
た

、
プ

ロ
ス

タ
ッ

フ
社

員
、

フ
ェ

ロ
ー

社
員

か
ら

引
き

続
き

社
員

に
採

用
さ

れ
た

場
合

の
勤

続
年

数
は

、
従

前
の

年
数

を
通

算
す

る
。
 

1
.
入

社
時

に
付

与
す

る
年

次
有

給
休

暇
は

、
入

社
月

に
よ

り
次

の
通

り
と

す
る

。
 

（
表

略
）
 

  2
.
入

社
後

に
付

与
す

る
年

次
有

給
休

暇
は

、
勤

続
年

数
及

び
１

ヵ
月

を
平

均
し

た
週

所
定

労
働

日
数

に
よ

り
次

の
通

り
と

す
る

。
な

お
、

毎
年

4
月

1
日

時
点

で
、

介
護

・
介

護
準

備
勤

務
規

程
第

７
条

ま
た

は
短

時
間

勤
務

規
程

第
8

条
に

定
め

る
所

定
労

働
日

数
の

低
減

に
よ

り
勤

務
時

間
の

短
縮

を
実

施
し

て
い

る
場

合
、

１
ヵ

月
を

平
均

し
た

週
所

定
労

働
日

数
に

つ
い

て
は

｢週
4

日
｣を

適
用

す
る

。
 

 
 

（
以

下
略

）
 

・
条

数
変

更
 

・
短

時
間

勤
務

制
度

に
伴

い
表

現
を

変
更

 
 

（
内

容
は

グ
ル

ー
プ

共
通

の
表

現
）

 
・

表
記

の
変

更
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4
. 

半
日

有
給

休
暇

の
取

得
日

に
は

、
原

則
と

し
て

休
憩

は
与

え
な

い
。

但
し

、
や

む
を

得
な

い
事

由
に

よ
り

時
間

外
勤

務
を

実
施

し
、労

働
時

間
が

6
時

間
を

超
え

た
場

合
に

は
4
5

分
、
8

時
間

を
超

え
た

場
合

に
は

60
分

の
休

憩
を

与
え

る
。 

⑤
年

次
有

給
休

暇
の

請
求

は
原

則
と

し
て

2
日

前
ま

で
に

直
属

の
上

⻑
に

行
う

も
の

と
す

る
。

な
お

、
会

社
は

、
事

業
の

正
常

な
運

営
を

妨
げ

る
場

合
は

、
そ

の
時

季
を

変
更

す
る

こ
と

が
あ

る
。
 

⑥
前

項
に

基
づ

き
請

求
さ

れ
た

年
次

有
給

休
暇

に
つ

い
て

、
社

員
が

事
前

に
撤

回
を

申
し

出
た

場
合

に
、

会
社

は
撤

回
を

認
め

る
。
 

⑦
会

社
は

年
次

有
給

休
暇

の
う

ち
5

日
を

越
え

る
日

数
に

つ
い

て
、

計
画

的
に

付
与

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
な

お
、

年
次

有
給

休
暇

の
計

画
的

付
与

に
関

す
る

細
部

に
つ

い
て

は
、

組
合

と
協

議
の

上
別

に
定

め
る

。
 

⑧
年

次
有

給
休

暇
は

原
則

と
し

て
社

員
が

自
ら

計
画

的
に

時
季

指
定

し
取

得
す

る
も

の
と

す
る

。
 

但
し

、
年

次
有

給
休

暇
の

付
与

日
数

が
10

日
以

上
の

社
員

に
対

し
、

付
与

日
数

の
う

ち
の

5
日

に
つ

い
て

計
画

的
に

取
得

が
で

き
て

い
な

い
場

合
、

会
社

が
年

度
内

に
 

時
季

を
定

め
て

取
得

さ
せ

る
も

の
と

す
る

。
そ

の
際

に
、

会
社

は
、

取
得

の
時

季
に

関
し

て
は

社
員

の
意

見
を

聴
い

た
上

で
、

そ
の

意
見

を
尊

重
す

る
よ

う
努

め
る

も
の

と
す

る
。
 

⑨
年

次
有

給
休

暇
の

取
得

の
計

画
に

関
し

て
は

、「
連

続
休

暇
規

定
程

」
に

よ
る

。
 

第
６
１

２
条

（
欠
 

勤
）
 

第
６

１
３
条

（
欠
 
勤

）
 

・
条

数
変

更
 

第
６
１

３
条

（
生
理

休
暇

）
 

第
６

１
４
条

（
生

理
休

暇
）
 

・
条

数
変

更
 

第
６
１

４
条

（
産
前

・
産

後
休

暇
）
 

第
６

１
５
条

（
産

前
・

産
後

休
暇
）
 

・
条

数
変

更
 

第
６
１

５
条

（
子
の

看
護

の
た

め
の

休
暇
）
 

第
６

１
６
条

（
子

の
看

護
の

た
め

の
休
暇
）
 

・
条

数
変

更
 

第
６
１

６
条

（
家
族

の
介

護
の

た
め

の
休
暇

）
 

第
６

１
７
条

（
家

族
の

介
護

の
た

め
の
休
暇

）
 

・
条

数
変

更
 

第
６
１

７
条

（
慶
弔

災
害

休
暇

）
 

会
社

は
、本

人
の

請
求

に
よ

り
次

の
通

り
有

給
の

慶
弔

災
害

休
暇

を
暦

日
で

与
え

る
。
 

1
.
 結

婚
休

暇
 

(
1
) 本

人
が

結
婚

す
る

と
き

 
 
 

挙
式

日
、

入
籍

日
、

新
婚

旅
行

の
い

ず
れ

か
を

含
む

連
続

 7

日
以

内
（

取
得

期
間

は
入

籍
日

よ
り

1
年

以
内

）
 

(
2
) 子

が
結

婚
す

る
と

き
 

 
 
 

挙
式

日
を

含
む

前
後

連
続
 
2

日
以

内
 

(
3
) 兄

弟
姉

妹
(姻

族
を

含
ま

ず
)
が

結
婚

す
る

と
き

 
 

 
 

 
 

挙
式

当
日
 

2
.
 配

偶
者

出
産

休
暇

 
 
 
  

出
産

当
日

前
後
 
連

続
2

日
以

内
 

3
.
 忌

引
休

暇
 

(
1
) 本

人
の

⽗
⺟
(
養

⽗
⺟

を
含

む
)
、

配
偶

者
､子

 

死
亡

日
、

通
夜

、
告

別
式

、
初

七
日

の
い

ず
れ

か
を

含
む

前
後

連
続

7
日

以
内
 

(
2
) 配

偶
者

の
⽗

⺟
 

死
亡

日
、

通
夜

、
告

別
式

、
初

七
日

の
い

ず
れ

か
を

含
む

前
後

連
続

5
日
(本

人
又

は
配

偶
者

が
喪

主
の

場
合

7
日
)
以

内
 

第
６

１
８
条
(
慶

弔
災
害

休
暇
)
 

会
社

は
、本

人
の

請
求

に
よ

り
次

の
通

り
有

給
の

慶
弔

災
害

休
暇

を
暦

日
で

与
え

る
。
 

（
中

略
）
 

      （
削

除
）
 

2
. 

忌
引

休
暇
 

（
中

略
）
 

           

・
条

数
変

更
 

・
配

偶
者

出
産

休
暇

の
育

児
休

業
の

特
例

（
有

給
5

日
）

へ
の

移
行
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(
3
) 本

人
の

祖
⽗

⺟
、本

人
の

兄
弟

姉
妹

、子
の

配
偶

者
、

孫
、

配
偶

者
の

祖
⽗

⺟
、

配
偶

者
の

兄
弟

姉
妹

。
 

死
亡

日
、

通
夜

、
告

別
式

、
初

七
日

の
い

ず
れ

か
を

含
む

前
後

連
続

3
日
(本

人
又

は
配

偶
者

が
喪

主
の

場
合

５
日
)
以

内
 

(
4
) 本

人
の

伯
叔

⽗
⺟

、
本

人
の

甥
・

姪
、

本
人

の
兄

弟
姉

妹
の

配
偶

者
。
 

死
亡

日
、

通
夜

、
告

別
式

、
初

七
日

の
い

ず
れ

か
1

日
(本

人
又

は
配

偶
者

が
喪

主
の

場
合

３
日
)以

内
 

４
．

災
害

休
暇
 

(
1
) 本

人
の

現
住

す
る

家
屋

が
全

半
焼

、
全

半
壊

、
流

失
等

の
災

害
を

受
け

た
場

合
。
 

世
帯

主
の

場
合
 
 
 
 
  
  

連
続

7
日

以
内
 

世
帯

主
で

な
い

場
合
  
  

連
続

5
日

以
内
 

(
2
) 本

人
の

現
住

す
る

家
屋

の
一

部
が

焼
失

、
破

壊
又

は
床

上
浸

水
し

た
場

合
。
 

世
帯

主
の

場
合
 
 
 
 
  
  

連
続

5
日

以
内
 

世
帯

主
で

な
い

場
合
  
  

連
続

3
日

以
内
 

(
3
) 本

人
の

実
家

で
あ

る
家

屋
が

全
半

焼
、

全
半

壊
、

流
失

等
の

災
害

を
受

け
た

場
合

。
 

 
連

続
3

日
以

内
 

          3
．

災
害

休
暇
 

（
以

下
略

）
 

第
６
１
８

条
(手

 
続

) 
第
６

１
９
条
(
手
 
続
)
 

・
条

数
変

更
 

社
員
は
、
第

6
13

条
か
ら
第

6
17

条
の

休
暇
を

利
用
し

よ
う

と
す
る
と

き
は
、
原

則
と
し

て
、
事

前
に
会
社

に
申
し

出
な

け
れ
ば
な

ら
な
い
。
 

社
員
は
、
第

61
4
条
か
ら
第

6
18

条
の
休

暇
を
利

用
し
よ
う

と
す
る

と
き
は
、
原
則
と

し
て
、
事
前
に

会
社
に

申
し
出
な

け
れ
ば

な
ら
な

い
。
 

 

第
３
節
 
母
性
保
護
 

第
３
節

 
母

性
保

護
 

 
第

６
１

９
条
(
妊
娠

中
の

通
院
等
)
  

第
６

２
０
条
(
妊

娠
中
の

通
院

等
)
  

・
条

数
変

更
 

第
６
２

０
条

（
妊
娠

中
及

び
産

後
の

症
状
に

対
す

る
取

扱
）
 

第
６

２
１
条

（
妊

娠
中

及
び

産
後

の
症
状
に

対
す

る
取

扱
）
 

・
条

数
変

更
 

第
６
２

１
条

（
妊
産

婦
の

時
間

外
・

休
日
勤

務
制

限
）
 

第
６

２
２
条

（
妊

産
婦

の
時

間
外

・
休
日
勤

務
制

限
）
 

・
条

数
変

更
 

第
４
節
 
賃

  
金
 

第
４
節

 
賃

  
金

 
 

第
６
２

２
条

（
賃
 

金
）
 

第
６

２
３
条

（
賃
 
金

）
 

・
条

数
変

更
 

第
６
２

３
条

（
退
職

給
付

規
程

）
 

第
６

２
４
条

（
退

職
給

付
規

程
）
 

・
条

数
変

更
 

第
６
２

４
条

（
確
定

拠
出

年
金

）
 

第
６

２
５
条

（
確

定
拠

出
年

金
）
 

・
条

数
変

更
 

第
５
節
 
出
張

・
外
出
 

第
５
節
 

出
張

・
外

出
 

 
第

６
２

５
条

（
出
張

規
程

）
 

第
６

２
６
条

（
出

張
規

程
）
 

・
条

数
変

更
 

第
１
４
章
 
  
 
効
 
 
力
 

第
１
４
章

  
 
 
効
 
 
力

 
 

第
１
４

０
４

条
（
有

効
期

間
）
 

本
協

約
の

有
効

期
間

は
、
2
0
21

年
4

月
1

日
か

ら
20
22

年
3

月
31

日
ま

で
と

す
る

。
 

第
１

４
０
４

条
（

有
効

期
間

）
 

本
協

約
の

有
効

期
間

は
、
20
22

年
4

月
1

日
か

ら
20
23

年
3

月
31

日
ま

で
と

す
る

。
 

・
年

度
の

更
新

 

第
１
４

０
５

条
（
自

動
更

新
）
 

本
協

約
は

、
期

間
満

了
9
0

日
前

ま
で

に
い

ず
れ

か
一

方
よ

り
改

訂
更

新
の

申
出

が
な

い
場

合
は

、
さ

ら
に

1
年

間
有

効
と

す
る

が
、
2
0
23

年
3

月
31

日
を

超
え

る
こ

と
は

で
き

な
い

。
 

第
１

４
０
５

条
（

自
動

更
新

）
 

本
協

約
は

、
期

間
満

了
9
0

日
前

ま
で

に
い

ず
れ

か
一

方
よ

り
改

訂
更

新
の

申
出

が
な

い
場

合
は

、さ
ら

に
1

年
間

有
効

と
す

る
が

、
2
0
24

年
3

月
3
1

日
を

超
え

る
こ

と
は

で
き

な
い

。
 

・
年

度
の

更
新

 

第
１
５
章
 
  
 
付
 
 
則
 

 
 

2
0
21

年
4

月
1

日
 

株
式

会
社
 
三

越
伊

勢
丹

ビ
ジ

ネ
ス

・
サ

ポ
ー

ト
 

代
表

取
締

役
社

⻑
 
 
  

⻫
 

藤
 

 
昌

 
司

 
 

 三
越

伊
勢

丹
グ

ル
ー

プ
労

働
組

合
 
 

三
越

伊
勢

丹
ビ

ジ
ネ

ス
・

サ
ポ

ー
ト

支
部
 

支
部

執
行

委
員

⻑
 
 
  

山
 

口
 

 
善

 
崇
 

2
02
2

年
4

月
1

日
 

 

・
年

度
の

更
新
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２
）

プ
ロス

タッ
フ社

員
 旧

条
文

 
新

条
文

 
摘

要
 

第
１
章

 
総

 
 則

 
 

 
第

１
０

３
条

（
適
用

範
囲

）
 

本
協

約
は

、
原

則
と

し
て

組
合

員
で

あ
る

プ
ロ

ス
タ

ッ
フ

社
員

に
適

用
す

る
。

但
し

、
特

に
定

め
た

者
に

つ
い

て
は

別
に

定
め

る
。
 

第
１
０

３
条

（
適
用

範
囲

）
 

本
協

約
は

、
原

則
と

し
て

組
合

員
で

あ
る

プ
ロ

ス
タ

ッ
フ

社
員（

以
下

、プ
ロ

ス
タ

ッ
フ

社
員

と
い

う
）に

適
用

す
る

。
但

し
、

特
に

定
め

た
者

に
つ

い
て

は
別

に
定

め
る

。
 

・
表

現
を

グ
ル

ー
プ

共
通

の
表

現
に

統
一

 

第
５
章

 
 人

 
 事

 
第

５
章

 
 人

  
事

 
 

第
１
節

 
 人

 
 事

 
第

１
節

 
 人

  
事

 
 

第
５
０

７
条
(
出
 
向
) 

 

会
社

は
、

事
業

の
都

合
に

よ
り

、
プ

ロ
ス

タ
ッ

フ
社

員
を

会
社

外
の

職
務

に
従

事
さ

せ
る

こ
と

が
あ

る
。

そ
の

際
、

会
社

は
本

人
の

事
情

を
十

分
斟

酌
す

る
。
 

但
し

、
こ

の
場

合
、

プ
ロ

ス
タ

ッ
フ

社
員

は
正

当
な

理
由

が
な

け
れ

ば
こ

れ
を

拒
む

こ
と

は
出

来
な

い
。
 

尚
、

労
働

条
件

等
は

、
労

働
協

約
「

国
内

出
向

規
程

」「
海

外
勤

務
者

規
程

」
に

よ
る

。
 

第
５
０

７
条
(
出
 
向
) 

 

会
社

は
、事

業
の

都
合

に
よ

り
、プ

ロ
ス

タ
ッ

フ
社

員
を

会
社

外
の

職
務

に
従

事
さ

せ
る

こ
と

が
あ

る
。そ

の
際

、会
社

は
本

人
の

事
情

を
十

分
斟

酌
す

る
。
 

但
し

、こ
の

場
合

、プ
ロ

ス
タ

ッ
フ

社
員

は
正

当
な

理
由

が
な

け
れ

ば
こ

れ
を

拒
む

こ
と

は
出

来
な

い
。
 

尚
、

労
働

条
件

等
は

、
労

働
協

約
「

国
内

出
向

規
程

」
に

よ
る

。
 

・
実

態
を

踏
ま

え
た

表
現

に
修

正
 

第
５
１

１
条

（
育
児

・
介

護
勤

務
）
 

会
社

は
、

育
児

な
ら

び
に

家
族

の
介

護
と

仕
事

の
両

立
を

援
助

す
る

こ
と

を
目

的
と

し
て

プ
ロ

ス
タ

ッ
フ

社
員

が
請

求
し

た
場

合
、

一
定

期
間

内
に

お
い

て
勤

務
時

間
を

短
縮

す
る

こ
と

が
あ

る
。
 

そ
の

取
扱

い
は

、別
に

定
め

る「
育

児
勤

務
規

程
」及

び「
介

護
・

介
護

準
備

勤
務

規
程

」
に

よ
る

。
 

第
５
１

１
条
(
育
児

・
介

護
勤
務
)
 

会
社

は
、

育
児

な
ら

び
に

家
族

の
介

護
と

仕
事

と
の

両
立

を
目

的
と

し
て

プ
ロ

ス
タ

ッ
フ

社
員

が
請

求
し

た
場

合
、

一
定

期
間

内
に

お
い

て
、

勤
務

時
間

を
短

縮
す

る
こ

と
が

あ
る

。
 

そ
の

取
扱

い
は

、別
に

定
め

る「
育

児
勤

務
規

程
」及

び「
介

護
・

介
護

準
備

勤
務

規
程

」
に

よ
る

。
 

・
表

記
修

正
 

（
新
設
）
 

第
５
１

２
条

（
短
時

間
勤

務
）
 

会
社

は
、

個
人

の
生

活
上

の
事

情
と

仕
事

と
の

両
立

を
目

的
と

し
て

プ
ロ

ス
タ

ッ
フ

社
員

が
請

求
し

た
場

合
、

一
定

期
間

内
に

お
い

て
、

勤
務

時
間

を
短

縮
す

る
こ

と
が

あ
る

。 
そ

の
取

扱
い

は
、別

に
定

め
る「

短
時

間
勤

務
規

程
」に

よ
る

。
 

・
短

時
間

勤
務

制
度

へ
の

対
応

 

第
２
節

 
 休

 
 職

 
 

 
第

５
１

２
条

（
休
 
 
職
）
 

会
社

は
、

プ
ロ

ス
タ

ッ
フ

社
員

が
次

の
各

号
の

一
つ

に
該

当
す

る
と

き
は

休
職

と
す

る
。

 
1.

 
(
1
) 

業
務

外
の

傷
病

に
よ

る
場

合
で

、
欠

勤
が

引
続

き
満

6
ヵ

月
に

及
ん

で
7

ヵ
月

目
に

入
っ

た
と

き
は

、
休

職
と

す
る

。
 

休
職

期
間

は
、

勤
続

1
年

未
満

が
期

間
は

半
年

、
勤

続
1

年
以

上
が

期
間

は
2

年
と

す
る

。
 

(
2
)
(
1)

の
復

職
後

、
満

1
年

以
内

に
同

一
事

由
で

再
び

暦
日

で
1

週
間

を
超

え
て

欠
勤

す
る

に
至

っ
た

と
き

は
、

休
職

と
し

、
再

び
欠

勤
に

至
っ

た
日

に
さ

か
の

ぼ
っ

て
、

そ
の

休
職

期
間

を
通

算
す

る
。

但
し

、
休

職
の

残
余

期
間

が
1

週
間

未
満

で
休

職
と

な
っ

た
場

合
は

、
当

該
欠

勤
が

暦
日

で
8

日
に

到
達

し
た

日
を

休
職

満
了

日
と

す
る

（
な

お
、

あ
ら

か
じ

め
申

請
さ

れ
て

い
る

休
暇

は
除

く
)
。
 

(
3
)
(
1)

の
場

合
で

産
業

医
が

必
要

と
認

め
た

と
き

は
、

会
社

・
組

合
協

議
の

上
作

業
療

法
を

行
わ

せ
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

第
５

１
３

条
(休

 
職
)
 

（
中

略
）
 

                    

・
条

数
変

更
 

・引
用

条
数

の
修

正
、出

生
時

育
児

休
業

を
対

象
か

ら
除

外
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2.
 

会
社

の
事

業
の

都
合

に
よ

り
、

会
社

外
の

職
務

に
従

事
さ

せ
る

と
き

。
 

3.
 

公
職

に
就

任
し

た
と

き
で

、
会

社
が

承
認

し
た

と
き

、
そ

の
期

間
。
 

4.
 

育
児

の
た

め
休

業
を

申
し

出
た

と
き

。
こ

の
場

合
は

、
別

に
定

め
る

「
育

児
休

業
規

程
」

に
よ

り
取

扱
う

。
但

し
「

育
児

休
業

規
程

」
第

8
条

の
特

例
を

申
し

出
た

場
合

を
除

く
。
 

5.
 

家
族

の
介

護
の

た
め

に
休

業
を

申
し

出
た

と
き

。
こ

の
場

合
は

別
に

定
め

る
「

介
護

・
介

護
準

備
休

業
規

程
」

に
よ

り
取

扱
う

。
 

6.
 

そ
の

他
、

会
社

が
認

め
た

事
由

に
よ

る
連

続
欠

勤
が

３
０

日
に

及
ん

だ
と

き
。
 

但
し

、
在

籍
期

間
中

、
同

一
事

由
に

よ
る

も
の

は
１

回
の

み
と

す
る

。
 

4
.
育

児
の

た
め

休
業

を
申

し
出

た
と

き
。こ

の
場

合
は

、別
に

定
め

る
「

育
児

休
業

規
程

」
に

よ
り

取
扱

う
。

但
し

「
育

児
休

業
規

程
」

第
6

条
の

出
生

時
育

児
休

業
及

び
第

1
0

条
の

特
例

を
申

し
出

た
場

合
を

除
く

。
 

（
以

下
略

）
 

第
５
１

３
条
(
報
告

義
務
)
 

第
５
１
４
条
(
報
告

義
務
)
 

・
条

数
変

更
 

第
５
１

４
条
(
休
職

期
間

の
取
扱
)
 

休
職

期
間

は
原

則
と

し
て

勤
続

年
数

に
通

算
せ

ず
、

賃
金

は
支

給
し

な
い

。
 

但
し

、
特

に
規

定
し

て
あ

る
場

合
は

そ
れ

に
従

い
、

第
51

1
条

第
2号

、
第

3号
の

場
合

は
、

勤
続

年
数

に
通

算
し

、
特

別
の

必
要

が
あ

る
場

合
は

賃
金

を
支

給
す

る
。

 

第
５
１
５
条
(
休
職

期
間

の
取
扱
)
 

休
職

期
間

は
原

則
と

し
て

勤
続

年
数

に
通

算
せ

ず
、

賃
金

は
支

給
し

な
い

。但
し

、特
に

規
定

し
て

あ
る

場
合

は
そ

れ
に

従
い

、
第

5
13

条
第

2
号

、
第

3
号

の
場

合
は

、
勤

続
年

数
に

通
算

し
、

特
別

の
必

要
が

あ
る

場
合

は
賃

金
を

支
給

す
る

。
 

・
条

数
変

更
 

第
５
１

５
条
(
復
 
職
) 

休
職

事
由
(
第

5
11

条
第

2
号

を
除

く
)
が

消
滅

し
た

と
き

は
、

直
ち

に
会

社
に

届
出

る
。
 

②
第

5
11

条
第

1
号

に
つ

い
て

は
、

勤
務

に
支

障
の

な
い

旨
の

医
師

の
診

断
書

に
基

づ
き

、
産

業
医

又
は

会
社

指
定

医
の

承
認

に
よ

る
出

勤
許

可
日

を
も

っ
て

就
業

さ
せ

る
。

そ
れ

以
前

は
休

職
期

間
と

し
て

通
算

す
る

。
 

③
前

項
に

よ
る

診
断

書
の

提
出

に
際

し
て

、
会

社
が

診
断

書
を

作
成

し
た

医
師

に
対

す
る

情
報

提
供

を
求

め
る

こ
と

が
あ

る
。

こ
の

場
合

、
プ

ロ
ス

タ
ッ

フ
社

員
は

そ
の

実
現

に
協

力
す

る
も

の
と

す
る

。
 

第
５
１
６
条
(
復
 
職
) 

休
職

事
由
(
第

5
13

条
第

2
号

を
除

く
)
が

消
滅

し
た

と
き

は
、

直
ち

に
会

社
に

届
出

る
。
 

②
第

5
13

条
第

1
号

に
つ

い
て

は
、

勤
務

に
支

障
の

な
い

旨
の

医
師

の
診

断
書

に
基

づ
き

、
産

業
医

ま
た

は
会

社
指

定
医

の
承

認
に

よ
る

出
勤

許
可

日
を

も
っ

て
就

業
さ

せ
る

。
そ

れ
以

前
は

休
職

期
間

と
し

て
通

算
す

る
。
 

（
以

下
略

）
 

・
条

数
変

更
 

第
３
節
  
表

彰
及
び
懲
戒
 

第
３
節
 
 
表
彰

及
び

懲
戒

 
 

第
５
１

６
条

（
表
彰

・
懲

戒
規

程
）
 

会
社

は
、

業
務

能
率

の
向

上
、

秩
序

維
持

の
た

め
に

、
別

に
定

め
る

「
表

彰
・

懲
戒

規
程

」
に

基
づ

い
て

表
彰

及
び

懲
戒

を
行

う
。
 

第
５
１
７
条

（
表
彰

・
懲

戒
規

程
）
 

会
社

は
、業

務
能

率
の

向
上

、秩
序

維
持

の
た

め
に

、労
働

協
約「

表
彰

・
懲

戒
規

程
」に

基
づ

い
て

表
彰

及
び

懲
戒

を
行

う
。
 

・
社

員
労

働
協

約
を

適
用

 

第
４
節
 
 退

 
 職

 
第
４
節

 
 退

  
職

 
 

第
５
１

７
条

（
退
 
 
職
）
 

プ
ロ

ス
タ

ッ
フ

社
員

が
次

の
各

号
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
と

き
は

退
職

と
す

る
。
 

1
.
 定

年
に

達
し

た
と

き
。
 

2
.
 自

己
の

都
合

に
よ

り
本

人
が

退
職

を
申

し
出

て
、会

社
が

承
認

し
た

と
き

。
 

3
.
 第

51
1

条
に

定
め

る
休

職
期

間
が

満
了

し
、な

お
休

職
事

由
が

消
滅

し
な

い
と

き
。
 

4
.
 死

亡
し

た
と

き
。
 

5
.
 届

出
及

び
連

絡
が

な
い

ま
ま

欠
勤

を
続

け
、そ

の
欠

勤
期

間
が

30
日

を
超

え
、

所
在

が
不

明
な

と
き

. （
な

お
、

あ
ら

第
５
１
８
条

（
退
 
 
職
）
 

 
（

中
略

）
 

    3
．

第
5
13

条
に

定
め

る
休

職
期

間
が

満
了

し
、

な
お

休
職

事
由

が
消

滅
し

な
い

と
き
 

（
以

下
略

）
 

・
条

数
変

更
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か
じ

め
申

請
さ

れ
て

い
る

休
暇

は
除

く
)。

但
し

、
欠

勤
に

つ
い

て
、

正
当

な
理

由
が

あ
る

場
合

は
除

く
。
 

第
５
１

８
条

（
定
年

退
職

）
 

定
年

は
満

60
歳

と
し

、
定

年
退

職
日

は
、

満
60

歳
の

誕
生

日
の

属
す

る
月

の
末

日
の

前
日

と
す

る
。
 

②
前

項
に

か
か

わ
ら

ず
、

定
年

後
も

引
続

き
雇

用
さ

れ
る

こ
と

を
希

望
し

、
第

5
19

条
の

解
雇

事
由

に
該

当
し

な
い

プ
ロ

ス
タ

ッ
フ

社
員

に
つ

い
て

は
、満

6
0

歳
の

誕
生

日
の

属
す

る
月

の
末

日
を

定
年

退
職

日
と

し
、最

大
6
5

歳
の

誕
生

日
の

属
す

る
月

の
末

日
の

前
日

ま
で

再
雇

用
す

る
。
 

③
上

記
各

号
に

か
か

わ
ら

ず
、

本
人

同
意

の
も

と
、

出
向

先
で

新
た

に
雇

用
さ

れ
る

場
合

に
は

、満
6
0

歳
の

誕
生

日
の

属
す

る
月

の
末

日
を

定
年

退
職

日
と

す
る

場
合

が
あ

る
。
 

第
５
１
９
条

（
定
年

退
職

）
 

（
中

略
）
 

 ②
前

項
に

か
か

わ
ら

ず
、

定
年

後
も

引
続

き
雇

用
さ

れ
る

こ
と

を
希

望
し

、
第

5
21

条
の

解
雇

事
由

に
該

当
し

な
い

社
員

に
つ

い
て

は
、

満
60

歳
の

誕
生

日
の

属
す

る
月

の
末

日
を

定
年

退
職

日
と

し
、

最
大

65
歳

の
誕

生
日

の
属

す
る

月
の

末
日

の
前

日
ま

で
再

雇
用

す
る

。
 

（
以

下
略

）
 

・
条

数
変

更
 

第
５
１

９
条

（
依
願

退
職

）
 

第
５
２
０
条

（
依
願

退
職

）
 

・
条

数
変

更
 

第
５
節

 
 解

 
 雇

 
第

５
節

 
 解

  
雇

 
 

第
５
２

０
条

（
解
 
 
雇
）
 

第
５
２
１
条

（
解
 
 
雇
）
 

・
条

数
変

更
 

第
６
章
 
 
労
働

条
件
 

第
６

章
 
 
労
働
条

件
 

 
第

１
節
 
 
 
 就

業
時

間
 

第
１

節
 
 
 
 就

業
時

間
 

 
第

６
０

１
条

（
労
働

時
間

）
 

プ
ロ

ス
タ

ッ
フ

社
員

の
年

間
所

定
労

働
時

間
は

、
原

則
と

し
て

1
83
8

時
間

と
す

る
。

但
し

、
年

間
の

暦
日

が
3
66

日
の

場
合

に
は

、
1

日
分

の
所

定
労

働
時

間
を

加
え

た
時

間
数

と
す

る
。

こ
れ

を
基

礎
と

し
て

1
週

間
の

平
均

所
定

労
働

時
間

は
35

時
間

20
分

、
1

日
の

平
均

所
定

労
働

時
間

は
7

時
間

3
0

分
と

す
る

。
 

第
６
０

１
条

（
労
働

時
間

）
 

プ
ロ

ス
タ

ッ
フ

社
員

の
年

間
所

定
労

働
時

間
は

、
1
8
38

時
間

と
す

る
。

こ
れ

を
基

礎
と

し
て

1
週

間
の

平
均

所
定

労
働

時
間

は
3
5

時
間

20
分

、1
日

の
平

均
所

定
労

働
時

間
は

7
時

間
30

分
を

原
則

と
す

る
。但

し
、年

間
の

暦
日

が
36
6

日
の

場
合

に
は

、1
日

分
の

所
定

労
働

時
間

を
加

え
た

時
間

数
と

す
る

。
 

・
短

時
間

勤
務

者
の

勤
務

時
間

を
踏

ま
え

、
表

現
を

修
正

 

第
６

０
９

条
（

育
児

・
介
護

に
関

す
る

時
間

外
お
よ

び
深

夜

業
の
制

限
）
 

会
社

は
、

小
学

校
就

学
未

満
の

子
を

養
育

す
る

者
が

申
請

し
た

場
合

に
は

、
時

間
外

勤
務

お
よ

び
午

後
10

時
か

ら
午

前
5

時
ま

で
の

間
に

労
働

さ
せ

な
い

。
ま

た
、

そ
の

他
の

家
族

的
責

任
を

有
す

る
者

の
制

限
に

つ
い

て
は

「
時

間
外

・
休

日
勤

務
に

関
す

る
規

程
」

に
よ

る
。
 

②
要

介
護

状
態

に
あ

る
家

族
を

介
護

す
る

者
が

当
該

家
族

を
介

護
す

る
た

め
に

申
請

し
た

場
合

に
は

、
1

ヵ
月

に
つ

い
て

1
5

時
間

、
1

年
に

つ
い

て
1
50

時
間

を
越

え
る

時
間

外
労

働
お

よ
び

午
後

1
0

時
か

ら
午

前
5

時
ま

で
の

間
に

労
働

さ
せ

な
い

。
 

第
６

０
９

条
(
育

児
･
介
護

に
関
す

る
時
間

外
勤

務
及
び
休

日
勤
務

並
び

に
深
夜

業
の

制
限
) 

会
社

は
、

育
児

及
び

介
護

の
家

族
的

責
任

を
有

す
る

者
の

時
間

外
勤

務
及

び
休

日
勤

務
並

び
に

深
夜

業
を

制
限

す
る

。制
限

の
範

囲
は「

時
間

外・
休

日
勤

務
に

関
す

る
規

程
」

に
よ

る
。
 

 

・表
記

の
修

正（
詳

細
は

付
属

諸
規

程
に

よ
る

形
式

に
変

更
）

 

（
新
設

）
 

第
６
１

０
条

（
更
衣

時
間

等
）
 

会
社

が
制

服
等

の
着

用
及

び
会

社
の

施
設

内
で

の
更

衣
を

指
示

し
て

い
る

場
合

の
当

該
更

衣
時

間
及

び
更

衣
場

所
と

業
務

を
行

う
場

所
等

の
間

の
移

動
時

間
は

、
第

6
01

条
に

定
め

る
労

働
時

間
に

含
ま

れ
る

も
の

と
す

る
。

 

・
更

衣
時

間
と

移
動

時
間

の
労

働
時

間
化

対
応

 

第
２
節
  
 
 
休
日

・
休
暇
 

第
２

節
 
 
  
休

日
・

休
暇

 
 

第
６
１

０
条

（
休
 

日
）
 

第
６
１
１
条

（
休
 

日
）
 

・
条

数
変

更
 

第
６
１

１
条

（
年

次
有
給
休

暇
）
 

会
社

は
プ

ロ
ス

タ
ッ

フ
社

員
に

対
し

、
勤

続
年

数
に

応
じ

、
1

年
間

に
次

の
基

準
に

よ
り

年
次

有
給

休
暇

を
与

え
る

。
 

な
お

、
勤

続
年

数
の

算
定

は
、

毎
年

4
月

1
日

を
も

っ
て

基
準

と
す

る
。
 

ま
た

、
フ

ェ
ロ

ー
社

員
か

ら
引

き
続

き
プ

ロ
ス

タ
ッ

フ
社

員

第
６
１
２
条
(
年
次
有

給
休

暇
) 

会
社

は
プ

ロ
ス

タ
ッ

フ
社

員
に

対
し

て
、勤

続
年

数
及

び
１

ヵ
月

を
平

均
し

た
週

所
定

労
働

日
数

に
応

じ
、1

年
間

に
次

の
基

準
に

よ
り

年
次

有
給

休
暇

を
与

え
る

。
 

な
お

、勤
続

年
数

の
算

定
は

、毎
年

4
月

1
日

を
も

っ
て

基
準

と
し

、フ
ェ

ロ
ー

社
員

か
ら

プ
ロ

ス
タ

ッ
フ

社
員

に
採

用

・
条

数
変

更
 

・
短

時
間

勤
務

制
度

へ
の

対
応

 
（

内
容

は
グ

ル
ー

プ
共

通
の

表
現

）
 

・
表

記
の

変
更

 
 



  
82

に
採

用
さ

れ
た

場
合

の
勤

続
年

数
は

、
従

前
の

年
数

を
通

算
す

る
。
 

2
. 

入
社

時
に

付
与

す
る

年
次

有
給

休
暇

は
、

入
社

月
に

よ
り

次
の

通
り

と
す

る
 

2
.
 入

社
後

に
付

与
す

る
年

次
有

給
休

暇
は

、
勤

続
年

数
に

よ
り

次
の

通
り

と
す

る
。
 

②
年

次
有

給
休

暇
の

有
効

期
限

は
2

ヶ
年

と
す

る
。

な
お

、
失

効
し

た
年

次
有

給
休

暇
に

つ
い

て
は

ス
ト

ッ
ク

有
給

休
暇

と
し

、そ
の

取
扱

い
は「

ス
ト

ッ
ク

有
給

休
暇

規
程

」に
よ

る
。

但
し

、失
効

し
た

年
次

有
給

休
暇

の
う

ち
、１

労
働

日
未

満
の

も
の

に
つ

い
て

は
、ス

ト
ッ

ク
有

給
休

暇
に

は
移

行
し

な
い

。 
③

第
1

項
の

休
暇

は
、

前
年

度
に

お
い

て
全

労
働

日
の

8
割

以
上

出
勤

し
た

者
に

適
用

し
、

8
割

未
満

出
勤

者
に

つ
い

て
は

、
基

準
日

に
お

け
る

前
年

度
に

付
与

さ
れ

た
有

給
休

暇
の

保
有

日
数

と
合

わ
せ

て
6

日
に

な
る

ま
で

の
日

数
を

付
与

す
る

。
 

④
1
．

年
次

有
給

休
暇

は
、

原
則

と
し

て
１

労
働

日
を

単
位

と
し

て
与

え
る

が
、各

人
が

保
有

す
る

年
次

有
給

休
暇

の
う

ち
5

日
（
10

回
）

を
限

度
と

し
て

、
半

日
を

単
位

と
し

て
分

割
し

て
請

求
す

る
こ

と
が

で
き

る
。
 

2
.
 前

号
に

お
け

る
半

日
と

は
、各

人
各

労
働

日
の

所
定

労
働

時
間

（
1
0

分
未

満
は

切
り

捨
て

）
の

2
分

の
１

と
し

、
当

該
労

働
日

の
始

業
時

間
を

起
点

、
あ

る
い

は
終

業
時

間
を

終
点

と
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

3
．

半
日

有
給

休
暇

の
取

得
日

に
は

、
原

則
と

し
て

時
間

外
勤

務
を

さ
せ

な
い

。
 

4
．

半
日

有
休

休
暇

の
取

得
日

に
は

、
原

則
と

し
て

休
憩

は
与

え
な

い
。但

し
、や

む
を

得
な

い
事

由
に

よ
り

時
間

外
勤

務
を

実
施

し
、

労
働

時
間

が
6

時
間

を
超

え
た

場
合

に
は

45
分

、
8

時
間

を
超

え
た

場
合

に
は

60
分

の
休

憩
を

与
え

る
。
 

⑤
年

次
有

給
休

暇
の

請
求

は
原

則
と

し
て

2
日

前
ま

で
に

直
属

の
上

⻑
に

行
う

も
の

と
す

る
。な

お
、会

社
は

、事
業

の
正

常
な

運
営

を
妨

げ
る

場
合

は
、

そ
の

時
季

を
変

更
す

る
こ

と
が

あ
る

。
 

⑥
前

項
に

基
づ

き
請

求
さ

れ
た

年
次

有
給

休
暇

に
つ

い
て

、
本

人
が

事
前

に
撤

回
を

申
し

出
た

場
合

に
、

会
社

は
撤

回
を

認
め

る
。
 

⑦
会

社
は

年
次

有
給

休
暇

の
う

ち
5

日
を

越
え

る
日

数
に

つ
い

て
、計

画
的

に
付

与
す

る
こ

と
が

で
き

る
。な

お
、年

次
有

給
休

暇
の

計
画

的
付

与
に

関
す

る
細

部
に

つ
い

て
は

、
組

合
と

協
議

の
上

別
に

定
め

る
。
 

⑧
年

次
有

給
休

暇
は

原
則

と
し

て
プ

ロ
ス

タ
ッ

フ
社

員
が

自
ら

計
画

的
に

時
季

指
定

し
取

得
す

る
も

の
と

す
る

。
 

但
し

、年
次

有
給

休
暇

の
付

与
日

数
が

1
0

日
以

上
の

社
員

に

入
社
 

4
月
 

5
月
 

6
月
 

7
月
 

8
月
 

9

日
数
 

11
日
 

10
日
 

1
0
日
 

1
0
日
 

1
0
日
 

1
0

勤
続

年
数
 

1
年

以
下
 

1
年
超

2
年
 

2
年
超

日
数
 

12
日
 

1
3
日
 

さ
れ

た
場

合
は

、
フ

ェ
ロ

ー
社

員
の

勤
続

年
数

を
通

算
す

る
。
 

 1.
入

社
時

に
付

与
す

る
年

次
有

給
休

暇
は

、入
社

月
に

よ
り

次
の

通
り

と
す

る
。
 

（
表

略
）
 

 2.
入

社
後

に
付

与
す

る
年

次
有

給
休

暇
は

、勤
続

年
数

及
び

１
ヵ

月
を

平
均

し
た

週
所

定
労

働
日

数
に

よ
り

次
の

通
り

と
す

る
。

な
お

、
毎

年
4

月
1

日
時

点
で

、
介

護
・

介
護

準
備

勤
務

規
程

第
７

条
ま

た
は

短
時

間
勤

務
規

程
第

8
条

に
定

め
る

所
定

労
働

日
数

の
低

減
に

よ
り

勤
務

時
間

の
短

縮
を

実
施

し
て

い
る

場
合

、１
ヵ

月
を

平
均

し
た

週
所

定
労

働
日

数
に

つ
い

て
は

｢週
4

日
｣を

適
用

す
る

。
 

 
（

以
下

略
）
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対
し

、
付

与
日

数
の

う
ち

の
5

日
に

つ
い

て
計

画
的

に
取

得
が

で
き

て
い

な
い

場
合

、会
社

が
年

度
内

に
 
時

季
を

定
め

て
取

得
さ

せ
る

も
の

と
す

る
。そ

の
際

に
、会

社
は

、取
得

の
時

季
に

関
し

て
は

社
員

の
意

見
を

聴
い

た
上

で
、

そ
の

意
見

を
尊

重
す

る
よ

う
努

め
る

も
の

と
す

る
。
 

⑨
年

次
有

給
休

暇
の

取
得

の
計

画
に

関
し

て
は

、「
連

続
休

暇
規

定
程

」
に

よ
る

。
 

第
６
１

２
条

（
欠
 

勤
）
 

第
６
１
３
条

（
欠
 

勤
）
 

・
条

数
変

更
 

第
６
１

３
条

（
生
理

休
暇

）
 

第
６
１
４
条

（
生
理

休
暇

）
 

・
条

数
変

更
 

第
６
１

４
条

（
産
前

・
産

後
休

暇
）
 

第
６
１
５
条

（
産
前

・
産

後
休

暇
）
 

・
条

数
変

更
 

第
６
１

５
条

（
子
の

看
護

の
た

め
の

休
暇
）
 

第
６
１
６
条

（
子
の

看
護

の
た

め
の

休
暇
）
 

・
条

数
変

更
 

第
６
１

６
条

（
家
族

の
介

護
の

た
め

の
休
暇

）
 

第
６
１
７
条

（
家
族

の
介

護
の

た
め

の
休
暇

）
 

・
条

数
変

更
 

第
６
１

７
条

（
慶
弔

災
害

休
暇

）
 

会
社

は
、

本
人

の
請

求
に

よ
り

次
の

通
り

有
給

の
慶

弔
災

害
休

暇
を

暦
日

で
与

え
る

。
 

1
.
 結

婚
休

暇
 

(
4
) 本

人
が

結
婚

す
る

と
き

 
 
 

挙
式

日
、

入
籍

日
、

新
婚

旅
行

の
い

ず
れ

か
を

含
む

連
続

 
7

日
以

内
（

取
得

期
間

は
入

籍
日

よ
り

1
年

以
内

）
 

(
5
) 子

が
結

婚
す

る
と

き
 

 
 
 

挙
式

日
を

含
む

前
後

連
続
 
2

日
以

内
 

(
6
) 兄

弟
姉

妹
(姻

族
を

含
ま

ず
)
が

結
婚

す
る

と
き

 
 

 
 

 
 

挙
式

当
日
 

 
 
2.
 
配

偶
者

出
産

休
暇

 
 
 
  

出
産

当
日

前
後
 
連

続
2

日
以

内
 

3
.
 忌

引
休

暇
 

(
5
) 本

人
の

⽗
⺟
(
養

⽗
⺟

を
含

む
)
、

配
偶

者
､子

 

死
亡

日
、通

夜
、告

別
式

、初
七

日
の

い
ず

れ
か

を
含

む
前

後
連

続
7

日
以

内
 

(
6
) 配

偶
者

の
⽗

⺟
 

死
亡

日
、通

夜
、告

別
式

、初
七

日
の

い
ず

れ
か

を
含

む
前

後
連

続
5

日
(本

人
又

は
配

偶
者

が
喪

主
の

場
合

7
日
)
以

内
 

(
7
) 本

人
の

祖
⽗

⺟
、

本
人

の
兄

弟
姉

妹
、

子
の

配
偶

者
、

孫
、

配
偶

者
の

祖
⽗

⺟
、

配
偶

者
の

兄
弟

姉
妹

。
 

死
亡

日
、通

夜
、告

別
式

、初
七

日
の

い
ず

れ
か

を
含

む
前

後
連

続
3

日
(本

人
又

は
配

偶
者

が
喪

主
の

場
合

５
日
)以

内
 

(
8
) 本

人
の

伯
叔

⽗
⺟

、本
人

の
甥

・
姪

、本
人

の
兄

弟
姉

妹
の

配
偶

者
。
 

死
亡

日
、

通
夜

、
告

別
式

、
初

七
日

の
い

ず
れ

か
1

日
(
本

人
又

は
配

偶
者

が
喪

主
の

場
合

３
日
)
以

内
 

４
．

災
害

休
暇
 

(
4
) 本

人
の

現
住

す
る

家
屋

が
全

半
焼

、全
半

壊
、流

失
等

の
災

害
を

受
け

た
場

合
。
 

世
帯

主
の

場
合
 
 
 
 
  
  

連
続

7
日

以
内
 

世
帯

主
で

な
い

場
合
  
  

連
続

5
日

以
内
 

(
5
) 本

人
の

現
住

す
る

家
屋

の
一

部
が

焼
失

、
破

壊
又

は
床

上
浸

水
し

た
場

合
。
 

世
帯

主
の

場
合
 
 
 
 
  
  

連
続

5
日

以
内
 

世
帯

主
で

な
い

場
合
  
  

連
続

3
日

以
内
 

(
6
) 本

人
の

実
家

で
あ

る
家

屋
が

全
半

焼
、全

半
壊

、流
失

第
６
１
８
条
(
慶
弔

災
害

休
暇
)
 

会
社

は
、

本
人

の
請

求
に

よ
り

次
の

通
り

有
給

の
慶

弔
災

害
休

暇
を

暦
日

で
与

え
る

。
 

（
中

略
）
 

         （
削

除
）
 

  2
.
 忌

引
休

暇
 

（
中

略
）
 

                3
.
 災

害
休

暇
 

（
以

下
略

）
 

・
条

数
変

更
 

・
配

偶
者

出
産

休
暇

の
育

児
休

業
の

特
例

（
有

給
5

日
）

へ
の

移
行
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等
の

災
害

を
受

け
た

場
合

。
 

連
続

3
日

以
内
 

第
６
１

８
条
(
手
 
続
) 

プ
ロ
ス
タ

ッ
フ
社

員
は
、
第

6
13

条
か
ら
第

6
17

条
の
休
暇

を
利

用
し

よ
う

と
す

る
と
き

は
、

原
則

と
し

て
、
事

前
に
会

社
に
申
し

出
な
れ

ば
な
ら

な
い
。
 

第
６
１
９
条
(
手
 
続
) 

プ
ロ
ス
タ

ッ
フ
社

員
は
、
第

6
14

条
か
ら
第

6
18

条
の
休

暇
を
利
用

し
よ
う

と
す
る

と
き
は
、
原
則

と
し
て
、
事

前
に

会
社
に
申

し
出
な

れ
ば
な

ら
な
い
。
 

 

第
３
節
 
母
性
保
護
 

第
３
節
 

母
性
保

護
 

 
第

６
１

９
条
(
妊
娠

中
の

通
院
等
)
  

第
６
２
０
条
(
妊
娠

中
の

通
院
等
)
  

・
条

数
変

更
 

第
６
２

０
条

（
妊
娠

中
及

び
産

後
の

症
状
に

対
す

る
取

扱
）
 

第
６
２
１
条
（
妊
娠

中
及

び
産

後
の

症
状
に

対
す

る
取

扱
）
 

・
条

数
変

更
 

第
６
２

１
条

（
妊
産

婦
の

時
間

外
・

休
日
勤

務
制

限
）
 

第
６
２
２
条

（
妊
産

婦
の

時
間

外
・

休
日
勤

務
制

限
）
 

・
条

数
変

更
 

第
４
節
 
 
  
賃
  
金
 

第
４
節
 
 
  
賃
 
 
金

 
 

第
６
２

２
条

（
賃
金

規
程

）
 

第
６
２
３
条

（
賃
金

規
程

）
 

・
条

数
変

更
 

第
６
２

３
条

（
確
定

拠
出

年
金

）
 

第
６
２
４
条

（
確
定

拠
出

年
金

）
 

・
条

数
変

更
 

第
５
節
  
 
 
出
張
・
外
出
 

第
５
節
 
 
  
出
張
・

外
出

 
 

第
６
２

４
条

（
出
張

規
程

）
 

第
６
２
５
条

（
出
張

規
程

）
 

・
条

数
変

更
 

第
８
章
 
テ
レ
ワ
ー
ク
 

 
 

第
８
０

１
条
(
テ
レ

ワ
ー

ク
規
程
)
 

会
社

は
、

テ
レ

ワ
ー

ク
を

認
め

る
場

合
が

あ
る

。
取

扱
い

は
、

別
に

定
め

る
「

テ
レ

ワ
ー

ク
規

程
」

に
よ

る
。

 

第
８
０

１
条
(
テ
レ

ワ
ー

ク
規
程
)
 

 
会

社
は

、
テ

レ
ワ

ー
ク

を
認

め
る

場
合

が
あ

る
。

な
お

、
取

扱
い

は
社

員
労

働
協

約
「

テ
レ

ワ
ー

ク
規

程
」

に
よ

る
。 

・
社

員
労

働
協

約
を

適
用

 

第
１
１
章
 
 
  
福
利
厚
生
 

 
 

第
１
１

０
１

条
(福

利
厚

生
規
程
)
 

 
プ

ロ
ス

タ
ッ

フ
社

員
の

財
産

形
成

等
に

関
す

る
福

利
厚

生
の

取
扱

い
は

、
別

に
定

め
る

「
福

利
厚

生
規

程
」

に
よ

る
。

 

第
１
１

０
１

条
(福

利
厚

生
規
程
)
 

 
プ

ロ
ス

タ
ッ

フ
社

員
の

財
産

形
成

等
に

関
す

る
福

利
厚

生
の

取
扱

い
は

、社
員

労
働

協
約「

福
利

厚
生

規
程

」に
よ

る
。

 

・
社

員
労

働
協

約
を

適
用

 

第
１
４
章
 
  
 
効
 
 
力
 

 
 

第
１
４

０
４

条
（
有

効
期

間
）
 

本
協

約
の

有
効

期
間

は
、
2
0
21

年
4

月
1

日
か

ら
20
22

年
3

月
31

日
ま

で
と

す
る

。
 

第
１
４

０
４

条
（
有

効
期

間
）
 

本
協

約
の

有
効

期
間

は
、2

0
22

年
4

月
1

日
か

ら
2
0
23

年
3

月
31

日
ま

で
と

す
る

。
 

 

第
１
４

０
５

条
（
自

動
更

新
）
 

本
協

約
は

、
期

間
満

了
9
0

日
前

ま
で

に
い

ず
れ

か
一

方
よ

り
改

訂
更

新
の

申
出

が
な

い
場

合
は

、
さ

ら
に

1
年

間
有

効
と

す
る

が
、
20
23

年
3

月
31

日
を

超
え

る
こ

と
は

で
き

な
い

。
 

第
１
４

０
５

条
（
自

動
更

新
）
 

本
協

約
は

、
期

間
満

了
90

日
前

ま
で

に
い

ず
れ

か
一

方
よ

り
改

訂
更

新
の

申
出

が
な

い
場

合
は

、
さ

ら
に

1
年

間
有

効
と

す
る

が
、2

02
4

年
3

月
31

日
を

超
え

る
こ

と
は

で
き

な
い

。
 

・
年

度
の

更
新

 

第
１
５
章
 
  
 
付
 
 
則
 

 
 

2
0
21

年
4

月
1

日
 

株
式

会
社

 
三

越
伊

勢
丹

ビ
ジ

ネ
ス

・
サ

ポ
ー

ト
 

代
表

取
締

役
社

⻑
 
 
 
 ⻫

 
藤

 
 

昌
 

司
 
 

 三
越

伊
勢

丹
グ

ル
ー

プ
労

働
組

合
 

 

三
越

伊
勢

丹
ビ

ジ
ネ

ス
・

サ
ポ

ー
ト

支
部
 

支
部

執
行

委
員

⻑
 
 
 
 山

 
口

 
 

善
 

崇
 

2
0
22

年
4

月
1

日
 

 
・

年
度

の
更

新
 

３
）

フェ
ロー

社
員

（
有

期
）

 
旧

条
文

 
新

条
文

 
摘

要
 

第
１
０

５
条

（
組
合

員
の

区
分

）
 

前
条

に
定

め
る

組
合

員
は

、
以

下
の

定
義

に
従

っ
て

区
分

さ
れ

る
。
 

組
合

員
の

内
、

第
5
02

条
の

手
続

き
を

経
て

会
社

に
採

用
さ

れ
第

1
04

条
に

該
当

す
る

者
を

以
下

の
と

お
り

区
分

す
る

。
 

(
1
)Ｉ

Ｍ
Ｂ

Ｓ
フ

ェ
ロ

ー
社

員
 

削
除
 

・
有

期
雇

用
に

ア
イ

タ
ス

入
社

者
が

い
な

い
た

め
削

除
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平
成

30
年

3
月

31
日

以
前

に
株

式
会

社
伊

勢
丹

ビ
ジ

ネ
ス・

サ
ポ

ー
ト

に
お

い
て

フ
ェ

ロ
ー

社
員

と
し

て
勤

務
し

て
い

た
者
 

(
2
)ア

イ
タ

ス
フ

ェ
ロ

ー
社

員
 

平
成

29
年

3
月

3
1

日
以

前
に

株
式

会
社

ア
イ

タ
ス

に
お

い
て

パ
ー

ト
社

員
と

し
て

勤
務

し
て

い
た

も
の

も
し

く
は

平
成

3
0

年
3

月
31

日
以

前
に

株
式

会
社

三
越

伊
勢

丹
ビ

ジ
ネ

ス・
サ

ポ
ー

ト
ア

イ
タ

ス
営

業
部

に
お

い
て

パ
ー

ト
社

員
と

し
て

入
社

し
た

者
 

第
１
０

６
条

（
ユ
ニ

オ
ン

シ
ョ

ッ
プ

）
 

第
１
０
５
条

（
ユ
ニ

オ
ン

シ
ョ

ッ
プ

）
 

・
条

数
変

更
 

第
１
０

７
条

（
通
告

義
務

）
 

第
１
０
６
条

（
通
告

義
務

）
 

・
条

数
変

更
 

第
５
章

 
 人

 
 事

 
第

５
章

 
 人

  
事
 

 

第
１
節
 

 
人

 
事
 

第
１

節
 

 
人
 

事
 

 
第

５
０

９
条

（
出
向

）
 

会
社

は
、

事
業

の
都

合
に

よ
り

フ
ェ

ロ
ー

社
員

（
有

期
雇

用
）

を
会

社
外

の
職

務
に

従
事

さ
せ

る
こ

と
が

あ
る

。
そ

の
際

、
会

社
は

本
人

の
事

情
を

十
分

斟
酌

す
る

。
但

し
、

こ
の

場
合

、
フ

ェ
ロ

ー
社

員
（

有
期

雇
用

）
は

正
当

な
理

由
が

な
け

れ
ば

こ
れ

を
拒

む
こ

と
は

出
来

な
い

。な
お

、労
働

条
件

等
は

、労
働

協
約

「
国

内
出

向
規

程
」

に
よ

る
。
 

第
５
０

９
条

（
出
向

）
 

会
社

は
、

事
業

の
都

合
に

よ
り

フ
ェ

ロ
ー

社
員

（
有

期
雇

用
）を

会
社

外
の

職
務

に
従

事
さ

せ
る

こ
と

が
あ

る
。そ

の
際

、会
社

は
本

人
の

事
情

を
十

分
斟

酌
す

る
。但

し
、こ

の
場

合
、フ

ェ
ロ

ー
社

員（
有

期
雇

用
）は

正
当

な
理

由
が

な
け

れ
ば

こ
れ

を
拒

む
こ

と
は

出
来

な
い

。
な

お
、

詳
細

は
、

そ
の

都
度

会
社

・
組

合
協

議
の

上
決

定
す

る
。
 

・
運

用
実

態
に

併
せ

て
修

正
 

第
５
１

１
条
(
プ
ロ

ス
タ

ッ
フ
社

員
へ

の
転

換
) 

会
社

は
、

下
記

に
定

め
る

要
件

を
満

た
し

た
場

合
、

フ
ェ

ロ
ー

社
員

（
有

期
雇

用
）

を
プ

ロ
ス

タ
ッ

フ
社

員
に

転
換

す
る

こ
と

が
あ

る
。
 

(
1
) 

本
人

が
希

望
す

る
場

合
 

(
2
) 

選
考

試
験

に
合

格
し

た
者
 

②
転

換
時

期
は

毎
年

4
月

1
日

・
10

月
1

日
と

す
る

。
 

第
５
１
１
条
(
組
合

役
員

の
異
動

配
置

、
交
差
配

置
)
 

会
社

は
、本

・
支

部
組

合
役

員
、支

部
執

行
評

議
員

及
び

監
査

委
員

の
人

事
異

動
に

つ
い

て
は

、
組

合
の

同
意

を
得

た
後

行
う

。
 

・
入

れ
替

え
 

第
５
１

２
条
(
組
合

役
員

の
異
動

配
置

、
交

叉
配

置
) 

会
社

は
、本

・
支

部
組

合
役

員
、支

部
執

行
評

議
員

及
び

監
査

委
員

の
人

事
異

動
に

つ
い

て
は

、
組

合
の

同
意

を
得

た
後

行
う

。
 

第
５
１
２
条
(
プ
ロ

ス
タ

ッ
フ
社

員
へ

の
転

換
) 

会
社

は
、下

記
に

定
め

る
要

件
を

満
た

し
た

場
合

、フ
ェ

ロ
ー

社
員（

有
期

雇
用

）を
プ

ロ
ス

タ
ッ

フ
社

員
に

転
換

す
る

こ
と

が
あ

る
。
 

(
1
) 

本
人

が
希

望
す

る
場

合
 

(
2
) 

選
考

試
験

に
合

格
し

た
者
 

②
転

換
時

期
は

毎
年

4
月

1
日

・
10

月
1

日
と

す
る

。
 

・
入

れ
替

え
 

第
５
１

３
条
(
育
児

・
介

護
勤
務
)
 

会
社

は
、

育
児

な
ら

び
に

家
族

の
介

護
と

仕
事

と
の

両
立

を
援

助
す

る
こ

と
を

目
的

と
し

て
フ

ェ
ロ

ー
社

員（
有

期
雇

用
）

が
請

求
し

た
場

合
、

一
定

期
間

内
に

お
い

て
、

勤
務

時
間

を
短

縮
す

る
こ

と
が

あ
る

。
 

そ
の

取
扱

い
は

、別
に

定
め

る「
育

児
勤

務
規

程
」及

び「
介

護
・

介
護

準
備

勤
務

規
程

」
に

よ
る

。
 

第
５
１

３
条
(
育
児

・
介

護
勤
務
)
 

会
社

は
、

育
児

な
ら

び
に

家
族

の
介

護
と

仕
事

と
の

両
立

を
目

的
と

し
て

フ
ェ

ロ
ー

社
員

（
有

期
）

が
請

求
し

た
場

合
、一

定
期

間
内

に
お

い
て

、勤
務

時
間

を
短

縮
す

る
こ

と
が

あ
る

。
 

そ
の

取
扱

い
は

、別
に

定
め

る「
育

児
勤

務
規

程
」及

び「
介

護
・

介
護

準
備

勤
務

規
程

」
に

よ
る

。
 

・
表

記
修

正
 

（
新
設
）
 

第
５
１

４
条

（
短
時

間
勤

務
）
 

会
社

は
、

個
人

の
生

活
上

の
事

情
と

仕
事

と
の

両
立

を
目

的
と

し
て

フ
ェ

ロ
ー

社
員（

有
期

）が
請

求
し

た
場

合
、一

定
期

間
内

に
お

い
て

、
勤

務
時

間
を

短
縮

す
る

こ
と

が
あ

る
。
 

そ
の

取
扱

い
は

、別
に

定
め

る「
短

時
間

勤
務

規
程

」に
よ

る
。
 

・
短

時
間

勤
務

制
度

へ
の

対
応
 

 

第
 
２
 
節

 
 

休
 
職
 

第
 

２
 

節
 

 
休

 
職

 
 

第
５
１

４
条

（
休
 
職
）
 

 
会

社
は

、フ
ェ

ロ
ー

社
員（

有
期

雇
用

）が
次

の
各

号
の

一
第

５
１
５
条

（
休
 
職
）
 

（
中

略
）
 

・
条

数
変

更
 

・引
用

条
数

の
修

正
、
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つ
に

該
当

す
る

と
き

は
休

職
と

す
る

。
 

1
.
(
1
) 

業
務

外
の

傷
病

に
よ

る
場

合
で

、
欠

勤
が

引
続

き
満

3
ヵ

月
に

及
ん

で
4

ヵ
月

目
に

入
っ

た
と

き
は

、
休

職
と

し
、

期
間

は
3

ヵ
月

と
す

る
。
 

(
2
) 
(
1)

の
復

職
後

、
満

1
年

以
内

に
同

一
事

由
で

再
び

暦
日

で
1

週
間

を
超

え
て

欠
勤

す
る

に
至

っ
た

と
き

は
、

休
職

と
し

、
再

び
欠

勤
に

至
っ

た
日

に
さ

か
の

ぼ
っ

て
、

そ
の

休
職

期
間

を
通

算
す

る
。

但
し

、
休

職
の

残
余

期
間

が
1

週
間

未
満

で
休

職
と

な
っ

た
場

合
は

、
当

該
欠

勤
が

暦
日

で
8

日
に

到
達

し
た

日
を

休
職

満
了

日
と

す
る

（
な

お
、

あ
ら

か
じ

め
申

請
さ

れ
て

い
る

休
暇

は
除

く
)
。
 

(
3
) 

(1
)

の
場

合
で

産
業

医
が

必
要

と
認

め
た

と
き

は
、

会
社

・
組

合
協

議
の

上
作

業
療

法
を

行
わ

せ
る

こ
と

が
で

き
る

。 
2
.会

社
の

事
業

の
都

合
に

よ
り

、
会

社
外

の
職

務
に

従
事

さ
せ

る
と

き
。
 

3
.公

職
に

就
任

し
た

と
き

で
、

会
社

が
承

認
し

た
と

き
、

そ
の

期
間

。
 

4
.育

児
の

た
め

休
業

を
申

し
出

た
と

き
。

こ
の

場
合

は
、

別
に

定
め

る
「

育
児

休
業

規
程

」
に

よ
り

取
扱

う
。
 

但
し

「
育

児
休

業
規

程
」

第
8

条
の

特
例

を
申

し
出

た
場

合
を

除
く

。
 

5
.家

族
の

介
護

の
た

め
に

休
業

を
申

し
出

た
と

き
。
 

こ
の

場
合

は
、

別
に

定
め

る
「

介
護

・
介

護
準

備
休

業
規

程
」

に
よ

り
取

扱
う

。
 

6
.そ

の
他

、会
社

が
認

め
た

事
由

に
よ

る
連

続
欠

勤
が

3
0

日
に

及
ん

だ
と

き
は

休
職

と
し

、
当

該
休

職
が

3
ヵ

月
に

到
達

し
た

日
を

休
職

満
了

日
と

す
る

。
 

但
し

、
在

職
期

間
中

、
同

一
事

由
に

よ
る

も
の

は
1

回
の

み
と

す
る

。
 

                      4
.
育

児
の

た
め

休
業

を
申

し
出

た
と

き
。こ

の
場

合
は

、別
に

定
め

る
「

育
児

休
業

規
程

」
に

よ
り

取
扱

う
。

但
し

「
育

児
休

業
規

程
」

第
6

条
の

出
生

時
育

児
休

業
及

び
第

1
0

条
の

特
例

を
申

し
出

た
場

合
を

除
く

。
 

（
以

下
略

）
 

出
生

時
育

児
休

業
を

対
象

か
ら

除
外
 

第
５
１

５
条
(
報
告

義
務
)
 

第
５
１
６
条
(
報
告

義
務
)
 

・
条

数
変

更
 

第
５
１

６
条
(
休
職

期
間

の
取
扱
)
 

休
職

期
間

は
原

則
と

し
て

勤
続

年
数

に
通

算
せ

ず
、

賃
金

は
支

給
し

な
い

。
但

し
、

特
に

規
定

し
て

あ
る

場
合

は
そ

れ
に

従
い

、
第

5
14

条
第

2
号

、
第

3
号

の
場

合
は

、
勤

続
年

数
に

通
算

し
、特

別
の

必
要

が
あ

る
場

合
は

賃
金

を
支

給
す

る
。 

第
５
１
７
条
(
休
職

期
間

の
取
扱
)
 

 
休

職
期

間
は

原
則

と
し

て
勤

続
年

数
に

通
算

せ
ず

、
賃

金
は

支
給

し
な

い
。但

し
、特

に
規

定
し

て
あ

る
場

合
は

そ
れ

に
従

い
、

第
51
5

条
第

2
号

、
第

3
号

の
場

合
は

、
勤

続
年

数
に

通
算

し
、

特
別

の
必

要
が

あ
る

場
合

は
賃

金
を

支
給

す
る

。
 

・
社

員
と

表
記

を
合

わ
せ

る
 

第
５
１

７
条
(
復
 
職
) 

休
職

事
由

（
第

5
14

条
第

2
号

を
除

く
）

が
消

滅
し

た
と

き
は

、
直

ち
に

会
社

に
届

出
る

。
 

②
第

5
14

条
第

1
号

に
つ

い
て

は
、

勤
務

に
支

障
の

な
い

旨
の

医
師

の
診

断
書

に
基

づ
き

、
産

業
医

又
は

会
社

指
定

医
の

承
認

に
よ

る
出

勤
許

可
日

を
も

っ
て

就
業

さ
せ

る
。

そ
れ

以
前

は
休

職
期

間
と

し
て

通
算

す
る

。
 

③
前

項
に

よ
る

診
断

書
の

提
出

に
際

し
て

、
会

社
が

診
断

書
を

作
成

し
た

医
師

に
対

す
る

情
報

提
供

を
求

め
る

こ
と

が
あ

る
。

こ
の

場
合

、
フ

ェ
ロ

ー
社

員
(
有

期
雇

用
)

は
そ

の
実

現
に

協
力

す
る

も
の

と
す

る
。
 

第
５
１
８
条
(
復
 
職
) 

 
休

職
事

由
（

第
5
15

条
第

2
号

を
除

く
）

が
消

滅
し

た
と

き
は

、
直

ち
に

会
社

に
届

出
る

。
 

②
第

5
15

条
第

1
号

に
つ

い
て

は
、

勤
務

に
支

障
の

な
い

旨
の

医
師

の
診

断
書

に
基

づ
き

、
産

業
医

ま
た

は
会

社
指

定
医

の
承

認
に

よ
る

出
勤

許
可

日
を

も
っ

て
就

業
さ

せ
る

。
そ

れ
以

前
は

休
職

期
間

と
し

て
通

算
す

る
。
 

（
以

下
略

）
 

・
条

数
変

更
 

第
３
節
 
 
表
 
彰
 
及
び
 
懲
 
戒
 

第
３
節
 
 
表
 

彰
 
及
び
 
懲

 
戒

 
 

第
５
１

８
条
(
表
彰

及
び

懲
戒
)
 

会
社

は
、業

務
能

率
の

向
上

、秩
序

維
持

の
た

め
に

、別
に

定
第

５
１
９
条
(
表
彰

及
び

懲
戒
)
 

 
会

社
は

、業
務

能
率

の
向

上
、秩

序
維

持
の

た
め

に
、労

・
社

員
労

働
協

約
を

適
用
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め
る「

表
彰

・
懲

戒
規

程
」に

基
づ

い
て

表
彰

及
び

懲
戒

を
行

う
。
 

働
協

約「
表

彰
・

懲
戒

規
程

」に
基

づ
い

て
表

彰
及

び
懲

戒
を

行
う

。
 

第
４
節
 

 
退

 
職
 

第
４

節
 

 
退
 

職
 

 

第
５
１

９
条
(
退
 
職
) 

第
５
２
０
条
(
退
 
職
) 

・
条

数
変

更
 

第
５
２

０
条
(
依
願

退
職
)
 

第
５
２
１
条
(
依
願

退
職
)
 

・
条

数
変

更
 

第
５
節
 

 
解

 
雇
 

第
５

節
 

 
解
 

雇
 

 
第

５
２

１
条
(
解
 
雇
) 

第
５
２
２
条
(
解
 
雇
) 

・
条

数
変

更
 

第
６

章
 

 
労

 
働

 
条

 
件
 

第
６
章

 
 

労
 

働
 
条
 
件

 
 

第
１

節
 

 
就

 
業

 
時

 
間
 

第
１
節

 
 

就
 

業
 
時
 
間

 
 

第
６

０
９

条
（

育
児

・
介
護

に
関

す
る

時
間

外
及
び

深
夜

業

の
制
限

）
 

会
社

は
、

小
学

校
就

学
未

満
の

子
を

養
育

す
る

も
の

が
当

該
子

を
養

育
す

る
た

め
に

申
請

し
た

場
合

に
は

、
時

間
外

勤
務

及
び

午
後

1
0

時
か

ら
午

前
5

時
ま

で
の

間
に

労
働

さ
せ

な
い

。
ま

た
、

家
族

的
責

任
を

有
す

る
者

の
制

限
に

つ
い

て
は

、
「

時
間

外
・

休
日

勤
務

に
関

す
る

規
程

」
に

よ
る

。
 

②
要

介
護

状
態

に
あ

る
家

族
を

介
護

す
る

者
が

、
当

該
家

族
を

介
護

す
る

た
め

に
申

請
し

た
場

合
に

は
、
1

ヵ
月

に
つ

い
て

15
時

間
、
1

年
に

つ
い

て
1
50

時
間

を
越

え
る

時
間

外
労

働
及

び
午

後
1
0

時
か

ら
午

前
5

時
ま

で
の

間
に

労
働

さ
せ

な
い

。
 

第
６

０
９

条
(
育

児
･
介
護

に
関
す

る
時
間

外
勤

務
及
び
休

日
勤
務

並
び

に
深
夜

業
の

制
限
) 

会
社

は
、

育
児

及
び

介
護

の
家

族
的

責
任

を
有

す
る

者
の

時
間

外
勤

務
及

び
休

日
勤

務
並

び
に

深
夜

業
を

制
限

す
る

。制
限

の
範

囲
は「

時
間

外・
休

日
勤

務
に

関
す

る
規

程
」

に
よ

る
。
 

 

・表
記

の
修

正（
詳

細
は

付
属

諸
規

程
に

よ
る

形
式

に
変

更
）
 

（
新
設

）
 

第
６
１

０
条

（
更
衣

時
間

等
）
 

会
社

が
制

服
等

の
着

用
及

び
会

社
の

施
設

内
で

の
更

衣
を

指
示

し
て

い
る

場
合

の
当

該
更

衣
時

間
及

び
更

衣
場

所
と

業
務

を
行

う
場

所
等

の
間

の
移

動
時

間
は

、
第

6
01

条
に

定
め

る
労

働
時

間
に

含
ま

れ
る

も
の

と
す

る
。

 

・
更

衣
時

間
と

移
動

時
間

の
労

働
時

間
化

対
応

 

第
２

節
 
 
  
休

 
日

・
休

 
暇
 

第
２
節

 
  
 
休
 

日
・
休
 
暇

 
 

第
６

１
０
条
(
休
 日

)
 

第
６
１
１
条
(
休
 
日
) 

・
条

数
変

更
 

第
６
１

１
条
(
年
次

有
給

休
暇
)
 

会
社

は
フ

ェ
ロ

ー
社

員（
有

期
雇

用
）に

対
し

、次
の

基
準

に
よ

り
雇

用
契

約
締

結
時

に
年

次
有

給
休

暇
を

与
え

る
。な

お
、

学
生

身
分

か
ら

の
契

約
変

更
時

の
年

次
有

給
休

暇
は

、
学

生
身

分
終

了
時

に
保

留
し

て
い

る
日

数
を

継
続

す
る

も
の

と
し

、
契

約
に

際
し

改
め

て
付

与
し

な
い

。
 

フ
ェ

ロ
ー

社
員（

有
期

）は
、原

則
と

し
て

雇
用

契
約

期
間

内
の

労
働

義
務

の
あ

る
日

に
年

次
有

給
休

暇
を

使
用

す
る

も
の

と
す

る
。
 

1
.
 初

回
契

約
時

の
年

次
有

給
休

暇
は

、契
約

期
間

月
数

及
び

週
契

約
日

数
・

時
間

に
よ

り
次

の
通

り
と

す
る

。
 

 

7
ｶ

月
 

6
ｶ

月
 

5
ｶ

月
 

4
ｶ

月
 

3
ｶ

月
 

2
ｶ

月
 

1
ｶ

月
 

 

1
0

日
 

5
日
 

4
日
 

3
日
 

0
日
 

0
日
 

0
日
 

日
 

7
日
 

4
日
 

3
日
 

2
日
 

0
日
 

0
日
 

0
日
 

 
5
日

 
4
日
 

3
日
 

2
日
 

0
日
 

0
日
 

0
日
 

日
 

3
日
 

2
日
 

1
日
 

1
日
 

0
日
 

0
日
 

0
日
 

 2
.
 1
0

月
11

日
の

再
契

約
時

の
年

次
有

給
休

暇
は

、
勤

続
年

第
６
１
２
条
(
年
次

有
給

休
暇
)
 

会
社

は
、

フ
ェ

ロ
ー

社
員

（
有

期
）

に
対

し
、

次
の

各
号

の
基

準
に

よ
り

、
雇

用
契

約
締

結
時

に
年

次
有

給
休

暇
を

与
え

る
。な

お
、学

生
身

分
か

ら
の

契
約

変
更

時
の

年
次

有
給

休
暇

は
、

学
生

身
分

終
了

時
に

保
有

し
て

い
る

日
数

を
継

続
す

る
も

の
と

し
契

約
に

際
し

改
め

て
付

与
し

な
い

。
 

（
中

略
）
 

             2
.
初

回
契

約
以

降
契

約
時

の
年

次
有

給
休

暇
は

、
勤

続
年

数
及

び
週

契
約

日
数

・
時

間
に

応
じ

、
次

の
通

り
と

す
る

。 
な

お
、

勤
続

年
数

の
算

定
は

、
毎

年
1
0

月
11

日
を

も
っ

て
基

準
と

す
る

。
ま

た
、

毎
年

10
月

11
日

時
点

で
、

介
護

・
介

護
準

備
勤

務
規

程
第

７
条

ま
た

は
短

時
間

勤
務

規
程

第
8

条
に

定
め

る
所

定
労

働
日

数
の

低
減

に
よ

り
勤

務

・
条

数
変

更
 

・
短

時
間

勤
務

制
度

へ
の

対
応
 

（
内

容
は

グ
ル

ー
プ

共
通

の
表

現
）
 

・
表

記
の

変
更
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数
及

び
週

契
約

日
数

・
時

間
に

よ
り

次
の

通
り

と
す

る
｡ 

  
  
 
 
  
  
 
 
  
  
 
  

 
勤
続
年
数
 

 週
契
約
日

数
･時

間
 

週
5
日
か

つ
週

35
時
間

契
約
 

 週
5
日

又
は
週

30
時
間

以
上

35
時
間
未

満
契
約
 

週
4
日
か

つ
週

30
時
間

未
満
契
約
 

 週
3
日

契
約
 

 週
2
日

契
約
 

②
年

次
有

給
休

暇
の

有
効

期
限

は
2

ヵ
年

と
す

る
。

な
お

、
失

効
し

た
年

次
有

給
休

暇
に

つ
い

て
は

ス
ト

ッ
ク

有
給

休
暇

と
し

、
そ

の
取

扱
い

は
「

ス
ト

ッ
ク

有
給

休
暇

規
程

」
に

よ
る

。
 

但
し

、
失

効
し

た
年

次
有

給
休

暇
の

う
ち

、
１

労
働

日
未

満
の

も
の

に
つ

い
て

は
、

ス
ト

ッ
ク

有
給

休
暇

に
は

移
行

し
な

い
。
 

③
第

1
項

第
2

号
の

休
暇

は
、前

年
10

月
11

日
〜
10

月
10

日
の

期
間

に
お

い
て

全
労

働
日

の
8

割
以

上
出

勤
し

た
者

に
適

用
し

、
8

割
未

満
出

勤
者

に
つ

い
て

は
、週

契
約

日
数

・
時

間
と

基
準

日
に

お
け

る
前

年
度

の
有

給
休

暇
保

有
日

数
に

応
じ

て
、

有
給

休
暇

の
合

計
が

一
定

に
な

る
ま

で
次

の
有

給
休

暇
を

付
与

す
る

。
 
 

週
契
約

日
数
・

時
間
 

前
年
度
の

年
次
有

給
休
暇

保
有
日
数

週
5
日

又
は
週

3
0
時

間
以
上
契
約
 

週
4
日

か
つ
週

3
0
時

間
未
満
契
約
 

週
3
日

契
約
 

週
2
日

契
約
 

④
1．

年
次

有
給

休
暇

は
、

原
則

と
し

て
１

労
働

日
を

単
位

と
し

て
与

え
る

が
、

各
人

が
保

有
す

る
年

次
有

給
休

暇
の

う
ち

５
日

（
1
0

回
）
 

を
限

度
と

し
て

、
半

日
を

単
位

と
し

て
分

割
し

て
請

求
す

る
こ

と
が

で
き

る
。
 

2
．

前
号

に
お

け
る

半
日

と
は

、
各

人
各

労
働

日
の

所
定

労
働

時
間

（
1
0

分
未

満
は

切
り

捨
て

）
の

2
分

の
１

と
し

、
当

該
労

働
日

の
始

業
時

間
を

起
点

、
あ

る
い

は
終

業
時

間
を

終
点

と
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

3
．

半
日

有
給

休
暇

の
取

得
日

に
は

、
原

則
と

し
て

時
間

外
勤

務
を

さ
せ

な
い

。
 

4
．

半
日

有
給

休
暇

の
取

得
日

に
は

、
原

則
と

し
て

休
憩

は
与

え
な

い
。
 

但
し

、や
む

を
得

な
い

事
由

に
よ

り
時

間
外

勤
務

を
実

施
し

、
労

働
時

間
が

6
時

間
を

超
え

た
場

合
に

は
45

分
、
8

時
間

を
超

え
た

場
合

に
は

60
分

の
休

憩
を

与
え

る
。
 

⑤
年

次
有

給
休

暇
の

請
求

は
原

則
と

し
て

2
日

前
ま

で
に

直
属

の
上

⻑
に

行
う

も
の

と
す

る
。
 

 
な

お
、

会
社

は
事

業
の

正
常

な
運

営
を

妨
げ

る
場

合
は

、
そ

の
時

季
を

変
更

す
る

こ
と

が
あ

る
。
 

⑥
前

項
に

基
づ

き
請

求
さ

れ
た

年
次

有
給

休
暇

に
つ

い
て

、
フ

ェ
ロ

ー
社

員
（

有
期

雇
用

）
が

事
前

に
撤

回
を

申
し

出
た

場
合

に
、

会
社

は
撤

回
を

認
め

る
。
 

⑦
会

社
は

年
次

有
給

休
暇

の
う

ち
5

日
を

越
え

る
日

数
に

つ
い

て
、

計
画

的
に

付
与

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

な
お

、
年

次
有

給
休

暇
の

計
画

的
付

与
に

関
す

る
細

部
に

つ

時
間

の
短

縮
を

実
施

し
て

い
る

場
合

は
、週

契
約

日
数

・
時

間
に

つ
い

て
は

｢週
4

日
か

つ
週

30
時

間
未

満
契

約
｣を

適
用

す
る

。
 

（
以

下
略

）
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い
て

は
、

組
合

と
協

議
の

上
別

に
定

め
る

。
 

⑧
年

次
有

給
休

暇
は

原
則

と
し

て
フ

ェ
ロ

ー
社

員
（

有
期

雇
用

）が
自

ら
計

画
的

に
時

季
指

定
し

取
得

す
る

も
の

と
す

る
。 

 
但

し
、年

次
有

給
休

暇
の

付
与

日
数

が
1
0

日
以

上
の

フ
ェ

ロ
ー

社
員（

有
期

雇
用

）に
対

し
、付

与
日

数
の

う
ち

の
5

日
に

つ
い

て
計

画
的

に
取

得
が

で
き

て
い

な
い

場
合

、
会

社
が

年
度

内
に

時
季

を
定

め
て

取
得

さ
せ

る
も

の
と

す
る

。
そ

の
際

に
、

会
社

は
取

得
の

時
季

に
関

し
て

フ
ェ

ロ
ー

社
員

（
有

期
雇

用
）

の
意

見
を

聴
い

た
上

で
、

そ
の

意
見

を
尊

重
す

る
よ

う
努

め
る

も
の

と
す

る
。
 

⑨
年

次
有

給
休

暇
の

取
得

の
計

画
に

関
し

て
は

、
取

得
計

画
表

等
を

用
い

て
期

初
に

計
画

を
立

案
し

、
期

中
に

確
認

を
行

う
も

の
と

す
る

。
 

第
６
１

２
条
(
欠
 
勤
) 

フ
ェ

ロ
ー

社
員（

有
期

雇
用

）が
、欠

勤
し

よ
う

と
す

る
と

き
は

、
あ

ら
か

じ
め

予
定

日
数

と
理

由
を

、
上

⻑
を

経
て

会
社

に
届

出
て

、
許

可
を

得
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

や
む

を
得

な
い

事
由

で
事

前
に

申
し

出
る

こ
と

が
で

き
な

い
場

合
に

は
、

事
後

速
や

か
に

届
け

出
て

承
認

を
得

る
も

の
と

す
る

。
 

②
病

気
欠

勤
の

場
合

は
、医

師
の

診
断

書
を

、1
週

間
以

内
に

会
社

に
提

出
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

③
前

項
に

関
わ

ら
ず

会
社

が
必

要
と

認
め

る
と

き
は

、
産

業
医

又
は

会
社

指
定

医
へ

の
受

診
を

求
め

る
こ

と
が

あ
る

。
 

④
第

5
12

条
第

1
号

に
よ

る
欠

勤
終

了
後
(病

気
欠

勤
に

引
続

き
同

一
事

由
で

年
次

有
給

休
暇

を
実

施
す

る
場

合
は

、
そ

の
休

暇
終

了
後
)
満

6
ヵ

月
以

内
に

同
一

事
由

で
再

び
欠

勤
す

る
に

至
っ

た
と

き
は

、
そ

の
欠

勤
期

間
を

通
算

す
る

。
 

⑤
病

気
欠

勤
が

1
ヵ

月
を

超
え

そ
の

事
由

が
消

滅
し

た
者

は
、

医
師

に
よ

る
復

職
許

可
の

診
断

書
を

会
社

に
提

出
し

た
上

で
、

産
業

医
又

は
会

社
指

定
医

の
承

認
に

よ
る

出
勤

許
可

日
を

も
っ

て
就

業
す

る
も

の
と

す
る

。
そ

れ
以

前
は

欠
勤

期
間

と
し

て
通

算
す

る
。
 

第
６
１
３
条
(
欠
 
勤
) 

フ
ェ

ロ
ー

社
員（

有
期

雇
用

）が
、欠

勤
し

よ
う

と
す

る
と

き
は

、あ
ら

か
じ

め
予

定
日

数
と

理
由

を
、上

⻑
を

経
て

会
社

に
届

出
て

、許
可

を
得

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。や
む

を
得

な
い

事
由

で
事

前
に

申
し

出
る

こ
と

が
で

き
な

い
場

合
に

は
、

事
後

速
や

か
に

届
け

出
て

承
認

を
得

る
も

の
と

す
る

。 
②

病
気

欠
勤

の
場

合
は

、
医

師
の

診
断

書
を

、
1

週
間

以
内

に
会

社
に

提
出

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。
 

③
前

項
に

関
わ

ら
ず

会
社

が
必

要
と

認
め

る
と

き
は

、
産

業
医

又
は

会
社

指
定

医
へ

の
受

診
を

求
め

る
こ

と
が

あ
る

。
 

④
第

5
1
5

条
第

1
号

に
よ

る
欠

勤
終

了
後
(病

気
欠

勤
に

引
続

き
同

一
事

由
で

年
次

有
給

休
暇

を
実

施
す

る
場

合
は

、
そ

の
休

暇
終

了
後
)
満

6
ヵ

月
以

内
に

同
一

事
由

で
再

び
欠

勤
す

る
に

至
っ

た
と

き
は

、
そ

の
欠

勤
期

間
を

通
算

す
る

。 
⑤

病
気

欠
勤

が
1

ヵ
月

を
超

え
そ

の
事

由
が

消
滅

し
た

者
は

、
医

師
に

よ
る

復
職

許
可

の
診

断
書

を
会

社
に

提
出

し
た

上
で

、
産

業
医

又
は

会
社

指
定

医
の

承
認

に
よ

る
出

勤
許

可
日

を
も

っ
て

就
業

す
る

も
の

と
す

る
。

そ
れ

以
前

は
欠

勤
期

間
と

し
て

通
算

す
る

。
 

・
条

数
変

更
 

第
６
１

３
条
(
生
理

休
暇
)
 

第
６
１
４
条
(
生
理

休
暇
)
 

・
条

数
変

更
 

第
６
１

４
条
(
産
前
･
産
後

休
暇
)
 

第
６
１
５
条
(
産
前
･
産
後

休
暇
)
 

・
条

数
変

更
 

第
６
１

５
条
(
子
の

看
護

の
た
め

の
休

暇
) 

第
６
１
６
条
(
子
の

看
護

の
た
め

の
休

暇
) 

・
条

数
変

更
 

第
６
１

６
条

(家
族

の
介

護
の

た
め
の

休
暇

) 
第

６
１
７
条

(家
族

の
介

護
の

た
め
の

休
暇

) 
・

条
数

変
更
 

第
６
１

７
条
 
(
慶

弔
災
害

休
暇
)
 

会
社

は
、

本
人

の
請

求
に

よ
り

次
の

通
り

有
給

の
慶

弔
災

害
休

暇
を

暦
日

で
与

え
る

。
 

1
.
 結

婚
休

暇
 

（
1）

本
人

が
結

婚
す

る
と

き
 

 
 

挙
式

日
、

入
籍

日
、

新
婚

旅
行

の
い

ず
れ

か
を

含
む

連
続

 
7

日
以

内
（

取
得

期
間

は
入

籍
日

よ
り

1
年

以
内

）
 

（
2）

子
が

結
婚

す
る

と
き

 
 

 
 

挙
式

日
を

含
む

前
後

連
続
 
2

日
以

内
 

(
3
) 

兄
弟

姉
妹
(
姻

族
を

含
ま

ず
)が

結
婚

す
る

と
き

 
 

 
 

 
 

挙
式

当
日
 

 
 
2
. 

配
偶

者
出

産
休

暇
 

 
 
  

出
産

当
日

前
後
 
連

続
2

日
以

内
 

第
６
１
８
条
(
慶
弔

災
害

休
暇
)
 

会
社

は
、

本
人

の
請

求
に

よ
り

次
の

通
り

有
給

の
慶

弔
災

害
休

暇
を

暦
日

で
与

え
る

。
 

（
中

略
）
 

         （
削

除
）
 

 

・
条

数
変

更
 

・
配

偶
者

出
産

休
暇

の
育

児
休

業
の

特
例

（
有

給
5

日
）

へ
の

移
行
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3
.
 忌

引
休

暇
 

（
1）

本
人

の
⽗

⺟
(養

⽗
⺟

を
含

む
)、

配
偶

者
､子

 

死
亡

日
、通

夜
、告

別
式

、初
七

日
の

い
ず

れ
か

を
含

む
前

後
連

続
7

日
以

内
 

(
2
) 

配
偶

者
の

⽗
⺟
 

死
亡

日
、通

夜
、告

別
式

、初
七

日
の

い
ず

れ
か

を
含

む
前

後
連

続
5

日
(本

人
又

は
配

偶
者

が
喪

主
の

場
合

7
日
)
以

内
 

 （
3
）本

人
の

祖
⽗

⺟
、本

人
の

兄
弟

姉
妹

、子
の

配
偶

者
、

孫
、

配
偶

者
の

祖
⽗

⺟
、

配
偶

者
の

兄
弟

姉
妹

。
 

死
亡

日
、通

夜
、告

別
式

、初
七

日
の

い
ず

れ
か

を
含

む
前

後
連

続
3

日
(本

人
又

は
配

偶
者

が
喪

主
の

場
合

５
日
)以

内
 

（
4）

本
人

の
伯

叔
⽗

⺟
、

本
人

の
甥

・
姪

、
本

人
の

兄
弟

姉
妹

の
配

偶
者

。
 

死
亡

日
、

通
夜

、
告

別
式

、
初

七
日

の
い

ず
れ

か
1

日
(
本

人
又

は
配

偶
者

が
喪

主
の

場
合

３
日
)
以

内
 

４
．

災
害

休
暇
 

（
1）

本
人

の
現

住
す

る
家

屋
が

全
半

焼
、

全
半

壊
、

流
失

等
の

災
害

を
受

け
た

場
合

。
 

 
 
 
世

帯
主

の
場

合
 
  
 
 
  
  
 
  

連
続

7
日

以
内
 

 
世

帯
主

で
な

い
場

合
 
 
 
 
  
  

連
続

5
日

以
内
 

（
2）

本
人

の
現

住
す

る
家

屋
の

一
部

が
焼

失
、

破
壊

又
は

床
上

浸
水

し
た

場
合

。
 

 
世

帯
主

の
場

合
 
 
  
  
 
 
  
  

連
続

5
日

以
内
 

 
世

帯
主

で
な

い
場

合
 
 
 
 
  
  

連
続

3
日

以
内
 

 
(
3)

本
人

の
実

家
で

あ
る

家
屋

が
全

半
焼

、
全

半
壊

、
流

失
等

の
災

害
を

受
け

た
場

合
。
 

 
  

 
  
 

連
続

3
日

以
内
 

2
.
 忌

引
休

暇
 

（
中

略
）
 

                 3
.
 災

害
休

暇
 

（
以

下
略

）
 

第
６
１

８
条
(
手
 
続
) 

フ
ェ
ロ
ー

社
員
（
有

期
雇
用
）
は
、
第

6
13

条
か
ら
第

6
17

条

の
休

暇
を

利
用

し
よ

う
と
す

る
と

き
は

、
原

則
と
し

て
事
前

に
直

属
の

上
長

を
経

て
、
会

社
に

申
し

出
な

け
れ
ば

な
ら
な

い
。
 

第
６
１
９
条
(
手
 
続
) 

フ
ェ
ロ
ー

社
員
（
有
期

雇
用
）
は
、
第

6
14

条
か
ら
第

6
18

条
の

休
暇
を
利

用
し

よ
う
と
す

る
と

き
は
、

原
則

と
し
て

事
前

に
直
属
の

上
長

を
経
て
、

会
社

に
申
し

出
な

け
れ
ば

な
ら
な
い
。
 

・
条

数
変

更
 

第
３
節
 
 
母
  
性
  
保
 
 護

 
第
３
節
 
 

母
 
 
性
 
 保

 
 護

 
 

第
６
１

９
条
(
妊
娠

中
の

通
院
等
)
 

第
６
２
０
条
(
妊
娠

中
の

通
院
等
)
 

・
条

数
変

更
 

第
６
２

０
条
(
妊
娠

中
及

び
産
後

の
症

状
に

対
応

す
る
取

扱
) 

第
６

２
１

条
(
妊

娠
中

及
び

産
後

の
症

状
に

対
応

す
る
取

扱
)
 

・
条

数
変

更
 

第
６
２

１
条

（
妊
産

婦
の

時
間

外
・

休
日
勤

務
制

限
）
 

第
６
２
２
条

（
妊
産

婦
の

時
間

外
・

休
日
勤

務
制

限
）
 

・
条

数
変

更
 

第
４
節
 
 
賃
 
金
 

第
４
節
 

 
賃
 

金
 

 
第

６
２

２
条
(
賃
 
金
) 

第
６
２
３
条
(
賃
 
金
) 

・
条

数
変

更
 

第
５
節
 
 
出
張
・
外
出
 

第
５
節
 
 
出

張
・

外
出
 

 
第

６
２

３
条
(
出
張

・
外

出
) 

第
６
２
４
条
(
出
張

・
外

出
) 

・
条

数
変

更
 

第
８
章
 
テ
レ
ワ
ー
ク
 

第
８
章
 

テ
レ

ワ
ー

ク
 

 
第

８
０

１
条
(
テ
レ

ワ
ー

ク
規
程
)
 

会
社

は
、

テ
レ

ワ
ー

ク
を

認
め

る
場

合
が

あ
る

。
取

り
扱

い
は

「
テ

レ
ワ

ー
ク

規
程

」
に

よ
る

。
 

第
８
０

１
条
(
テ
レ

ワ
ー

ク
規
程
)
 

 
会

社
は

、
テ

レ
ワ

ー
ク

を
認

め
る

場
合

が
あ

る
。

な
お

、
取

扱
い

は
社

員
労

働
協

約
「

テ
レ

ワ
ー

ク
規

程
」

に
よ

る
。 

・
社

員
労

働
協

約
を

適
用
 

第
１
１
章
 
 
福
 

利
 
厚
 
生
 

第
１
１
章
 
 
福

 
利
 

厚
 

生
 

 
第

１
１

０
１

条
(福

利
厚

生
規
程
)
 

 
 フ

ェ
ロ

ー
社

員
（

有
期

雇
用

）
の

財
産

形
成

等
に

関
す

る
福

利
厚

生
の

取
扱

い
は

、別
に

定
め

る「
福

利
厚

生
規

程
」に

よ
る

。
 

第
１
１

０
１

条
(福

利
厚

生
規
程
)
 

 
 
フ

ェ
ロ

ー
社

員（
有

期
雇

用
）の

財
産

形
成

等
に

関
す

る
福

利
厚

生
の

取
扱

い
は

、
社

員
労

働
協

約
「

福
利

厚
生

規
程

」
に

よ
る

。
 

・
社

員
労

働
協

約
を

適
用
 

第
１
４
章
 
 
効
 
 
力
 

第
１
４
章
 
 

効
 

 
力
 

 
第

１
４

０
４

条
(有

効
期

間
) 

第
１
４

０
４

条
（
有

効
期

間
）
 

・
年

度
の

更
新
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本
協

約
の

有
効

期
間

は
、2

0
21

年
4

月
1

日
か

ら
20
22

年
3

月
31

日
ま

で
と

す
る

。
 

本
協

約
の

有
効

期
間

は
、2

0
22

年
4

月
1

日
か

ら
2
0
23

年
3

月
31

日
ま

で
と

す
る

。
 

第
１
４

０
５

条
(自

動
更

新
) 

本
協

約
は

、期
間

満
了

9
0

日
前

ま
で

に
い

ず
れ

か
一

方
よ

り
改

訂
更

新
の

申
し

出
が

な
い

場
合

は
、

さ
ら

に
1

年
間

有
効

と
す

る
が

、
20
23

年
3

月
31

日
を

超
え

る
こ

と
は

で
き

な
い

。
 

第
１
４

０
５

条
（
自

動
更

新
）
 

本
協

約
は

、
期

間
満

了
90

日
前

ま
で

に
い

ず
れ

か
一

方
よ

り
改

訂
更

新
の

申
出

が
な

い
場

合
は

、
さ

ら
に

1
年

間
有

効
と

す
る

が
、2

02
4

年
3

月
31

日
を

超
え

る
こ

と
は

で
き

な
い

。
 

・
年

度
の

更
新
 

第
１
５
章
 

 
付

 
 
則
 

第
１

５
章

 
 

付
 

 
則
 

 

2
0
21

年
4

月
1

日
 

株
式

会
社

 
三

越
伊

勢
丹

ビ
ジ

ネ
ス

・
サ

ポ
ー

ト
 

代
表

取
締

役
社

⻑
 
 
 
 ⻫

 
藤

 
 

昌
 

司
 
 

 三
越

伊
勢

丹
グ

ル
ー

プ
労

働
組

合
 

 

三
越

伊
勢

丹
ビ

ジ
ネ

ス
・

サ
ポ

ー
ト

支
部
 

支
部

執
行

委
員

⻑
 
 
 
 山

 
口

 
 

善
 

崇
 

2
0
22

年
4

月
1

日
 

 

・
年

度
の

更
新
 

４
）

フェ
ロー

社
員

（
無

期
）

 
旧

条
文
 

新
条
文

 
摘

要
 

第
５

章
 
 
人
 

事
 

第
５
章

 
 人

 
事
 

 
第
１

節
 
 
人
 

事
 

第
１
節

 
 人

 
事
 

 
第

５
０
６

条
（

出
向

）
 

会
社

は
、

事
業

の
都

合
に

よ
り

フ
ェ

ロ
ー

社
員

（
無

期
雇

用
）

を
会

社
外

の
職

務
に

従
事

さ
せ

る
こ

と
が

あ
る

。
そ

の
際

、
会

社
は

本
人

の
事

情
を

十
分

斟
酌

す
る

。
但

し
、

こ
の

場
合

、
フ

ェ
ロ

ー
社

員
（

無
期

雇
用

）
は

正
当

な
理

由
が

な
け

れ
ば

こ
れ

を
拒

む
こ

と
は

出
来

な
い

。
な

お
、

労
働

条
件

等
は

、
労

働
協

約
「

国
内

出
向

規
程

」
に

よ
る

。
 

第
５
０

６
条

（
出
向

）
 

会
社

は
、

事
業

の
都

合
に

よ
り

フ
ェ

ロ
ー

社
員

（
無

期
雇

用
）を

会
社

外
の

職
務

に
従

事
さ

せ
る

こ
と

が
あ

る
。そ

の
際

、会
社

は
本

人
の

事
情

を
十

分
斟

酌
す

る
。但

し
、こ

の
場

合
、フ

ェ
ロ

ー
社

員（
無

期
雇

用
）は

正
当

な
理

由
が

な
け

れ
ば

こ
れ

を
拒

む
こ

と
は

出
来

な
い

。
な

お
、

詳
細

は
、

そ
の

都
度

会
社

・
組

合
協

議
の

上
決

定
す

る
。
 

・
表

現
を

修
正

 

第
５
１
０

条
（

育
児

・
介
護

勤
務

）
 

会
社

は
、

育
児

な
ら

び
に

家
族

の
介

護
と

仕
事

と
の

両
立

を
援

助
す

る
こ

と
を

目
的

と
し

て
フ

ェ
ロ

ー
社

員
（

無
期

雇
用

）
が

請
求

し
た

場
合

、
一

定
期

間
内

に
お

い
て

、
勤

務
時

間
を

短
縮

す
る

こ
と

が
あ

る
。
 

そ
の

取
扱

い
は

、
別

に
定

め
る

「
育

児
勤

務
規

程
」

及
び

「
介

護
・

介
護

準
備

勤
務

規
程

」
に

よ
る

。
 

第
５
１

０
条
(
育
児

・
介

護
勤
務
)
 

会
社

は
、

育
児

な
ら

び
に

家
族

の
介

護
と

仕
事

と
の

両
立

を
目

的
と

し
て

フ
ェ

ロ
ー

社
員

（
無

期
）

が
請

求
し

た
場

合
、一

定
期

間
内

に
お

い
て

、勤
務

時
間

を
短

縮
す

る
こ

と
が

あ
る

。
 

そ
の

取
扱

い
は

、別
に

定
め

る「
育

児
勤

務
規

程
」及

び「
介

護
・

介
護

準
備

勤
務

規
程

」
に

よ
る

。
 

・
表

現
を

修
正

 

（
新

設
）
 

第
５
１

１
条

（
短
時

間
勤

務
）
 

会
社

は
、

個
人

の
生

活
上

の
事

情
と

仕
事

と
の

両
立

を
目

的
と

し
て

フ
ェ

ロ
ー

社
員（

無
期

）が
請

求
し

た
場

合
、一

定
期

間
内

に
お

い
て

、
勤

務
時

間
を

短
縮

す
る

こ
と

が
あ

る
。
 

そ
の

取
扱

い
は

、別
に

定
め

る「
短

時
間

勤
務

規
程

」に
よ

る
。
 

・
短

時
間

勤
務

制
度

へ
の

対
応

 
 

第
２

節
 
 
休
 

職
 

第
２
節

 
 休

 
職

 
 

第
５
１
１

条
(
休
 
職
)
 

会
社

は
、

フ
ェ

ロ
ー

社
員

（
無

期
雇

用
）

が
次

の
各

号
の

一
つ

に
該

当
す

る
と

き
は

休
職

と
す

る
。
 

1.
(1
) 

業
務

外
の

傷
病

に
よ

る
場

合
で

、
欠

勤
が

引
続

き
満

6

ヵ
月

に
及

ん
で

7
ヵ

月
目

に
入

っ
た

と
き

は
、

休
職

と
し

、
期

間
は

2
 年

と
す

る
。
 

(2
) 

(
1)

の
復

職
後

、
満

1
年

以
内

に
同

一
事

由
で

再
び

暦
日

で
1

週
間

を
超

え
て

欠
勤

す
る

に
至

っ
た

と
き

は
、休

職
と

し
、

第
５
１
２
条
(
休
 
職
) 

（
中

略
）
 

        

・
条

数
変

更
 

・引
用

条
数

の
修

正
、出

生
時

育
児

休
業

を
対

象
か

ら
除

外
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再
び

欠
勤

に
至

っ
た

日
に

さ
か

の
ぼ

っ
て

、
そ

の
休

職
期

間
を

通
算

す
る

。
但

し
、

休
職

の
残

余
期

間
が

1
週

間
未

満
で

休
職

と
な

っ
た

場
合

は
、

当
該

欠
勤

が
暦

日
で

8
日

に
到

達
し

た
日

を
休

職
満

了
日

と
す

る
（

な
お

、
あ

ら
か

じ
め

申
請

さ
れ

て
い

る
休

暇
は

除
く

）。
 

(3
) 
(
1)

の
場

合
で

産
業

医
が

必
要

と
認

め
た

と
き

は
、

会
社

・
組

合
協

議
の

上
作

業
療

法
を

行
わ

せ
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

2.
会

社
の

事
業

の
都

合
に

よ
り

、
会

社
外

の
職

務
に

従
事

さ
せ

る
と

き
。
 

3.
公

職
に

就
任

し
た

と
き

で
、

会
社

が
承

認
し

た
と

き
、

そ
の

期
間

。
 

4.
育

児
の

た
め

休
業

を
申

し
出

た
と

き
。

こ
の

場
合

は
、

別
に

定
め

る
「

育
児

休
業

規
程

」
に

よ
り

取
扱

う
。

但
し

「
育

児
休

業
規

程
」

第
8

条
の

特
例

を
申

し
出

た
場

合
を

除
く

。
 

5.
家

族
の

介
護

の
た

め
に

休
業

を
申

し
出

た
と

き
。

こ
の

場
合

は
、

別
に

定
め

る
「

介
護

・
介

護
準

備
休

業
規

程
」

に
よ

り
取

扱
う

。
 

6.
そ

の
他

、
会

社
が

認
め

た
事

由
に

よ
る

連
続

欠
勤

が
3
0

日
に

及
ん

だ
と

き
は

休
職

と
し

、
当

該
休

職
が

3
ヵ

月
に

到
達

し
た

日
を

休
職

満
了

日
と

す
る

。
但

し
、

在
職

期
間

中
、

同
一

事
由

に
よ

る
も

の
は

1
回

の
み

と
す

る
。
 

     4
.
育

児
の

た
め

休
業

を
申

し
出

た
と

き
。こ

の
場

合
は

、別
に

定
め

る
「

育
児

休
業

規
程

」
に

よ
り

取
扱

う
。

但
し

「
育

児
休

業
規

程
」

第
6

条
の

出
生

時
育

児
休

業
及

び
第

1
0

条
の

特
例

を
申

し
出

た
場

合
を

除
く

。
 

（
以

下
略

）
 

第
５
１
２

条
(
報
告
義

務
) 

休
職

中
の

者
は

、
会

社
が

求
め

た
場

合
は

書
面

（
傷

病
休

職
の
 

第
５
１
３
条
(
報
告

義
務
)
 

 
・

条
数

変
更

 

第
５
１
３

条
（

休
職

期
間
の

取
扱

）
 

休
職

期
間

は
原

則
と

し
て

勤
続

年
数

に
通

算
せ

ず
、

賃
金

は
支

給
し

な
い

。
 

但
し

、
特

に
規

定
し

て
あ

る
場

合
は

そ
れ

に
従

い
、

第
5
11

条
第

2
号

、
第

3
号

の
場

合
は

勤
続

年
数

に
通

算
し

、
特

別
の

必
要

が
あ

る
場

合
は

賃
金

を
支

給
す

る
。
 

第
５
１
４
条

（
休
職

期
間

の
取

扱
）
 

休
職

期
間

は
原

則
と

し
て

勤
続

年
数

に
通

算
せ

ず
、

賃
金

は
支

給
し

な
い

。但
し

、特
に

規
定

し
て

あ
る

場
合

は
そ

れ
に

従
い

、
第

5
12

条
第

2
号

、
第

3
号

の
場

合
は

、
勤

続
年

数
に

通
算

し
、

特
別

の
必

要
が

あ
る

場
合

は
賃

金
を

支
給

す
る

。
 

・
条

数
変

更
 

第
５
１
４

条
（

復
  
職
）
 

休
職

事
由（

第
5
11

条
第

2
号

を
除

く
）が

消
滅

し
た

と
き

は
、

直
ち

に
会

社
に

届
出

る
。
 

②
第

5
11

条
第

1
号

に
つ

い
て

は
、

勤
務

に
支

障
の

な
い

旨
の

医
師

の
診

断
書

に
基

づ
き

、
産

業
医

の
承

認
に

よ
る

出
勤

許
可

日
を

も
っ

て
就

業
さ

せ
る

。
そ

れ
以

前
は

休
職

期
間

と
し

て
通

算
す

る
。
 

③
前

項
の

診
断

書
の

提
出

に
際

し
て

、
会

社
が

診
断

書
を

作
成

し
た

医
師

に
対

す
る

情
報

提
供

を
求

め
る

こ
と

が
あ

る
。

こ
の

場
合

フ
ェ

ロ
ー

社
員

（
無

期
雇

用
）

は
そ

の
実

現
に

協
力

す
る

も
の

と
す

る
。
 

第
５
１
５
条

（
復
 
 
職
）
 

休
職

事
由

（
第

5
12

条
第

2
号

を
除

く
）

が
消

滅
し

た
と

き
は

、
直

ち
に

会
社

に
届

出
る

。
 

②
第

5
12

条
第

1
号

に
つ

い
て

は
、

勤
務

に
支

障
の

な
い

旨
の

医
師

の
診

断
書

に
基

づ
き

、
産

業
医

ま
た

は
会

社
指

定
医

の
承

認
に

よ
る

出
勤

許
可

日
を

も
っ

て
就

業
さ

せ
る

。
そ

れ
以

前
は

休
職

期
間

と
し

て
通

算
す

る
。
 

（
以

下
略

）
 

・
条

数
変

更
 

第
３
節
 
 表

彰
及
び
懲
戒
 

第
３
節
 
 
表
彰

及
び

懲
戒

 
 

第
５
１
５

条
(
表
彰
及

び
懲

戒
) 

会
社

は
、

業
務

能
率

の
向

上
、

秩
序

維
持

の
た

め
に

、
別

に
定

め
る

「
表

彰
・

懲
戒

規
程

」
に

基
づ

い
て

表
彰

及
び

懲
戒

を
行

う
。
 

第
５
１
６
条
(
表
彰

及
び

懲
戒
)
 

 
会

社
は

、業
務

能
率

の
向

上
、秩

序
維

持
の

た
め

に
、社

員
労

働
協

約「
表

彰
・

懲
戒

規
程

」に
基

づ
い

て
表

彰
及

び
懲

戒
を

行
う

。
 

・
社

員
労

働
協

約
を

適
用

 

第
４
節
 
 
退
 
職
 

第
４
節

 
 退

 
職

 
 

第
５
１
６

条
（

退
  
職
）
 

フ
ェ

ロ
ー

社
員

（
無

期
雇

用
）

が
次

の
各

号
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
と

き
は

、
退

職
と

す
る

。
 

1
. 

定
年

に
達

し
た

と
き

。
 

第
５
１
７
条

（
退
 
 
職
）
 

（
中

略
）
 

    

・
条

数
変

更
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2
. 

自
己

の
都

合
に

よ
り

本
人

が
退

職
を

申
し

出
て

、
会

社
が

承
認

し
た

と
き

。
 

3
. 

第
5
11

条
に

定
め

る
休

職
期

間
が

満
了

し
、

な
お

休
職

事
由

が
消

滅
し

な
い

と
き

。
 

4
. 

死
亡

し
た

と
き

。
 

5
. 

届
出

及
び

連
絡

が
な

い
ま

ま
欠

勤
を

続
け

、
そ

の
欠

勤
期

間
が

暦
日

で
3
0

日
を

超
え

、
所

在
が

不
明

な
と

き
（

な
お

、
あ

ら
か

じ
め

申
請

さ
れ

て
い

る
休

暇
は

除
く
)
。

但
し

、
欠

勤
に

つ
い

て
、

正
当

な
理

由
が

あ
る

場
合

は
除

く
。
 

 3
．

第
5
12

条
に

定
め

る
休

職
期

間
が

満
了

し
、

な
お

休
職

事
由

が
消

滅
し

な
い

と
き
 

（
以

下
略

）
 

第
５
１
７

条
（

定
年

退
職
）
 

定
年

は
満

6
5

歳
と

し
、

定
年

退
職

日
は

、
満

65
歳

に
達

す
る

月
の

翌
月

1
0

日
を

超
え

な
い

も
の

と
す

る
。
 

②
前

項
に

か
か

わ
ら

ず
、

定
年

後
も

引
続

き
雇

用
さ

れ
る

こ
と

を
希

望
し

、
第

5
19

条
の

解
雇

事
由

に
該

当
し

な
い

フ
ェ

ロ
ー

社
員
(
無

期
雇

用
)に

つ
い

て
は

、
満

6
5

歳
に

達
す

る
月

の
翌

月
1
0

日
を

定
年

退
職

日
と

し
、

最
大

6
7

歳
に

達
す

る
月

の
翌

月
1
0

日
ま

で
再

雇
用

す
る

。
 

第
５
１
８
条

（
定
年

退
職

）
 

 
（

中
略

）
 

  ②
前

項
に

か
か

わ
ら

ず
、

定
年

後
も

引
続

き
雇

用
さ

れ
る

こ
と

を
希

望
し

、
第

5
20

条
の

解
雇

事
由

に
該

当
し

な
い

フ
ェ

ロ
ー

社
員

（
無

期
）

に
つ

い
て

は
、

満
65

歳
に

達
す

る
月

の
翌

月
1
0

日
を

定
年

退
職

日
と

し
、

最
大

6
7

歳
に

達
す

る
月

の
翌

月
1
0

日
ま

で
再

雇
用

す
る

。（
以

下
略

）
 

・
条

数
変

更
 

第
５
１
８

条
(
依
願
退

職
) 

第
５
１
９
条
(
依
願

退
職
)
 

・
条

数
変

更
 

第
５

節
 
 
解
 

雇
 

第
５
節

 
 解

 
雇
 

 
第

５
１
９

条
(
解
 雇

)
  

第
５
２
０
条
(
解
 
雇
) 
 

・
条

数
変

更
 

第
６
章

  
労

働
条
件
 

第
６

章
 
 
労
働
条

件
 

 
第

１
節

  
就

業
時
間
 

第
１

節
 
 
就
業
時

間
 

 
第

６
０
９

条
（

育
児

・
介
護

に
関

す
る

時
間

外
及
び
深

夜
業

の
制
限
）
 

会
社

は
、

小
学

校
就

学
未

満
の

子
を

養
育

す
る

も
の

が
当

該
子

を
養

育
す

る
た

め
に

申
請

し
た

場
合

に
は

、
時

間
外

勤
務

及
び

午
後

1
0

時
か

ら
午

前
5

時
ま

で
の

間
に

労
働

さ
せ

な
い

。
ま

た
、

家
族

的
責

任
を

有
す

る
者

の
制

限
に

つ
い

て
は

、「
時

間
外

・
休

日
勤

務
に

関
す

る
規

程
」

に
よ

る
。
 

②
要

介
護

状
態

に
あ

る
家

族
を

介
護

す
る

者
が

、
当

該
家

族
を

介
護

す
る

た
め

に
申

請
し

た
場

合
に

は
、
1

ヵ
月

に
つ

い
て

15
時

間
、
1

年
に

つ
い

て
1
50

時
間

を
越

え
る

時
間

外
労

働
及

び
午

後
1
0

時
か

ら
午

前
5

時
ま

で
の

間
に

労
働

さ
せ

な
い

。
 

第
６

０
９

条
(
育

児
･
介
護

に
関
す

る
時
間

外
勤

務
及
び
休

日
勤
務

並
び

に
深
夜

業
の

制
限
) 

会
社

は
、

育
児

及
び

介
護

の
家

族
的

責
任

を
有

す
る

者
の

時
間

外
勤

務
及

び
休

日
勤

務
並

び
に

深
夜

業
を

制
限

す
る

。制
限

の
範

囲
は「

時
間

外・
休

日
勤

務
に

関
す

る
規

程
」

に
よ

る
。
 

 

・表
記

の
修

正（
詳

細
は

付
属

諸
規

程
に

よ
る

形
式

に
変

更
）

 

（
新

設
）
 

第
６
１

０
条

（
更
衣

時
間

等
）
 

会
社

が
制

服
等

の
着

用
及

び
会

社
の

施
設

内
で

の
更

衣
を

指
示

し
て

い
る

場
合

の
当

該
更

衣
時

間
及

び
更

衣
場

所
と

業
務

を
行

う
場

所
等

の
間

の
移

動
時

間
は

、
第

6
01

条
に

定
め

る
労

働
時

間
に

含
ま

れ
る

も
の

と
す

る
。

 

・
更

衣
時

間
と

移
動

時
間

の
労

働
時

間
化

対
応

 

第
２
節

 
  
 
休
日

・
休
暇
 

第
２

節
 
 
  
休

日
・

休
暇
 

 
第

６
１
０

条
（

休
日

）
 

 

第
６
１
１
条

（
休
日

）
 

 
・

条
数

変
更

 

第
６
１
１

条
(
年
次
有

給
休

暇
) 

会
社

は
、

フ
ェ

ロ
ー

社
員
(
無

期
雇

用
)に

対
し

、
次

の
基

準
に

よ
り

年
次

有
給

休
暇

を
与

え
る

。
な

お
、

勤
続

年
数

の
算

定
は

、
毎

年
1
0

月
11

日
を

も
っ

て
基

準
と

す
る

。
ま

た
、

フ
ェ

ロ
ー

社
員
(有

期
雇

用
)
か

ら
の

勤
続

年
数

は
、

従
前

の
年

数
を

通
算

す
る

。
 

第
６
１
２
条
(
年
次

有
給

休
暇
)
 

会
社

は
、

フ
ェ

ロ
ー

社
員

（
無

期
）

に
対

し
、

勤
続

年
数

及
び

週
契

約
日

数
・

時
間

に
応

じ
、
1

年
間

に
次

の
基

準
に

よ
り

年
次

有
給

休
暇

を
与

え
る

。
 

な
お

、
勤

続
年

数
の

算
定

は
、

毎
年

1
0

月
11

日
を

も
っ

て
基

準
と

し
、従

前
の

フ
ェ

ロ
ー

社
員（

有
期

）の
勤

続
年

数
を

通
算

す
る

。
ま

た
、

毎
年

10
月

11
日

時
点

で
、

介
護

・
介

護
準

備
勤

務
規

程
第

７
条

ま
た

は
短

時
間

勤
務

規

・
条

数
変

更
 

・
短

時
間

勤
務

制
度

へ
の

対
応

 
（

内
容

は
グ

ル
ー

プ
共

通
の

表
現

）
 

・
表

記
の

変
更
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な
お

、
フ

ェ
ロ

ー
社

員
（

無
期

雇
用

）
は

、
原

則
と

し
て

雇
用

契
約

期
間

内
の

労
働

義
務

の
あ

る
日

に
年

次
有

給
休

暇
を

使
用

す
る

も
の

と
す

る
。
 

1
．

 フ
ェ

ロ
ー

社
員

（
無

期
雇

用
）

の
年

次
有

給
休

暇
は

、
勤

続
年

数
に

よ
り

次
の

通
り

と
す

る
｡ 

 
 
  
  
 
 
  
  
 
 
  
  
 
 
勤
続
年
数
 

 
週
契

約
日
数
･
時
間
 

週
5
日
か
つ
週

35
時
間
契
約
 

 
週

5
日
又
は
週

3
0
時
間
以
上

35
時
間

未
満
契

約
 

週
4
日
か
つ
週

30
時
間
未

満
契
約
 

 
週

3
日
契
約
 

 
週

2
日
契
約
 

②
年

次
有

給
休

暇
の

有
効

期
限

は
2

ヵ
年

と
す

る
。

な
お

、
失

効
し

た
年

次
有

給
休

暇
に

つ
い

て
は

、
ス

ト
ッ

ク
有

給
休

暇
と

し
、

そ
の

取
扱

い
は

「
ス

ト
ッ

ク
有

給
休

暇
規

程
」

に
よ

る
。

但
し

、
失

効
し

た
年

次
有

給
休

暇
の

う
ち

、
１

労
働

日
未

満
の

も
の

に
つ

い
て

は
、

ス
ト

ッ
ク

有
給

休
暇

に
は

移
行

し
な

い
。
 

③
第

1
項

の
休

暇
は

、
前

年
1
0

月
1
1

日
か

ら
10

月
10

日
の

期
間

に
お

い
て

全
労

働
日

の
8

割
以

上
出

勤
し

た
も

の
に

適
用

し
、
8

割
未

満
出

勤
者

に
つ

い
て

は
、

前
年

の
有

給
休

暇
保

有
日

数
に

応
じ

て
、

有
給

休
暇

の
合

計
が

一
定

に
な

る
ま

で
次

の
有

給
休

暇
を

付
与

す
る

。
 
 

週
出
勤

日
数
・

時
間
 

前
年
度

の
年
次

有
給
休

暇
保
有
日
数

週
5
日
又

は
週

3
0
時
間

以
上
 

週
4
日
か

つ
週

3
0
時
間

未
満
 

週
3
日
 

週
2
日
 

④
1
．

年
次

有
給

休
暇

は
、

原
則

と
し

て
１

労
働

日
を

単
位

と
し

て
与

え
る

が
、

各
人

が
保

有
す

る
年

次
有

給
休

暇
の

う
ち

５
日

（
10

回
）
 

を
限

度
と

し
て

、
半

日
を

単
位

と
し

て
分

割
し

て
請

求
す

る
こ

と
が

で
き

る
。
 

2．
前

号
に

お
け

る
半

日
と

は
、

各
人

各
労

働
日

の
所

定
労

働
時

間
（
10

分
未

満
は

切
り

捨
て

）
の

2
分

の
１

と
し

、
当

該
労

働
日

の
 

始
業

時
間

を
起

点
、

あ
る

い
は

終
業

時
間

を
終

点
と

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。
 

3．
半

日
有

給
休

暇
の

取
得

日
に

は
、

原
則

と
し

て
時

間
外

勤
務

を
さ

せ
な

い
。
 

4．
半

日
有

給
休

暇
の

取
得

日
に

は
、

原
則

と
し

て
休

憩
は

与
え

な
い

。
但

し
、

や
む

を
得

な
い

事
由

に
よ

り
時

間
外

勤
務

を
実

施
し

、
 

労
働

時
間

が
6

時
間

を
超

え
た

場
合

に
は

4
5

分
、
8

時
間

を
超

え
た

場
合

に
は

6
0

分
の

休
憩

を
与

え
る

。
 

⑤
年

次
有

給
休

暇
の

請
求

は
原

則
と

し
て

2
日

前
ま

で
に

直
属

の
上

⻑
に

行
う

も
の

と
す

る
。
 

 
な

お
、

会
社

は
事

業
の

正
常

な
運

営
を

妨
げ

る
場

合
は

、
そ

の
時

季
を

変
更

す
る

こ
と

が
あ

る
。
 

⑥
前

項
に

基
づ

き
請

求
さ

れ
た

年
次

有
給

休
暇

に
つ

い
て

、
フ

ェ
ロ

ー
社

員
（

無
期

雇
用

）
が

事
前

に
撤

回
を

申
し

出
た

場
合

に
、

会
社

は
撤

回
を

認
め

る
。
 

程
第

8
条

に
定

め
る

所
定

労
働

日
数

の
低

減
に

よ
り

勤
務

時
間

の
短

縮
を

実
施

し
て

い
る

場
合

は
、週

契
約

日
数

・
時

間
に

つ
い

て
は

｢週
4

日
か

つ
週

30
時

間
未

満
契

約
｣を

適
用

す
る

。
 

（
以

下
略

）
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⑦
会

社
は

年
次

有
給

休
暇

の
う

ち
5

日
を

越
え

る
日

数
に

つ
い

て
、

計
画

的
に

付
与

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

な
お

、
年

次
有

給
休

暇
の

計
画

的
付

与
に

関
す

る
細

部
に

つ
い

て
は

、
組

合
と

協
議

の
上

別
に

定
め

る
。
 

⑧
年

次
有

給
休

暇
は

原
則

と
し

て
フ

ェ
ロ

ー
社

員
（

無
期

雇
用

）
が

自
ら

計
画

的
に

時
季

指
定

し
取

得
す

る
も

の
と

す
る

。
 

 
但

し
、

年
次

有
給

休
暇

の
付

与
日

数
が

1
0

日
以

上
の

フ
ェ

ロ
ー

社
員

（
無

期
雇

用
）

に
対

し
、

付
与

日
数

の
う

ち
の

5

日
に

つ
い

て
計

画
的

に
取

得
が

で
き

て
い

な
い

場
合

、
会

社
が

年
度

内
に

時
季

を
定

め
て

取
得

さ
せ

る
も

の
と

す
る

。
そ

の
際

に
、

会
社

は
取

得
の

時
季

に
関

し
て

フ
ェ

ロ
ー

社
員

（
無

期
雇

用
）

の
意

見
を

聴
い

た
上

で
、

そ
の

意
見

を
尊

重
す

る
よ

う
努

め
る

も
の

と
す

る
。
 

⑨
年

次
有

給
休

暇
の

取
得

の
計

画
に

関
し

て
は

、
取

得
計

画
表

等
を

用
い

て
期

初
に

計
画

を
立

案
し

、
期

中
に

も
確

認
を

行
う

も
の

と
す

る
。
 

第
６
１
２

条
(
欠
 勤

) 
第

６
１
３
条
(
欠
 
勤
) 

・
条

数
変

更
 

第
６
１
３

条
(
生
理
休

暇
) 

第
６
１
４
条
(
生
理

休
暇
)
 

・
条

数
変

更
 

第
６
１
４

条
(
産
前
･
産

後
休
暇
)
 

第
６
１
５
条
(
産
前
･
産
後

休
暇
)
 

・
条

数
変

更
 

第
６
１
５
(
子

の
看
護

の
た

め
の

休
暇
)
 

第
６
１
６
条
(
子
の

看
護

の
た
め

の
休

暇
) 

・
条

数
変

更
 

第
６
１
６
条

(家
族

の
介
護

の
た

め
の

休
暇

) 
第

６
１
７
条

(家
族

の
介

護
の

た
め
の

休
暇

) 
・

条
数

変
更

 
第

６
１
７

条
 (
慶

弔
災
害
休

暇
)
 

会
社

は
、

本
人

の
請

求
に

よ
り

次
の

通
り

有
給

の
慶

弔
災

害
休

暇
を

暦
日

で
与

え
る

。
 

1.
 
結

婚
休

暇
 

（
1
）

本
人

が
結

婚
す

る
と

き
 

 
 

挙
式

日
、

入
籍

日
、

新
婚

旅
行

の
い

ず
れ

か
を

含
む

連
続
 
7

日
以

内
（

取
得

期
間

は
入

籍
日

よ
り

1
年

以
内

）
 

（
2
）

子
が

結
婚

す
る

と
き

 
 

 
 

挙
式

日
を

含
む

前
後

連
続
 
2

日
以

内
 

(3
) 

兄
弟

姉
妹
(
姻

族
を

含
ま

ず
)が

結
婚

す
る

と
き

 
 

 
 

 
 

挙
式

当
日
 

  
2.
 配

偶
者

出
産

休
暇

 
 
 
  

出
産

当
日

前
後
 連

続
2

日
以

内
 

3.
 
忌

引
休

暇
 

（
1
）

本
人

の
⽗

⺟
(
養

⽗
⺟

を
含

む
)
、

配
偶

者
､子

 

死
亡

日
、

通
夜

、
告

別
式

、
初

七
日

の
い

ず
れ

か
を

含
む

前
後

連
続

7
日

以
内
 

(2
) 

配
偶

者
の

⽗
⺟
 

死
亡

日
、

通
夜

、
告

別
式

、
初

七
日

の
い

ず
れ

か
を

含
む

前
後

連
続

5
日
(
本

人
又

は
配

偶
者

が
喪

主
の

場
合

7
日
)以

内
 

 
（
3
）

本
人

の
祖

⽗
⺟

、
本

人
の

兄
弟

姉
妹

、
子

の
配

偶
者

、
孫

、
配

偶
者

の
祖

⽗
⺟

、
配

偶
者

の
兄

弟
姉

妹
。
 

死
亡

日
、

通
夜

、
告

別
式

、
初

七
日

の
い

ず
れ

か
を

含
む

前
後

連
続

3
日
(
本

人
又

は
配

偶
者

が
喪

主
の

場
合

５
日
)
以

内
 

（
4
）

本
人

の
伯

叔
⽗

⺟
、

本
人

の
甥

・
姪

、
本

人
の

兄
弟

姉
妹

の
配

偶
者

。
 

死
亡

日
、通

夜
、告

別
式

、初
七

日
の

い
ず

れ
か

1
日
(
本

人
又

は
配

偶
者

が
喪

主
の

場
合

３
日
)以

内
 

第
６
１
８
条
(
慶
弔

災
害

休
暇
)
 

会
社

は
、

本
人

の
請

求
に

よ
り

次
の

各
号

の
通

り
有

給
の

慶
弔

災
害

休
暇

を
暦

日
で

与
え

る
。
 

（
中

略
）
 

         （
削

除
）
 

 2
.
 忌

引
休

暇
 

（
中

略
）
 

                 

・
条

数
変

更
 

・
配

偶
者

出
産

休
暇

の
育

児
休

業
の

特
例

（
有

給
5

日
）

へ
の

移
行
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４
．

災
害

休
暇
 

（
1
）本

人
の

現
住

す
る

家
屋

が
全

半
焼

、全
半

壊
、流

失
等

の
災

害
を

受
け

た
場

合
。
 

 
 
 
世

帯
主

の
場

合
 
  
  
 
 
  
  
 連

続
7

日
以

内
 

 
世

帯
主

で
な

い
場

合
  
  
 
 
  

連
続

5
日

以
内
 

（
2
）本

人
の

現
住

す
る

家
屋

の
一

部
が

焼
失

、破
壊

又
は

床
上

浸
水

し
た

場
合

。
 

 
世

帯
主

の
場

合
 
 
 
 
  
  
  
  

連
続

5
日

以
内
 

 
世

帯
主

で
な

い
場

合
  
  
 
 
  

連
続

3
日

以
内
 

 (
3)

本
人

の
実

家
で

あ
る

家
屋

が
全

半
焼

、
全

半
壊

、
流

失
等

の
災

害
を

受
け

た
場

合
。
 

 
  

 
 
 
  

連
続

3
日

以
内
 

3
.
 災

害
休

暇
 

（
以

下
略

）
 

第
６
１
８

条
(
手
 続

) 

フ
ェ

ロ
ー
社

員
（
無

期
雇
用

）
は
、
第

6
13

条
か

ら
第

6
17

条
の

休
暇
を

利
用
し

よ
う
と

す
る
と

き
は
、

原
則
と

し
て
事

前
に

直
属
の

上
長
を

経
て
、

会
社
に

申
し
出

な
け
れ

ば
な
ら

な
い
。
 

第
６
１
９
条
(
手
 
続
) 

フ
ェ
ロ
ー

社
員
（

無
期
雇

用
）
は

、
第

6
14

条
か
ら
第

6
18

条
の
休
暇

を
利
用
し

よ
う
と
す

る
と
き

は
、
原

則
と

し
て
事
前

に
直
属

の
上
長

を
経
て

、
会
社

に
申
し

出
な
け

れ
ば
な
ら

な
い
。
 

・
条

数
変

更
 

第
３
節
  
母
性
保
護
 

 
 

第
６
１
９

条
(
妊
娠
中

の
通

院
等
)
 

第
６
２
０
条
(
妊
娠

中
の

通
院
等
)
 

・
条

数
変

更
 

第
６
２
０

条
(
妊
娠
中

及
び

産
後

の
症

状
に
対
応

す
る

取
扱
) 

第
６
２
１
条
(
妊
娠

中
及

び
産
後

の
症

状
に

対
応

す
る
取

扱
)
 

・
条

数
変

更
 

第
６
２
１

条
（

妊
産

婦
の
時

間
外

・
休

日
勤

務
制
限
）
 

第
６
２
２
条

（
妊
産

婦
の

時
間

外
・

休
日
勤

務
制

限
）
 

・
条

数
変

更
 

第
４
節
 
 
賃
 
金
 

 
 

第
６
２
２

条
(
賃
 
金
)
 

第
６
２
３
条
(
賃
 
金
) 

・
条

数
変

更
 

第
５
節
 
 出

張
・
外
出
 

 
 

第
６
２
３

条
(
出
張
・

外
出
)
 

第
６
２
４
条
(
出
張

・
外

出
) 

・
条

数
変

更
 

第
８
章
 
テ
レ
ワ
ー
ク
 

 
 

第
８
０
１

条
(
テ
レ
ワ

ー
ク

規
程
)
 

会
社

は
、

テ
レ

ワ
ー

ク
を

認
め

る
場

合
が

あ
る

。
取

り
扱

い
は

「
テ

レ
ワ

ー
ク

規
程

」
に

よ
る

。
 

第
８
０

１
条
(
テ
レ

ワ
ー

ク
規
程
)
 

会
社

は
、テ

レ
ワ

ー
ク

を
認

め
る

場
合

が
あ

る
。取

扱
い

は
社

員
労

働
協

約
「

テ
レ

ワ
ー

ク
規

程
」

に
よ

る
。
 

・
社

員
労

働
協

約
を

適
用

 

第
１
１
章
 
 
福
利
厚
生
 

 
 

第
１
１
０

１
条
(
福
利

厚
生

規
程
)
 

フ
ェ

ロ
ー

社
員

（
無

期
雇

用
）

の
財

産
形

成
等

に
関

す
る

福
利

厚
生

の
取

扱
い

は
、

別
に

定
め

る
「

福
利

厚
生

規
程

」
に

よ
る

。
 

第
１
１

０
１

条
(福

利
厚

生
規
程
)
 

フ
ェ

ロ
ー

社
員（

無
期

雇
用

）の
財

産
形

成
等

に
関

す
る

福
利

厚
生

の
取

扱
い

は
、

社
員

労
働

協
約

「
福

利
厚

生
規

程
」

に
よ

る
。
 

・
社

員
労

働
協

約
を

適
用

 

第
１
４
章
 
 
効
 
力
 

 
 

第
１
４
０

４
条
(
有
効

期
間
)
 

本
協

約
の

有
効

期
間

は
、
2
0
21

年
4

月
1

日
か

ら
2
0
22

年
3

月
3
1

日
ま

で
と

す
る

。
 

第
１
４

０
４

条
（
有

効
期

間
）
 

本
協

約
の

有
効

期
間

は
、2

0
22

年
4

月
1

日
か

ら
2
0
23

年
3

月
31

日
ま

で
と

す
る

。
 

・
年

度
の

更
新

 

第
１
４
０

５
条
(
自
動

更
新
)
 

本
協

約
は

、
期

間
満

了
90

日
前

ま
で

に
い

ず
れ

か
一

方
よ

り
改

訂
更

新
の

申
し

出
が

な
い

場
合

は
、

さ
ら

に
1

年
間

有
効

と
す

る
が

、
2
0
23

年
3

月
31

日
を

超
え

る
こ

と
は

で
き

な
い

。
 

第
１
４

０
５

条
（
自

動
更

新
）
 

本
協

約
は

、
期

間
満

了
90

日
前

ま
で

に
い

ず
れ

か
一

方
よ

り
改

訂
更

新
の

申
出

が
な

い
場

合
は

、
さ

ら
に

1
年

間
有

効
と

す
る

が
、2

02
4

年
3

月
31

日
を

超
え

る
こ

と
は

で
き

な
い

。
 

・
年

度
の

更
新

 

第
１
５
章
 
 
付
 
則
 

 
 

20
2
1

年
4

月
1

日
 

 株
式

会
社

 
三

越
伊

勢
丹

ビ
ジ

ネ
ス

・
サ

ポ
ー

ト
 

代
表

取
締

役
社

⻑
 

 
⻫

 
藤

 
 

昌
 

司
 
 

 三
越

伊
勢

丹
グ

ル
ー

プ
労

働
組

合
 
 

三
越

伊
勢

丹
ビ

ジ
ネ

ス
・

サ
ポ

ー
ト

支
部
 

2
0
22

年
4

月
1

日
 

  

・
年

度
の

更
新
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支
部

執
行

委
員

⻑
 

 
山

 
口

 
 

善
 

崇
 

５
）

エ
ル

ダー
フェ

ロー
 旧

条
文
 

新
条
文

 
摘

要
 

第
５

章
 
 
人
 
 
事
 

第
５
章

 
 人

  
事
 

 
第

１
節

 
 

人
 
事
 

第
１

節
 

 
人
 

事
 

 
第

５
０
４

条
(
雇
用
契

約
・

期
間
)
 

会
社

と
エ

ル
ダ

ー
フ

ェ
ロ

ー
は

、
雇

用
に

あ
た

り
、

雇
用

契
約

書
を

取
交

す
る

。
 

②
エ

ル
ダ

ー
フ

ェ
ロ

ー
の

雇
用

契
約

期
間

は
6

ヵ
月

以
内

と
し

、
各

人
の

労
働

条
件

の
詳

細
は

個
別

の
雇

用
契

約
書

に
お

い
て

定
め

る
。
 

但
し

、
雇

用
契

約
期

間
中

で
あ

っ
て

も
会

社
は

本
協

約
の

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
、

期
間

途
中

の
解

約
が

で
き

、
ま

た
、

エ
ル

ダ
ー

フ
ェ

ロ
ー

本
人

も
本

協
約

の
定

め
に

よ
り

解
約

で
き

る
も

の
と

す
る

。
 

③
前

項
に

か
か

わ
ら

ず
、雇

用
契

約
期

間
は

、満
6
7

歳
に

達
す

る
月

の
翌

月
1
0

日
を

超
え

な
い

も
の

と
し

、
い

か
な

る
事

情
が

あ
っ

て
も

再
契

約
は

し
な

い
。
 

第
５
０
４
条
(
組
合

へ
の

通
告
)
 

会
社

は
、エ

ル
ダ

ー
フ

ェ
ロ

ー
を

再
雇

用
後

、速
や

か
に

住
所

、
氏

名
、

生
年

月
日

、
所

属
等

を
組

合
に

通
告

す
る

。
 

・
入

れ
替

え
 

第
５
０
５

条
(
組
合
へ

の
通

告
) 

会
社

は
、エ

ル
ダ

ー
フ

ェ
ロ

ー
を

再
雇

用
後

、速
や

か
に

住
所

、
氏

名
、

生
年

月
日

、
所

属
等

を
組

合
に

通
告

す
る

。
 

第
５
０
５
条
(
雇
用

契
約

・
期
間
)
 

会
社

と
エ

ル
ダ

ー
フ

ェ
ロ

ー
は

、雇
用

に
あ

た
り

、雇
用

契
約

書
を

取
交

す
る

。
 

②
エ

ル
ダ

ー
フ

ェ
ロ

ー
の

雇
用

契
約

期
間

は
6

ヵ
月

以
内

と
し

、
各

人
の

労
働

条
件

の
詳

細
は

個
別

の
雇

用
契

約
書

に
お

い
て

定
め

る
。
 

但
し

、
雇

用
契

約
期

間
中

で
あ

っ
て

も
会

社
は

本
協

約
の

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
、

期
間

途
中

の
解

約
が

で
き

、
ま

た
、

エ
ル

ダ
ー

フ
ェ

ロ
ー

本
人

も
本

協
約

の
定

め
に

よ
り

解
約

で
き

る
も

の
と

す
る

。
 

③
前

項
に

か
か

わ
ら

ず
、

雇
用

契
約

期
間

は
、

満
6
7

歳
に

達
す

る
月

の
翌

月
1
0

日
を

超
え

な
い

も
の

と
し

、
い

か
な

る
事

情
が

あ
っ

て
も

再
契

約
は

し
な

い
。
 

・
入

れ
替

え
 

第
５
０
８

条
（

出
向

）
 

会
社

は
、

事
業

の
都

合
に

よ
り

エ
ル

ダ
ー

フ
ェ

ロ
ー

を
会

社
外

の
職

務
に

従
事

さ
せ

る
こ

と
が

あ
る

。
そ

の
際

、
会

社
は

本
人

の
事

情
を

十
分

斟
酌

す
る

。
但

し
、

こ
の

場
合

、
フ

ェ
ロ

ー
社

員
（

有
期

雇
用

）
は

正
当

な
理

由
が

な
け

れ
ば

こ
れ

を
拒

む
こ

と
は

出
来

な
い

。
な

お
、

労
働

条
件

等
は

、
労

働
協

約
「

国
内

出
向

規
程

」「
海

外
勤

務
者

規
程

」
に

よ
る

。
 

第
５
０

８
条

（
出
向

）
 

会
社

は
、

事
業

の
都

合
に

よ
り

エ
ル

ダ
ー

フ
ェ

ロ
ー

を
会

社
外

の
職

務
に

従
事

さ
せ

る
こ

と
が

あ
る

。そ
の

際
、会

社
は

本
人

の
事

情
を

十
分

斟
酌

す
る

。但
し

、こ
の

場
合

、エ
ル

ダ
ー

フ
ェ

ロ
ー

は
正

当
な

理
由

が
な

け
れ

ば
こ

れ
を

拒
む

こ
と

は
出

来
な

い
。

な
お

、
詳

細
は

、
そ

の
都

度
会

社
・

組
合

協
議

の
上

決
定

す
る

。
 

・
運

用
実

態
に

併
せ

て
修

正
 

第
５
１
１

条
(
育
児
・

介
護

勤
務
)
 

会
社

は
、

育
児

な
ら

び
に

家
族

の
介

護
と

仕
事

と
の

両
立

を
援

助
す

る
こ

と
を

目
的

と
し

て
エ

ル
ダ

ー
フ

ェ
ロ

ー
が

請
求

し
た

場
合

、
一

定
期

間
内

に
お

い
て

、
勤

務
時

間
を

短
縮

す
る

こ
と

が
あ

る
。
 

そ
の

取
扱

い
は

、
別

に
定

め
る

「
育

児
勤

務
規

程
」

及
び

「
介

護
・

介
護

準
備

勤
務

規
程

」
に

よ
る

。
 

第
５
１

１
条
(
育
児

・
介

護
勤
務
)
 

会
社

は
、

育
児

な
ら

び
に

家
族

の
介

護
と

仕
事

と
の

両
立

を
目

的
と

し
て

エ
ル

ダ
ー

フ
ェ

ロ
ー

が
請

求
し

た
場

合
、

一
定

期
間

内
に

お
い

て
、

勤
務

時
間

を
短

縮
す

る
こ

と
が

あ
る

。
 

そ
の

取
扱

い
は

、別
に

定
め

る「
育

児
勤

務
規

程
」及

び「
介

護
・

介
護

準
備

勤
務

規
程

」
に

よ
る

。
 

・
表

現
を

修
正

 

（
新
設
）
 

第
５
１

２
条

（
短
時

間
勤

務
）
 

会
社

は
、

個
人

の
生

活
上

の
事

情
と

仕
事

と
の

両
立

を
目

的
と

し
て

エ
ル

ダ
ー

フ
ェ

ロ
ー

（
有

期
）

が
請

求
し

た
場

合
、一

定
期

間
内

に
お

い
て

、勤
務

時
間

を
短

縮
す

る
こ

と
が

あ
る

。
 

・
短

時
間

勤
務

制
度

導
入

へ
の

対
応

 



  
98

そ
の

取
扱

い
は

、別
に

定
め

る「
短

時
間

勤
務

規
程

」に
よ

る
。
 

第
 
２
 
節
 
 
休
 
職
 

第
 
２
 
節
 

 
休

 
職
 

 
第

５
１
２

条
（

休
 職

）
 

 
会

社
は

、
エ

ル
ダ

ー
フ

ェ
ロ

ー
が

次
の

各
号

の
一

つ
に

該
当

す
る

と
き

は
休

職
と

す
る

。
 

1.
(1
) 

業
務

外
の

傷
病

に
よ

る
場

合
で

、
欠

勤
が

引
続

き
満

3

ヵ
月

に
及

ん
で

4
ヵ

月
目

に
入

っ
た

と
き

は
、

休
職

と
し

、
期

間
は

3
ヶ

月
と

す
る（

な
お

、当
該

欠
勤

が
フ

ェ
ロ

ー
社

員（
無

期
雇

用
）

の
期

間
か

ら
引

き
続

い
た

場
合

に
も

、
そ

の
期

間
を

通
算

し
て

取
扱

う
）。

 

(2
) 

(
1)

の
復

職
後

、
満

1
年

以
内

に
同

一
事

由
で

再
び

暦
日

で
1

週
間

を
超

え
て

欠
勤

す
る

に
至

っ
た

と
き

は
、休

職
と

し
、

再
び

欠
勤

に
至

っ
た

日
に

さ
か

の
ぼ

っ
て

、
そ

の
休

職
期

間
を

通
算

す
る（

な
お

、当
該

復
職

が
フ

ェ
ロ

ー
社

員（
無

期
雇

用
）

の
期

間
で

あ
っ

た
場

合
、

及
び

当
該

欠
勤

が
フ

ェ
ロ

ー
社

員
（

無
期

雇
用

）
の

期
間

か
ら

引
き

続
い

た
場

合
に

も
、

そ
の

休
職

期
間

を
通

算
す

る
）。

 

但
し

、
休

職
の

残
余

期
間

が
1

週
間

未
満

で
休

職
と

な
っ

た
場

合
は

、
当

該
欠

勤
が

暦
日

で
8

日
に

到
達

し
た

日
を

休
職

満
了

日
と

す
る

（
な

お
、

あ
ら

か
じ

め
申

請
さ

れ
て

い
る

休
暇

は
除

く
)
。
 

(3
) 
(
1)

の
場

合
で

産
業

医
が

必
要

と
認

め
た

と
き

は
、

会
社

・
組

合
協

議
の

上
作

業
療

法
を

行
わ

せ
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

2.
 

会
社

の
事

業
の

都
合

に
よ

り
、会

社
外

の
職

務
に

従
事

さ
せ

る
と

き
。
 

3.
 

公
職

に
就

任
し

た
と

き
で

、
会

社
が

承
認

し
た

と
き

、
そ

の
期

間
。
 

4.
 

育
児

の
た

め
に

休
業

を
申

し
出

た
と

き
。
 

こ
の

場
合

は
、

別
に

定
め

る
「

育
児

休
業

規
程

」
に

よ
り

取
扱

う
。
 

5.
 

家
族

の
介

護
の

た
め

に
休

業
を

申
し

出
た

と
き

。こ
の

場
合

は
、別

に
定

め
る「

介
護

・
介

護
準

備
休

業
規

程
」

に
よ

り
取

扱
う

。
 

6.
 

そ
の

他
、会

社
が

定
め

た
事

由
に

よ
る

連
続

欠
勤

が
30

日
に

及
ん

だ
と

き
は

休
職

と
し

、当
該

休
職

が
3

カ
月

に
到

達
し

た
日

を
休

職
満

了
日

と
す

る
。
 

但
し

、
在

職
期

間
中

、
同

一
事

由
に

よ
る

も
の

は
1

回
の

み
と

す
る

。（
な

お
、当

該
欠

勤
ま

た
は

休
職

が
フ

ェ
ロ

ー
社

員（
無

期
雇

用
）

の
期

間
か

ら
引

き
続

い
た

場
合

に
も

、
そ

の
期

間
を

通
算

し
て

取
扱

う
）。

 

第
５
１
３
条
(
休
 
職
) 

                  （
中

略
）
 

             4
.
育

児
の

た
め

休
業

を
申

し
出

た
と

き
。こ

の
場

合
は

、別
に

定
め

る
「

育
児

休
業

規
程

」
に

よ
り

取
扱

う
。

但
し

「
育

児
休

業
規

程
」

第
6

条
の

出
生

時
育

児
休

業
及

び
第

1
0

条
の

特
例

を
申

し
出

た
場

合
を

除
く

。
 

（
以

下
略

）
 

・
条

数
変

更
 

・引
用

条
数

の
修

正
、出

生
時

育
児

休
業

を
対

象
か

ら
除

外
 

第
５
１
３

条
（

報
告

義
務
）
 

第
５
１
４
条

（
報
告

義
務

）
 

・
条

数
変

更
 

第
５
１
４

条
（

休
職

期
間
の

取
扱

）
 

休
職

期
間

は
原

則
と

し
て

勤
続

年
数

に
通

算
せ

ず
、

賃
金

は
支

給
し

な
い

。但
し

、特
に

規
定

し
て

あ
る

場
合

は
そ

れ
に

従
い

、
第

5
12

条
第

2
号

、第
3

号
の

場
合

は
、勤

続
年

数
に

通
算

し
、

特
別

の
必

要
が

あ
る

場
合

は
賃

金
を

支
給

す
る

。
 

第
５
１
５
条
(
休
職

期
間

の
取
扱
)
 

休
職

期
間

は
原

則
と

し
て

勤
続

年
数

に
通

算
せ

ず
、

賃
金

は
支

給
し

な
い

。但
し

、特
に

規
定

し
て

あ
る

場
合

は
そ

れ
に

従
い

、
第

5
13

条
第

2
号

、
第

3
号

の
場

合
は

、
勤

続
年

数
に

通
算

し
、

特
別

の
必

要
が

あ
る

場
合

は
賃

金
を

支
給

す
る

。
 

・
条

数
変

更
 

 

第
５
１
５

条
（

復
職

）
 

第
５
１
６
条
(
復
 
職
)
  

・
条

数
変

更
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休
職

事
由（

第
5
1
2

条
第

2
号

を
除

く
）が

消
滅

し
た

と
き

は
、

直
ち

に
会

社
に

届
出

る
。
 

②
第

5
12

条
第

1
号

に
つ

い
て

は
、

勤
務

に
支

障
の

な
い

旨
の

医
師

の
診

断
書

に
基

づ
き

、
産

業
医

又
は

会
社

指
定

医
の

承
認

に
よ

る
出

勤
許

可
日

を
も

っ
て

就
業

さ
せ

る
。

そ
れ

以
前

は
休

職
期

間
と

し
て

通
算

す
る

。
 

③
前

項
に

よ
る

診
断

書
の

提
出

に
際

し
て

、
会

社
が

診
断

書
を

作
成

し
た

医
師

に
対

す
る

情
報

提
供

を
求

め
る

こ
と

が
あ

る
。

こ
の

場
合

、
エ

ル
ダ

ー
フ

ェ
ロ

ー
は

そ
の

実
現

に
協

力
す

る
も

の
と

す
る

。
 

休
職

事
由

（
第

5
13

条
第

2
号

を
除

く
）

が
消

滅
し

た
と

き
は

、
直

ち
に

会
社

に
届

出
る

。
 

②
第

5
13

条
第

1
号

に
つ

い
て

は
、

勤
務

に
支

障
の

な
い

旨
の

医
師

の
診

断
書

に
基

づ
き

、
産

業
医

ま
た

は
会

社
指

定
医

の
承

認
に

よ
る

出
勤

許
可

日
を

も
っ

て
就

業
さ

せ
る

。
そ

れ
以

前
は

休
職

期
間

と
し

て
通

算
す

る
。
 

（
以

下
略

）
 

 

第
３
節

 
 表

彰
及

び
懲
戒
 

 
 

第
５
１
６

条
(
表
彰
及

び
懲

戒
) 

会
社

は
、

業
務

能
率

の
向

上
、

秩
序

維
持

の
た

め
に

、
別

に
定

め
る

「
表

彰
・

懲
戒

規
程

」
に

基
づ

い
て

表
彰

及
び

懲
戒

を
行

う
。
 

第
５
１
７
条
(
表
彰

及
び

懲
戒
)
 

 
会

社
は

、業
務

能
率

の
向

上
、秩

序
維

持
の

た
め

に
、労

働
協

約「
表

彰
・

懲
戒

規
程

」に
基

づ
い

て
表

彰
及

び
懲

戒
を

行
う

。
 

・
社

員
労

働
協

約
を

適
用

 

第
４

節
 
 
退
 

職
 

 
 

第
５
１
７

条
（

退
  
職
）
 

エ
ル

ダ
ー

フ
ェ

ロ
ー

が
次

の
各

号
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
と

き
は

、
退

職
と

す
る

。
 

1
. 

雇
用

契
約

期
間

の
上

限
に

達
し

た
と

き
。
 

2.
 

自
己

の
都

合
に

よ
り

本
人

が
退

職
を

申
し

出
て

、
会

社
が

承
認

し
た

と
き

。
 

3.
 

第
5
12

条
に

定
め

る
休

職
期

間
が

満
了

し
、

な
お

休
職

事
由

が
消

滅
し

な
い

と
き

。
 

4.
 

死
亡

し
た

と
き

。
 

5.
 

届
出

及
び

連
絡

が
な

い
ま

ま
欠

勤
を

続
け

、
そ

の
欠

勤
期

間
が

暦
日

で
3
0

日
を

超
え

、
所

在
が

不
明

な
と

き
。（

な
お

、
あ

ら
か

じ
め

申
請

さ
れ

て
い

る
休

暇
は

除
く

。
)但

し
、

欠
勤

に
つ

い
て

、
正

当
な

理
由

が
あ

る
場

合
は

除
く

。
 

第
５
１
８
条
(
退
 
職
)
  

（
中

略
）
 

     3
．

第
5
13

条
に

定
め

る
休

職
期

間
が

満
了

し
、

な
お

休
職

事
由

が
消

滅
し

な
い

と
き
 

（
以

下
略

）
 

・
条

数
変

更
 

 

第
５
１
８

条
（

定
年

退
職
）
 

第
５
１
９
条

（
定
年

退
職

）
 

・
条

数
変

更
 

第
５
１
９

条
(
依
願
退

職
) 

第
５
２
０
条
(
依
願

退
職
)
 

・
条

数
変

更
 

第
５

節
 
 
解
 

雇
 

 
 

第
５
２
０

条
(
解
 雇

)
  

第
５
２
１
条
(
解
 
雇
) 
 

・
条

数
変

更
 

第
 
６

 
章
 
 

労
 
働
 
条

 
件

 
第
 

６
 

章
 

 
労

 
働

 
条
 

件
 

 
第
 
１

 
節
 
 

就
 
業
 
時

 
間

 
第
 

１
 

節
 

 
就

 
業

 
時
 

間
 

 
第

６
０
９

条
(
育

児
・

介
護
に

関
す

る
時

間
外
及

び
深

夜
業
の

制
限
) 

会
社

は
、

小
学

校
就

学
未

満
の

子
を

養
育

す
る

者
が

当
該

子
を

養
育

す
る

た
め

に
申

請
し

た
場

合
に

は
、

時
間

外
勤

務
及

び
午

後
1
0

時
か

ら
午

前
5

時
ま

で
の

間
に

労
働

さ
せ

な
い

。
ま

た
、

そ
の

他
の

家
族

的
責

任
を

有
す

る
者

の
制

限
に

つ
い

て
は

、
「

時
間

外
・

休
日

勤
務

に
関

す
る

規
程

」
に

よ
る

。
 

②
要

介
護

状
態

に
あ

る
家

族
を

介
護

す
る

者
が

当
該

家
族

を
介

護
す

る
た

め
に

申
請

し
た

場
合

に
は

、
1

ヵ
月

に
つ

い
て

15

時
間

、
1

年
に

つ
い

て
1
5
0

時
間

を
越

え
る

時
間

外
労

働
及

び
午

後
1
0

時
か

ら
午

前
5

時
ま

で
の

間
に

労
働

さ
せ

な
い

。
 

第
６

０
９

条
(
育

児
･
介
護

に
関
す

る
時
間

外
勤

務
及
び
休

日
勤
務

並
び

に
深
夜

業
の

制
限
) 

会
社

は
、

育
児

及
び

介
護

の
家

族
的

責
任

を
有

す
る

者
の

時
間

外
勤

務
及

び
休

日
勤

務
並

び
に

深
夜

業
を

制
限

す
る

。制
限

の
範

囲
は「

時
間

外・
休

日
勤

務
に

関
す

る
規

程
」

に
よ

る
。
 

 

・表
記

の
修

正（
詳

細
は

付
属

諸
規

程
に

よ
る

形
式

に
変

更
）

 

（
新

設
）
 

第
６
１

０
条

（
更
衣

時
間

等
）
 

会
社

が
制

服
等

の
着

用
及

び
会

社
の

施
設

内
で

の
更

衣
を

指
示

し
て

い
る

場
合

の
当

該
更

衣
時

間
及

び
更

衣
場

所
と

・
更

衣
時

間
と

移
動

時
間

の
労

働
時

間
化

対
応

 



  
10

0 

業
務

を
行

う
場

所
等

の
間

の
移

動
時

間
は

、
第

6
01

条
に

定
め

る
労

働
時

間
に

含
ま

れ
る

も
の

と
す

る
。

 
第
 
 ２

 
 節

 
  
 
休
 
日
・
休
 
暇
 

 
 

第
６
１
０

条
(
休
 日

) 
第

６
１
１
条
(
休
 
日
) 

・
条

数
変

更
 

第
６
１
１

条
(
年
次
有

給
休

暇
) 

会
社

は
エ

ル
ダ

ー
フ

ェ
ロ

ー
Ⅵ

・
Ⅶ

に
対

し
、

フ
ェ

ロ
ー

社
員

Ⅰ
・

Ⅱ
及

び
エ

ル
ダ

ー
フ

ェ
ロ

ー
Ⅵ

・
Ⅶ

と
し

て
の

勤
続

年
数

及
び

週
契

約
日

数
・

時
間

に
基

づ
き

、
1

年
間

に
次

の
年

次
有

給
休

暇
を

与
え

る
。

そ
の

際
の

通
算

勤
続

年
数

の
算

定
は

、
原

則
と

し
て

毎
年

10
月

11
日

を
も

っ
て

基
準

と
す

る
。
 

な
お

、
年

度
途

中
の

再
雇

用
お

け
る

年
次

有
給

休
暇

は
、

再
雇

用
日

前
日

時
点

に
保

有
し

て
い

た
日

数
を

継
続

す
る

も
の

と
し

、
再

雇
用

に
際

し
改

め
て

付
与

し
な

い
。
 

1.
付

与
す

る
年

次
有

給
休

暇
は

次
の

通
り

と
す

る
。
 

 
 
 
 
  
  
 
 
  
  
 
 
  
 

 
勤
続
年

数
 

2
年

以
下
 

2
年
超

3

年
 

3
年
超

4

年
 

時
間
契
約
 

13
日
 

15
日
 

1
7
日
 

時
間
以
上

35
時
間

未
満
契

約
 

12
日
 

14
日
 

1
6
日
 

時
間
未
満

契
約
 

9
日
 

10
日
 

1
2
日
 

 
6
日
 

8
日
 

9
日
 

 
4
日
 

5
日
 

6
日
 

②
前

項
は

、
前

年
度

に
お

い
て

全
労

働
日

の
8

割
以

上
出

勤
し

た
者

に
適

用
し

、
8

割
未

満
の

出
勤

者
に

つ
い

て
は

、
区

分
に

応
じ

て
、

以
下

の
有

給
休

暇
を

付
与

す
る

。
 

週
契
約

日
数
・

時
間
 

前
年
度
の

年
次
有

給
休
暇

保
有
日
数

週
5
日
又

は
週

30
時
間
以

上
契
約
 

週
4
日
か

つ
週

30
時
間
未

満
契
約
 

週
3
日
 

週
2
日
 

③
年

次
有

給
休

暇
の

有
効

期
限

は
2

ヵ
年

と
す

る
。
 

④
1
．年

次
有

給
休

暇
は

、原
則

と
し

て
１

労
働

日
を

単
位

と
し

て
与

え
る

が
、

各
人

が
保

有
す

る
年

次
有

給
休

暇
の

う
ち

５
日

（
1
0

回
）

を
限

度
と

し
て

、
半

日
を

単
位

と
し

て
分

割
し

て
請

求
す

る
こ

と
が

で
き

る
。
 

2．
前

号
に

お
け

る
半

日
と

は
、各

人
各

労
働

日
の

所
定

労
働

時
間

（
1
0

分
未

満
は

切
り

捨
て

）
の

2
分

の
１

と
し

、
当

該
労

働
日

の
始

業
時

間
を

起
点

、
あ

る
い

は
終

業
時

間
を

終
点

と
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

3．
半

日
有

給
休

暇
の

取
得

日
に

は
、原

則
と

し
て

時
間

外
勤

務
を

さ
せ

な
い

。
 

4．
半

日
有

給
休

暇
の

取
得

日
に

は
、原

則
と

し
て

休
憩

は
与

え
な

い
。

但
し

、
や

む
を

得
な

い
事

由
に

よ
り

時
間

外
勤

務
を

実
施

し
、

労
働

時
間

が
6

時
間

を
超

え
た

場
合

に
は

45
分

、
8

時
間

を
超

え
た

場
合

に
は

60
分

の
休

憩
を

与
え

る
。
 

⑤
年

次
有

給
休

暇
の

請
求

は
原

則
と

し
て

2
日

前
ま

で
に

直
属

の
上

⻑
に

行
う

も
の

と
す

る
。
 

 
な

お
、

会
社

は
事

業
の

正
常

な
運

営
を

妨
げ

る
場

合
は

、
そ

の
時

季
を

変
更

す
る

こ
と

が
あ

る
。
 

⑥
前

項
に

基
づ

き
請

求
さ

れ
た

年
次

有
給

休
暇

に
つ

い
て

、
社

員
が

事
前

に
撤

回
を

申
し

出
た

場
合

に
、

会
社

は
撤

回
を

認
め

る
。
 

第
６
１
３
条
(
年
次

有
給

休
暇
)
 

会
社

は
、エ

ル
ダ

ー
フ

ェ
ロ

ー
に

対
し

、勤
続

年
数

及
び

週
契

約
日

数
・

時
間

に
応

じ
、
1

年
間

に
次

の
基

準
に

よ
り

、
年

次
有

給
休

暇
を

与
え

る
。但

し
、年

度
途

中
の

再
雇

用
時

に
は

、年
次

有
給

休
暇

は
付

与
し

な
い

。な
お

、勤
続

年
数

の
算

定
は

、
毎

年
1
0

月
11

日
を

も
っ

て
基

準
と

し
、

従
前

の
フ

ェ
ロ

ー
社

員（
有

期
雇

用
）ま

た
は

フ
ェ

ロ
ー

社
員

（
無

期
雇

用
）

の
勤

続
年

数
を

通
算

す
る

。
 

ま
た

、毎
年

10
月

1
1

日
時

点
で

、介
護

・
介

護
準

備
勤

務
規

程
第

７
条

ま
た

は
短

時
間

勤
務

規
程

第
8

条
に

定
め

る
所

定
労

働
日

数
の

低
減

に
よ

り
勤

務
時

間
の

短
縮

を
実

施
し

て
い

る
場

合
は

、
週

契
約

日
数

・
時

間
に

つ
い

て
は

｢週
4

日
か

つ
週

30
時

間
未

満
契

約
｣を

適
用

す
る

。
 

（
中

略
）
 

   ②
年

次
有

給
休

暇
の

有
効

期
限

は
2

ヵ
年

と
す

る
。
 

③
第

1
項

の
休

暇
は

、前
年

10
月

11
日

〜
当

年
10

月
10

日
に

お
い

て
全

労
働

日
の

8
割

以
上

出
勤

し
た

者
に

適
用

し
、
8

割
未

満
出

勤
者

に
つ

い
て

は
、

週
契

約
日

数
・

時
間

と
基

準
日

に
お

け
る

前
年

度
の

有
給

休
暇

保
有

日
数

に
応

じ
て

、
有

給
休

暇
の

合
計

が
一

定
に

な
る

ま
で

次
の

有
給

休
暇

を
付

与
す

る
。
 

（
以

下
略

）
 

・
条

数
変

更
 

・
短

時
間

勤
務

制
度

へ
の

対
応

 
（

内
容

は
グ

ル
ー

プ
共

通
の

表
現

）
 

・
表

記
の

変
更
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⑦
会

社
は

年
次

有
給

休
暇

の
う

ち
5

日
を

越
え

る
日

数
に

つ
い

て
、

計
画

的
に

付
与

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
な

お
、

年
次

有
給

休
暇

の
計

画
的

付
与

に
関

す
る

細
部

に
つ

い
て

は
、

組
合

と
協

議
の

上
別

に
定

め
る

。
 

⑧
年

次
有

給
休

暇
は

原
則

と
し

て
エ

ル
ダ

ー
フ

ェ
ロ

ー
が

自
ら

計
画

的
に

時
季

指
定

し
取

得
す

る
も

の
と

す
る

。
 

但
し

、
年

次
有

給
休

暇
の

付
与

日
数

が
1
0

日
以

上
の

エ
ル

ダ
ー

フ
ェ

ロ
ー

に
対

し
、

付
与

日
数

の
う

ち
の

5
日

に
つ

い
て

計
画

的
に

取
得

が
で

き
て

い
な

い
場

合
、

会
社

が
年

度
内

に
 

時
季

を
定

め
て

取
得

さ
せ

る
も

の
と

す
る

。
そ

の
際

に
、

会
社

は
取

得
の

時
季

に
関

し
て

エ
ル

ダ
ー

フ
ェ

ロ
ー

の
意

見
を

聴
い

た
上

で
、

そ
の

意
見

を
尊

重
す

る
よ

う
努

め
る

も
の

と
す

る
。
  

⑨
年

次
有

給
休

暇
の

取
得

の
計

画
に

関
し

て
は

、
取

得
計

画
表

等
を

用
い

て
期

初
に

計
画

を
立

案
し

、
期

中
に

も
確

認
を

行
う

も
の

と
す

る
。
 

第
６
１
２

条
(
欠
 勤

) 
第

６
１
３
条
(
欠
 
勤
) 

・
条

数
変

更
 

第
６
１
３

条
(
生
理
休

暇
) 

第
６
１
４
条
(
生
理

休
暇
)
 

・
条

数
変

更
 

第
６
１
４

条
(
産
前
･
産

後
休
暇
)
 

第
６
１
５
条
(
産
前
･
産
後

休
暇
)
 

・
条

数
変

更
 

第
６
１
５

条
（

子
の

看
護
の

た
め

の
休

暇
）
 

第
６
１
６
条

（
子
の

看
護

の
た

め
の

休
暇
）
 

・
条

数
変

更
 

第
６
１
６

条
（

家
族

の
介
護

の
た

め
の

休
暇
）
 

第
６
１
７
条

（
家
族

の
介

護
の

た
め

の
休
暇

）
 

・
条

数
変

更
 

第
６
１
７

条
 (
慶

弔
災
害
休

暇
)
 

会
社

は
、

本
人

の
請

求
に

よ
り

次
の

通
り

有
給

の
慶

弔
災

害
休

暇
を

暦
日

で
与

え
る

。
 

1.
 
結

婚
休

暇
 

（
1
）

本
人

が
結

婚
す

る
と

き
 

 
 

挙
式

日
、

入
籍

日
、

新
婚

旅
行

の
い

ず
れ

か
を

含
む

連
続
 
7

日
以

内
（

取
得

期
間

は
入

籍
日

よ
り

1
年

以
内

）
 

（
2
）

子
が

結
婚

す
る

と
き

 
 

 
 

挙
式

日
を

含
む

前
後

連
続
 
2

日
以

内
 

(3
) 

兄
弟

姉
妹
(
姻

族
を

含
ま

ず
)が

結
婚

す
る

と
き

 
 

 
 

 
 

挙
式

当
日
 

2.
 
配

偶
者

出
産

休
暇

 
 
 
  

出
産

当
日

前
後
 連

続
2

日
以

内
 

3.
 
忌

引
休

暇
 

（
1
）

本
人

の
⽗

⺟
(
養

⽗
⺟

を
含

む
)
、

配
偶

者
､子

 

死
亡

日
、

通
夜

、
告

別
式

、
初

七
日

の
い

ず
れ

か
を

含
む

前
後

連
続

7
日

以
内
 

(2
) 

配
偶

者
の

⽗
⺟
 

死
亡

日
、

通
夜

、
告

別
式

、
初

七
日

の
い

ず
れ

か
を

含
む

前
後

連
続

5
日
(
本

人
又

は
配

偶
者

が
喪

主
の

場
合

7
日
)以

内
 

 
（
3
）

本
人

の
祖

⽗
⺟

、
本

人
の

兄
弟

姉
妹

、
子

の
配

偶
者

、
孫

、
配

偶
者

の
祖

⽗
⺟

、
配

偶
者

の
兄

弟
姉

妹
。
 

死
亡

日
、

通
夜

、
告

別
式

、
初

七
日

の
い

ず
れ

か
を

含
む

前
後

連
続

3
日
(
本

人
又

は
配

偶
者

が
喪

主
の

場
合

５
日
)
以

内
 

（
4
）

本
人

の
伯

叔
⽗

⺟
、

本
人

の
甥

・
姪

、
本

人
の

兄
弟

姉
妹

の
配

偶
者

。
 

死
亡

日
、通

夜
、告

別
式

、初
七

日
の

い
ず

れ
か

1
日
(
本

人
又

は
配

偶
者

が
喪

主
の

場
合

３
日
)以

内
 

４
．

災
害

休
暇
 

（
1
）本

人
の

現
住

す
る

家
屋

が
全

半
焼

、全
半

壊
、流

失
等

の

第
６
１
８
条
(
慶
弔

災
害

休
暇
)
 

会
社

は
、

本
人

の
請

求
に

よ
り

次
の

通
り

有
給

の
慶

弔
災

害
休

暇
を

暦
日

で
与

え
る

。
 

         （
中

略
）
 

（
削

除
）
 

 2
.
 忌

引
休

暇
 

（
中

略
）
 

                 3
.
 災

害
休

暇
 

（
以

下
略

）
 

・
条

数
変

更
 

・
配

偶
者

出
産

休
暇

の
育

児
休

業
の

特
例

（
有

給
5

日
）

へ
の

移
行
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災
害

を
受

け
た

場
合

。
 

 
 
 
世

帯
主

の
場

合
 
  
  
 
 
  
  
 連

続
7

日
以

内
 

 
世

帯
主

で
な

い
場

合
  
  
 
 
  

連
続

5
日

以
内
 

（
2
）本

人
の

現
住

す
る

家
屋

の
一

部
が

焼
失

、破
壊

又
は

床
上

浸
水

し
た

場
合

。
 

 
世

帯
主

の
場

合
 
 
 
 
  
  
  
  

連
続

5
日

以
内
 

 
世

帯
主

で
な

い
場

合
  
  
 
 
  

連
続

3
日

以
内
 

 (
3)

本
人

の
実

家
で

あ
る

家
屋

が
全

半
焼

、
全

半
壊

、
流

失
等

の
災

害
を

受
け

た
場

合
。
 

 
  

 
 
  

連
続

3
日

以
内
 

第
６
１
８

条
(
手
 続

) 

エ
ル

ダ
ー
フ

ェ
ロ
ー

は
、
第

6
13

条
か
ら
第

6
17

条
の

休
暇
を

利
用

し
よ
う

と
す
る

と
き
は
、
原

則
と
し

て
事
前

に
直
属

の
上

長
を

経
て
、

会
社
に

申
し
出

な
け
れ

ば
な
ら

な
い
。
 

第
６
１
９
条
(
手
 
続
) 

エ
ル
ダ
ー

フ
ェ
ロ

ー
は
、
第

6
14

条
か
ら
第

6
18

条
の
休

暇
を

利
用
し
よ

う
と

す
る
と
き

は
、

原
則
と

し
て

事
前
に

直
属

の
上
長
を

経
て

、
会
社
に

申
し

出
な
け

れ
ば

な
ら
な

い
。
 

・
条

数
変

更
 

第
 
３
 
節
 
 
母
 
 性

 
 保

  
護
 

第
 
３
 
節
 
 
母

  
性

 
 保

 
 
護
 

 
第

６
１
９

条
(
妊
娠
中

の
通

院
等
)
 

第
６
２
０
条
(
妊
娠

中
の

通
院
等
)
 

・
条

数
変

更
 

第
６
２
０

条
(
妊
娠
中

及
び

産
後

の
症

状
に
対
応

す
る

取
扱
) 

第
６

２
１

条
(
妊

娠
中

及
び

産
後

の
症

状
に

対
応

す
る
取

扱
)
 

・
条

数
変

更
 

第
６
２
１

条
（

妊
産

婦
の
時

間
外

・
休

日
勤

務
制
限
）
 

第
６
２
２
条

（
妊
産

婦
の

時
間

外
・

休
日
勤

務
制

限
）
 

・
条

数
変

更
 

第
 
４
 
節
 
 
賃
 
金
 

第
 
４
 
節
 

 
賃

 
金
 

 
第

６
２
２

条
(
賃
 金

) 
第

６
２
３
条
(
賃
 
金
) 

・
条

数
変

更
 

第
 
５
 
節
 
 
出
張
・
外
出
 

第
 
５
 
節
 
 

出
張
・
外
出

 
 

第
６
２
３
(
出

張
・
外

出
) 

第
６
２

４
条
(
出
張

・
外

出
) 

・
条

数
変

更
 

第
 
８
 
章
 
テ
レ
ワ
ー
ク
 

第
 
８
 
章
 

テ
レ

ワ
ー
ク
 

 
第

８
０
１

条
(
テ
レ
ワ

ー
ク

規
程
)
 

会
社

は
、

テ
レ

ワ
ー

ク
を

認
め

る
場

合
が

あ
る

。
取

り
扱

い
は

労
働

協
約

「
テ

レ
ワ

ー
ク

規
程

」
に

よ
る

。
 

第
８
０

１
条
(
テ
レ

ワ
ー

ク
規
程
)
 

 
会

社
は

、
テ

レ
ワ

ー
ク

を
認

め
る

場
合

が
あ

る
。

な
お

、
取

扱
い

は
社

員
労

働
協

約
「

テ
レ

ワ
ー

ク
規

程
」

に
よ

る
。 

・
社

員
労

働
協

約
を

適
用

 

第
 
１
１
 
章
 
 
福
 
利
 
厚
 
生
 

第
 
１
１
 
章
 
 

福
 
利
 
厚

 
生
 

 
第

１
１
０

１
条
(
福
利

厚
生

規
程
)
 

エ
ル

ダ
ー

フ
ェ

ロ
ー

の
財

産
形

成
等

に
関

す
る

福
利

厚
生

の
取

扱
い

は
、

別
に

定
め

る
「

福
利

厚
生

規
程

」
に

よ
る

。
 

第
１
１

０
１

条
(福

利
厚

生
規
程
)
 

エ
ル

ダ
ー

フ
ェ

ロ
ー

の
財

産
形

成
等

に
関

す
る

福
利

厚
生

の
取

扱
い

は
、社

員
労

働
協

約「
福

利
厚

生
規

程
」に

よ
る

。 

・
社

員
労

働
協

約
を

適
用

 

第
 
１
４
 
章
 
 
効
 
 
力
 

第
 
１
４
 
章
 

 
効
 
 
力

 
 

第
１
４
０

４
条
(
有
効

期
間
)
 

本
協

約
の

有
効

期
間

は
、
2
0
21

年
4

月
1

日
か

ら
2
02
2

年
3

月
3
1

日
ま

で
と

す
る

。
 

第
１
４

０
４

条
（
有

効
期

間
）
 

本
協

約
の

有
効

期
間

は
、2

0
22

年
4

月
1

日
か

ら
2
0
23

年
3

月
31

日
ま

で
と

す
る

。
 

・
年

度
の

更
新

 

第
１
４
０

５
条
(
自
動

更
新
)
 

本
協

約
は

、
期

間
満

了
9
0

日
前

ま
で

に
い

ず
れ

か
一

方
よ

り
改

訂
更

新
の

申
し

出
が

な
い

場
合

は
、

さ
ら

に
1

年
間

有
効

と
す

る
が

、
2
0
23

年
3

月
31

日
を

超
え

る
こ

と
は

で
き

な
い

。
 

第
１
４

０
５

条
（
自

動
更

新
）
 

本
協

約
は

、
期

間
満

了
90

日
前

ま
で

に
い

ず
れ

か
一

方
よ

り
改

訂
更

新
の

申
出

が
な

い
場

合
は

、
さ

ら
に

1
年

間
有

効
と

す
る

が
、2

02
4

年
3

月
31

日
を

超
え

る
こ

と
は

で
き

な
い

。
 

・
年

度
の

更
新

 

第
 
１
５
 
章
 
 
付
 
 
則
 

第
 
１
５
 
章
 

 
付
 
 
則

 
 

20
2
1

年
4

月
1

日
 

株
式

会
社

 
三

越
伊

勢
丹

ビ
ジ

ネ
ス

・
サ

ポ
ー

ト
 

代
表

取
締

役
社

⻑
 

 
⻫

 
藤

 
 

昌
 

司
 
 

 三
越

伊
勢

丹
グ

ル
ー

プ
労

働
組

合
 
 

三
越

伊
勢

丹
ビ

ジ
ネ

ス
・

サ
ポ

ー
ト

支
部
 

支
部

執
行

委
員

⻑
 

 
山

 
口

 
 

善
 

崇
 

2
0
22

年
4

月
1

日
 

 

・
年

度
の

更
新
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６
）

エ
ル

ダー
社

員
Ⅰ

・Ⅱ
・Ⅲ

 
旧

条
文
 

新
条
文

 
摘

要
 

第
５

章
 
 
人
 
 
事
 

第
５
章

 
 人

  
事
 

 

第
１
節

 
 

人
 
事
 

第
１

節
 

 
人
 

事
 

 
第

５
０
９

条
（

出
 
向
）
 

会
社

は
、

事
業

の
都

合
に

よ
り

エ
ル

ダ
ー

社
員

を
会

社
外

の
職

務
に

従
事

さ
せ

る
こ

と
が

あ
る

。
そ

の
際

、
会

社
は

本
人

の
事

情
を

十
分

斟
酌

す
る

。
但

し
、

こ
の

場
合

、
社

員
は

正
当

な
理

由
が

な
け

れ
ば

こ
れ

を
拒

む
こ

と
は

出
来

な
い

。
な

お
、

労
働

条
件

等
は

、
労

働
協

約
「

国
内

出
向

規
程

」
に

よ
る

。
 

第
５
０

９
条

（
出
 

向
）
 

会
社

は
、

事
業

の
都

合
に

よ
り

エ
ル

ダ
ー

社
員

を
会

社
外

の
職

務
に

従
事

さ
せ

る
こ

と
が

あ
る

。そ
の

際
、会

社
は

本
人

の
事

情
を

十
分

斟
酌

す
る

。但
し

、こ
の

場
合

、社
員

は
正

当
な

理
由

が
な

け
れ

ば
こ

れ
を

拒
む

こ
と

は
出

来
な

い
。

な
お

、
詳

細
は

、
そ

の
都

度
会

社
・

組
合

協
議

の
上

決
定

す
る

。
 

・
運

用
実

態
に

併
せ

て
修

正
 

第
５
１
２

条
(
育
児
・

介
護

勤
務
)
 

会
社

は
、

育
児

な
ら

び
に

家
族

の
介

護
と

仕
事

と
の

両
立

を
援

助
す

る
こ

と
を

目
的

と
し

て
エ

ル
ダ

ー
社

員
が

請
求

し
た

場
合

、
一

定
期

間
内

に
お

い
て

、
勤

務
時

間
を

短
縮

す
る

こ
と

が
あ

る
。
 

そ
の

取
扱

い
は

、
別

に
定

め
る

「
育

児
勤

務
規

程
」

及
び

「
介

護
・

介
護

準
備

勤
務

規
程

」
に

よ
る

。
 

第
５
１

２
条
(
育
児

・
介

護
勤
務
)
 

会
社

は
、

育
児

な
ら

び
に

家
族

の
介

護
と

仕
事

と
の

両
立

を
目

的
と

し
て

エ
ル

ダ
ー

社
員

が
請

求
し

た
場

合
、

一
定

期
間

内
に

お
い

て
、

勤
務

時
間

を
短

縮
す

る
こ

と
が

あ
る

。 
そ

の
取

扱
い

は
、別

に
定

め
る「

育
児

勤
務

規
程

」及
び「

介
護

・
介

護
準

備
勤

務
規

程
」

に
よ

る
。
 

・
表

現
を

修
正
 

（
新
設
）
 

第
５
１

３
条

（
短
時

間
勤

務
）
 

会
社

は
、

個
人

の
生

活
上

の
事

情
と

仕
事

と
の

両
立

を
目

的
と

し
て

エ
ル

ダ
ー

ス
タ

ッ
フ

が
請

求
し

た
場

合
、

一
定

期
間

内
に

お
い

て
、

勤
務

時
間

を
短

縮
す

る
こ

と
が

あ
る

。 
そ

の
取

扱
い

は
、別

に
定

め
る「

短
時

間
勤

務
規

程
」に

よ
る

。
 

・
短

時
間

勤
務

制
度

へ
の

対
応
 

 

第
２

節
 

休
 

職
 

第
２
節

 
休

 
職
 

 
第

５
１
３

条
（

休
 
職
）
 

会
社

は
、

エ
ル

ダ
ー

社
員

が
次

の
各

号
の

一
つ

に
該

当
す

る
と

き
は

休
職

と
す

る
。
 

1.
 (
1
) 

業
務

外
の

傷
病

に
よ

る
場

合
で

、
欠

勤
が

引
続

き
満

6
ヵ

月
に

及
ん

で
7

ヵ
月

目
に

入
っ

た
と

き
は

、
休

職
と

し
、

期
間

は
2

年
と

す
る

（
な

お
、

当
該

欠
勤

が
社

員
ま

た
は

プ
ロ

ス
タ

ッ
フ

社
員

の
期

間
か

ら
引

き
続

い
た

場
合

に
も

、
そ

の
期

間
を

通
算

し
て

取
扱

う
）。

 

(2
) 
(
1)

の
復

職
後

、
満

1
年

以
内

に
同

一
事

由
で

再
び

暦
日

で
1

週
間

を
超

え
て

欠
勤

す
る

に
至

っ
た

と
き

は
、

休
職

と
し

、
再

び
欠

勤
に

至
っ

た
日

に
さ

か
の

ぼ
っ

て
、

そ
の

休
職

期
間

を
通

算
す

る
（

な
お

、
当

該
復

職
が

社
員

ま
た

は
プ

ロ
ス

タ
ッ

フ
社

員
の

期
間

で
あ

っ
た

場
合

、
及

び
当

該
欠

勤
が

社
員

ま
た

は
プ

ロ
ス

タ
ッ

フ
社

員
の

期
間

か
ら

引
き

続
い

た
場

合
に

も
、

そ
の

休
職

期
間

を
通

算
す

る
）。

 

但
し

、
休

職
の

残
余

期
間

が
1

週
間

未
満

で
休

職
と

な
っ

た
場

合
は

、
当

該
欠

勤
が

暦
日

で
8

日
に

到
達

し
た

日
を

休
職

満
了

日
と

す
る

（
な

お
、

あ
ら

か
じ

め
申

請
さ

れ
て

い
る

休
暇

は
除

く
。
)
。
 

(3
)(
1)

の
場

合
で

産
業

医
が

必
要

と
認

め
た

と
き

は
、

会
社

・
組

合
協

議
の

上
作

業
療

法
を

行
わ

せ
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

2.
 

会
社

の
事

業
の

都
合

に
よ

り
、

会
社

外
の

職
務

に
従

事
さ

せ
る

と
き

。
 

3.
 

公
職

に
就

任
し

た
と

き
で

、
会

社
が

承
認

し
た

と
き

、

第
５
１
４
条

（
休
 

職
）
 

（
中

略
）
 

                              

・
条

数
変

更
 

・引
用

条
数

の
修

正
、

出
生

時
育

児
休

業
を

対
象

か
ら

除
外
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4 

そ
の

期
間

。
 

4.
 

育
児

の
た

め
休

業
を

申
し

出
た

と
き

。
こ

の
場

合
は

、
別

に
定

め
る

「
育

児
休

業
規

程
」

に
よ

り
取

扱
う

。
但

し
「

育
児

休
業

規
程

」
第

8
条

の
特

例
を

申
し

出
た

場
合

を
除

く
。
 

5.
 

家
族

の
介

護
の

た
め

に
休

業
を

申
し

出
た

と
き

。
こ

の
場

合
は

、
別

に
定

め
る

「
介

護
・

介
護

準
備

休
業

規
程

」
に

よ
り

取
扱

う
。
 

6.
 

そ
の

他
、

会
社

が
認

め
た

事
由

に
よ

る
連

続
欠

勤
が

30
日

に
及

ん
だ

と
き

は
休

職
と

し
、

当
該

休
職

が
3

ヵ
月

に
到

達
し

た
日

を
休

職
満

了
日

と
す

る
。（

な
お

、
当

該
欠

勤
ま

た
は

休
職

が
社

員
ま

た
は

プ
ロ

ス
タ

ッ
フ

社
員

の
期

間
か

ら
引

き
続

い
た

場
合

に
も

、
そ

の
期

間
を

通
算

し
て

取
扱

う
）。

 

但
し

、
在

職
期

間
中

、
同

一
事

由
に

よ
る

も
の

は
1

回
の

み
と

す
る

。
 

 4
.
育

児
の

た
め

休
業

を
申

し
出

た
と

き
。こ

の
場

合
は

、別
に

定
め

る
「

育
児

休
業

規
程

」
に

よ
り

取
扱

う
。

但
し

「
育

児
休

業
規

程
」

第
6

条
の

出
生

時
育

児
休

業
及

び
第

1
0

条
の

特
例

を
申

し
出

た
場

合
を

除
く

。
 

（
以

下
略

）
 

第
５
１
４

条
(
報
告
義

務
) 

第
５
１
５
条
(
報
告

義
務
)
 

・
条

数
変

更
 

第
５
１
５

条
（

休
職

期
間
の

取
扱

）
 

休
職

期
間

は
原

則
と

し
て

勤
続

年
数

に
通

算
せ

ず
、

賃
金

は
支

給
し

な
い

。
 

但
し

、
特

に
規

定
し

て
あ

る
場

合
は

そ
れ

に
従

い
、

第
5
13

条
第

2
号

、
第

3
号

の
場

合
は

勤
続

年
数

に
通

算
し

、
特

別
の

必
要

が
あ

る
場

合
は

賃
金

を
支

給
す

る
。
 

第
５
１
６
条

（
休
職

期
間

の
取

扱
）
 

休
職

期
間

は
原

則
と

し
て

勤
続

年
数

に
通

算
せ

ず
、

賃
金

は
支

給
し

な
い

。但
し

、特
に

規
定

し
て

あ
る

場
合

は
そ

れ
に

従
い

、
第

5
14

条
第

2
号

、
第

3
号

の
場

合
は

、
勤

続
年

数
に

通
算

し
、

特
別

の
必

要
が

あ
る

場
合

は
賃

金
を

支
給

す
る

。
 

・
条

数
変

更
 

第
５
１
６

条
（

復
  
職
）
 

休
職

事
由（

第
5
1
3

条
第

2
号

を
除

く
）が

消
滅

し
た

と
き

は
、

直
ち

に
会

社
に

届
出

る
。
 

②
第

5
13

条
第

1
号

に
つ

い
て

は
、

勤
務

に
支

障
の

な
い

旨
の

医
師

の
診

断
書

に
基

づ
き

、
産

業
医

の
承

認
に

よ
る

出
勤

許
可

日
を

も
っ

て
就

業
さ

せ
る

。
そ

れ
以

前
は

欠
勤

期
間

と
し

て
通

算
す

る
。
 

③
前

項
の

診
断

書
の

提
出

に
際

し
て

、
会

社
が

診
断

書
を

作
成

し
た

医
師

に
対

す
る

情
報

提
供

を
求

め
る

こ
と

が
あ

る
。

こ
の

場
合

エ
ル

ダ
ー

社
員

は
そ

の
実

現
に

協
力

す
る

も
の

と
す

る
。
 

第
５
１
７
条

（
復
 
 
職
）
 

休
職

事
由

（
第

5
14

条
第

2
号

を
除

く
）

が
消

滅
し

た
と

き
は

、
直

ち
に

会
社

に
届

出
る

。
 

②
第

5
14

条
第

1
号

に
つ

い
て

は
、

勤
務

に
支

障
の

な
い

旨
の

医
師

の
診

断
書

に
基

づ
き

、
産

業
医

ま
た

は
会

社
指

定
医

の
承

認
に

よ
る

出
勤

許
可

日
を

も
っ

て
就

業
さ

せ
る

。
そ

れ
以

前
は

休
職

期
間

と
し

て
通

算
す

る
。
 

（
以

下
略

）
 

・
条

数
変

更
 

第
３
節
 
表
彰
及
び
懲
戒
 

第
３
節
 
表
彰

及
び

懲
戒
 

 
第

５
１
７

条
（

表
彰

・
懲
戒

規
程

）
 

会
社

は
、

業
務

能
率

の
向

上
、

秩
序

維
持

の
た

め
に

、
別

に
定

め
る

「
表

彰
・

懲
戒

規
程

」
に

基
づ

い
て

表
彰

及
び

懲
戒

を
行

う
。
 

第
５
１
８
条

（
表
彰

・
懲

戒
規

程
）
 

会
社

は
、業

務
能

率
の

向
上

、秩
序

維
持

の
た

め
に

、労
働

協
約「

表
彰

・
懲

戒
規

程
」に

基
づ

い
て

表
彰

及
び

懲
戒

を
行

う
。
 

・
社

員
労

働
協

約
を

適
用
 

第
４
節
 
退
職
 

第
４
節

 
退
職
 

 
第

５
１
８

条
（

退
  
職
）
 

エ
ル

ダ
ー

社
員

が
次

の
各

号
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
と

き
は

退
職

と
す

る
。
 

1
. 

定
年

に
達

し
た

と
き

。
 

2
. 

雇
用

契
約

期
間

中
で

あ
っ

て
も

自
己

の
都

合
に

よ
り

本
人

が
退

職
を

申
し

出
て

、
会

社
が

承
認

し
た

と
き

。
 

3
. 

第
5
13

条
に

定
め

る
休

職
期

間
が

満
了

し
、

な
お

休
職

事
由

が
消

滅
し

な
い

と
き

。
 

4
. 

死
亡

し
た

と
き

。
 

5
. 

届
出

及
び

連
絡

が
な

い
ま

ま
欠

勤
を

続
け

、
そ

の
欠

勤
期

間
が

30
日

を
超

え
、

所
在

が
不

明
な

と
き

。
 

（
な

第
５
１
９
条

（
退
 
 
職
）
 

（
中

略
）
 

   3
．

第
5
14

条
に

定
め

る
休

職
期

間
が

満
了

し
、

な
お

休
職

事
由

が
消

滅
し

な
い

と
き
 
 

（
以

下
略

）
 

・
条

数
変

更
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5 

お
、

あ
ら

か
じ

め
申

請
さ

れ
て

い
る

休
暇

は
除

く
。

)
 

但
し

、
欠

勤
に

つ
い

て
、

正
当

な
理

由
が

あ
る

場
合

は
除

く
。
 

第
５
１
９

条
（

依
願

退
職
）
 

第
５
２
０
条

（
依
願

退
職

）
 

・
条

数
変

更
 

第
５

節
 

解
 

雇
 

第
５
節

 
解

 
雇
 

 
第

５
２
０

条
（

解
  
雇
）
 

第
５
２
１
条

（
解
 
 
雇
）
 

・
条

数
変

更
 

第
６
章

 
労

働
条
件
 

第
６

章
 

労
働
条

件
 

 

第
１
節

 
就

業
時
間
 

第
１

節
 

就
業
時

間
 

 
第

６
０
９
条
（

育
児
・
介
護

に
関

す
る

時
間
外

及
び

深
夜

業
の

制
限
）
 

会
社

は
、

小
学

校
就

学
未

満
の

子
を

養
育

す
る

も
の

が
当

該
子

を
養

育
す

る
た

め
に

申
請

し
た

場
合

に
は

、
時

間
外

勤
務

及
び

午
後

10
時

か
ら

午
前

5
時

ま
で

の
間

に
労

働
さ

せ
な

い
。

ま
た

、
家

族
的

責
任

を
有

す
る

者
の

制
限

に
つ

い
て

は
、「

時
間

外
・

休
日

勤
務

に
関

す
る

規
程

」
に

よ
る

。
 

②
要

介
護

状
態

に
あ

る
家

族
を

介
護

す
る

者
が

、
当

該
家

族
を

介
護

す
る

た
め

に
申

請
し

た
場

合
に

は
、
1

ヵ
月

に
つ

い
て

15

時
間

、
1

年
に

つ
い

て
1
5
0

時
間

を
越

え
る

時
間

外
労

働
及

び
午

後
1
0

時
か

ら
午

前
5

時
ま

で
の

間
に

労
働

さ
せ

な
い

。
 

第
６

０
９

条
(
育

児
･
介
護

に
関
す

る
時
間

外
勤

務
及
び
休

日
勤
務

並
び

に
深
夜

業
の

制
限
) 

会
社

は
、

育
児

及
び

介
護

の
家

族
的

責
任

を
有

す
る

者
の

時
間

外
勤

務
及

び
休

日
勤

務
並

び
に

深
夜

業
を

制
限

す
る

。制
限

の
範

囲
は「

時
間

外・
休

日
勤

務
に

関
す

る
規

程
」

に
よ

る
。
 

 

・表
記

の
修

正（
詳

細
は

付
属

諸
規

程
に

よ
る

形
式

に
変

更
）
 

（
新

設
）
 

第
６
１

０
条

（
更
衣

時
間

等
）
 

会
社

が
制

服
等

の
着

用
及

び
会

社
の

施
設

内
で

の
更

衣
を

指
示

し
て

い
る

場
合

の
当

該
更

衣
時

間
及

び
更

衣
場

所
と

業
務

を
行

う
場

所
等

の
間

の
移

動
時

間
は

、
第

6
01

条
に

定
め

る
労

働
時

間
に

含
ま

れ
る

も
の

と
す

る
。

 

・
更

衣
時

間
と

移
動

時
間

の
労

働
時

間
化

対
応

 

第
２

節
 
  
休

日
・

休
暇
 

第
２
節

  
 
休
日

・
休

暇
 

 
第

６
１
０

条
（

休
 日

）
 

第
６
１
１
条

（
休
 
日
）
 

・
条

数
変

更
 

第
６

１
１
条

（
年

次
有

給
休

暇
）
 

会
社

は
エ

ル
ダ

ー
社

員
に

対
し

、
社

員
、

プ
ロ

ス
タ

ッ
フ

社
員

及
び

エ
ル

ダ
ー

社
員

と
し

て
の

通
算

勤
続

年
数

と
、

週
契

約
日

数
に

基
づ

き
、

１
年

間
に

次
の

有
給

休
暇

を
与

え
る

。
 

そ
の

際
の

通
算

勤
続

年
数

の
算

定
は

、
毎

年
4

月
1

日
を

も
っ

て
基

準
と

す
る

。
 

な
お

、
年

度
途

中
の

再
雇

用
に

お
け

る
初

回
契

約
時

の
年

次
有

給
休

暇
は

、
社

員
、

プ
ロ

ス
タ

ッ
フ

社
員

の
定

年
時

等
に

保
有

し
て

い
た

日
数

を
継

続
す

る
も

の
と

し
、

契
約

に
際

し
改

め
て

付
与

し
な

い
。
 

＜
エ

ル
ダ

ー
社

員
Ⅰ

・
Ⅱ

＞
 

 
 
 
 
  
  
 
 
  
  
 
 
  
 
 
勤
続
年
数

週
契
約

日
数
･
時
間
 

週
5
日
か

つ
週

35
時
間

契
約
 

週
5
日
又
は
週

30
時
間
以
上

35
時
間

未
満
契
約
 

週
4
日
か
つ
週

3
0
時
間
未

満
契
約
 

週
3
日
 

週
2
日
 

＜
エ

ル
ダ

ー
社

員
Ⅲ

＞
 

勤
続
年

数
 

1
年
超

2
年
 

2
年
超

日
数
 

1
3
日
 

1
5

 ②
前

項
は

、
前

年
度

に
お

い
て

全
労

働
日

の
8

割
以

上
出

勤
し

た
者

に
適

用
し

、
8

割
未

満
の

出
勤

者
に

つ
い

て
は

、
区

分
に

応
じ

て
、

以
下

の
有

給
休

暇
を

付
与

す
る

。
 
 

＜
エ

ル
ダ

ー
社

員
Ⅰ

・
Ⅱ

＞
 

週
契
約
日

数
・
時

間
 

前
年
度
の

年
次
有

給
休
暇

保
有
日
数

週
5
日
又
は
週

3
0
時

間
以
上

契
約
 

第
６
１
２
条
(
年
次
有

給
休

暇
) 

会
社

は
、エ

ル
ダ

ー
社

員
に

対
し

て
、勤

続
年

数
及

び
週

所
定

労
働

日
数

ま
た

は
１

ヵ
月

を
平

均
し

た
週

所
定

労
働

日
数

に
応

じ
、1

年
間

に
次

の
基

準
に

よ
り

年
次

有
給

休
暇

を
与

え
る

。但
し

、年
度

途
中

の
再

雇
用

時
に

は
、年

次
有

給
休

暇
は

付
与

し
な

い
。

な
お

、勤
続

年
数

の
算

定
は

、毎
年

4
月

1
日

を
も

っ
て

基
準

と
し

、従
前

の
社

員
ま

た
は

プ
ロ

ス
タ

ッ
フ

社
員

の
勤

続
年

数
を

通
算

す
る

。
 

ま
た

、
毎

年
4

月
1

日
時

点
で

、介
護

・
介

護
準

備
勤

務
規

程
第

７
条

ま
た

は
短

時
間

勤
務

規
程

第
8

条
に

定
め

る
所

定
労

働
日

数
の

低
減

に
よ

り
勤

務
時

間
の

短
縮

を
実

施
し

て
い

る
場

合
、

エ
ル

ダ
ー

社
員

Ⅰ
・

Ⅱ
の

週
契

約
日

数
・

時
間

は
｢週

4
日

か
つ

週
3
0

時
間

未
満

契
約

｣を
、

エ
ル

ダ
ー

社
員

Ⅲ
の

１
ヵ

月
を

平
均

し
た

週
所

定
労

働
日

数
に

つ
い

て
は

｢週
4

日
｣を

そ
れ

ぞ
れ

適
用

す
る

。
 

＜
エ

ル
ダ

ー
社

員
Ⅰ

・
Ⅱ

＞
 

（
表

略
）
 

＜
エ

ル
ダ

ー
社

員
Ⅲ

・
Ⅳ

・
Ⅴ

＞
 

 
（

削
除

）
 

     

・
条

数
変

更
 

・
短

時
間

勤
務

制
度

へ
の

対
応
 

（
内

容
は

グ
ル

ー
プ

共
通

の
表

現
）
 

・
表

記
の

変
更
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6 

週
4
日
か
つ
週

3
0
時

間
未
満

契
約
 

4
日
未
満
 

4
日

－
有
給

休
暇
保

有
日
数
 

週
3
日
 

2
日
未
満
 

2
日

－
有
給

休
暇
保

有
日
数
 

週
2
日
 

0
日
 

1
日
 

＜
エ

ル
ダ

ー
社

員
Ⅲ

＞
 

第
1

項
の

休
暇

は
、

前
年

度
に

お
い

て
全

労
働

日
の

8
割

以
上

出
勤

し
た

者
に

適
用

し
、
8

割
未

満
出

勤
者

に
つ

い
て

は
、

基
準

日
に

お
け

る
前

年
度

に
付

与
さ

れ
た

有
給

休
暇

の
保

有
日

数
と

合
わ

せ
て

6
日

に
な

る
ま

で
の

日
数

を
付

与
す

る
。
 

③
年

次
有

給
休

暇
の

有
効

期
限

は
2

ヶ
年

と
す

る
。

な
お

、
失

効
し

た
年

次
有

給
休

暇
に

つ
い

て
は

ス
ト

ッ
ク

有
給

休
暇

と
し

、
そ

の
取

扱
い

は
「

ス
ト

ッ
ク

有
給

休
暇

規
程

」
に

よ
る

。
但

し
、

失
効

し
た

年
次

有
給

休
暇

の
う

ち
、

１
労

働
日

未
満

の
も

の
に

つ
い

て
は

、
ス

ト
ッ

ク
有

給
休

暇
に

は
移

行
し

な
い

。
 

④
第

1
項

の
休

暇
は

、
前

年
度

に
お

い
て

全
労

働
日

の
8

割
以

上
出

勤
し

た
者

に
適

用
し

、
8

割
未

満
出

勤
者

に
つ

い
て

は
、

基
準

日
に

お
け

る
前

年
度

に
付

与
さ

れ
た

有
給

休
暇

の
保

有
日

数
と

合
わ

せ
て

6
日

に
な

る
ま

で
の

日
数

を
付

与
す

る
。
 

⑤
1．

年
次

有
給

休
暇

は
、原

則
と

し
て

１
労

働
日

を
単

位
と

し
て

与
え

る
が

、
各

人
が

保
有

す
る

年
次

有
給

休
暇

の
う

ち
5

日
（
10

回
）

を
限

度
と

し
て

、
半

日
を

単
位

と
し

て
分

割
し

て
請

求
す

る
こ

と
が

で
き

る
。
 

 
2．

前
号

に
お

け
る

半
日

と
は

、各
人

各
労

働
日

の
所

定
労

働
時

間
（
10

分
未

満
は

切
り

捨
て

）
の

2
分

の
１

と
し

、
当

該
労

働
日

の
始

業
時

間
を

起
点

、
あ

る
い

は
終

業
時

間
を

終
点

と
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

3
．半

日
有

給
休

暇
の

取
得

日
に

は
、原

則
と

し
て

時
間

外
勤

務
を

さ
せ

な
い

。
 

4
．半

日
有

給
休

暇
の

取
得

日
に

は
、原

則
と

し
て

休
憩

は
与

え
な

い
。
 

但
し

、
や

む
を

得
な

い
事

由
に

よ
り

時
間

外
勤

務
を

実
施

し
、

労
働

時
間

が
6

時
間

を
超

え
た

場
合

に
は

45
分

、8
時

間
を

超
え

た
 

場
合

に
は

6
0

分
の

休
憩

を
与

え
る

。
 

⑥
年

次
有

給
休

暇
の

請
求

は
原

則
と

し
て

2
日

前
ま

で
に

直
属

の
上

⻑
に

行
う

も
の

と
す

る
。

な
お

、
会

社
は

、
事

業
の

正
常

な
運

営
を

妨
げ

る
場

合
は

、
そ

の
時

季
を

変
更

す
る

こ
と

が
あ

る
。
 

⑦
前

項
に

基
づ

き
請

求
さ

れ
た

年
次

有
給

休
暇

に
つ

い
て

、
社

員
が

事
前

に
撤

回
を

申
し

出
た

場
合

に
、

会
社

は
撤

回
を

認
め

る
。

会
社

は
年

次
有

給
休

暇
の

う
ち

5
日

を
越

え
る

日
数

に
つ

い
て

、
計

画
的

に
付

与
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

な
お

、
年

次
有

給
休

暇
の

計
画

的
付

与
に

関
す

る
細

部
に

つ
い

て
は

、
組

合
と

協
議

の
上

別
に

定
め

る
。
 

 ⑧
年

次
有

給
休

暇
は

原
則

と
し

て
エ

ル
ダ

ー
社

員
が

自
ら

計
画

的
に

時
季

指
定

し
取

得
す

る
も

の
と

す
る

。
 

但
し

、年
次

有
給

休
暇

の
付

与
日

数
が

1
0

日
以

上
の

社
員

に
対

し
、

付
与

日
数

の
う

ち
の

5
日

に
つ

い
て

計
画

的
に

取
得

が
で

き
て

い
な

い
場

合
、会

社
が

年
度

内
に
 
時

季
を

定
め

て
取

得
さ

せ
る

も
の

と
す

る
。

そ
の

際
に

、
会

社
は

、
取

得
の

時
季

に
関

         ②
年

次
有

給
休

暇
の

有
効

期
限

は
2

ヵ
年

と
す

る
。
 

な
お

、失
効

し
た

年
次

有
給

休
暇

に
つ

い
て

は
ス

ト
ッ

ク
有

給
休

暇
と

し
、そ

の
取

扱
い

は「
ス

ト
ッ

ク
有

給
休

暇
規

程
」

に
よ

る
。但

し
、失

効
し

た
年

次
有

給
休

暇
の

う
ち

、１
労

働
日

未
満

の
も

の
に

つ
い

て
は

、ス
ト

ッ
ク

有
給

休
暇

に
は

移
行

し
な

い
。
 

③
第

1
項

は
、

前
年

度
に

お
い

て
全

労
働

日
の

8
割

以
上

出
勤

し
た

者
に

適
用

し
、
8

割
未

満
出

勤
者

に
つ

い
て

は
、

区
分

に
応

じ
て

、
以

下
の

有
給

休
暇

を
付

与
す

る
。

 

（
以

下
略

）
 

④
年

次
有

給
休

暇
は

、原
則

と
し

て
１

労
働

日
を

単
位

と
し

て
与

え
る

が
、各

人
が

保
有

す
る

年
次

有
給

休
暇

の
う

ち
５

日（
10

回
）を

限
度

と
し

て
、半

日
を

単
位

と
し

て
分

割
し

て
請

求
す

る
こ

と
が

で
き

る
。
 

             ⑤
年

次
有

給
休

暇
の

請
求

は
原

則
と

し
て

2
日

前
ま

で
に

直
属

の
上

⻑
に

行
う

も
の

と
す

る
。
 

（
以

下
略

）
 

 ⑥
前

項
に

基
づ

き
請

求
さ

れ
た

年
次

有
給

休
暇

に
つ

い
て

、
社

員
が

事
前

に
撤

回
を

申
し

出
た

場
合

に
、会

社
は

撤
回

を
認

め
る

。
 

⑦
会

社
は

年
次

有
給

休
暇

の
う

ち
5

日
を

越
え

る
日

数
に

つ
い

て
、計

画
的

に
付

与
す

る
こ

と
が

で
き

る
。年

次
有

給
休

暇
の

計
画

的
付

与
に

関
す

る
細

部
に

つ
い

て
は

、組
合

と
協

議
の

上
別

に
定

め
る

。
 

⑧
年

次
有

給
休

暇
は

原
則

と
し

て
エ

ル
ダ

ー
社

員
が

自
ら

計
画

的
に

時
季

指
定

し
取

得
す

る
も

の
と

す
る

。
 

（
以

下
略

）
 

     ⑨
年

次
有

給
休

暇
の

取
得

の
計

画
に

関
し

て
は

、エ
ル

ダ
ー
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し
て

は
社

員
の

意
見

を
聴

い
た

上
で

、
そ

の
意

見
を

尊
重

す
る

よ
う

努
め

る
も

の
と

す
る

。
 

⑨
年

次
有

給
休

暇
の

取
得

の
計

画
に

関
し

て
は

、「
連

続
休

暇
規

定
程

」
に

よ
る

。
 

社
員

Ⅰ
・

Ⅱ
に

つ
い

て
は

、取
得

計
画

表
等

を
用

い
て

期
初

に
計

画
を

立
案

し
、期

中
に

も
確

認
を

行
う

も
の

と
し

、エ
ル

ダ
ー

社
員

Ⅲ
に

つ
い

て
は

、「
連

続
休

暇
規

定
程

」
に

よ
る

も
の

と
す

る
。
 

第
６
１
２

条
（

欠
勤

）
 

エ
ル

ダ
ー

社
員

は
、

欠
勤

し
よ

う
と

す
る

と
き

は
、

あ
ら

か
じ

め
予

定
日

数
と

理
由

を
会

社
に

届
出

て
許

可
を

得
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

や
む

を
得

な
い

事
由

で
事

前
に

届
け

出
る

こ
と

が
で

き
な

い
場

合
に

は
、

そ
の

後
す

み
や

か
に

届
出

て
承

認
を

得
る

も
の

と
す

る
。
 

②
病

気
欠

勤
の

場
合

は
、

医
師

の
診

断
書

を
、
1

週
間

以
内

に
会

社
に

提
出

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。
 

③
前

項
に

関
わ

ら
ず

会
社

が
必

要
と

認
め

る
と

き
は

、
産

業
医

又
は

会
社

指
定

医
師

へ
の

受
診

を
求

め
る

こ
と

が
あ

る
。
 

④
第

5
13

条
第

1
号

に
よ

る
欠

勤
終

了
後

（
病

気
欠

勤
に

引
続

き
同

一
事

由
で

連
続

休
暇

又
は

年
次

有
給

休
暇

を
実

施
す

る
場

合
は

、
そ

れ
ぞ

れ
の

休
暇

終
了

後
）

満
6

ヵ
月

以
内

に
同

一
事

由
で

再
び

欠
勤

す
る

に
至

っ
た

と
き

は
、

そ
の

欠
勤

期
間

を
通

算
す

る
（

な
お

、
当

該
欠

勤
が

社
員

ま
た

は
メ

イ
ト

社
員

の
期

間
か

ら
引

き
続

い
た

場
合

に
も

、
そ

の
期

間
を

通
算

し
て

取
扱

う
）。

 

⑤
病

気
欠

勤
が

1
ヵ

月
を

超
え

て
そ

の
事

由
が

消
滅

し
た

者
は

、
医

師
に

よ
る

復
職

許
可

の
診

断
書

を
会

社
に

提
出

し
た

上
で

、
産

業
医

又
は

会
社

指
定

医
師

の
承

認
に

よ
る

出
勤

許
可

日
を

も
っ

て
就

業
す

る
も

の
と

す
る

。
そ

れ
以

前
は

欠
勤

期
間

と
し

て
通

算
す

る
（

な
お

、
当

該
欠

勤
が

社
員

ま
た

は
メ

イ
ト

社
員

の
期

間
か

ら
引

き
続

い
た

場
合

に
も

、
そ

の
期

間
を

通
算

し
て

取
扱

う
）。

 

第
６
１
３
条

（
欠
勤

）
 

 
エ

ル
ダ

ー
社

員
は

、欠
勤

し
よ

う
と

す
る

と
き

は
、あ

ら
か

じ
め

予
定

日
数

と
理

由
を

会
社

に
届

出
て

許
可

を
得

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
や

む
を

得
な

い
事

由
で

事
前

に
届

け
出

る
こ

と
が

で
き

な
い

場
合

に
は

、
そ

の
後

す
み

や
か

に
届

出
て

承
認

を
得

る
も

の
と

す
る

。
 

②
病

気
欠

勤
の

場
合

は
、

医
師

の
診

断
書

を
、
1

週
間

以
内

に
会

社
に

提
出

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。
 

③
前

項
に

関
わ

ら
ず

会
社

が
必

要
と

認
め

る
と

き
は

、
産

業
医

又
は

会
社

指
定

医
師

へ
の

受
診

を
求

め
る

こ
と

が
あ

る
。
 

④
第

5
13

条
第

1
号

に
よ

る
欠

勤
終

了
後

（
病

気
欠

勤
に

引
続

き
同

一
事

由
で

連
続

休
暇

又
は

年
次

有
給

休
暇

を
実

施
す

る
場

合
は

、そ
れ

ぞ
れ

の
休

暇
終

了
後

）満
6

ヵ
月

以
内

に
同

一
事

由
で

再
び

欠
勤

す
る

に
至

っ
た

と
き

は
、

そ
の

欠
勤

期
間

を
通

算
す

る（
な

お
、当

該
欠

勤
が

社
員

ま
た

は
プ

ロ
ス

タ
ッ

フ
社

員
の

期
間

か
ら

引
き

続
い

た
場

合
に

も
、

そ
の

期
間

を
通

算
し

て
取

扱
う

）。
 

⑤
病

気
欠

勤
が

1
ヵ

月
を

超
え

て
そ

の
事

由
が

消
滅

し
た

者
は

、
医

師
に

よ
る

復
職

許
可

の
診

断
書

を
会

社
に

提
出

し
た

上
で

、
産

業
医

又
は

会
社

指
定

医
師

の
承

認
に

よ
る

出
勤

許
可

日
を

も
っ

て
就

業
す

る
も

の
と

す
る

。
そ

れ
以

前
は

欠
勤

期
間

と
し

て
通

算
す

る（
な

お
、当

該
欠

勤
が

社
員

ま
た

は
プ

ロ
ス

タ
ッ

フ
社

員
の

期
間

か
ら

引
き

続
い

た
場

合
に

も
、

そ
の

期
間

を
通

算
し

て
取

扱
う

）。
 

・
条

数
変

更
 

・
実

態
に

併
せ

て
修

正
 

第
６
１
３

条
（

生
理

休
暇
）
 

第
６
１
４
条

（
生
理

休
暇

）
 

・
条

数
変

更
 

第
６
１
４

条
（

産
前
･
産

後
休

暇
）
 

第
６
１
５
条

（
産
前
･
産

後
休
暇

）
 

・
条

数
変

更
 

第
６
１
５

条
（

子
の

看
護
の

た
め

の
休

暇
）
 

第
６
１
６
条

（
子
の

看
護

の
た

め
の

休
暇
）
 

・
条

数
変

更
 

第
６
１
６

条
（

家
族

の
介
護

の
た

め
の

休
暇
）

 
第

６
１
７
条

（
家
族

の
介

護
の

た
め

の
休
暇
）

 
・

条
数

変
更
 

第
６
１
７

条
（

慶
弔

災
害
休

暇
）
 

会
社

は
、

本
人

の
請

求
に

よ
り

次
の

通
り

有
給

の
慶

弔
災

害
休

暇
を

暦
日

で
与

え
る

。
 

1.
 
結

婚
休

暇
 

（
1
）

本
人

が
結

婚
す

る
と

き
 

 
 

挙
式

日
、

入
籍

日
、

新
婚

旅
行

の
い

ず
れ

か
を

含
む

連
続
 
7

日
以

内
（

取
得

期
間

は
入

籍
日

よ
り

1
年

以
内

）
 

（
2
）

子
が

結
婚

す
る

と
き

 
 

 
 

挙
式

日
を

含
む

前
後

連
続
 
2

日
以

内
 

(3
) 

兄
弟

姉
妹
(
姻

族
を

含
ま

ず
)が

結
婚

す
る

と
き

 
 

 
 

 
 

挙
式

当
日
 

  
2.
 配

偶
者

出
産

休
暇

 
 
 
  

出
産

当
日

前
後
 連

続
2

日
以

内
 

3.
 
忌

引
休

暇
 

（
1
）

本
人

の
⽗

⺟
(
養

⽗
⺟

を
含

む
)
、

配
偶

者
､子

 

死
亡

日
、

通
夜

、
告

別
式

、
初

七
日

の
い

ず
れ

か
を

含
む

前
後

連
続

7
日

以
内
 

第
６
１
８
条
(
慶
弔

災
害

休
暇
)
 

会
社

は
、

本
人

の
請

求
に

よ
り

次
の

通
り

有
給

の
慶

弔
災

害
休

暇
を

暦
日

で
与

え
る

。
 

（
中

略
）
 

         （
削

除
）
 

 2
.
 忌

引
休

暇
 

（
中

略
）
 

   

・
条

数
変

更
 

 ・
配

偶
者

出
産

休
暇

の
育

児
休

業
の

特
例

（
有

給
5

日
）

へ
の

移
行
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(2
) 

配
偶

者
の

⽗
⺟
 

死
亡

日
、

通
夜

、
告

別
式

、
初

七
日

の
い

ず
れ

か
を

含
む

前
後

連
続

5
日
(
本

人
又

は
配

偶
者

が
喪

主
の

場
合

7
日
)以

内
 

 
（
3
）

本
人

の
祖

⽗
⺟

、
本

人
の

兄
弟

姉
妹

、
子

の
配

偶
者

、
孫

、
配

偶
者

の
祖

⽗
⺟

、
配

偶
者

の
兄

弟
姉

妹
。
 

死
亡

日
、

通
夜

、
告

別
式

、
初

七
日

の
い

ず
れ

か
を

含
む

前
後

連
続

3
日
(
本

人
又

は
配

偶
者

が
喪

主
の

場
合

５
日
)
以

内
 

（
4
）

本
人

の
伯

叔
⽗

⺟
、

本
人

の
甥

・
姪

、
本

人
の

兄
弟

姉
妹

の
配

偶
者

。
 

死
亡

日
、通

夜
、告

別
式

、初
七

日
の

い
ず

れ
か

1
日
(
本

人
又

は
配

偶
者

が
喪

主
の

場
合

３
日
)以

内
 

４
．

災
害

休
暇
 

（
1
）本

人
の

現
住

す
る

家
屋

が
全

半
焼

、全
半

壊
、流

失
等

の
災

害
を

受
け

た
場

合
。
 

 
 
 
世

帯
主

の
場

合
 
  
  
 
 
  
  
 連

続
7

日
以

内
 

 
世

帯
主

で
な

い
場

合
  
  
 
 
  

連
続

5
日

以
内
 

（
2
）本

人
の

現
住

す
る

家
屋

の
一

部
が

焼
失

、破
壊

又
は

床
上

浸
水

し
た

場
合

。
 

 
世

帯
主

の
場

合
 
 
 
 
  
  
  
  

連
続

5
日

以
内
 

 
世

帯
主

で
な

い
場

合
  
  
 
 
  

連
続

3
日

以
内
 

 (
3)

本
人

の
実

家
で

あ
る

家
屋

が
全

半
焼

、
全

半
壊

、
流

失
等

の
災

害
を

受
け

た
場

合
。
 

 
  

  
  
 
 
  
  
 
  

連
続

3
日

以
内
 

              3
.
 災

害
休

暇
 

（
以

下
略

）
 

第
６
１
８

条
（

手
 続

）
 

エ
ル

ダ
ー
社

員
は
、
第

6
13

条
か
ら
第

6
18

条
の
休
暇

を
利
用

し
よ

う
と
す

る
と
き

は
、
原
則
と

し
て
事

前
に
直

属
の
上

長
を

経
て

、
会
社

に
申
し

出
な
け

れ
ば
な

ら
な
い
。
 

第
６
１
９
条

（
手
 
続
）
 

エ
ル
ダ
ー

社
員
は

、
第

6
14

条
か
ら
第

6
19

条
の
休

暇
を

利
用

し
よ
う
と

す
る

と
き
は
、

原
則

と
し
て

事
前

に
直
属

の
上
長
を

経
て
、

会
社
に

申
し
出

な
け
れ

ば
な
ら

な
い
。
 

・
条

数
変

更
 

第
３
節
 
母
性
保
護
 

第
３
節
 

母
性
保

護
 

 
第

６
１
９

条
（

妊
娠

中
の
通

院
等

）
 

第
６
２
０
条

（
妊
娠

中
の

通
院

等
）
 

・
条

数
変

更
 

第
６
２
０

条
（

妊
娠

中
及
び

産
後

の
症

状
に

対
応
す
る

取
扱
）
 

第
６

２
１

条
（

妊
娠

中
及
び
産

後
の

症
状
に

対
応

す
る
取

扱
 

・
条

数
変

更
 

第
６
２
１

条
（

妊
産

婦
の
時

間
外

・
休

日
勤

務
制
限
）
 

第
６
２
２
条

（
妊
産

婦
の

時
間

外
・

休
日
勤

務
制

限
）
 

・
条

数
変

更
 

第
４
節
 
賃
 
金
 

第
４
節

 
賃

 
金
 

 
第

６
２
２

条
（

賃
 
金
）
 

第
６
２
３
条

（
賃
 

金
）
 

・
条

数
変

更
 

第
５
節
 
出
張
・
外
出
 

第
５
節
 

出
張

・
外

出
 

 
第

６
２
３

条
（

出
張

・
外
出

）
 

第
６
２
４
条

（
出
張

・
外

出
）
 

・
条

数
変

更
 

第
８
章
 
テ
レ
ワ
ー
ク
 

第
８
章
 

テ
レ

ワ
ー

ク
 

 
第

８
０
１

条
(
テ
レ
ワ

ー
ク

規
程
)
 

会
社

は
、

テ
レ

ワ
ー

ク
を

認
め

る
場

合
が

あ
る

。
取

り
扱

い
は

別
に

定
め

る
「

テ
レ

ワ
ー

ク
規

程
」

に
よ

る
。

 

第
８
０

１
条
(
テ
レ

ワ
ー

ク
規
程
)
 

 
会

社
は

、
テ

レ
ワ

ー
ク

を
認

め
る

場
合

が
あ

る
。

な
お

、
取

扱
い

は
社

員
労

働
協

約
「

テ
レ

ワ
ー

ク
規

程
」

に
よ

る
。 

・
社

員
労

働
協

約
を

適
用
 

第
１
１
章
 
福
利
厚
生
 

第
１
１
章

 
福

利
厚

生
 

 
第

１
１
０

１
条

（
福

利
厚
生

規
程

）
 

  
エ

ル
ダ

ー
社

員
の

財
政

形
成

等
の

福
利

厚
生

の
取

扱
い

は
、

別
に

定
め

る
「

福
利

厚
生

規
程

」
に

よ
る

。
 

第
１
１

０
１

条
（
福

利
厚

生
規

程
）
 

 
 
エ

ル
ダ

ー
社

員
の

財
政

形
成

等
の

福
利

厚
生

の
取

扱
い

は
、

社
員

労
働

協
約

「
福

利
厚

生
規

程
」

に
よ

る
。

 

・
社

員
労

働
協

約
を

適
用
 

第
１
４
章
 
効
 
力
 

第
１
４
章

 
効
 

力
 

 
第

１
４
０

４
条

（
有

効
期
間

）
 

本
協

約
の

有
効

期
間

は
、
2
0
21

年
4

月
1

日
か

ら
2
02
2

年
3

月
3
1

日
ま

で
と

す
る

。
 

第
１
４

０
４

条
（
有

効
期

間
）
 

本
協

約
の

有
効

期
間

は
、2

0
22

年
4

月
1

日
か

ら
2
0
23

年
3

月
31

日
ま

で
と

す
る

。
 

・
年

号
の

更
新
 

第
１
４
０

５
条

（
自

動
更
新

）
 

本
協

約
は

、
期

間
満

了
9
0

日
前

ま
で

に
い

ず
れ

か
一

方
よ

り
改

訂
更

新
の

申
し

出
が

な
い

場
合

は
、

さ
ら

に
1

年
間

有
効

と
す

る
が

、
2
0
23

年
3

月
31

日
を

超
え

る
こ

と
は

で
き

な
い

。
 

第
１
４

０
５

条
（
自

動
更

新
）
 

本
協

約
は

、
期

間
満

了
90

日
前

ま
で

に
い

ず
れ

か
一

方
よ

り
改

訂
更

新
の

申
し

出
が

な
い

場
合

は
、

さ
ら

に
1

年
間

有
効

と
す

る
が

、2
02
4

年
3

月
31

日
を

超
え

る
こ

と
は

で

・
年

号
の

更
新
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き
な

い
。
 

第
１
５

章
 

付
 
則
 

第
１

５
章

 
付
 

則
 

 

20
2
1

年
4

月
1

日
 

 株
式

会
社

 
三

越
伊

勢
丹

ビ
ジ

ネ
ス

・
サ

ポ
ー

ト
 

代
表

取
締

役
社

⻑
 
  

⻫
 

藤
 

 
昌

 
司

 
 

 三
越

伊
勢

丹
グ

ル
ー

プ
労

働
組

合
 
 

三
越

伊
勢

丹
ビ

ジ
ネ

ス
・

サ
ポ

ー
ト

支
部
 

支
部

執
行

委
員

⻑
 
  
 山

 
口

 
 

善
 

崇
 

2
0
22

年
4

月
1

日
 

 

・
年

号
の

更
新
 

６
）

エ
ル

ダー
社

員
Ⅵ

・Ⅶ
 

旧
条

文
 

新
条
文

 
摘

要
 

第
５

章
 
 
人
 
 
事
 

第
５
章

 
 人

  
事
 

 

第
１
節

 
 

人
 
事
 

第
１

節
 

 
人
 

事
 

 
第

５
０
６

条
（

雇
用

契
約
・

期
間

）
 

 
会

社
と

エ
ル

ダ
ー

社
員

は
、

雇
用

に
当

た
り

雇
用

契
約

書
を

取
交

す
る

。
 

②
雇

用
契

約
期

間
は

原
則

と
し

て
半

年
ご

と
に

9
月

3
0

日
・
3

月
31

日
ま

で
と

し
、

各
人

の
労

働
条

件
の

詳
細

は
個

別
の

雇
用

契
約

書
に

お
い

て
定

め
る

。
但

し
、

雇
用

契
約

期
間

中
で

あ
っ

て
も

会
社

は
本

規
程

の
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

、
期

間
途

中
の

解
約

が
で

き
、

ま
た

、
エ

ル
ダ

ー
社

員
本

人
も

本
規

程
の

定
め

に
よ

り
解

約
で

き
る

も
の

と
す

る
。
 

③
前

項
に

か
か

わ
ら

す
、

最
終

回
の

雇
用

契
約

期
間

は
、

満
67

歳
の

誕
生

日
の

属
す

る
月

の
末

日
の

前
日

ま
で

と
し

、
い

か
な

る
事

情
が

あ
っ

て
も

再
契

約
は

し
な

い
。
 

第
５
０
６
条

（
組
合

へ
の

通
告

）
 

 
会

社
は

、
エ

ル
ダ

ー
社

員
を

再
雇

用
後

又
は

再
契

約
後

、
速

や
か

に
氏

名
、生

年
月

日
、所

属
、勤

務
態

様
等

を
組

合
に

通
告

す
る

。
 

・
入

れ
替

え
 

第
５
０
７

条
（

再
契

約
）
 

会
社

は
、

エ
ル

ダ
ー

社
員

の
再

契
約

の
可

否
に

つ
き

、
本

人
の

能
力

、
適

性
、

勤
務

状
況

及
び

週
契

約
日

数
・

週
契

約
時

間
等

に
よ

り
決

定
す

る
。
 

②
会

社
は

、
前

項
の

決
定

に
つ

い
て

雇
用

契
約

期
間

満
了

日
の

30
日

前
ま

で
に

、本
人

に
対

し
て

再
契

約
の

意
思

の
有

無
を

明
ら

か
に

し
、

再
契

約
を

す
る

場
合

は
併

せ
て

新
た

な
労

働
条

件
を

提
示

す
る

。
 

③
エ

ル
ダ

ー
社

員
は

、
前

項
の

新
た

な
労

働
条

件
に

つ
い

て
、

会
社

と
協

議
し

、
合

意
す

る
こ

と
に

よ
り

再
契

約
を

す
る

。
 

④
再

契
約

の
意

思
の

明
示

後
、

病
気

欠
勤

等
に

よ
り

雇
用

契
約

期
間

満
了

日
ま

で
の

間
の

業
務

に
著

し
く

支
障

を
き

た
し

た
場

合
に

は
、

会
社

は
再

契
約

を
行

わ
な

い
場

合
が

あ
る

。
 

⑤
会

社
は

、
再

契
約

の
意

思
の

有
無

に
つ

き
事

前
に

組
合

へ
説

明
し

通
告

す
る

。
 

第
５
０
７
条

（
雇
用

契
約

・
期

間
）
 

 
会

社
と

エ
ル

ダ
ー

社
員

は
、

雇
用

に
当

た
り

雇
用

契
約

書
を

取
交

す
る

。
 

②
雇

用
契

約
期

間
は

原
則

と
し

て
半

年
ご

と
に

9
月

3
0

日
・
3

月
3
1

日
ま

で
と

し
、

各
人

の
労

働
条

件
の

詳
細

は
個

別
の

雇
用

契
約

書
に

お
い

て
定

め
る

。但
し

、雇
用

契
約

期
間

中
で

あ
っ

て
も

会
社

は
本

規
程

の
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

、期
間

途
中

の
解

約
が

で
き

、ま
た

、エ
ル

ダ
ー

社
員

本
人

も
本

規
程

の
定

め
に

よ
り

解
約

で
き

る
も

の
と

す
る

。
 

③
前

項
に

か
か

わ
ら

す
、最

終
回

の
雇

用
契

約
期

間
は

、満
6
7

歳
の

誕
生

日
の

属
す

る
月

の
末

日
の

前
日

ま
で

と
し

、
い

か
な

る
事

情
が

あ
っ

て
も

再
契

約
は

し
な

い
。
 

・
入

れ
替

え
 

第
５
０
８

条
（

組
合

へ
の
通

告
）
 

 
会

社
は

、
エ

ル
ダ

ー
社

員
を

再
雇

用
後

又
は

再
契

約
後

、
速

や
か

に
氏

名
、

生
年

月
日

、
所

属
、

勤
務

態
様

等
を

組
合

に
通

告
す

る
。
 

第
５
０
８
条

（
再
契

約
）
 

会
社

は
、エ

ル
ダ

ー
社

員
の

再
契

約
の

可
否

に
つ

き
、本

人
の

能
力

、適
性

、勤
務

状
況

及
び

週
契

約
日

数
・

週
契

約
時

間
等

に
よ

り
決

定
す

る
。
 

②
会

社
は

、
前

項
の

決
定

に
つ

い
て

雇
用

契
約

期
間

満
了

日
の

3
0

日
前

ま
で

に
、

本
人

に
対

し
て

再
契

約
の

意
思

の
有

無
を

明
ら

か
に

し
、

再
契

約
を

す
る

場
合

は
併

せ
て

新
た

な
労

働
条

件
を

提
示

す
る

。
 

・
入

れ
替

え
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③
エ

ル
ダ

ー
社

員
は

、
前

項
の

新
た

な
労

働
条

件
に

つ
い

て
、会

社
と

協
議

し
、合

意
す

る
こ

と
に

よ
り

再
契

約
を

す
る

。
 

④
再

契
約

の
意

思
の

明
示

後
、

病
気

欠
勤

等
に

よ
り

雇
用

契
約

期
間

満
了

日
ま

で
の

間
の

業
務

に
著

し
く

支
障

を
き

た
し

た
場

合
に

は
、

会
社

は
再

契
約

を
行

わ
な

い
場

合
が

あ
る

。
 

⑤
会

社
は

、
再

契
約

の
意

思
の

有
無

に
つ

き
事

前
に

組
合

へ
説

明
し

通
告

す
る

。
 

第
５
１
０

条
（

出
 
向
）
 

会
社

は
、

事
業

の
都

合
に

よ
り

エ
ル

ダ
ー

社
員

を
会

社
外

の
職

務
に

従
事

さ
せ

る
こ

と
が

あ
る

。
そ

の
際

、
会

社
は

本
人

の
事

情
を

十
分

斟
酌

す
る

。
但

し
、

こ
の

場
合

、
社

員
は

正
当

な
理

由
が

な
け

れ
ば

こ
れ

を
拒

む
こ

と
は

出
来

な
い

。
な

お
、

労
働

条
件

等
は

、
労

働
協

約
「

国
内

出
向

規
程

」
に

よ
る

。
 

第
５
１

０
条

（
出
 

向
）
 

会
社

は
、

事
業

の
都

合
に

よ
り

エ
ル

ダ
ー

社
員

を
会

社
外

の
職

務
に

従
事

さ
せ

る
こ

と
が

あ
る

。そ
の

際
、会

社
は

本
人

の
事

情
を

十
分

斟
酌

す
る

。但
し

、こ
の

場
合

、社
員

は
正

当
な

理
由

が
な

け
れ

ば
こ

れ
を

拒
む

こ
と

は
出

来
な

い
。

な
お

、
詳

細
は

、
そ

の
都

度
会

社
・

組
合

協
議

の
上

決
定

す
る

。
 

・
運

用
実

態
に

併
せ

て
修

正
 

第
５
１
３

条
(
育
児
・

介
護

勤
務
)
 

会
社

は
、

育
児

な
ら

び
に

家
族

の
介

護
と

仕
事

と
の

両
立

を
援

助
す

る
こ

と
を

目
的

と
し

て
エ

ル
ダ

ー
社

員
が

請
求

し
た

場
合

、
一

定
期

間
内

に
お

い
て

、
勤

務
時

間
を

短
縮

す
る

こ
と

が
あ

る
。
 

そ
の

取
扱

い
は

、
別

に
定

め
る

「
育

児
勤

務
規

程
」

及
び

「
介

護
・

介
護

準
備

勤
務

規
程

」
に

よ
る

。
 

第
５
１

３
条
(
育
児

・
介

護
勤
務
)
 

会
社

は
、

育
児

な
ら

び
に

家
族

の
介

護
と

仕
事

と
の

両
立

を
援

助
す

る
こ

と
を

目
的

と
し

て
エ

ル
ダ

ー
社

員
が

請
求

し
た

場
合

、一
定

期
間

内
に

お
い

て
、勤

務
時

間
を

短
縮

す
る

こ
と

が
あ

る
。
 

そ
の

取
扱

い
は

、別
に

定
め

る「
育

児
勤

務
規

程
」及

び「
介

護
・

介
護

準
備

勤
務

規
程

」
に

よ
る

。
 

・
表

現
を

修
正

 

（
新
設
）
 

第
５
１

４
条

（
短
時

間
勤

務
）
 

会
社

は
、

個
人

の
生

活
上

の
事

情
と

仕
事

と
の

両
立

を
目

的
と

し
て

エ
ル

ダ
ー

社
員

が
請

求
し

た
場

合
、

一
定

期
間

内
に

お
い

て
、

勤
務

時
間

を
短

縮
す

る
こ

と
が

あ
る

。
 

そ
の

取
扱

い
は

、別
に

定
め

る「
短

時
間

勤
務

規
程

」に
よ

る
。
 

・
短

時
間

勤
務

制
度

導
入

へ
の

対
応

 

第
２
節
 
休
 
職
 

第
２
節

 
休

 
職
 

 
第

５
１
４

条
（

休
 
職
）
 

 
会

社
は

、
エ

ル
ダ

ー
社

員
Ⅵ

・
Ⅶ

が
次

の
各

号
の

一
つ

に
該

当
す

る
と

き
は

休
職

と
す

る
。
 

1.
(1
) 

業
務

外
の

傷
病

に
よ

る
場

合
で

、
欠

勤
が

引
続

き
満

6

ヵ
月

に
及

ん
で

7
ヵ

月
目

に
入

っ
た

と
き

は
、

休
職

と
し

、
期

間
は

2
年

と
す

る
（

な
お

、
当

該
欠

勤
が

エ
ル

ダ
ー

社
員

Ⅰ
・

Ⅱ
・

Ⅲ
の

期
間

か
ら

引
き

続
い

た
場

合
に

も
、

そ
の

期
間

を
通

算
し

て
取

扱
う

）。
 

(2
) 

(
1)

の
復

職
後

、
満

1
年

以
内

に
同

一
事

由
で

再
び

暦
日

で
1

週
間

を
超

え
て

欠
勤

す
る

に
至

っ
た

と
き

は
、休

職
と

し
、

再
び

欠
勤

に
至

っ
た

日
に

さ
か

の
ぼ

っ
て

、
そ

の
休

職
期

間
を

通
算

す
る

（
な

お
、

当
該

復
職

が
エ

ル
ダ

ー
社

員
Ⅰ

・
Ⅱ

・
Ⅲ

の
期

間
で

あ
っ

た
場

合
、

及
び

当
該

欠
勤

が
エ

ル
ダ

ー
社

員
Ⅰ

・
Ⅱ

・
Ⅲ

の
期

間
か

ら
引

き
続

い
た

場
合

に
も

、
そ

の
休

職
期

間
を

通
算

す
る

）。
 

但
し

、
休

職
の

残
余

期
間

が
1

週
間

未
満

で
休

職
と

な
っ

た
場

合
は

、
当

該
欠

勤
が

暦
日

で
8

日
に

到
達

し
た

日
を

休
職

満
了

日
と

す
る

（
な

お
、

あ
ら

か
じ

め
申

請
さ

れ
て

い
る

休
暇

は
除

く
)
。
(
3)
 (
1)

の
場

合
で

産
業

医
が

必
要

と
認

め
た

と
き

は
、

会
社

・
組

合
協

議
の

上
作

業
療

法
を

行
わ

せ
る

こ
と

が
で

き

第
５
１
５
条

（
休
 

職
）
 

 
・

条
数

変
更

 
・引

用
条

数
の

修
正

、出
生

時
育

児
休

業
を

対
象

か
ら

除
外
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る
。
 

2．
会

社
の

事
業

の
都

合
に

よ
り

、会
社

外
の

職
務

に
従

事
さ

せ
る

と
き

。
 

3．
公

職
に

就
任

し
た

と
き

で
、会

社
が

承
認

し
た

と
き

、そ
の

期
間

。
 

4．
育

児
の

た
め

休
業

を
申

し
出

た
と

き
。こ

の
場

合
は

、別
に

定
め

る
「

育
児

休
業

規
程

」
に

よ
り

取
扱

う
。
 

5．
家

族
の

介
護

の
た

め
に

休
業

を
申

し
出

た
と

き
。こ

の
場

合
は

、
別

に
定

め
る

「
介

護
・

介
護

準
備

休
業

規
程

」
に

よ
り

取
扱

う
。
 

6．
そ

の
他

、
会

社
が

定
め

た
事

由
に

よ
る

連
続

欠
勤

が
3
0

日
に

及
ん

だ
と

き
は

休
職

と
し

、
当

該
休

職
が

3
カ

月
に

到
達

し
た

日
を

休
職

満
了

日
と

す
る

。（
な

お
、当

該
欠

勤
ま

た
は

休
職

が
エ

ル
ダ

ー
社

員
Ⅰ

・
Ⅱ

・
Ⅲ

の
期

間
か

ら
引

き
続

い
た

場
合

に
も

、
そ

の
期

間
を

通
算

し
て

取
扱

う
）。

 

但
し

、
在

職
期

間
中

、
同

一
事

由
に

よ
る

も
の

は
1

回
の

み
と

す
る

。
 

第
５
１
５

条
(
報
告
義

務
) 

第
５
１
６
条
(
報
告

義
務
)
 

・
条

数
変

更
 

第
５
１
６

条
（

休
職

期
間
の

取
扱

）
 

第
５
１
７
条

（
休
職

期
間

の
取

扱
）
 

・
条

数
変

更
 

第
５
１
７

条
（

復
  
職
）
 

休
職

事
由（

第
5
14

条
第

2
号

を
除

く
）が

消
滅

し
た

と
き

は
、

直
ち

に
会

社
に

届
出

る
。
 

②
第

5
14

条
第

1
号

に
つ

い
て

は
、

勤
務

に
支

障
の

な
い

旨
の

医
師

の
診

断
書

に
基

づ
き

、
産

業
医

の
承

認
に

よ
る

出
勤

許
可

日
を

も
っ

て
就

業
さ

せ
る

。
そ

れ
以

前
は

欠
勤

期
間

と
し

て
通

算
す

る
。
 

③
前

項
の

診
断

書
の

提
出

に
際

し
て

、
会

社
が

診
断

書
を

作
成

し
た

医
師

に
対

す
る

情
報

提
供

を
求

め
る

こ
と

が
あ

る
。

こ
の

場
合

エ
ル

ダ
ー

社
員

は
そ

の
実

現
に

協
力

す
る

も
の

と
す

る
。
 

第
５
１
８
条

（
復
 
 
職
）
 

休
職

事
由

（
第

5
14

条
第

2
号

を
除

く
）

が
消

滅
し

た
と

き
は

、
直

ち
に

会
社

に
届

出
る

。
 

②
第

5
15

条
第

1
号

に
つ

い
て

は
、

勤
務

に
支

障
の

な
い

旨
の

医
師

の
診

断
書

に
基

づ
き

、
産

業
医

の
承

認
に

よ
る

出
勤

許
可

日
を

も
っ

て
就

業
さ

せ
る

。
そ

れ
以

前
は

欠
勤

期
間

と
し

て
通

算
す

る
。
 

③
前

項
の

診
断

書
の

提
出

に
際

し
て

、
会

社
が

診
断

書
を

作
成

し
た

医
師

に
対

す
る

情
報

提
供

を
求

め
る

こ
と

が
あ

る
。

こ
の

場
合

エ
ル

ダ
ー

社
員

は
そ

の
実

現
に

協
力

す
る

も
の

と
す

る
。
 

・
条

数
変

更
 

第
３
節

 
表

彰
及

び
懲
戒
 

第
３

節
 

表
彰

及
び

懲
戒
 

 
第

５
１
８

条
（

表
彰

・
懲
戒

規
程

）
 

会
社

は
、

業
務

能
率

の
向

上
、

秩
序

維
持

の
た

め
に

、
別

に
定

め
る

「
表

彰
・

懲
戒

規
程

」
に

基
づ

い
て

表
彰

及
び

懲
戒

を
行

う
。
 

第
５
１
９
条

（
表
彰

・
懲

戒
規

程
）
 

 
会

社
は

、業
務

能
率

の
向

上
、秩

序
維

持
の

た
め

に
、労

働
協

約「
表

彰
・

懲
戒

規
程

」に
基

づ
い

て
表

彰
及

び
懲

戒
を

行
う

。
 

・
社

員
労

働
協

約
を

適
用

 

第
４

節
 

退
 

職
 

第
４
節

 
退

 
職
 

 
第

５
１
９

条
（

退
  
職
）
 

エ
ル

ダ
ー

社
員

が
次

の
各

号
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
と

き
は

退
職

と
す

る
。
 

6
. 

雇
用

契
約

期
間

の
上

限
に

達
し

た
と

き
。
 

7
. 

雇
用

契
約

期
間

中
で

あ
っ

て
も

自
己

の
都

合
に

よ
り

本
人

が
退

職
を

申
し

出
て

、
会

社
が

承
認

し
た

と
き

。
 

8
. 

第
5
14

条
に

定
め

る
休

職
期

間
が

満
了

し
、

な
お

休
職

事
由

が
消

滅
し

な
い

と
き

。
 

9
. 

死
亡

し
た

と
き

。
 

1
0.

 届
出

及
び

連
絡

が
な

い
ま

ま
欠

勤
を

続
け

、
そ

の
欠

勤
期

間
が

30
日

を
超

え
、所

在
が

不
明

な
と

き
。（

な
お

、
あ

ら
か

じ
め

申
請

さ
れ

て
い

る
休

暇
は

除
く

。
) 

但
し

、
欠

勤
に

つ
い

て
、

正
当

な
理

由
が

あ
る

場
合

は
除

く
。
 

第
５
２

０
条

（
退
 
 
職
）
 

エ
ル

ダ
ー

社
員

が
次

の
各

号
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
と

き
は

退
職

と
す

る
。
 

1
. 

雇
用

契
約

期
間

の
上

限
に

達
し

た
と

き
。
 

2
. 

雇
用

契
約

期
間

中
で

あ
っ

て
も

自
己

の
都

合
に

よ
り

本
人

が
退

職
を

申
し

出
て

、会
社

が
承

認
し

た
と

き
。
 

3
. 

第
5
15

条
に

定
め

る
休

職
期

間
が

満
了

し
、な

お
休

職
事

由
が

消
滅

し
な

い
と

き
。
 

4
. 

死
亡

し
た

と
き

。
 

5
. 

届
出

及
び

連
絡

が
な

い
ま

ま
欠

勤
を

続
け

、そ
の

欠
勤

期
間

が
30

日
を

超
え

、
所

在
が

不
明

な
と

き
。

（
な

お
、あ

ら
か

じ
め

申
請

さ
れ

て
い

る
休

暇
は

除
く

。
) 

・
条

数
変

更
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2

但
し

、
欠

勤
に

つ
い

て
、

正
当

な
理

由
が

あ
る

場
合

は
除

く
。
 

第
５
２
０

条
（

依
願

退
職
）
 

第
５
２
１
条

（
依
願

退
職

）
 

・
条

数
変

更
 

第
５
節
 
解
 
雇
 

第
５
節

 
解

 
雇
 

 
第

５
２
１

条
（

解
  
雇
）
 

第
５
２
２
条

（
解
 
 
雇
）
 

・
条

数
変

更
 

第
６
章
 
労
働
条
件
 

第
６
章
 

労
働
条

件
 

 
第
１
節
 
就
業
時
間
 

第
１
節
 

就
業
時

間
 

 
第

６
０
４

条
（

時
間

外
勤
務

・
休

日
勤

務
）
 

会
社

は
、

原
則

と
し

て
エ

ル
ダ

ー
社

員
に

契
約

曜
日

以
外

の
勤

務
、

所
定

の
就

業
時

間
を

超
え

た
時

間
外

勤
務

を
さ

せ
な

い
。

但
し

、
業

務
の

都
合

上
や

む
を

得
な

い
事

情
が

あ
る

場
合

に
は

こ
の

限
り

で
は

な
く

、
そ

の
場

合
に

は
、

別
に

定
め

る
「

時
間

外
・

休
日

勤
務

に
関

す
る

規
程

」
に

よ
る

も
の

と
す

る
。
 

第
６
０

４
条

（
時
間

外
勤

務
・

休
日

勤
務
）
 

会
社

は
、

業
務

上
の

都
合

に
よ

り
、

契
約

曜
日

以
外

の
勤

務
、

所
定

の
就

業
時

間
を

超
え

た
時

間
外

勤
務

又
は

休
日

勤
務

を
さ

せ
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

但
し

、所
定

の
就

業
時

間
を

超
え

る
又

は
、法

定
の

休
日

に
労

働
さ

せ
る

場
合

に
は

、別
に

定
め

る「
時

間
外

・
休

日
勤

務
に

関
す

る
規

程
」

に
よ

る
。
 

・
表

現
を

修
正

 

第
６
０
６

条
（

私
用

の
遅
刻

、
早

退
、

外
出

の
扱
い
）
 

エ
ル

ダ
ー

社
員

の
私

用
の

遅
刻

、
早

退
、

外
出

に
つ

い
て

は
、

賃
金

を
支

払
わ

な
い

。
 

第
６
０

６
条

（
私
用

の
遅

刻
、

早
退

、
外
出

の
扱

い
）
 

私
用

の
遅

刻
、早

退
、外

出
に

つ
い

て
は

、賃
金

を
支

払
わ

な
い

。
 

・
表

現
を

修
正

 

第
６
０
９
条
（

育
児
・
介
護

に
関

す
る

時
間
外

及
び

深
夜

業
の

制
限
）
 

会
社

は
、

小
学

校
就

学
未

満
の

子
を

養
育

す
る

も
の

が
当

該
子

を
養

育
す

る
た

め
に

申
請

し
た

場
合

に
は

、
時

間
外

勤
務

及
び

午
後

10
時

か
ら

午
前

5
時

ま
で

の
間

に
労

働
さ

せ
な

い
。

ま
た

、
家

族
的

責
任

を
有

す
る

者
の

制
限

に
つ

い
て

は
、「

時
間

外
・

休
日

勤
務

に
関

す
る

規
程

」
に

よ
る

。
 

②
要

介
護

状
態

に
あ

る
家

族
を

介
護

す
る

者
が

、
当

該
家

族
を

介
護

す
る

た
め

に
申

請
し

た
場

合
に

は
、
1

ヵ
月

に
つ

い
て

15

時
間

、
1

年
に

つ
い

て
1
5
0

時
間

を
越

え
る

時
間

外
労

働
及

び
午

後
1
0

時
か

ら
午

前
5

時
ま

で
の

間
に

労
働

さ
せ

な
い

。
 

第
６

０
９

条
(
育

児
･
介
護

に
関
す

る
時
間

外
勤

務
及
び
休

日
勤
務

並
び

に
深
夜

業
の

制
限
) 

会
社

は
、

育
児

及
び

介
護

の
家

族
的

責
任

を
有

す
る

者
の

時
間

外
勤

務
及

び
休

日
勤

務
並

び
に

深
夜

業
を

制
限

す
る

。制
限

の
範

囲
は「

時
間

外・
休

日
勤

務
に

関
す

る
規

程
」

に
よ

る
。
 

・
短

時
間

勤
務

制
度

へ
の

対
応

 
（

内
容

は
グ

ル
ー

プ
共

通
の

表
現

）
 

・
表

記
の

変
更

 
 

（
新

設
）
 

第
６
１

０
条

（
更
衣

時
間

等
）
 

会
社

が
制

服
等

の
着

用
及

び
会

社
の

施
設

内
で

の
更

衣
を

指
示

し
て

い
る

場
合

の
当

該
更

衣
時

間
及

び
更

衣
場

所
と

業
務

を
行

う
場

所
等

の
間

の
移

動
時

間
は

、
第

6
01

条
に

定
め

る
労

働
時

間
に

含
ま

れ
る

も
の

と
す

る
。
 

・
更

衣
時

間
と

移
動

時
間

の
労

働
時

間
化

対
応

 

第
２
節
 
  
休

日
・
休
暇
 

第
２
節
  
 
休
日
・
休

暇
 

 
第

６
１
０

条
（

休
 日

）
 

エ
ル

ダ
ー

社
員

の
休

日
は

、
原

則
と

し
て

週
1

日
以

上
又

は
4

週
4

日
以

上
と

し
、

雇
用

契
約

締
結

時
に

個
々

に
定

め
る

。
 

②
会

社
は

、
業

務
の

都
合

に
よ

り
必

要
が

あ
る

場
合

に
は

、
本

人
の

事
情

を
十

分
に

斟
酌

し
そ

の
同

意
を

得
て

、
前

項
の

範
囲

内
で

休
日

を
振

り
替

え
る

こ
と

が
あ

る
。
 

③
業

務
の

都
合

又
は

本
人

か
ら

の
申

請
で

会
社

が
認

め
た

場
合

に
は

、
雇

用
契

約
期

間
の

途
中

で
あ

っ
て

も
、

第
１

項
の

範
囲

内
で

雇
用

契
約

書
に

定
め

ら
れ

た
休

日
を

変
更

す
る

こ
と

が
あ

る
。
 

第
６
１
１
条

（
休
 
日
）
 

休
日

は
、

原
則

と
し

て
週

1
日

以
上

又
は

4
週

4
日

以
上

と
し

、
雇

用
契

約
締

結
時

に
個

々
に

定
め

る
。
 

②
会

社
は

、
業

務
の

都
合

に
よ

り
必

要
が

あ
る

場
合

に
は

、
本

人
の

事
情

を
十

分
に

斟
酌

し
そ

の
同

意
を

得
て

、
前

項
の

範
囲

内
で

休
日

を
振

り
替

え
る

こ
と

が
あ

る
。
 

③
業

務
の

都
合

又
は

本
人

か
ら

の
申

請
で

会
社

が
認

め
た

場
合

に
は

、雇
用

契
約

期
間

の
途

中
で

あ
っ

て
も

、第
１

項
の

範
囲

内
で

雇
用

契
約

書
に

定
め

ら
れ

た
休

日
を

変
更

す
る

こ
と

が
あ

る
。
 

・
表

現
を

修
正

 

第
６
１
１

条
(
年
次
有

給
休

暇
) 

会
社

は
エ

ル
ダ

ー
社

員
に

対
し

、社
員

、プ
ロ

ス
タ

ッ
フ

社
員

、
エ

ル
ダ

ー
社

員
Ⅰ

・
Ⅱ

・
Ⅲ

・
Ⅳ

及
び

エ
ル

ダ
ー

社
員

Ⅵ
・

Ⅶ
と

し
て

の
通

算
勤

続
年

数
と

、
週

契
約

日
数

に
基

づ
き

、
１

年
間

に
次

の
有

給
休

暇
を

与
え

る
。

そ
の

際
の

通
算

勤
続

年
数

の
算

定
は

、
毎

年
4

月
1

日
と

10
月

1
日

を
も

っ
て

基
準

と
す

る
。
 

第
６
１
２
条
(
年
次

有
給

休
暇
)
 

会
社

は
エ

ル
ダ

ー
社

員
に

対
し

、
勤

続
年

数
及

び
週

契
約

日
数

・
時

間
に

応
じ

、
1

年
間

に
次

の
基

準
に

よ
り

、
年

次
有

給
休

暇
を

与
え

る
。

但
し

、
年

度
途

中
の

再
雇

用
時

に
は

、年
次

有
給

休
暇

は
付

与
し

な
い

。な
お

、勤
続

年
数

の
算

定
は

、
毎

年
4

月
1

日
を

も
っ

て
基

準
と

し
、

従
前

の
エ

ル
ダ

ー
社

員
Ⅰ

・
Ⅱ

・
Ⅲ

の
勤

続
年

数
を

通
算

す
る

。
 

・
短

時
間

勤
務

制
度

へ
の

対
応

 
（

内
容

は
グ

ル
ー

プ
共

通
の

表
現

）
 

・
表

記
の

変
更

 
 

  
11

3

な
お

、
年

度
途

中
の

再
雇

用
に

お
け

る
初

回
契

約
時

の
年

次
有

給
休

暇
は

、
エ

ル
ダ

ー
社

員
Ⅰ

・
Ⅱ

・
Ⅲ

・
Ⅳ

の
定

年
時

等
に

保
有

し
て

い
た

日
数

を
継

続
す

る
も

の
と

し
、

契
約

に
際

し
改

め
て

付
与

し
な

い
。
 

 
 
 
 
  
  
 
 
  
  
 
 
  
 

 
勤
続
年

数
 

2
年

以
下
 

2
年
超

3

年
 

3
年
超

4

年
 

時
間
契
約
 

13
日
 

15
日
 

1
7
日
 

時
間
以
上

35
時
間

未
満
契

約
 

12
日
 

14
日
 

1
6
日
 

時
間
未
満

契
約
 

9
日
 

10
日
 

1
2
日
 

 
6
日
 

8
日
 

9
日
 

 
4
日
 

5
日
 

6
日
 

②
前

項
は

、
前

年
度

に
お

い
て

全
労

働
日

の
8

割
以

上
出

勤
し

た
者

に
適

用
し

、
8

割
未

満
の

出
勤

者
に

つ
い

て
は

、
区

分
に

応
じ

て
、

以
下

の
有

給
休

暇
を

付
与

す
る

。
 

週
契
約
日

数
・
時

間
 

前
年

度
の
年

次
有
給

休
暇
保

有
日
数

週
5
日

又
は
週

3
0
時

間
以
上

契
約
 

週
4
日

か
つ
週

3
0
時

間
未
満

契
約
 

週
3
日
 

週
2
日
 

 ③
年

次
有

給
休

暇
の

有
効

期
限

は
2

ヵ
年

と
す

る
。
 

④
 
1
．

年
次

有
給

休
暇

は
、

原
則

と
し

て
１

労
働

日
を

単
位

と
し

て
与

え
る

が
、

各
人

が
保

有
す

る
年

次
有

給
休

暇
の

う
ち

5

日
（
1
0

回
）

を
限

度
と

し
て

、
半

日
を

単
位

と
し

て
分

割
し

て
請

求
す

る
こ

と
が

で
き

る
。
 

2．
前

号
に

お
け

る
半

日
と

は
、各

人
各

労
働

日
の

所
定

労
働

時
間

（
1
0

分
未

満
は

切
り

捨
て

）
の

2
分

の
１

と
し

、
当

該
労

働
日

の
始

業
時

間
を

起
点

、
あ

る
い

は
終

業
時

間
を

終
点

と
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

3．
半

日
有

給
休

暇
の

取
得

日
に

は
、原

則
と

し
て

時
間

外
勤

務
を

さ
せ

な
い

。
 

4．
半

日
有

休
休

暇
の

取
得

日
に

は
、原

則
と

し
て

休
憩

は
与

え
な

い
。
 

但
し

、
や

む
を

得
な

い
事

由
に

よ
り

時
間

外
勤

務
を

実
施

し
、

労
働

時
間

が
6

時
間

を
超

え
た

場
合

に
は

4
5

分
、8

時
間

を
超

え
た

場
合

に
は

60
分

の
休

憩
を

与
え

る
。
 

⑤
年

次
有

給
休

暇
の

請
求

は
原

則
と

し
て

2
日

前
ま

で
に

直
属

の
上

⻑
に

行
う

も
の

と
す

る
。

な
お

、
会

社
は

、
事

業
の

正
常

な
運

営
を

妨
げ

る
場

合
は

、
そ

の
時

季
を

変
更

す
る

こ
と

が
あ

る
。
 

⑥
前

項
に

基
づ

き
請

求
さ

れ
た

年
次

有
給

休
暇

に
つ

い
て

、
社

員
が

事
前

に
撤

回
を

申
し

出
た

場
合

に
、

会
社

は
撤

回
を

認
め

る
。
 

⑦
会

社
は

年
次

有
給

休
暇

の
う

ち
5

日
を

越
え

る
日

数
に

つ
い

て
、

計
画

的
に

付
与

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
な

お
、

年
次

有
給

休
暇

の
計

画
的

付
与

に
関

す
る

細
部

に
つ

い
て

は
、

組
合

と
協

議
の

上
別

に
定

め
る

。
 

⑧
年

次
有

給
休

暇
は

原
則

と
し

て
エ

ル
ダ

ー
社

員
が

自
ら

計
画

的
に

時
季

指
定

し
取

得
す

る
も

の
と

す
る

。
 

但
し

、
年

次
有

給
休

暇
の

付
与

日
数

が
1
0

日
以

上
の

社
員

に
対

し
、

付
与

日
数

の
う

ち
の

5
日

に
つ

い
て

計
画

的
に

取
得

が

ま
た

、毎
年

4
月

1
日

時
点

で
、介

護
・

介
護

準
備

勤
務

規
程

第
７

条
ま

た
は

短
時

間
勤

務
規

程
第

8
条

に
定

め
る

所
定

労
働

日
数

の
低

減
に

よ
り

勤
務

時
間

の
短

縮
を

実
施

し
て

い
る

場
合

、
エ

ル
ダ

ー
社

員
の

週
契

約
日

数
・

時
間

は
｢週

4
日

か
つ

週
30

時
間

未
満

契
約

｣を
適

用
す

る
。
 

（
以

下
略

）
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4

で
き

て
い

な
い

場
合

、
会

社
が

年
度

内
に
 

時
季

を
定

め
て

取
得

さ
せ

る
も

の
と

す
る

。
そ

の
際

に
、

会
社

は
、

取
得

の
時

季
に

関
し

て
は

エ
ル

ダ
ー

社
員

の
意

見
を

聴
い

た
上

で
、

そ
の

意
見

を
尊

重
す

る
よ

う
努

め
る

も
の

と
す

る
。
 

⑨
年

次
有

給
休

暇
の

取
得

の
計

画
に

関
し

て
は

、
取

得
計

画
表

等
を

用
い

て
期

初
に

計
画

を
立

案
し

、
期

中
に

も
確

認
を

行
う

も
の

と
す

る
。
 

第
６

１
２
条

（
欠
勤

）
 

エ
ル

ダ
ー

社
員

が
、

欠
勤

し
よ

う
と

す
る

と
き

は
、

あ
ら

か
じ

め
予

定
日

数
と

理
由

を
会

社
に

届
出

て
許

可
を

得
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

や
む

を
得

な
い

事
由

で
事

前
に

届
け

出
る

こ
と

が
で

き
な

い
場

合
に

は
、

そ
の

後
す

み
や

か
に

届
出

て
承

認
を

得
る

も
の

と
す

る
。
 

②
病

気
欠

勤
の

場
合

は
、

医
師

の
診

断
書

を
、
1

週
間

以
内

に
会

社
に

提
出

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。
 

③
前

項
に

関
わ

ら
ず

会
社

が
必

要
と

認
め

る
と

き
は

、
産

業
医

又
は

会
社

指
定

医
師

へ
の

受
診

を
求

め
る

こ
と

が
あ

る
。
 

④
第

5
13

条
第

1
号

に
よ

る
欠

勤
終

了
後
(
私

傷
病

に
よ

る
欠

勤
に

引
続

き
同

一
事

由
で

連
続

休
暇

ま
た

は
年

次
有

給
休

暇
を

実
施

す
る

場
合

は
、

そ
れ

ぞ
れ

の
休

暇
終

了
後
)
満

6
ヵ

月
以

内
に

同
一

事
由

で
再

び
欠

勤
す

る
に

至
っ

た
と

き
は

、
そ

の
欠

勤
期

間
を

通
算

す
る

（
な

お
、

当
該

欠
勤

が
エ

ル
ダ

ー
社

員
Ⅰ

・
Ⅱ

・
Ⅲ

の
期

間
か

ら
引

き
続

い
た

場
合

に
も

、
そ

の
期

間
を

通
算

し
て

取
扱

う
）。

 

⑤
私

傷
病

に
よ

る
欠

勤
が

1
ヵ

月
を

超
え

そ
の

事
由

が
消

滅
し

た
者

は
、

医
師

に
よ

る
復

職
許

可
の

診
断

書
を

会
社

に
提

出
し

た
上

で
、

産
業

医
ま

た
は

会
社

指
定

医
の

承
認

に
よ

る
出

勤
許

可
日

を
も

っ
て

就
業

す
る

も
の

と
す

る
。

そ
れ

以
前

は
欠

勤
期

間
と

し
て

通
算

す
る（

な
お

、当
該

欠
勤

が
エ

ル
ダ

ー
社

員
Ⅰ

・
Ⅱ

・
Ⅲ

の
期

間
か

ら
引

き
続

い
た

場
合

に
も

、
そ

の
期

間
を

通
算

し
て

取
扱

う
）。

 

第
６
１
３
条

（
欠
勤

）
 

 
エ

ル
ダ

ー
社

員
が

、欠
勤

し
よ

う
と

す
る

と
き

は
、あ

ら
か

じ
め

予
定

日
数

と
理

由
を

会
社

に
届

出
て

許
可

を
得

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
や

む
を

得
な

い
事

由
で

事
前

に
届

け
出

る
こ

と
が

で
き

な
い

場
合

に
は

、
そ

の
後

す
み

や
か

に
届

出
て

承
認

を
得

る
も

の
と

す
る

。
 

②
病

気
欠

勤
の

場
合

は
、

医
師

の
診

断
書

を
、
1

週
間

以
内

に
会

社
に

提
出

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。
 

③
前

項
に

関
わ

ら
ず

会
社

が
必

要
と

認
め

る
と

き
は

、
産

業
医

又
は

会
社

指
定

医
師

へ
の

受
診

を
求

め
る

こ
と

が
あ

る
。
 

④
第

5
1
5

条
第

1
号

に
よ

る
欠

勤
終

了
後
(私

傷
病

に
よ

る
欠

勤
に

引
続

き
同

一
事

由
で

連
続

休
暇

ま
た

は
年

次
有

給
休

暇
を

実
施

す
る

場
合

は
、

そ
れ

ぞ
れ

の
休

暇
終

了
後

)
満

6
ヵ

月
以

内
に

同
一

事
由

で
再

び
欠

勤
す

る
に

至
っ

た
と

き
は

、そ
の

欠
勤

期
間

を
通

算
す

る（
な

お
、当

該
欠

勤
が

エ
ル

ダ
ー

社
員

Ⅰ
・

Ⅱ
・

Ⅲ
の

期
間

か
ら

引
き

続
い

た
場

合
に

も
、

そ
の

期
間

を
通

算
し

て
取

扱
う

）。
 

⑤
私

傷
病

に
よ

る
欠

勤
が

1
ヵ

月
を

超
え

そ
の

事
由

が
消

滅
し

た
者

は
、

医
師

に
よ

る
復

職
許

可
の

診
断

書
を

会
社

に
提

出
し

た
上

で
、

産
業

医
ま

た
は

会
社

指
定

医
の

承
認

に
よ

る
出

勤
許

可
日

を
も

っ
て

就
業

す
る

も
の

と
す

る
。

そ
れ

以
前

は
欠

勤
期

間
と

し
て

通
算

す
る（

な
お

、当
該

欠
勤

が
エ

ル
ダ

ー
社

員
Ⅰ

・
Ⅱ

・
Ⅲ

の
期

間
か

ら
引

き
続

い
た

場
合

に
も

、
そ

の
期

間
を

通
算

し
て

取
扱

う
）。

 

・
条

数
変

更
 

第
６
１
３

条
（

生
理

休
暇
）
 

第
６
１

４
条

（
生
理

休
暇

）
 

・
条

数
変

更
 

第
６
１
４

条
（

産
前
･
産

後
休

暇
）
 

第
６
１
５
条

（
産
前
･
産

後
休
暇

）
 

・
条

数
変

更
 

第
６
１
５

条
（

子
の

看
護
の

た
め

の
休

暇
）
 

第
６
１
６
条

（
子
の

看
護

の
た

め
の

休
暇
）
 

・
条

数
変

更
 

第
６
１
６

条
（

家
族

の
介
護

の
た

め
の

休
暇
）
 

第
６
１
７
条

（
家
族

の
介

護
の

た
め

の
休
暇

）
 

・
条

数
変

更
 

第
６
１
７

条
（

慶
弔

災
害
休

暇
）
 

会
社

は
、

本
人

の
請

求
に

よ
り

次
の

通
り

有
給

の
慶

弔
災

害
休

暇
を

暦
日

で
与

え
る

。
 

1.
 
結

婚
休

暇
 

（
1
）

本
人

が
結

婚
す

る
と

き
 

 
 

挙
式

日
、

入
籍

日
、

新
婚

旅
行

の
い

ず
れ

か
を

含
む

連
続
 
7

日
以

内
（

取
得

期
間

は
入

籍
日

よ
り

1
年

以
内

）
 

（
2
）

子
が

結
婚

す
る

と
き

 
 

 
 

挙
式

日
を

含
む

前
後

連
続
 
2

日
以

内
 

(3
) 

兄
弟

姉
妹
(
姻

族
を

含
ま

ず
)が

結
婚

す
る

と
き

 
 

 
 

 
 

挙
式

当
日
 

 2
. 

配
偶

者
出

産
休

暇
 

 
 
  

出
産

当
日

前
後
 連

続
2

日
以

内
 

3.
 
忌

引
休

暇
 

第
６
１
８
条
(
慶
弔

災
害

休
暇
)
 

会
社

は
、

本
人

の
請

求
に

よ
り

次
の

通
り

有
給

の
慶

弔
災

害
休

暇
を

暦
日

で
与

え
る

。
 

（
中

略
）
 

         （
削

除
）
 

 2
.
 忌

引
休

暇
 

（
中

略
）
 

・
条

数
変

更
 

・表
記

の
修

正（
詳

細
は

付
属

諸
規

程
に

よ
る

形
式

に
変

更
）
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5

（
1
）

本
人

の
⽗

⺟
(
養

⽗
⺟

を
含

む
)
、

配
偶

者
､子

 

死
亡

日
、

通
夜

、
告

別
式

、
初

七
日

の
い

ず
れ

か
を

含
む

前
後

連
続

7
日

以
内
 

(2
) 

配
偶

者
の

⽗
⺟
 

死
亡

日
、

通
夜

、
告

別
式

、
初

七
日

の
い

ず
れ

か
を

含
む

前
後

連
続

5
日
(
本

人
又

は
配

偶
者

が
喪

主
の

場
合

7
日
)以

内
 

 
（
3
）

本
人

の
祖

⽗
⺟

、
本

人
の

兄
弟

姉
妹

、
子

の
配

偶
者

、
孫

、
配

偶
者

の
祖

⽗
⺟

、
配

偶
者

の
兄

弟
姉

妹
。
 

死
亡

日
、

通
夜

、
告

別
式

、
初

七
日

の
い

ず
れ

か
を

含
む

前
後

連
続

3
日
(
本

人
又

は
配

偶
者

が
喪

主
の

場
合

５
日
)
以

内
 

（
4
）

本
人

の
伯

叔
⽗

⺟
、

本
人

の
甥

・
姪

、
本

人
の

兄
弟

姉
妹

の
配

偶
者

。
 

死
亡

日
、通

夜
、告

別
式

、初
七

日
の

い
ず

れ
か

1
日
(
本

人
又

は
配

偶
者

が
喪

主
の

場
合

３
日
)以

内
 

４
．

災
害

休
暇
 

（
1
）本

人
の

現
住

す
る

家
屋

が
全

半
焼

、全
半

壊
、流

失
等

の
災

害
を

受
け

た
場

合
。
 

 
 
 
世

帯
主

の
場

合
 
  
  
 
 
  
  
 連

続
7

日
以

内
 

 
世

帯
主

で
な

い
場

合
  
  
 
 
  

連
続

5
日

以
内
 

  （
2
）本

人
の

現
住

す
る

家
屋

の
一

部
が

焼
失

、破
壊

又
は

床
上

浸
水

し
た

場
合

。
 

 
世

帯
主

の
場

合
 
 
 
 
  
  
  
  

連
続

5
日

以
内
 

 
世

帯
主

で
な

い
場

合
  
  
 
 
  

連
続

3
日

以
内
 

 (
3)

本
人

の
実

家
で

あ
る

家
屋

が
全

半
焼

、
全

半
壊

、
流

失
等

の
災

害
を

受
け

た
場

合
。
 

 
  

 
 
 
  

連
続

3
日

以
内
 

                 3
.
 災

害
休

暇
 

（
以

下
略

）
 

第
６
１
８

条
（

手
 続

）
 

エ
ル

ダ
ー
社

員
は
、
第

6
13

条
か
ら
第

6
17

条
の
休
暇

を
利
用

し
よ

う
と
す

る
と
き

は
、
原
則
と

し
て
事

前
に
直

属
の
上

長
を

経
て

、
会
社

に
申
し

出
な
け

れ
ば
な

ら
な
い
。
 

第
６
１
９
条

（
手
 
続
）
 

エ
ル
ダ
ー

社
員
は

、
第

6
14

条
か
ら
第

6
18

条
の
休

暇
を

利
用

し
よ
う
と

す
る

と
き
は
、

原
則

と
し
て

事
前

に
直
属

の
上
長
を

経
て
、

会
社
に

申
し
出

な
け
れ

ば
な
ら

な
い
。
 

・
条

数
変

更
 

第
３
節

 
母

性
保
護
 

第
３

節
 

母
性
保

護
 

 
第

６
１
９

条
（

妊
娠

中
の
通

院
等

）
 

第
６
２
０
条

（
妊
娠

中
の

通
院

等
）
 

・
条

数
変

更
 

第
６
２
０

条
（

妊
娠

中
及
び

産
後

の
症

状
に

対
応
す
る

取
扱
）
 

第
６

２
１

条
（

妊
娠

中
及
び
産

後
の

症
状
に

対
応

す
る
取

扱
）
 

・
条

数
変

更
 

第
６
２
１

条
（

妊
産

婦
の
時

間
外

・
休

日
勤

務
制
限
）
 

第
６
２
２
条

（
妊
産

婦
の

時
間

外
・

休
日
勤

務
制

限
）
 

・
条

数
変

更
 

第
４

節
 

賃
 

金
 

第
４
節

 
賃

 
金
 

 
第

６
２
２

条
（

賃
 
金
）
 

第
６
２
３
条

（
賃
 

金
）
 

・
条

数
変

更
 

第
５
節
 
出

張
・

外
出
 

第
５

節
 

出
張

・
外

出
 

 
第

６
２
３

条
（

出
張

・
外
出

）
 

第
６
２
４
条

（
出
張

・
外

出
）
 

・
条

数
変

更
 

第
８
章
 
テ

レ
ワ

ー
ク
 

第
８

章
 

テ
レ

ワ
ー

ク
 

 
第

８
０
１

条
(
テ
レ
ワ

ー
ク

規
程
)
 

会
社

は
、

テ
レ

ワ
ー

ク
を

認
め

る
場

合
が

あ
る

。
取

り
扱

い
は

別
に

定
め

る
「

テ
レ

ワ
ー

ク
規

程
」

に
よ

る
。

 

第
８
０

１
条
(
テ
レ

ワ
ー

ク
規
程
)
 

 
会

社
は

、
テ

レ
ワ

ー
ク

を
認

め
る

場
合

が
あ

る
。

な
お

、
取

扱
い

は
社

員
労

働
協

約
「

テ
レ

ワ
ー

ク
規

程
」

に
よ

る
。 

・
社

員
労

働
協

約
を

適
用

 

第
１
１
章
 

福
利

厚
生
 

第
１

１
章

 
福

利
厚

生
 

 
第

１
１
０

１
条

（
福

利
厚
生

規
程

）
 

 エ
ル

ダ
ー

社
員

の
財

産
形

成
等

の
福

利
厚

生
の

取
扱

い
は

、
別

に
定

め
る

「
福

利
厚

生
規

程
」

に
よ

る
。
 

第
１
１

０
１

条
（
福

利
厚

生
規

程
）
 

 
 
エ

ル
ダ

ー
社

員
の

財
産

形
成

等
の

福
利

厚
生

の
取

扱
い

は
、

社
員

労
働

協
約

「
福

利
厚

生
規

程
」

に
よ

る
。

 

・
社

員
労

働
協

約
を

適
用

 

第
１
４

章
 

効
 
力
 

第
１

４
章

 
効
 

力
 

 
第

１
４
０

４
条

（
有

効
期
間

）
 

本
協

約
の

有
効

期
間

は
、
2
0
21

年
4

月
1

日
か

ら
2
02
2

年
3

月
3
1

日
ま

で
と

す
る

。
 

第
１
４

０
４

条
（
有

効
期

間
）
 

本
協

約
の

有
効

期
間

は
、2

0
22

年
4

月
1

日
か

ら
2
0
23

年
3

月
31

日
ま

で
と

す
る

。
 

・
年

度
の

更
新
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第
１
４
０

５
条

（
自

動
更
新

）
 

本
協

約
は

、
期

間
満

了
9
0

日
前

ま
で

に
い

ず
れ

か
一

方
よ

り
改

訂
更

新
の

申
し

出
が

な
い

場
合

は
、

さ
ら

に
1

年
間

有
効

と
す

る
が

、
2
0
23

年
3

月
31

日
を

超
え

る
こ

と
は

で
き

な
い

。
 

第
１
４

０
５

条
（
自

動
更

新
）
 

本
協

約
は

、
期

間
満

了
90

日
前

ま
で

に
い

ず
れ

か
一

方
よ

り
改

訂
更

新
の

申
し

出
が

な
い

場
合

は
、

さ
ら

に
1

年
間

有
効

と
す

る
が

、2
02
4

年
3

月
31

日
を

超
え

る
こ

と
は

で
き

な
い

。
 

・
年

度
の

更
新

 

第
１
５
章
 
付
 
則
 

第
１
５
章

 
付
 

則
 

 

20
2
1

年
4

月
1

日
 

株
式

会
社

 
三

越
伊

勢
丹

ビ
ジ

ネ
ス

・
サ

ポ
ー

ト
 

代
表

取
締

役
社

⻑
 
  
 ⻫

 
藤

 
 

昌
 

司
 
 

三
越

伊
勢

丹
グ

ル
ー

プ
労

働
組

合
 
 

三
越

伊
勢

丹
ビ

ジ
ネ

ス
・

サ
ポ

ー
ト

支
部
 

支
部

執
行

委
員

⻑
 
  
 山

 
口

 
 

善
 

崇
 

2
0
22

年
4

月
1

日
 

 

・
年

度
の

更
新

 

  
 

 

M
 E

 M
 O
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Ⅶ
.参

考
資

料
 

本
部

労
働

福
祉

 
20

2
2

年
度

春
の

交
渉

 
三

越
伊

勢
丹

グ
ル

ー
プ

労
働

組
合

 
本

部
基

本
方

針
 

 I. 
環

境
認

識
 

①
 

外
部

環
境

 
国

内
景

気
は

緊
急

事
態

宣
言

の
解

除
以

降
、

個
人

消
費

、
企

業
の

景
況

感
も

回
復

傾
向

に
あ

り
ま

す
が

、
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

の
新

た
な

変
異

株
の

感
染

拡
大

に
よ

る
経

済
へ

の
影

響
が

懸
念

さ
れ

て
い

ま
す

。
 

消
費

者
物

価
指

数
は

9月
以

降
プ

ラ
ス

に
転

じ
、

直
近

12
月

は
前

年
同

月
比

0.8
％

と
4ヶ

月
連

続
で

上
昇

し
て

い
ま

す
。 

雇
用

環
境

は
コ

ロ
ナ

禍
前

に
は

及
ば

な
い

も
の

の
有

効
求

人
倍

率
・

完
全

失
業

率
共

に
緩

や
か

な
改

善
傾

向
に

あ
り

ま
す

。 
②

 
内

部
環

境
 

グ
ル

ー
プ

連
結

の
第

2
四

半
期

決
算

は
、

上
期

の
緊

急
事

態
宣

言
に

よ
る

店
舗

休
業

の
影

響
等

も
あ

り
売

上
高

は
1,8

79
億

円
（

前
比

：
56

.0%
）、

営
業

利
益

は
▲

77
億

円
と

経
費

構
造

改
革

を
実

施
す

る
こ

と
で

赤
字

幅
は

縮
小

傾
向

に
あ

り
ま

す
。

20
21

年
度

グ
ル

ー
プ

連
結

の
業

績
予

想
は

、
売

上
高

4,3
50

億
円

（
前

比
：

53
.3%

）
と

5
月

の
予

想
か

ら
下

方
修

正
し

ま
し

た
が

営
業

利
益

は
当

初
計

画
通

り
30

億
円

と
し

、
新

た
に

発
表

さ
れ

た
中

期
経

営
計

画
で

は
20

24
年

度
に

営
業

利
益

35
0億

円
の

目
標

が
掲

げ
ら

れ
ま

し
た

。
 

③
 

春
闘

情
勢

 
連

合
は

春
闘

交
渉

の
統

一
要

求
と

し
て

賃
上

げ
分

（
ベ

ー
ス

ア
ッ

プ
）

２
％

程
度

、
定

期
昇

給
分

を
含

め
４

％
程

度
の

引
き

上
げ

を
目

安
と

す
る

方
針

を
掲

げ
て

い
ま

す
。

 
UA

 ゼ
ン

セ
ン

は
正

社
員

と
パ

ー
ト

な
ど

を
合

わ
せ

た
全

体
の

目
標

に
つ

い
て

２
％

基
準

の
賃

金
引

き
上

げ
の

方
針

を
掲

げ
て

い
ま

す
。

 
 II.

 
本

部
基

本
方

針
の

考
え

方
 

20
22

年
度

春
の

交
渉

本
部

基
本

方
針

は
、

こ
れ

ま
で

同
様

「
雇

用
の

確
保

と
そ

の
前

提
と

な
る

企
業

・
事

業
の

存
続

」
を

最
優

先
に

取
組

み
を

進
め

ま
す

。
 

＜
通

年
協

議
＞

 
各

支
部

は
、

現
在

の
環

境
を

メ
ン

バ
ー

と
共

有
・

対
話

す
る

と
共

に
、

自
社

の
業

績
や

抱
え

る
課

題
な

ど
を

踏
ま

え
て

必
要

と
判

断
す

る
取

り
組

み
を

主
体

的
に

進
め

ま
す

。本
部

は
、各

支
部

が
よ

り
主

体
的

に
支

部
労

使
協

議
を

推
進

す
る

体
制

の
構

築
に

向
け

、
労

働
条

件
の

グ
ル

ー
プ

指
針

を
示

し
各

支
部

へ
の

サ
ポ

ー
ト

を
お

こな
い

ま
す

。
 

 
＜

賃
金

要
求

＞
 

賃
金

要
求

に
関

し
て

は
、

グ
ル

ー
プ

共
通

の
ベ

ー
ス

ア
ッ

プ
算

出
式

に
基

づ
き

要
求

を
お

こな
い

ま
す

が
、

20
21

年
暦

年
の

物
価

上
昇

率
が

コ
ロ

ナ
の

影
響

に
よ

り
▲

0.4
と

ベ
ー

ス
ア

ッ
プ

を
要

求
す

る
基

準
を

下
回

る
た

め
、

グ
ル

ー
プ

共
通

の
ベ

ー
ス

ア
ッ

プ
算

出
式

に
基

づ
く

要
求

は
行

わ
な

い
も

の
と

し
ま

す
。

 
UA

ゼ
ン

セ
ン

労
働

条
件

闘
争

方
針

の
参

画
の

あ
り

方
に

つ
い

て
は

、
昨

年
度

と
同

様
の

基
本

ス
タ

ン
ス

と
し

ま
す

。
(賃

上
げ

闘
争

に
登

録
) 

 II
I. 

「
2
0
22

年
度

春
の

交
渉

」
の

位
置

付
け

 

20
22

年
度

春
の

交
渉

は
、

全
て

の
支

部
に

お
い

て
あ

ら
ゆ

る
ツ

ー
ル

を
活

用
し

、
以

下
の

4点
を

中
心

に
全

メ
ン

バ
ー

と
対

話
・

共
有

す
る

機
会

と
し

て
位

置
付

け
ま

す
。

 
①

 
現

在
の

企
業

(グ
ル

ー
プ

全
体

・
自

社
)が

お
か

れ
た

環
境

(業
績

・
方

針
・

課
題

点
等

)を
メ

ン
バ

ー
と

共
有

す
る

。
 

②
 

賃
金

要
求

に
つ

い
て

は
、

本
部

方
針

に
基

づ
く

各
支

部
要

求
案

を
メ

ン
バ

ー
と

共
有

し
、

審
議

決
定

を
経

た
上

で
早

期
の

妥
結

を
目

指
す

。
 

③
 

人
に

関
わ

る
諸

制
度

に
つ

い
て

、2
02

1年
度

に
お

け
る

各
支

部
労

使
通

年
協

議
事

項
お

よ
び

HD
S労

使
協

議
会

の
協

議
項

目
を

メ
ン

バ
ー

と
共

有
し

、
審

議
決

定
を

経
た

上
で

労
使

合
意

と
成

案
化

を
行

う
。

ま
た

、
20

22
年

度
に

予
定

し
て

い
る
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労
使

通
年

協
議

事
項

に
つ

い
て

、
課

題
認

識
や

考
え

方
に

つ
い

て
メ

ン
バ

ー
と

の
共

有
化

を
図

る
と

共
に

、
中

⻑
期

の
あ

る
べ

き
姿

を
描

き
、

実
現

に
向

け
た

取
組

み
を

進
め

る
。

 
④

 
働

く
環

境
整

備
に

向
け

た
取

り
組

み（
グ

ル
ー

プ
方

針
に

基
づ

く
各

支
部

で
の

総
実

労
働

時
間

の
短

縮・
有

休
取

得
の

推
進・

業
務

改
革

、
風

土
改

革
・

法
改

正
の

対
応

等
）

に
つ

い
て

、
労

使
及

び
組

合
の

施
策

や
考

え
等

を
メ

ン
バ

ー
と

共
有

し
、

取
組

み
を

推
進

す
る

。
 

 IV
. 

賃
金

要
求

の
具

体
的

方
針

 

賃
金

要
求

の
具

体
的

な
取

り
組

み
方

針
に

つ
い

て
は

以
下

の
通

り
と

し
ま

す
。

 
1)
月

例
賃

金
 

○
水

準
引

き
上

げ
 

・
20

22
年

度
春

の
交

渉
に

お
い

て
は

、「
グ

ル
ー

プ
共

通
の

ベ
ー

ス
ア

ッ
プ

算
出

式
」

に
基

づ
い

た
要

求
は

行
わ

ず
、

必
要

に
応

じ
て

「
各

雇
用

形
態

に
お

け
る

ベ
ー

ス
ア

ッ
プ

の
構

成
要

素
」

を
踏

ま
え

た
要

求
を

行
う

も
の

と
す

る
。

 
【

参
考

】
 

◆
グ

ル
ー

プ
共

通
ベ

ー
ス

ア
ッ

プ
算

出
式

 
 

・
現

行
制

度
は

20
23

年
度

春
の

交
渉

ま
で

適
用

す
る

。
 

 
・

下
記

の
大

き
な

環
境

変
化

が
生

じ
た

場
合

に
は

、
算

出
式

の
取

扱
い

に
つ

い
て

別
途

労
使

協
議

の
上

で
対

応
す

る
。

 
 

 
 

①
消

費
増

税
等

、
国

の
政

策
に

よ
り

物
価

が
上

昇
し

た
場

合
 

 
 

②
想

定
外

の
大

幅
な

物
価

上
昇

 
 

 
③

災
害

等
に

よ
り

グ
ル

ー
プ

の
存

続
に

関
わ

る
環

境
変

化
が

生
じ

た
場

合
 

な
ど

 
◆

各
雇

用
形

態
に

お
け

る
ベ

ー
ス

ア
ッ

プ
の

構
成

要
素

 
 

・
月

給
制

社
員

：
物

価
上

昇
、

生
産

性
向

上
、

労
働

市
場

と
の

賃
金

水
準

格
差

調
整

、
他

雇
用

形
態

と
の

賃
金

バ
ラ

ン
ス

調
整

、
 

 
 

初
任

給
（

採
用

賃
金

）
上

昇
対

応
 

 
・

時
給

制
社

員
：

物
価

上
昇

、
生

産
性

向
上

、
働

き
方

と
賃

金
バ

ラ
ン

ス
、

採
用

賃
金

上
昇

対
応

、
最

低
賃

金
引

上
対

応
 

 
・

年
俸

制
社

員
：

物
価

上
昇

、
生

産
性

向
上

 
 

※
60

歳
以

降
の

雇
用

形
態

に
つ

い
て

は
、

該
当

す
る

構
成

要
素

に
基

づ
き

判
断

す
る

。
 

○
昇

給
・

昇
格

 

・
昇

給
に

関
し

て
は

、
昇

給
制

度
が

あ
る

場
合

、
制

度
に

基
づ

く
昇

給
原

資
(評

価
分

布
等

)の
要

求
を

お
こな

い
、

制
度

が
未

整
備

な
場

合
は

例
年

同
程

度
の

昇
給

原
資

の
要

求
を

行
う

と
と

も
に

、
評

価
分

布
等

に
つ

い
て

は
そ

の
結

果
の

確
認

を
行

う
。

な
お

、
昇

給
制

度
が

未
整

備
な

場
合

や
運

用
面

で
課

題
が

あ
る

場
合

に
は

、
次

年
度

の
通

年
協

議
で

制
度

整
備

や
課

題
の

改
善

に
向

け
た

協
議

を
行

う
。

 
・

昇
格

に
関

し
て

は
、

事
前

に
労

使
で

想
定

し
て

い
る

昇
格

の
運

用
に

つ
い

て
、

昇
格

人
数

の
結

果
の

確
認

等
を

お
こな

い
、

運
用

面
で

の
課

題
が

あ
る

場
合

に
は

、
運

用
上

の
考

え
方

を
確

認
す

る
と

共
に

、
次

年
度

の
通

年
協

議
で

課
題

の
改

善
に

向
け

た
協

議
を

行
う

。
 

・
月

給
制

社
員

の
賃

金
引

上
げ

率
の

算
出

に
お

い
て

は
、

当
該

雇
用

形
態

の
モ

デ
ル

賃
金

に
基

づ
き

算
出

す
る

。
な

お
、

賃
金

制
度

が
変

更
さ

れ
た

場
合

に
は

、
モ

デ
ル

賃
金

の
見

直
し

を
行

う
こ

と
と

す
る

。
 

  
 

 
2)
最

低
賃

金
 

・
20

22
年

度
「

IM
GU

最
低

賃
金

要
求

基
準

」
を

も
と

に
「

扶
養

者
年

齢
別

(月
例

)、
企

業
内

(月
例

・
時

間
給

)」
の

最
低

賃
金

を
要

求
す

る
。

 
・

フ
ル

タ
イ

ム
勤

務
者

が
育

児
・

介
護

等
の

短
時

間
勤

務
を

取
得

し
た

場
合

に
つ

い
て

も
、

実
労

働
時

間
を

加
味

し
た

上
で

扶
養

者
年

齢
別

最
低

賃
金

の
対

象
と

す
る

。
 

  
3)
初

任
給

(採
用

賃
金

) 
・

個
別

設
定

と
な

る
雇

用
形

態
を

除
き

、
全

て
の

雇
用

形
態

の
初

任
給

(採
用

賃
金

)に
つ

い
て

は
要

求
を

行
う

。
 

・
優

秀
な

人
財

の
確

保
、同

業
他

社
と

の
比

較
及

び
地

域
に

お
け

る
採

用
競

争
力

等
を

考
慮

し
、必

要
に

応
じ

て
初

任
給

(採
用

賃
金

)の
引

き
上

げ
を

要
求

す
る

。な
お

、初
任

給
(採

用
賃

金
)を

引
き

上
げ

た
場

合
に

お
い

て
は

、在
籍

者
に

与
え

る
影

響
、
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9

賃
金

体
系

上
の

整
合

性
等

に
つ

い
て

十
分

考
慮

し
、

必
要

に
応

じ
た

対
応

を
図

る
(部

分
的

も
し

く
は

全
体

的
な

本
給

表
の

書
き

換
え

要
求

等
)。

 
・

今
回

ベ
ー

ス
ア

ッ
プ

要
求

を
行

う
雇

用
形

態
は

、ベ
ー

ス
ア

ッ
プ

と
同

額
(ま

た
は

そ
れ

以
上

)を
上

乗
せ

し
た

初
任

給
(採

用
賃

金
)の

金
額

を
要

求
す

る
。

 
 V
. 

賞
与

交
渉

方
針

 

・
賞

与
要

求
に

つ
い

て
は

半
期

交
渉

と
し

、
以

下
の

フ
ロ

ー
に

基
づ

き
要

求
を

行
う

。
 

①
20

21
年

度
賞

与
（

20
22

年
6

月
）

は
、

20
21

年
度

の
支

給
表

を
ベ

ー
ス

に
業

績
結

果
及

び
業

績
評

価
指

標
を

踏
ま

え
、

22
年

4月
を

目
途

に
要

求
を

行
う

。
 

②
20

22
年

度
の

賞
与

支
給

額
の

決
定

に
使

用
す

る
「

業
績

評
価

指
標

」
は

第
1四

半
期

を
目

途
に

協
議

・
決

定
す

る
。

 
③

20
22

年
度

賞
与

（
20

22
年

12
月

・
20

23
年

6
月

）
は

、
20

22
年

度
の

支
給

表
を

ベ
ー

ス
に

業
績

結
果

及
び

業
績

評
価

指
標

を
踏

ま
え

、
12

月
賞

与
は

22
年

10
月

、
6月

賞
与

は
23

年
4月

を
目

途
に

要
求

を
行

う
。

 
※

支
給

表
が

確
定

し
て

い
な

い
支

部
・

分
会

は
個

別
協

議
と

す
る

。（
都

度
交

渉
）

 
・

月
給

制
社

員
の

賞
与

に
つ

い
て

は
、「

雇
用

の
維

持
と

そ
の

前
提

と
な

る
企

業
・

事
業

の
存

続
」を

最
優

先
に

考
え

つ
つ

も
、

企
業

環
境

・
業

績
に

柔
軟

に
対

応
し

た
水

準
の

確
保

を
図

る
。

賞
与

の
最

下
限

水
準

は
年

間
2ヶ

月
を

基
本

的
な

考
え

方
と

し
、

年
間

2ヶ
月

を
下

回
る

場
合

は
そ

の
理

由
や

今
後

に
向

け
た

考
え

等
を

明
確

に
す

る
。

 
・

賞
与

に
評

価
制

度
が

導
入

さ
れ

て
い

る
雇

用
形

態
は

、
必

要
な

原
資

(評
価

分
布

等
)を

要
求

す
る

と
と

も
に

、
そ

の
結

果
に

関
す

る
確

認
を

行
う

。
 

  

上
記

内
容

を
も

と
に

、
全

支
部

が
従

来
か

ら
の

各
項

目
を

基
本

に
議

案
書

を
作

成
し

、
メ

ン
バ

ー
ズ

VO
IC

E
に

て
メ

ン
バ

ー
と

の
議

論
を

深
め

る
も

の
と

し
ま

す
。

そ
し

て
、

各
支

部
機

関
会

議
で

の
審

議
を

通
じ

て
「

通
年

協
議

の
成

案
化

」「
賃

金
要

求
案

の
作

成
」

を
行

っ
た

後
、

支
部

労
使

協
議

会
に

お
い

て
賃

金
要

求
を

お
こな

い
ま

す
。

 
な

お
、

賃
金

要
求

の
ス

ケ
ジ

ュ
ー

ル
に

つ
い

て
、

各
支

部
は

状
況

に
応

じ
て

計
画

す
る

こ
と

と
し

、
そ

の
う

え
で

要
求

後
は

早
期

の
妥

結
を

目
指

し
ま

す
。

 
 

 
 

 

M
 E

 M
 O
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0 

2
0
2
2

年
度

春
の

交
渉

 
IM

G
U

本
部

最
低

賃
金

 
要

求
基

準
 

 ■
 

要
求

基
準

の
設

定
目

的
及

び
項

目
 

１
．

要
求

基
準

の
設

定
目

的
 

日
本

で
は

、
実

質
的

・
文

化
的

な
生

活
を

最
低

限
維

持
す

る
た

め
に

必
要

な
賃

金
水

準
と

し
て

、
地

域
別

・
産

業
別

に
最

低
賃

金
が

設

け
ら

れ
て

い
ま

す
。

こ
の

公
的

な
最

低
賃

金
の

水
準

を
決

定
す

る
際

、
そ

の
地

域
・産

業
内

の
各

企
業

に
お

け
る

賃
金

表
や

企
業

内
最

低
賃

金
の

締
結

・
改

正
が

大
き

な
影

響
を

与
え

ま
す

。
 

三
越

伊
勢

丹
グ

ル
ー

プ
労

働
組

合
(以

下
IM

G
U

)で
は

、
独

自
基

準
を

設
定

す
る

こ
と

に
よ

り
、

企
業

内
外

の
と

も
に

働
く

労
働

者
の

賃

金
水

準
の

底
上

げ
を

図
る

取
り

組
み

の
推

進
に

繋
げ

て
い

ま
す

。
 

 ２
．

要
求

基
準

の
項

目
 

IM
G

U
で

は
、

対
象

者
本

人
の

扶
養

者
数

や
年

齢
に

応
じ

て
設

定
す

る
「
扶

養
者

・
年

齢
別

最
低

賃
金

」
と

、
 

各
企

業
が

定
め

る
制

度
上

の
最

下
限

水
準

を
 

「企
業

内
最

低
賃

金
」と

定
め

、
こ

れ
ら

を
IM

G
U

全
支

部
・ 

分
会

の
統

一
要

求
基

準
と

し
ま

す
。

要
求

基
準

の
項

目
は

 
以

下
の

通
り

で
す

。
 

  
 

 
＜

IM
G

U
本

部
最

低
賃

金
 

要
求

基
準

の
項

目
＞

 

             
 

Ⅰ
．

「
扶

養
者

・
年

齢
別

最
低

賃
金

要
求

」
の

基
準

 
 

１
．

「
扶

養
者

・
年

齢
別

最
低

賃
金

要
求

基
準

」 
（
対

象
：
月

給
制

社
員

） 

 

Ⅱ
．

「
企

業
内

最
低

賃
金

要
求

」
の

基
準

 

１
．

「
月

例
賃

金
」の

要
求

基
準

 
 
（
対

象
：
月

給
制

社
員

）
 

 
 

 
２

．
「
時

間
給

」
の

要
求

基
準

 
 

 
（
対

象
：
時

間
給

制
社

員
・
60

歳
以

降
雇

用
者

）
 

  
12

1 

Ⅰ
．

「
扶

養
者

・年
齢

別
最

低
賃

金
要

求
」
の

基
準

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

１
．

「扶
養

者
・年

齢
別

最
低

賃
金

要
求

基
準

」 
（対

象
：月

給
制

社
員

） 

 
 

 
「
扶

養
者

・
年

齢
別

最
低

賃
金

要
求

基
準

」
は

、
生

活
者

の
観

点
か

ら
の

賃
金

確
保

を
目

的
に

、
日

常
 

生
活

を
営

む
上

で
最

低

限
維

持
す

べ
き

月
例

給
の

水
準

を
扶

養
者

数
と

年
齢

に
応

じ
て

定
め

た
も

の
で

す
。

扶
養

者
の

基
準

内
賃

金
が

、
以

下
の

扶
養

者
・年

齢
別

の
基

準
額

を
下

回
る

場
合

に
は

、
そ

の
差

額
を

手
当

と
し

て
保

障
す

る
こ

と
を

要
求

し
ま

す
。

 
 

  
＜

20
22

年
度

扶
養

者
・

年
齢

別
最

低
賃

金
水

準
＞

 
 

一
人

扶
養

 
二

人
扶

養
 

三
人

扶
養

 
四

人
扶

養
 

20
22

年
度

B
基

準
 

18
5,3

00
 

20
8,1

00
 

23
0,8

00
 

25
3,6

00
 

20
21

年
度

B
基

準
 

16
1,4

00
 

19
2,2

00
 

22
3,0

00
 

25
3,9

00
 

 ＜
参

考
＞

 

      ＜
参

考
 

： 
上

記
要

求
基

準
額

に
基

づ
く
扶

養
者

・年
齢

別
の

保
障

月
額

＞
 

 

 
 

 
 

一
人

扶
養

 

(2
7

歳
） 

二
人

扶
養

 

(3
0

歳
） 

三
人

扶
養

 

(3
3

歳
） 

四
人

扶
養

 

(3
6

歳
） 

A
基

準
 

20
3
,9

00
 

2
2
8
,9

0
0 

2
5
3
,9

00
 

2
79

,0
00

 

B
基

準
 

18
5
,3

00
 

2
0
8
,1

0
0 

2
3
0
,8

00
 

2
53

,6
00

 

C
基

準
 

16
6
,8

00
 

1
8
7
,4

0
0 

2
0
7
,8

00
 

2
28

,2
00

 

20
2
2年

度
　

扶
養

者
･年

齢
別

最
低

賃
金

　
（A

基
準

）
20

22
年

度
　

扶
養

者
･年

齢
別

最
低

賃
金

　
（B

基
準

）

(単
位

：円
）

(単
位

：円
）

年
齢

一
人

扶
養

二
人

扶
養

三
人

扶
養

四
人

扶
養

年
齢

一
人

扶
養

二
人

扶
養

三
人

扶
養

四
人

扶
養

～
2
7

2
0
3
,9

0
0

21
3,

9
00

22
3,

9
00

2
33

,9
0
0

～
2
7

1
8
5
,3

0
0

19
5
,3

00
20

5,
30

0
21

5,
30

0

28
20

8,
90

0
21

8,
9
00

22
8,

9
00

2
38

,9
0
0

28
18

9,
6
00

19
9
,6

00
20

9,
60

0
21

9,
60

0

29
21

3,
90

0
22

3,
9
00

23
3,

9
00

2
43

,9
0
0

29
19

3,
9
00

20
3
,9

00
21

3,
90

0
22

3,
90

0

3
0

21
8,

90
0

2
2
8
,9

0
0

23
8,

9
00

2
48

,9
0
0

3
0

19
8,

1
00

2
0
8
,1

0
0

21
8,

10
0

22
8,

10
0

31
22

3,
90

0
23

3,
9
00

24
3,

9
00

2
53

,9
0
0

31
20

2,
4
00

21
2
,4

00
22

2,
40

0
23

2,
40

0

32
22

8,
90

0
23

8,
9
00

24
8,

9
00

2
58

,9
0
0

32
20

6,
6
00

21
6
,6

00
22

6,
60

0
23

6,
60

0

3
3

23
3,

90
0

24
3,

9
00

2
5
3
,9

0
0

2
63

,9
0
0

3
3

21
0,

8
00

22
0
,8

00
2
3
0
,8

0
0

24
0,

80
0

34
23

9,
00

0
24

9,
0
00

25
9,

0
00

2
69

,0
0
0

34
21

5,
1
00

22
5
,1

00
23

5,
10

0
24

5,
10

0

35
24

4,
00

0
25

4,
0
00

26
4,

0
00

2
74

,0
0
0

35
21

9,
4
00

22
9
,4

00
23

9,
40

0
24

9,
40

0

3
6
～

24
9,

00
0

25
9,

0
00

26
9,

0
00

2
7
9
,0

0
0

3
6
～

22
3,

6
00

23
3
,6

00
24

3,
60

0
2
5
3
,6

0
0

20
2
2年

度
　

扶
養

者
･年

齢
別

最
低

賃
金

　
（C

基
準

）

(単
位

：円
）

年
齢

一
人

扶
養

二
人

扶
養

三
人

扶
養

四
人

扶
養

～
2
7

1
6
6
,8

0
0

17
6,

8
00

18
6,

8
00

1
96

,8
0
0

28
17

0,
40

0
18

0,
4
00

19
0,

4
00

2
00

,4
0
0

29
17

3,
90

0
18

3,
9
00

19
3,

9
00

2
03

,9
0
0

3
0

17
7,

40
0

1
8
7
,4

0
0

19
7,

4
00

2
07

,4
0
0

31
18

0,
90

0
19

0,
9
00

20
0,

9
00

2
10

,9
0
0

32
18

4,
40

0
19

4,
4
00

20
4,

4
00

2
14

,4
0
0

3
3

18
7,

80
0

19
7,

8
00

2
0
7
,8

0
0

2
17

,8
0
0

34
19

1,
30

0
20

1,
3
00

21
1,

3
00

2
21

,3
0
0

35
19

4,
80

0
20

4,
8
00

21
4,

8
00

2
24

,8
0
0

3
6
～

19
8,

20
0

20
8,

2
00

21
8,

2
00

2
2
8
,2

0
0
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＜
基

準
の

適
用

要
件

＞
 

①
対

象
者

の
年

齢
上

限
は

、
満

6
0

歳
ま

で
と

し
ま

す
。

 

②
対

象
者

の
年

齢
は

、
要

求
年

度
の

4
月

1
日

現
在

に
お

け
る

満
年

齢
を

基
準

と
し

ま
す

。
 

③
対

象
者

の
年

齢
が

27
歳

未
満

の
場

合
は

27
歳

の
、

3
7

歳
以

上
の

場
合

は
3
6

歳
の

要
求

基
準

額
と

 
 

し
ま

す
。

 

④
被

扶
養

者
の

範
囲

は
、

各
企

業
の

扶
養

家
族

手
当

の
対

象
と

し
て

い
る

子
及

び
税

法
上

の
扶

養
家

族
で

あ
り

日
本

国
内

に
居

住
し

て
い

る
者

と
し

ま
す

。
 

⑤
被

扶
養

者
数

に
上

限
は

設
け

ず
、

被
扶

養
者

数
に

応
じ

1
0,

00
0

円
を

加
算

し
ま

す
。

 

⑥
対

象
者

の
要

件
は

、
フ

ル
タ

イ
ム

勤
務

（事
由

に
よ

り
一

定
期

間
に

お
い

て
勤

務
時

間
を

短
縮

し
て

い
る

者
を

含
む

）を
し

て
お

り
、

主

と
し

て
本

人
の

収
入

に
よ

り
世

帯
の

生
計

を
維

持
し

て
い

る
者

と
し

ま
す

。
な

お
、

三
越

伊
勢

丹
グ

ル
ー

プ
内

に
生

計
を

一
に

す
る

配
偶

者
・
同

居
親

族
が

在
籍

し
て

い
る

場
合

、
収

入
の

高
い

方
を

保
障

対
象

者
と

し
ま

す
。

 

⑦
対

象
者

の
基

準
内

賃
金

に
は

、
本

人
及

び
被

扶
養

者
の

扶
養

・
障

害
及

び
年

金
に

関
わ

る
公

的
給

付
（児

童
手

当
・
特

別
障

害
手

当
・
遺

族
年

金
等

）
を

含
む

も
の

と
し

ま
す

。
 

な
お

、
保

障
対

象
者

で
、

期
中

に
該

当
す

る
公

的
給

付
が

発
生

し
た

場
合

は
、

速
や

か
に

会
社

へ
申

告
す

る
も

の
と

し
ま

す
。

（
※

公
的

年
金

の
よ

う
に

2
ヶ

月
分

を
1

回
に

ま
と

め
て

給
付

さ
れ

る
場

合
、

月
按

分
し

て
1

ヶ
月

分
の

給
付

額
を

算
出

し
、

収
入

の
範

囲
に

算
定

す
る

こ
と

と
し

ま
す

。
） 

⑧
要

求
基

準
の

適
用

期
間

は
、

2
02

2
年

4
月

1
日

～
2
02

3
年

3
月

3
1

日
と

し
ま

す
。

 

⑨
A

B
C

基
準

の
設

定
に

あ
た

っ
て

は
、

原
則

支
部

内
の

全
事

業
所

は
統

一
の

基
準

を
適

用
す

る
こ

と
と

 
 

し
ま

す
。

た
だ

し
、

首
都

圏

（東
京

・埼
玉

・
千

葉
・
神

奈
川

）
を

拠
点

に
他

地
域

に
事

業
展

開
し

て
い

る
 

事
業

会
社

支
部

が
地

域
に

よ
っ

て
異

な
る

基
準

を
定

め
る

こ
と

が
望

ま
し

い
と

判
断

し
た

場
合

、
以

下
の

条
件

・要
素

を
総

合
的

に
勘

案
し

た
上

で
、

地
域

別
に

基
準

を
設

定
す

る
こ

と
も

可
能

と
し

ま
す

。
 

⑩
育

児
・
介

護
等

の
短

時
間

勤
務

者
に

つ
い

て
は

、
本

給
よ

り
控

除
さ

れ
て

い
る

割
合

と
同

じ
割

合
を

該
当

す
る

扶
養

者
・年

齢
別

最
低

賃
金

よ
り

差
し

引
い

た
金

額
と

比
較

し
、

控
除

さ
れ

た
本

給
の

金
額

が
下

回
る

場
合

、
差

額
を

支
給

す
る

も
の

と
し

ま
す

。
 

 
 

 
 

 
 

 
【
適

用
条

件
】
 

・
人

事
賃

金
制

度
に

お
け

る
月

例
給

の
仕

組
み

が
地

域
別

に
設

定
さ

れ
て

い
る

こ
と

。
 

・
人

事
異

動
配

置
の

範
囲

が
原

則
当

該
事

業
所

内
に

限
定

さ
れ

て
い

る
こ

と
。

 

 
  

 
  

【判
断

要
素

】 

・
対

象
地

域
の

物
価

状
況

や
採

用
市

場
、

対
象

地
域

に
お

け
る

他
支

部
と

の
賃

金
水

準
格

差
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＜
算

定
式

＞
 

                                 
算

定
式

 
＝

 
{ 

（
標

準
生

計
費

（
全

国
平

均
）
①

 
×

 
1
2／

1
5
②

 
×

 
負

担
費

修
正

係
数

③
 

 

×
物

価
上

昇
率

④
 

×
 

基
準

設
定

区
分

⑤
） 

＋
2
02

1
年

度
春

の
交

渉
要

求
基

準
 

} 
 

÷
２

 

＊
10

0
円

未
満

切
り

上
げ

 

 

①
  

人
事

院
に

よ
る

標
準

生
計

費
（
20

2
1

年
４

月
全

国
平

均
）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
（単

位
：
円

）
 

年
 

2
人

世
帯

 
3

人
世

帯
 

4
人

世
帯

 
5

人
世

帯
 

2
0
21

 
1
9
2,

3
5
0 

2
0
5,

8
2
0 

21
9
,3

00
 

23
2
,7

90
 

＊
算

定
の

ベ
ー

ス
と

な
る

生
計

費
に

つ
い

て
は

、
「
標

準
生

計
費

（
全

国
平

均
）
」
を

使
用

し
ま

す
。

 

＜
指

標
の

算
定

時
期

 
： 

20
2
1

年
４

月
＞

 

 

②
 

臨
時

賃
金

の
う

ち
、

３
ヶ

月
分

を
生

活
給

と
し

て
位

置
づ

け
、

標
準

生
計

費
の

1
2

ヶ
月

分
に

臨
時

賃
金

を

含
め

た
1
5

ヶ
月

分
を

確
保

す
る

。
 

 

③
 

税
・
社

会
保

険
を

勘
案

し
、

名
目

賃
金

（
月

例
）
を

算
出

す
る

も
の

。
総

務
省

統
計

局
「
家

計
調

査
」
の

 
 

数
値

を
使

用
。

 
 

 

年
 

①
非

消
費

支
出

 
②

消
費

支
出

 
①

/
②

 
負

担
費

計
数

 

2
02

0
 

11
0
,8

9
6 

30
5
,8

11
 

0
.3

6
2
6
3 

1
.3

6
2
63

 

＊
負

担
費

修
正

係
数

に
つ

い
て

は
、

日
常

の
生

活
支

出
を

算
定

す
る

上
で

重
要

な
指

標
で

あ
る

こ
と

か
ら

、
標

準
生

計
費

と

合
わ

せ
て

使
用

し
ま

す
。

算
出

に
あ

た
っ

て
は

、
総

務
省

統
計

局
に

よ
る

家
計

調
査

の
数

値
を

使
用

し
ま

す
。

 

 
 

 
 

 
 

＜
指

標
の

算
定

時
期

 
： 

2
0
20

年
＞

 

 ④
 
2
0
21

年
暦

年
（
20

2
1

年
１

月
～

1
2

月
）
平

均
の

消
費

者
物

価
上

昇
率

「
▲

0
.0

0
2
5」

を
使

用
＝

0
.9

9
7
5 

 
 

 
 

 
(1

-
0
.0

0
2
5)

 

＊
物

価
上

昇
率

に
つ

い
て

は
、

標
準

生
計

費
が

毎
年

４
月

時
点

（
要

求
年

度
の

前
年

の
４

月
）
の

数
値

と
し

て
算

出
さ

れ
て

い

る
こ

と
か

ら
、

毎
年

加
味

し
て

い
き

ま
す

。
 

＜
指

標
の

算
定

時
期

 
：
 

2
0
21

年
暦

年
＞

 
 

 

⑤
 

Ｂ
基

準
を

中
心

の
値

と
し

、
Ａ

基
準

は
＋

1
0
％

 
、

Ｃ
基

準
は

－
1
0
%
で

水
準

を
設

定
。

 

係
数

 
：
 

A
基

準
＝

１
．

１
 

 
B

基
準

＝
1
.0

 
 

C
基

準
＝

0
.9

 

*
要

求
基

準
に

つ
い

て
は

、
B

基
準

を
ベ

ー
ス

に
し

つ
つ

、
「
地

域
物

価
・
地

域
相

場
・
企

業
内

の
賃

金
水

準
・
企

業
業

績
・
 

労
務

構
成

・
適

用
基

準
の

継
続

性
等

」
を

総
合

的
に

勘
案

し
つ

つ
、

支
部

・
分

会
ご

と
に

判
断

し
ま

す
。
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【
参

考
 

補
足

説
明

】 

１
）
標

準
生

計
費

に
つ

い
て

 

①
標

準
生

計
費

の
増

減
要

因
 

「
標

準
生

計
費

」と
は

、
総

務
省

公
表

の
「家

計
調

査
」
を

ベ
ー

ス
に

、
人

事
院

が
「国

民
一

般
の

標
準

的
な

生
活

の
水

準
を

求
め

る
た

め
」

に
算

出
・公

表
し

て
い

る
指

標
で

す
。

標
準

生
計

費
の

金
額

が
年

 
に

よ
っ

て
増

減
す

る
要

因
に

は
、

実
際

に
各

世
帯

の
生

計
費

が
増

減
し

て
い

る
こ

と
 

（例
：
物

価
や

収
入

等
）
 

や
標

準
生

計
費

の
算

定
に

使
用

す
る

家
計

調
査

の
影

響
 

（例
：調

査
世

帯
の

変
更

に
伴

う
 

 
 

収
入

・消
費

パ
タ

ー
ン

の
変

化
）
等

、
複

数
の

要
素

が
挙

げ
ら

れ
ま

す
。

 

 
 

 
 

 ②
標

準
生

計
費

の
費

目
 

標
準

生
計

費
の

費
目

は
、

以
下

の
よ

う
に

家
計

調
査

の
支

出
項

目
に

基
づ

い
て

い
ま

す
。

 

【
標

準
生

計
費

】 
 

 
←

 
 

 
【家

計
調

査
】
 

食
料

費
・
・・

・・
・・

・・
・・

・・
・
・・

食
料

 

住
居

関
係

費
・
・・

・・
・・

・・
・
・・

住
居

・
光

熱
・
水

道
、

家
具

・
家

事
用

品
 

被
服

・履
物

費
・・

・・
・・

・・
・
・・

被
服

及
び

履
物

 

雑
費

Ⅰ
・
・・

・・
・・

・・
・・

・・
・
・・

保
健

医
療

、
交

通
・
通

信
、

教
育

、
教

養
娯

楽
 

雑
費

Ⅱ
・
・・

・・
・・

・・
・・

・・
・
・・

そ
の

他
の

消
費

支
出

（
諸

雑
費

、
交

際
費

等
） 

*家
計

調
査

は
調

査
デ

ー
タ

の
平

均
値

を
取

り
ま

す
が

、
標

準
生

計
費

は
平

数
（最

も
多

く
の

世
帯

で
見

ら
れ

る
）の

値
を

 
見

て
い

く
の

で
、

費
目

ご
と

の
数

値
傾

向
は

異
な

り
ま

す
。

 

 
 

 
 

 
③

標
準

生
計

費
の

数
値

と
前

年
差

 
 

 
標

準
生

計
費

（2
02

1
年

4
月

全
国

平
均

）の
数

値
と

2
02

0
年

差
 

 

全
体

計
で

は
、

2
人

世
帯

：＋
3
9
,3

1
0

円
、

3
人

世
帯

：
＋

2
9
,5

9
0

円
、

4
人

世
帯

：
＋

1
9,

88
0

円
、

5
人

世
帯

：＋
1
0,

1
50

円
と

全
世

帯

人
数

で
増

加
傾

向
に

あ
り

ま
す

。
そ

の
中

で
、

世
帯

人
数

が
多

く
な

る
に

伴
い

に
増

加
幅

が
小

さ
く

な
っ

て
い

く
傾

向
に

あ
り

ま
す

。
こ

れ
ら

が
全

て
の

扶
養

人
数

で
最

低
賃

金
が

前
回

よ
り

高
く

な
っ

て
い

る
要

因
で

す
。

費
目

別
で

は
、

雑
費

Ⅰ
（
医

療
費

・教
育

費
・
通

信
費

 
他

）

等
で

世
帯

別
に

前
述

の
よ

う
な

傾
向

に
あ

り
、

住
居

関
係

費
で

は
減

少
傾

向
が

み
ら

れ
る

結
果

と
な

っ
て

い
ま

す
。

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  ２

）
A

B
C

基
準

に
つ

い
て

 

①
地

域
別

基
準

の
適

用
条

件
及

び
判

断
要

素
 

 
 

 
 

 
A

B
C

基
準

の
設

定
に

あ
た

っ
て

は
、

支
部

・分
会

内
の

全
事

業
所

は
統

一
基

準
と

す
る

こ
と

を
基

本
と

し
ま

す
。

た
だ

し
、

首
都

圏
を

拠
点

に
他

地
域

に
事

業
展

開
し

て
い

る
事

業
会

社
の

支
部

・
分

会
に

お
い

て
は

、
人

事
賃

金
制

度
上

の
仕

組
み

・
水

準
が

全
国

一

律
と

地
域

別
に

別
れ

て
い

る
ケ

ー
ス

等
が

あ
る

場
合

、
個

々
の

状
況

を
確

認
し

た
上

で
、

地
域

別
・雇

用
形

態
別

に
基

準
を

設
定

す
る

こ

と
も

可
能

と
し

ま
す

。
適

用
条

件
・
判

断
要

素
は

以
下

の
通

り
と

し
、

こ
れ

ら
内

容
を

総
合

的
に

勘
案

し
、

基
準

を
設

定
す

る
も

の
と

し
ま

す
。

 

 
 

＜
補

足
説

明
用

　
デ

ー
タ

＞

標
準

生
計

費
　

（
2
0
2
1
年

4
月

）

区
分

2
人

世
帯

3
人

世
帯

4
人

世
帯

5
人

世
帯

食
料

費
4
8
,1

8
0

5
6
,2

7
0

6
4
,3

6
0

7
2
,4

6
0

住
居

関
係

費
5
4
,4

3
0

4
6
,8

7
0

3
9
,3

1
0

3
1
,7

5
0

被
服

・
履

物
費

5
,8

0
0

7
,2

7
0

8
,7

4
0

1
0
,2

0
0

雑
費

Ⅰ
5
0
,9

5
0

6
3
,1

5
0

7
5
,3

5
0

8
7
,5

7
0

雑
費

Ⅱ
3
2
,9

9
0

3
2
,2

6
0

3
1
,5

4
0

3
0
,8

1
0

計
1
9
2,
3
50

2
0
5
,8

2
0

2
1
9,

3
00

2
32

,7
90

前
年

差

区
分

2
人

世
帯

3
人

世
帯

4
人

世
帯

5
人

世
帯

食
料

費
9
,1

8
0

▲
 1

1
0

1
,8

0
0

3
,7

0
0

住
居

関
係

費
1
,2

1
0

▲
 1

,0
0
0

▲
 3

,2
1
0

▲
 5

,4
2
0

被
服

・
履

物
費

2
,1

7
0

3
,1

5
0

4
,1

3
0

5
,0

9
0

雑
費

Ⅰ
1
3
,8

3
0

1
2
,9

5
0

1
2
,0

8
0

1
1
,2

2
0

雑
費

Ⅱ
1
2
,9

2
0

8
,8

8
0

4
,8

5
0

8
0
0

計
3
9
,3

1
0

2
9
,5

9
0

1
9
,8

8
0

1
0
,1

5
0
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＜

地
域

別
基

準
の

適
用

条
件

＞
 

 
 

 
 

 
 

 
＜

具
体

的
な

要
求

基
準

の
判

断
要

素
＞

 

 

１
．

対
象

支
部

・
分

会
 

首
都

圏
（
東

京
・
埼

玉
・
千

葉
・神

奈
川

）を
拠

点
に

他
地

域
に

事
業

展
開

し
て

い
る

支
部

・分
会

 

２
．

対
象

者
 

月
給

制
社

員
 

３
．

人
事

賃
金

制
度

上
の

水
準

・
運

用
 

人
事

賃
金

制
度

に
お

け
る

月
例

給
の

仕
組

み
が

地
域

別
に

設
定

さ
れ

て
い

る
こ

と
。

 

 
 
４

．
人

事
異

動
配

置
の

範
囲

 

原
則

当
該

事
業

所
限

定
で

あ
る

こ
と

。
 

１
．

対
象

地
域

に
お

け
る

物
価

状
況

 

２
．

対
象

地
域

に
お

け
る

採
用

市
場

 

３
．

対
象

地
域

に
お

け
る

他
支

部
と

の
賃

金
水

準
格

差
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３
）
個

別
に

賃
金

を
定

め
て

い
る

社
員

（年
棒

制
等

）へ
の

対
応

 

フ
ル

タ
イ
ム
勤
務
を
し
て
い
る
個
別
に
賃
金
を
定
め
て
い
る
社
員
（
年
棒
制
等

）
の

中
に
は

、
人

事
諸

制
度
が
制
度
化

さ
れ
て
い

る
月

例
給
社
員
の
仕
組
み
・
支

払
い
方
法
等
と
比
べ
、
相
関
性
・
類
似
性
が
極
め
て
高
い
ケ

ー
ス
が

あ
り
ま
す

。
し
た

が
っ

て
、

個
別

に
賃
金
を
定
め
て
い
る
社
員
（
年
棒
制
等
）
を
要
求
対
象
と
す
る
こ
と
に

つ
い

て
は
、
個
々

に
確
認
し
た
上
で
、
本
部
執
行

委
員

会
に
て
判
断
し
ま
す
。
ま

た
、
要
求
を
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
6
0
歳
以
前
と

以
降
の

働
き
方
及

び
賃

金
の
変
化
等

を
踏

ま
え

た
要
求
を
行
う
こ
と
と
し
ま
す
。
 

４
）
物

価
上

昇
率

の
確

定
に

つ
い

て
 

 
IM

G
U

の
要

求
基

準
と

し
て

の
物

価
上

昇
率

に
つ

い
て

は
、

総
務

省
が

公
表

し
て

い
る

消
費

者
物

価
指

数
に

お
け

る
20

2
1

年
の

暦
年

平
均

（１
月

～
1
2

月
の

平
均

）の
平

均
値

を
使

用
し

ま
す

。
 

 
 

 
 

 
 

５
）
対

象
者

へ
の

支
給

方
法

に
つ

い
て

 

保
障

額
の

支
給

は
、

本
人

の
申

告
に

基
づ

き
行

わ
れ

ま
す

。
基

本
的

な
支

給
ス

キ
ー

ム
・
ス

ケ
ジ

ュ
ー

ル
は

、
「
４

月
中

に
会

社
よ

り
基

準

額
及

び
申

告
方

法
（申

告
期

日
や

申
告

書
等

）
に

関
す

る
通

達
が

あ
り

、
 

 
５

月
支

給
給

与
に

て
４

月
分

と
合

わ
せ

た
保

障
額

を
支

給
」

と
し

ま
す

。
（事

業
会

社
に

よ
り

告
知

時
期

な
ど

に
多

少
の

違
い

が
あ

る
こ

と
も

想
定

さ
れ

ま
す

。
事

前
に

事
業

会
社

労
使

間
に

て
確

認
を

お
願

い
し

ま
す

。
） 

な
お

、
そ

れ
以

降
は

、
申

告
の

あ
っ

た
月

よ
り

支
給

さ
れ

る
こ

と
に

な
り

ま
す

。
保

障
分

は
月

例
給

へ
の

対
応

と
し

、
賞

与
へ

は
反

映
し

ま
せ

ん
。

 

ま
た

、
申

告
に

あ
た

っ
て

の
会

社
の

申
請

書
に

は
、

「保
障

対
象

者
の

要
件

を
確

認
す

る
た

め
に

、
申

請
者

本
人

へ
の

ヒ
ア

リ
ン

グ
や

公

的
給

付
の

受
給

確
認

書
類

・
年

収
確

認
書

類
※
等

の
提

示
を

求
め

る
場

合
が

あ
る

」旨
が

明
記

さ
れ

て
い

ま
す

。
 

※
年

収
確

認
書

類
の

提
示

は
、

三
越

伊
勢

丹
グ

ル
ー

プ
内

に
生

計
を

一
に

す
る

配
偶

者
が

在
籍

し
て

い
る

場
合

と
す

る
。

 
 

６
）
育

児
・
介

護
等

の
短

時
間

勤
務

者
へ

の
対

応
 

 
 

 
 

 
 

事
由

に
よ

り
一

定
期

間
に

お
い

て
勤

務
時

間
を

短
縮

し
て

い
る

者
の

扶
養

者
年

齢
別

最
低

賃
金

の
適

用
に

つ
い

て
は

、
対

象
と

な
る

扶
養

者
年

齢
別

最
低

賃
金

に
本

給
と

同
じ

控
除

す
る

割
合

を
用

い
て

控
除

後
の

本
給

と
の

差
額

を
算

出
し

、
最

終
算

出
額

の

百
円

未
満

を
切

り
上

げ
る

こ
と

で
給

付
金

額
を

決
定

す
る

も
の

と
し

ま
す

。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

＜
例

＞
 

扶
養

者
年

齢
別

最
低

賃
金

B
基

準
企

業
所

属
 

 
 

3
3

歳
 

3
人

扶
養

（
対

象
扶

養
者

年
齢

別
賃

金
：
23

0
,8

0
0

円
）
 

本
給

：2
21

,0
0
0

円
 

短
時

間
勤

務
に

よ
る

控
除

：
15

％
 

控
除

後
本

給
18

7,
8
50

円
の

場
合

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
23

0
,8

00
円

×
（
1-

0.
1
5）

－
1
87

,8
50

＝
8,

3
30

⇒
8
,4

0
0 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

※
最

終
算

出
額

を
百

円
未

満
切

上
げ

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
扶

養
者

年
齢

別
最

低
賃

金
に

よ
る

給
付

額
 

8,
4
00

円
/月
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Ⅱ
．

「
企

業
内

最
低

賃
金

要
求

」の
基

準
 

「企
業

内
最

低
賃

金
」
と

は
、

月
給

制
社

員
及

び
時

間
給

制
社

員
を

対
象

に
、

各
企

業
が

定
め

る
制

度
上

の
水

準
の

最
下

限
を

定
め

た

も
の

で
す

。
月

給
制

社
員

（
6
0

歳
以

降
雇

用
者

含
む

）
に

は
、

「
月

例
賃

金
」の

基
準

を
定

め
ま

す
。

時
間

給
制

社
員

及
び

60
歳

以
降

雇
用

者
に

は
、

「
時

間
給

」
の

基
準

を
定

め
ま

す
。

 

 ※
な

お
、

企
業

内
最

低
賃

金
は

、
全

て
の

組
合

員
の

制
度

上
の

最
下

限
水

準
を

定
め

る
も

の
で

あ
り

、
労

使
協

議
に

お
け

る
制

度
設

計

の
際

に
水

準
を

検
討

す
る

上
で

の
ベ

ー
ス

と
な

る
基

準
と

も
な

り
ま

す
。

し
た

が
っ

て
、

算
定

式
に

基
づ

く
水

準
が

前
年

度
を

下
回

る
場

合

に
は

、
前

年
度

と
同

額
の

要
求

水
準

と
し

ま
す

。
 

 １
．

「月
例

賃
金

」
 

の
要

求
基

準
 

（
対

象
：
月

給
制

社
員

）
 

 

・
月

例
賃

金
 

：
 

15
7,

00
0

円
 

（
前

年
15

7
,0

0
0

円
） 

  
 

＜
算

定
式

（
2
02

2
年

度
）
＞

 

 月
例

給
の

算
定

式
 

＝
 

20
2
0

年
度

の
所

定
内

給
与

額
（
①

）
 

×
 

20
2
0

年
度

の
平

均
上

昇
率

（
②

）
 

×
20

21
年

暦
年

の
物

価
上

昇
率

（③
） 

1
51

,1
0
0

円
×

0.
99

3×
0
.9

97
5＝

14
9,

6
67

円
 

≒
 

15
0
,0

0
0

円
 

 
＊

千
円

未
満

切
り

上
げ

 

 ①
 

厚
生

労
働

省
「
賃

金
構

造
基

本
統

計
調

査
」
の

「年
齢

階
級

、
所

定
内

給
与

額
階

級
別

労
働

者
数

」
の

 
 

う
ち

、
「産

業

計
、

企
業

規
模

計
、

全
労

働
者

」「
～

1
9

歳
・
第

１
十

分
位

数
」
を

使
用

。
 

＊
第

1
十

分
位

数
と

は
、

全
集

計
対

象
の

数
値

（
こ

こ
で

は
賃

金
）
を

低
い

順
に

並
べ

て
十

等
分

し
た

と
き

に
低

い
方

か
ら

最
初

の
節

の
も

の
を

指
し

ま
す

。
 

＜
統

計
年

度
：
20

20
年

度
＞

 

  
 

 
②

 
15

1,
1
00

円
（
20

20
年

度
の

所
定

内
給

与
額

）÷
1
52

,1
00

円
（2

0
1９

年
度

の
所

定
内

給
与

額
）
＝

0.
9
93

4 

 ③
 

20
2
1

年
暦

年
（
20

2
1

年
１

月
～

1
2

月
）
平

均
の

消
費

者
物

価
上

昇
率

「
▲

0
.0

02
5
」を

使
用

＝
0.

99
75

 

 
 

(1
-0

.0
0
25

) 

＜
指

標
の

算
定

時
期

 
：
 

20
21

年
暦

年
平

均
＞
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２
．

「時
間

給
」
 

（対
象

：時
間

給
制

社
員

・
60

歳
以

降
雇

用
者

）
 

 ＜
基

準
の

適
用

要
件

＞
 

①
各

企
業

の
制

度
上

の
時

間
給

は
、

各
地

域
の

事
業

所
に

お
け

る
採

用
賃

金
と

し
ま

す
。

 

②
各

地
域

の
採

用
賃

金
が

IM
G

U
基

準
を

上
回

る
場

合
に

は
、

採
用

賃
金

を
踏

ま
え

最
低

賃
金

要
求

と
す

る
こ

と
し

ま
す

。
 

③
年

度
中

に
公

的
最

賃
（
各

都
道

府
県

の
地

域
別

・
産

業
別

の
最

低
賃

金
）
が

改
定

さ
れ

た
場

合
は

、
改

め
て

算
定

を
お

こな
い

、

IM
G

U
基

準
を

確
認

し
ま

す
。

算
定

の
結

果
、

IM
G

U
基

準
の

改
定

が
必

要
と

判
断

し
た

地
域

に
つ

い
て

は
、

対
象

地
域

の
公

的
最

賃

の
改

定
発

効
さ

れ
る

年
月

日
以

前
に

改
定

基
準

以
上

を
適

用
さ

せ
る

こ
と

と
し

ま
す

。
 

④
基

準
額

に
満

た
な

い
場

合
は

、
そ

の
水

準
が

地
域

別
ま

た
は

産
業

別
最

低
賃

金
と

同
水

準
で

あ
れ

ば
、

 
必

ず
引

き
上

げ
の

対
応

を

労
使

に
て

確
認

し
実

施
す

る
こ

と
と

し
ま

す
。

 

 
 

 ＜
算

定
式

＞
 

月
例

賃
金

を
も

と
に

、
参

考
数

値
を

算
出

す
る

。
 

参
考

数
値

 
⇒

1
57

,0
0
0

円
÷

(法
定

に
お

け
る

最
長

の
年

間
所

定
労

働
時

間
：2

08
8

時
間

÷
1
2

ヶ
月

）
 

≒
90

3
円

 
※

小
数

点
以

下
切

り
上

げ
 

 ＊
参

考
数

値
の

算
出

は
、

最
低

限
必

要
な

水
準

を
十

分
に

精
査

し
た

上
で

決
定

す
る

た
め

に
、

IM
G

U
独

自
の

数
値

を
設

定

し
、

公
的

な
水

準
と

比
較

す
る

こ
と

を
目

的
と

し
て

い
ま

す
。

 

設
定

に
あ

た
っ

て
は

、
あ

る
程

度
固

定
的

な
水

準
が

望
ま

し
い

と
考

え
る

こ
と

か
ら

、
法

に
お

け
る

最
長

時
間

で
あ

る
「2

08
8

時

間
 

（
週

40
時

間
×

5
2

週
＋

1
日

８
時

間
）
」
と

し
ま

す
。

 

 厚
生

労
働

省
に

よ
る

各
都

道
府

県
の

「地
域

別
最

低
賃

金
」
の

数
値

を
基

に
、

全
都

道
府

県
の

中
で

最
も

 
高

い
地

域
別

最
低

賃
金

 
（今

回
は

東
京

の
1,

04
1

円
）
 

に
対

す
る

比
率

を
求

め
て

「地
域

別
修

正
指

数
」
と

し
て

設
定

し
ま

す
。

 

地
域

別
修

正
指

数
 

⇒
 

各
都

道
府

県
の

地
域

別
最

低
賃

金
 

÷
 

全
都

道
府

県
の

中
で

最
も

高
い

地
域

別
最

低
賃

金
 

 参
考

数
値

と
地

域
別

修
正

係
数

を
も

と
に

、
都

道
府

県
別

の
時

間
給

基
礎

額
を

算
出

し
ま

す
。

 

 
 

 
 

 
時

間
給

基
礎

額
 

⇒
 

参
考

数
値

（
90

3
円

）
 

×
 

地
域

別
修

正
係

数
 

 
※

小
数

点
以

下
切

り
上

げ
 

 
 

 
 

2
0
2
2年

度
春

の
交

渉
基

準
（単

位
：円

）

東
京

埼
玉

千
葉

神
奈

川
北

海
道

青
森

岩
手

宮
城

秋
田

1,
0
45

9
60

9
55

1
,0

40
89

0
8
55

82
5

85
5

82
5

山
形

福
島

茨
城

栃
木

群
馬

新
潟

富
山

石
川

福
井

82
5

8
30

8
85

8
85

86
5

8
60

89
0

89
0

86
0

山
梨

長
野

岐
阜

静
岡

愛
知

三
重

滋
賀

京
都

大
阪

87
0

8
80

8
80

9
15

95
5

9
05

90
0

94
0

99
5

兵
庫

奈
良

和
歌

山
鳥

取
島

根
岡

山
広

島
山

口
徳

島
93

0
8
70

8
70

8
25

82
5

8
95

90
5

87
5

82
5

香
川

愛
媛

高
知

福
岡

佐
賀

長
崎

熊
本

大
分

宮
崎

85
0

8
25

8
20

9
00

82
5

8
25

82
5

82
5

82
5

鹿
児

島
沖

縄
82

5
8
20
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9 

 

④
最

低
賃

金
（
時

間
給

）
は

、
都

道
府

県
別

に
「
地

域
別

最
低

賃
金

」
「
産

業
別

最
低

賃
金

」
（
設

定
の

無
い

 
 

地
域

は
除

く
）

「時
間

給
基

礎
額

」を
比

較
し

、
高

い
も

の
を

選
択

し
、

５
円

単
位

に
切

り
上

げ
た

上
で

「時
間

給
」の

要
求

基
準

と
し

ま
す

。
 

 ＜
地

域
別

最
低

賃
金

・
産

業
別

最
低

賃
金

と
地

域
別

修
正

指
数

＞
 

 
＊

地
域

別
最

賃
・
産

業
別

最
賃

は
20

2
2

年
1

月
12

日
現

在
の

厚
生

労
働

省
公

表
値

 

＊
地

域
別

修
正

指
数

は
、

各
地

域
に

お
け

る
労

働
市

場
の

動
向

を
反

映
す

る
た

め
の

指
数

と
し

て
設

定
 

＊
上

記
以

外
の

地
域

が
必

要
な

場
合

は
、

同
様

の
考

え
方

で
都

道
府

県
別

に
算

定
す

る
 

（
単

位
：
円

）

東
京

埼
玉

千
葉

神
奈

川
北

海
道

青
森

岩
手

宮
城

地
域

別
最

低
賃

金
1
,0

4
1

95
6

95
3

1
,0

40
88

9
82

2
8
21

85
3

産
業

別
最

低
賃

金
－

84
9

84
8

―
―

85
2

8
00

―

時
間

給
基

礎
額

9
03

83
1

83
1

90
3

76
8

71
4

7
14

74
1

地
域

別
修

正
指

数
1
.0

0
0
.9

2
0
.9

2
1
.0

0
0
.8

5
0
.7

9
0
.7

9
0
.8

2

＊
東

京
　

1
,0

4
1円

を
1
.0

0と
し

て
算

出
し

た
各

地
位

の
地

域
別

修
正

係
数

を
参

考
値

9
0
3円

に
乗

じ
て

、
各

地
域

の
時

間
給

基
礎

額
を

算
出

し
ま

す
。

秋
田

山
形

福
島

茨
城

栃
木

群
馬

新
潟

富
山

地
域

別
最

低
賃

金
8
22

82
2

82
8

87
9

88
2

86
5

8
59

87
7

産
業

別
最

低
賃

金
―

―
―

88
1

87
4

―
8
42

89
0

時
間

給
基

礎
額

7
14

71
4

72
3

75
9

76
8

75
0

7
50

75
9

地
域

別
修

正
指

数
0
.7

9
0.

7
9

0
.8

0
0
.8

4
0
.8

5
0.

8
3

0
.8

3
0.

8
4

石
川

福
井

山
梨

長
野

岐
阜

静
岡

愛
知

三
重

地
域

別
最

低
賃

金
8
61

85
8

86
6

87
7

88
0

91
3

9
55

90
2

産
業

別
最

低
賃

金
8
90

84
0

ー
87

9
―

88
6

8
47

―

時
間

給
基

礎
額

7
50

74
1

75
0

75
9

76
8

79
5

8
31

78
6

地
域

別
修

正
指

数
0
.8

3
0.

8
2

0
.8

3
0
.8

4
0
.8

5
0.

8
8

0
.9

2
0.

8
7

滋
賀

京
都

大
阪

兵
庫

奈
良

和
歌

山
鳥

取
島

根

地
域

別
最

低
賃

金
8
96

93
7

99
2

92
8

86
6

85
9

8
21

82
4

産
業

別
最

低
賃

金
8
40

93
8

―
79

7
―

86
9

7
18

75
0

時
間

給
基

礎
額

7
77

81
3

85
8

80
4

75
0

75
0

7
14

71
4

地
域

別
修

正
指

数
0
.8

6
0.

9
0

0
.9

5
0
.8

9
0
.8

3
0.

8
3

0
.7

9
0.

7
9

岡
山

広
島

山
口

徳
島

香
川

愛
媛

高
知

福
岡

地
域

別
最

低
賃

金
8
62

89
9

85
7

82
4

84
8

82
1

8
20

87
0

産
業

別
最

低
賃

金
8
93

90
3

87
5

―
―

82
2

―
89

7

時
間

給
基

礎
額

7
50

77
7

74
1

71
4

73
2

71
4

7
14

75
9

地
域

別
修

正
指

数
0
.8

3
0.

8
6

0
.8

2
0
.7

9
0
.8

1
0.

7
9

0
.7

9
0.

8
4

佐
賀

長
崎

熊
本

大
分

宮
崎

鹿
児

島
沖

縄

地
域

別
最

低
賃

金
8
21

82
1

82
1

82
2

82
1

82
1

8
20

産
業

別
最

低
賃

金
―

―
79

6
71

6
70

5
69

3
7
70

時
間

給
基

礎
額

7
14

71
4

71
4

71
4

71
4

71
4

7
14

地
域

別
修

正
指

数
0
.7

9
0.

7
9

0
.7

9
0
.7

9
0
.7

9
0.

7
9

0
.7

9
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0 

３
．

60
歳

以
降

雇
用

者
へ

の
対

応
 

6
0

歳
以

降
雇

用
者

は
他

の
メ

ン
バ

ー
同

様
に

と
も

に
働

く
仲

間
で

あ
る

こ
と

か
ら

、
月

給
制

社
員

・
時

間
給

制
社

員
と

も
に

企
業

内
最

低

賃
金

要
求

の
対

象
と

し
ま

す
。

 

6
0

歳
以

降
雇

用
者

の
企

業
内

最
低

賃
金

は
、

6
0

歳
以

降
月

給
制

再
雇

用
者

に
対

し
て

は
、

企
業

内
最

低
賃

金
を

6
0

歳
以

降
再

雇
用

者
の

制
度

上
の

最
下

限
水

準
で

定
め

る
も

の
と

し
、

6
0

歳
以

降
時

間
給

制
再

雇
用

者
に

対
し

て
は

、
時

間
給

制
社

員
と

同
一

水
準

で
定

め
る

も
の

と
し

ま
す

。
 

た
だ

し
、

こ
の

対
応

は
、

60
歳

未
満

の
対

象
者

と
同

様
に

現
状

水
準

の
底

上
げ

を
図

る
た

め
の

も
の

で
は

な
く

、
制

度
上

の
最

下
限

水
準

を
下

回
る

メ
ン

バ
ー

が
い

な
い

こ
と

を
確

認
す

る
も

の
と

し
ま

す
。

 

 

雇
用

形
態

 
企

業
内

最
低

賃
金

の
水

準
 

月
給

制
社

員
 

月
給

制
社

員
の

水
準

で
設

定
 

月
給

制
6
0

歳
以

降
再

雇
用

者
 

月
給

制
6
0

歳
以

降
再

雇
用

者
の

水
準

で
設

定
 

※
制

度
上

の
最

下
限

の
水

準
で

設
定

 

時
間

給
制

社
員

 
時

間
給

制
社

員
・
60

歳
以

降
再

雇
用

者
間

の
水

準
で

設
定

 

時
間

給
制

60
歳

以
降

再
雇

用
者

 

 ４
．

個
別

に
賃

金
を

定
め

て
い

る
社

員
（
年

棒
制

等
）に

つ
い

て
 

フ
ル

タ
イ
ム
勤
務
を
し
て
い
る
個
別
に
賃
金
を
定
め
て
い
る
社
員
（
年
棒
制
等

）
の

中
に
は

、
人

事
諸

制
度
が
制
度
化

さ
れ
て
い

る
月

例
給
社
員
の
仕
組
み
・
支

払
い
方
法
等
と
比
べ
、
相
関
性
・
類
似
性
が
極
め
て
高
い
ケ

ー
ス
が

あ
り
ま
す

。
し
た

が
っ

て
、

個
別

に
賃
金
を
定
め
て
い
る
社
員
（
年
棒
制
等
）
を
要
求
対
象
と
す
る
こ
と
に
つ
い

て
は
、
そ
れ

ら
の

内
容
を
個
々
に

確
認
し
た

上
で
、
本
部
執
行
委
員
会
に
て
判
断
し
ま
す
。
ま
た
、
要
求
を
行
う
場
合
に
お
い

て
は
、
6
0
歳

以
前

と
以
降
の
働
き

方
及

び
賃
金

の
変

化
等
を
踏
ま
え
た
要
求
を
行
う
こ
と
と
し
ま
す
。
 

 
 

 

M
 E

 M
 O
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1 

20
21

年
度

 グ
ル

ー
プ

労
使

協
議

報
告

 

労
働

組
合

本
部

 

I. 
グ

ル
ー

プ労
使

協
議

の
位

置
づ

け
 

 

グ
ル

ー
プ

人
事

政
策

に
関

わ
る

H
D

S
労

使
協

議
会

は
、

グ
ル

ー
プ

人
事

の
推

進
を

目
的

に
人

に
関

わ
る

諸
制

度
や

働
く

環
境

の
整

備
に

つ
い

て
「グ

ル
ー

プ
全

体
の

方
向

性
を

協
議

・
発

信
す

る
場

」
と

し
て

、
H

D
Sと

組
合

本
部

の
グ

ル
ー

プ
労

使
間

で
開

催
し

て
い

ま
す

。
 

20
2
1年

度
は

、
「
生

産
性

（業
績

と
処

遇
）の

向
上

」と
、

従
業

員
の

「働
き

が
い

の
向

上
、

働
き

や
す

い
環

境
の

整
備

」
に

向
け

て
、

「人

事
制

度
」お

よ
び

「
働

き
方

」
に

関
わ

る
項

目
に

つ
い

て
協

議
を

お
こ

な
う

と
と

も
に

、
多

様
化

す
る

価
値

観
や

三
越

伊
勢

丹
グ

ル
ー

プ
の

タ
イ

バ
ー

シ
テ

ィ
推

進
に

向
け

た
協

議
を

お
こ

な
っ

て
き

ま
し

た
。

 

 II
. 

⼈
に

関
わ

る諸
制

度
 

1.
 

グ
ル
ー
プ
人
事
制
度
の
基
本
フ
レ
ー
ム
の
再
構
築
（
ス
テ
ー
ジ

B）
 

高
い

専
門

性
の

発
揮

を
目

指
す

「
S
コ

ー
ス

」
と

将
来

組
織

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

を
担

う
こ

と
を

目
指

す
「
G

コ
ー

ス
」
の

2つ
の

キ
ャ

リ
ア

コ
ー

ス
と

ス
テ

ー
ジ

A
並

み
の

特
別

処
遇

を
行

な
う

「
S
コ

ー
ス

上
位

」
に

つ
い

て
、

新
た

な
中

期
経

営
計

画
を

踏
ま

え
、

戦
略

適
合

の
観

点

か
ら

、
改

め
て

社
員

ス
テ

ー
ジ

B
の

コ
ー

ス
設

定
の

あ
り

方
に

つ
い

て
協

議
を

お
こ

な
い

ま
し

た
。

 

 2.
 

新
た
な
短
時
間
勤
務
制
度
の
導
入
に
向
け
た
グ
ル
ー
プ
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

 
昨

年
度

か
ら

検
討

し
て

き
た

新
た

な
短

時
間

勤
務

制
度

の
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
策

定
に

向
け

、
「
育

児
・
介

護
以

外
の

適
用

事
由

」「
適

用

期
間

」
、

「1
日

あ
た

り
労

働
時

間
の

短
縮

」
に

加
え

「週
あ

た
り

勤
務

日
数

の
削

減
」
を

選
択

で
き

る
仕

組
み

に
つ

い
て

協
議

を
お

こ
な

い
ま

し
た

。
 

【
短

時
間

勤
務

制
度

の
主

な
内

容
】 

副
業

・兼
業

 

対
象

者
 

ア
ル

バ
イ

ト
を

除
く

全
従

業
員

で
、

ス
キ

ル
ア

ッ
プ

、
新

た
な

人
脈

の
獲

得
、

異
な

る
就

業
体

験
に

つ
な

が
る

副

業
・
兼

業
を

お
こ

な
う

も
の

 

適
用

期
間

 
最

短
1
ヶ

月
、

最
長

3
年

 

必
要

な
期

間
を

申
請

し
、

1
年

ご
と

に
事

由
が

継
続

し
て

い
る

か
、

短
時

間
を

継
続

す
る

か
を

確
認

 

取
得

 
月

単
位

で
取

得
。

申
請

時
に

希
望

し
た

月
か

ら
取

得
可

能
 

勤
務

時
間

 

「
1日

あ
た

り
労

働
時

間
の

短
縮

」
か

「週
あ

た
り

勤
務

日
数

の
削

減
」
を

対
象

者
が

申
請

時
に

選
択

 

「
1日

あ
た

り
労

働
時

間
の

短
縮

」
は

既
存

の
育

児
・介

護
勤

務
で

設
定

さ
れ

て
い

る
勤

務
時

間
を

も
と

に
各

社
ご

と
に

設
定

 

「
週

あ
た

り
勤

務
日

数
の

削
減

」は
各

休
に

週
1
日

を
加

え
、

通
常

の
週

で
週

休
3
日

を
設

定
 

申
請

方
法

 
原

則
取

得
開

始
日

の
2
ヶ

月
前

ま
で

に
申

請
書

を
提

出
 

証
明

は
不

要
。

雇
用

契
約

の
場

合
は

「
副

業
・兼

業
先

で
の

就
労

状
況

報
告

書
」
を

提
出

 

 

育 児  

対
象

者
 

ア
ル

バ
イ

ト
を

除
く

全
従

業
員

で
、

育
児

勤
務

制
度

の
最

長
期

間
を

超
過

し
た

も
の

 

※
対

象
と

な
る

子
の

年
齢

は
、

各
社

現
状

の
育

児
勤

務
制

度
の

上
限

か
ら

小
６

ま
で

の
範

囲
で

設
定

 

適
用

期
間

 
最

短
1ヶ

月
、

最
長

１
対

象
家

族
に

つ
き

3年
（
各

社
設

定
に

よ
る

。
最

長
は

子
が

小
６

末
日

ま
で

） 

取
得

 
月

単
位

で
取

得
。

申
請

時
に

希
望

し
た

月
か

ら
取

得
可

能
 

勤
務

時
間

 
1日

あ
た

り
の

労
働

時
間

を
短

縮
 

（既
存

の
育

児
・
介

護
勤

務
で

設
定

さ
れ

て
い

る
勤

務
時

間
を

も
と

に
各

社
毎

に
設

定
） 

申
請

方
法

 
原

則
取

得
開

始
日

の
2
ヶ

月
前

ま
で

に
申

請
書

を
提

出
 

証
明

は
不

要
（
産

前
産

後
休

暇
取

得
時

に
「出

産
予

定
日

が
記

載
さ

れ
た

医
師

の
診

断
書

」
を

提
出

済
み

）
 

備
考

 
短

時
間

勤
務

制
度

の
導

入
に

伴
う

既
存

の
育

児
勤

務
制

度
の

見
直

し
は

不
要
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介 護  

対
象

者
 

ア
ル

バ
イ

ト
を

除
く

全
従

業
員

で
、

介
護

・
介

護
準

備
勤

務
の

最
長

期
間

を
超

過
し

た
も

の
 

適
用

期

間
 

最
短

1ヶ
月

、
最

長
期

間
5
年

必
要

な
期

間
を

申
請

し
、

1年
ご

と
に

事
由

が
継

続
し

て
い

る
か

、
短

時
間

を
継

続

す
る

か
確

認
 

取
得

 
月

単
位

で
取

得
。

申
請

時
に

希
望

し
た

月
か

ら
取

得
可

能
 

勤
務

時

間
 

「
1日

あ
た

り
労

働
時

間
の

短
縮

」
か

「週
あ

た
り

勤
務

日
数

の
削

減
」
を

対
象

者
が

申
請

時
に

選
択

 

「
1日

あ
た

り
労

働
時

間
の

短
縮

」
は

既
存

の
育

児
・
介

護
勤

務
で

設
定

さ
れ

て
い

る
勤

務
時

間
を

も
と

に
各

社
ご

と
に

設
定

 

「
週

あ
た

り
勤

務
日

数
の

削
減

」は
各

休
に

週
1
日

を
加

え
、

通
常

の
週

で
週

休
3
日

を
設

定
 

申
請

方

法
 

原
則

取
得

開
始

日
の

2
ヶ

月
前

ま
で

に
申

請
書

を
提

出
（
個

人
の

状
況

に
応

じ
て

柔
軟

に
対

応
す

る
） 

要
介

護
状

態
で

あ
る

こ
と

の
証

明
書

を
添

付
 

備
考

 
介

護
に

お
い

て
は

勤
務

日
数

の
削

減
に

対
す

る
ニ

ー
ズ

が
高

い
こ

と
を

想
定

し
、

既
存

の
介

護
・
介

護
準

備
規

程
で

も
「週

当
た

り
勤

務
日

数
の

削
減

」
を

選
択

で
き

る
よ

う
に

す
る

。
 

 

私 傷 病 の 療 養  

対
象

者
 

ア
ル

バ
イ

ト
を

除
く

全
従

業
員

で
、

私
傷

病
を

治
療

す
る

も
の

 

適
用

期

間
 

最
短

1ヶ
月

、
最

長
2
年

 

取
得

 
必

要
な

期
間

を
申

請
し

、
1年

ご
と

に
事

由
が

継
続

し
て

い
る

か
、

短
時

間
を

継
続

す
る

か
を

確
認

 

勤
務

時

間
 

「
1日

あ
た

り
労

働
時

間
の

短
縮

」
か

「週
当

た
り

勤
務

日
数

の
削

減
」を

対
象

者
が

申
請

時
に

選
択

 

「
1日

あ
た

り
労

働
時

間
の

短
縮

」
は

既
存

の
育

児
・
介

護
勤

務
で

設
定

さ
れ

て
い

る
勤

務
時

間
を

も
と

に
っ

ク
シ

ャ
ご

と
に

設
定

 

「
週

あ
た

り
勤

務
日

数
の

削
減

」は
各

休
に

週
1
日

を
加

え
、

通
常

の
週

で
週

休
3
日

を
設

定
 

申
請

方

法
 

原
則

取
得

開
始

日
の

2
ヶ

月
ま

で
に

申
請

書
を

提
出

（
個

人
の

状
況

に
応

じ
て

柔
軟

に
対

応
す

る
） 

備
考

 
産

業
医

の
判

断
に

基
づ

き
会

社
が

勤
務

時
間

の
短

縮
を

命
じ

る
要

保
護

勤
務

措
置

と
異

な
り

、
本

人
の

希
望

・

申
請

に
よ

り
短

時
間

勤
務

を
行

う
。

 

 

修
学

・資
格

取
得

 

対
象

者
 

ア
ル

バ
イ

ト
を

除
く

全
従

業
員

で
、

資
格

取
得

の
た

め
に

修
学

・資
格

取
得

を
す

る
も

の
 

適
用

期

間
 

最
短

1ヶ
月

、
最

長
3
年

 

取
得

 
月

単
位

で
取

得
。

申
請

時
に

希
望

し
た

月
か

ら
取

得
可

能
 

勤
務

時

間
 

「
1日

あ
た

り
労

働
時

間
の

短
縮

」
か

「週
当

た
り

勤
務

日
数

の
削

減
」を

対
象

者
が

申
請

時
に

選
択

 

「
1日

あ
た

り
労

働
時

間
の

短
縮

」
は

既
存

の
育

児
・
介

護
勤

務
で

設
定

さ
れ

て
い

る
勤

務
時

間
を

も
と

に
各

社
ご

と
に

設
定

 

申
請

方

法
 

原
則

取
得

開
始

日
の

2
ヶ

月
前

ま
で

に
申

請
書

を
提

出
 

通
学

等
の

証
明

書
を

添
付

 

備
考

 
一

般
的

な
資

格
取

得
・
修

学
の

期
間

を
勘

案
し

上
限

年
数

を
設

定
 

 
3.

 
カ

ム
バ
ッ
ク
再
雇
用

制
度
の
導
入

に
向

け
た
グ
ル
ー
プ

ガ
イ

ド
ラ
イ

ン
 

多
様

な
人

材
の

確
保

に
向

け
て

、
自

己
都

合
（
円

満
退

社
）に

よ
る

退
職

者
を

対
象

と
し

た
再

雇
用

の
ル

ー
ル

に
つ

い
て

、
現

行
の

再
雇

用
制

度
（
ラ

イ
フ

イ
ベ

ン
ト
）
と

は
切

り
離

し
た

制
度

と
し

て
、

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

の
策

定
に

向
け

た
協

議
を

お
こ

な
い

ま
し

た
。

 

【
カ

ム
バ

ッ
ク

再
雇

用
制

度
】 

資
 

格
 

退
職

時
に

制
度

登
録

し
て

い
る

 
社

員
転

換
基

準
 

各
社

制
度

に
則

る
（中

途
採

用
扱

い
） 

離
職

期
間

 
各

社
に

て
設

定
 

勤
続

年
数

 
通

算
し

な
い

 

再
雇

用
上

限
年

齢
 

58
歳

以
下

で
各

社
設

定
 

再
雇

用
時

の
賃

金
 

再
雇

用
時

に
担

う
役

割
に

準
じ

る
 

退
職

事
由

 
退

職
事

由
は

不
問

（円
満

退
社

が
前

提
） 

採
用

時
期

 
基

本
4
月

、
1
0月

 

再
雇

用
時

の
雇

用
形

態
 

社
員

（
ス

テ
ー

ジ
B

・C
）
・メ

イ
ト
社

員
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4.
 

高
年
齢
者
雇
用
安
定
法
へ
の
対
応
の
検
討

 
20

21
年

4月
1日

施
行

の
「
高

年
齢

者
雇

用
安

定
法

改
正

」に
よ

り
、

65
歳

ま
で

の
雇

用
確

保
（
義

務
）に

加
え

、
 6

5歳
か

ら
70

歳
ま

で
の

就
業

機
会

確
保

の
た

め
の

「
高

年
齢

者
就

業
確

保
措

置
」
を

講
ず

る
「努

力
義

務
」
が

生
じ

る
こ

と
か

ら
、

「
6
0歳

以
降

の
活

躍
推

進
に

向
け

た
雇

用
・
働

き
方

」の
あ

り
方

に
つ

い
て

、
他

社
の

状
況

や
世

の
中

の
動

向
を

踏
ま

え
な

が
ら

労
使

で
継

続
的

に
協

議
を

お

こ
な

い
ま

す
。

 

 
 

 
 

5.
 

60
歳
以
降
雇
用
無
機
化
に
伴
う
ス
ト
ッ
ク
有
給
休
暇
制
度
の
整
備

 
グ

ル
ー

プ
方

針
に

基
づ

き
実

施
し

た
60

歳
定

年
後

再
雇

用
の

無
期

雇
用

化
を

踏
ま

え
、

今
年

度
は

無
期

雇
用

化
に

伴
う

「6
0歳

以

降
の

ス
ト
ッ

ク
有

給
休

暇
制

度
の

あ
り

方
」に

つ
い

て
協

議
を

お
こ

な
い

ま
し

た
。

 

 【
60

歳
以
降
の
ス
ト
ッ
ク
有
給
休
暇
制
度
の
グ
ル
ー
プ
指
針
】

 
①

現
状

、
「
制

度
未

導
入

」
の

会
社

に
つ

い
て

は
、

20
21

年
度

中
に

制
度

を
導

入
す

る
 

②
下

記
を

グ
ル

ー
プ

指
針

と
し

、
そ

の
範

囲
の

中
で

各
社

労
使

協
議

の
上

、
必

要
に

応
じ

て
対

応
・
制

度
改

定
を

お
こ

な
う

。
 

項
 

目
 

グ
ル

ー
プ

指
針

 
備

 
考

 

使
用

事
由

 
現

役
時

と
同

じ
 

―
 

60
歳

以
降

の
積

み
立

て
 

現
役

時
と

同
じ

 
―

 

買
い

取
り

 
制

度
の

有
無

は
各

社
設

定
 

自
社

の
実

態
を

踏
ま

え
て

各
社

判
断

 

一
括

取
得

 
現

役
時

と
同

じ
 

取
得

の
仕

方
（
65

歳
到

達
時

の
み

o
rい

つ
で

も
取

得
可

）
は

各
社

判

断
 

制
度

導
入

時
経

過
措

置
 

措
置

の
有

無
は

各
社

設
定

 
自

社
の

実
態

を
踏

ま
え

て
各

社
判

断
 

 

II
I. 

働
く環

境
の

整
備

 

1.
 

総
実
労
働
時
間
の
短
縮
及
び
適
正
な
労
働
時
間
管
理
の
推
進

 
グ

ル
ー

プ
指

針
（
総

実
労

働
時

間
1,

70
0

時
間

台
の

達
成

）
に

基
づ

き
、

グ
ル

ー
プ

各
社

の
目

標
達

成
に

向
け

て
、

引
き

続
き

各
支

部
の

通
年

協
議

や
グ

ル
ー

プ
部

会
（
H

D
S

グ
ル

ー
プ

人
事

・
組

合
本

部
・各

社
人

事
・各

支
部

に
よ

る
協

議
の

場
）に

お
い

て
総

実
労

働
時

間
の

短
縮

に
向

け
た

時
間

外
や

有
給

休
暇

の
取

得
状

況
に

つ
い

て
確

認
を

行
っ

て
き

ま
し

た
。

（
20

25
年

度
ま

で
に

対
象

22

社
中

18
社

が
1,

7
00

時
間

を
達

成
す

る
見

通
し

） 

ID
L
M

（P
C

使
用

時
間

適
正

化
シ

ス
テ

ム
）の

新
規

導
入

・
活

用
拡

大
・分

析
デ

ー
タ

の
活

用
拡

大
に

よ
る

時
差

時
間

の
解

消
お

よ

び
長

時
間

労
働

の
発

生
防

止
に

取
組

み
、

グ
ル

ー
プ

各
社

に
お

け
る

適
正

な
労

働
時

間
管

理
実

施
に

向
け

た
環

境
整

備
に

取
組

み
ま

し
た

。
 

 

2.
 

在
宅
勤
務
を
中
心
と
す
る
テ
レ
ワ
ー
ク
の
積
極
的
な
活
用

 
在

宅
勤

務
手

当
に

つ
い

て
は

、
グ

ル
ー

プ
一

律
の

制
度

は
制

定
せ

ず
、

制
度

導
入

に
あ

た
っ

て
の

基
本

的
な

考
え

方
（
グ

ル
ー

プ

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

）
を

策
定

し
ま

し
た

。
ま

た
、

現
状

発
生

し
て

い
る

業
務

上
の

支
障

を
踏

ま
え

た
上

で
、

生
産

性
を

維
持

す
る

（低
下

さ
せ

な
い

）
視

点
か

ら
の

施
策

の
検

討
を

行
う

こ
と

を
確

認
し

ま
し

た
。

 

 
 

3.
 

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
撲
滅
に
向
け
た
対
応

 
こ

れ
ま

で
グ

ル
ー

プ
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
防

止
対

策
委

員
会

を
主

体
と

し
た

ハ
ラ

ス
メ

ン
ト

撲
滅

に
向

け
た

取
組

み
に

つ
い

て
、

今
年

度
か

ら
グ

ル
ー

プ
部

会
に

お
い

て
各

社
の

ハ
ラ

ス
メ

ン
ト

防
止

対
策

の
取

組
計

画
を

集
約

し
、

取
組

み
強

化
部

分
や

不
足

分
の

追
記

・
対

応
を

依
頼

す
る

と
共

に
、

進
捗

確
認

を
お

こ
な

っ
て

き
ま

し
た

。
 

 
 

 
【
参

考
：グ

ル
ー

プ
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
防

止
対

策
委

員
会

の
取

組
み

】 

①
 事

件
事

故
・ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
対

応
フ

ロ
ー

説
明

会
の

実
施

 

②
 W

eb
im

p
re

ss
を

通
じ

て
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
知

識
や

事
案

の
共

有
 

③
 懲

戒
事

案
共

有
方

法
を

見
直

し
、

総
務

部
長

む
け

に
懲

戒
事

案
の

背
景

と
再

発
防

止
策

な
ど

の
情

報
発

信
 

④
 グ

ル
ー

プ
各

社
へ

取
組

方
針

発
信

と
会

議
資

料
（
グ

ル
ー

プ
発

生
件

数
・
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
の

傾
向

等
）
の

共

有
 

⑤
 ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
撲

滅
E

ラ
ー

ニ
ン

グ
の

実
施
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4.
 

ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ
の

推
進
と
休
業

・
休

暇
制
度
の
整
備

（
法

改
正
対

応
）

 
育

児
・
介

護
休

業
法

の
改

正
に

伴
う

、
産

後
パ

パ
育

休
制

度
の

創
設

や
雇

用
環

境
整

備
、

個
別

周
知

・
意

向
確

認
の

措
置

の
義

務
化

等
を

踏
ま

え
、

三
越

伊
勢

丹
グ

ル
ー

プ
に

お
け

る
対

応
に

つ
い

て
協

議
を

お
こ

な
っ

て
き

ま
し

た
。

 

 

1)
 出

生
時
育
児
休

業
制

度
（
出
生
直

後
に
お
け
る
柔
軟
な

育
児

休
業
の

枠
組

み
）
の
導
入
（

20
22

年
10

月
よ
り
）

 

男
性

の
育

児
休

業
取

得
促

進
を

目
的

に
、

子
の

出
生

後
８

週
間

以
内

に
４

週
間

ま
で

取
得

す
る

こ
と

が
で

き
る

柔
軟

な
育

児
休

業
の

枠
組

み
を

導
入

 

①
 
取

得
期
間

：
子

出
生

後
８

週
間

以
内

に
４

週
間

ま
で

 

②
 
申

請
期

限
：

休
業

開
始

２
週

間
前

ま
で

（計
画

的
取

得
と

職
場

の
要

員
体

制
の

観
点

か
ら

１
ヵ

月
前

ま
で

に
申

請
す

る
こ

と
を

推
奨

）
 

③
 
分

割
取
得

：
２

回
ま

で
の

分
割

取
得

が
可

能
 

④
 
休

業
中
の

就
業

：
出

生
時

育
児

休
業

期
間

中
の

就
業

は
認

め
な

い
 

 

2)
 育

児
休
業
の
特

例
の

取
扱
い
（

20
22

年
4
月
よ
り

）
 

出
生

時
育

児
休

業
制

度
の

導
入

に
と

も
な

い
、

当
社

グ
ル

ー
プ

の
多

く
の

企
業

で
導

入
し

て
い

る
「育

児
休

業
の

特
例

」
に

つ
い

て
、

長
期

間
の

休
業

を
促

進
す

る
観

点
か

ら
、

５
日

の
有

給
休

暇
が

付
与

さ
れ

る
取

得
期

間
を

７
日

以
内

か
ら

４
週

間
以

内
に

引
き

上
げ

 

 

3)
 育

児
休
業
・
介

護
休

業
の
取
得
単

位
の
見
直
し

 
①

 
育

児
休

業
：
出

生
時

育
児

休
業

の
導

入
に

と
も

な
い

、
育

児
休

業
の

１
ヵ

月
の

取
得

単
位

を
２

回
目

以
降

か
ら

３
回

目
以

降
の

休
業

に
変

更
 

②
 
介

護
休

業
：
介

護
休

業
の

取
得

に
つ

い
て

も
、

法
定

を
超

え
る

４
回

目
以

降
の

分
割

取
得

の
下

限
と

な
る

日
数

を
原

則
２

週

間
 

 

4)
 育

児
・
介
護
休

業
の

取
得
に
お
け

る
勤
続
年
数
要
件
の

廃
止

（
20

22
年

４
月
）

 
育

児
・
介

護
休

業
の

取
得

要
件

に
あ

る
勤

続
年

数
（
１

年
以

上
）
に

つ
い

て
も

、
育

児
・介

護
休

業
の

取
得

促
進

の
観

点
か

ら
廃

止
 

※
 

有
期

雇
用

者
に

関
し

て
は

、
育

児
休

業
は

「
1
 
歳

 
6
 
か

月
ま

で
の

間
に

契
約

が
満

了
す

る
こ

と
が

明
ら

か
で

な
い

」
、

介
護

休
業

は
「休

業
開

始
予

定
日

か
ら

 
93

 日
経

過
日

か
ら

 6
 か

月
を

経
過

す
る

日
ま

で
に

契
約

が
満

了
す

る
こ

と
が

明
ら

か
で

な
い

」

の
取

得
要

件
は

継
続

 

 

5)
 雇

用
環
境
の
整

備
と

従
業
員
へ
の

個
別
の
周
知
や
意
向

確
認

の
実
施

（
20

22
年
４
月
）

 
グ

ル
ー

プ
で

男
性

の
育

児
休

業
（
５

日
の

有
給

休
暇

部
分

）取
得

の
10

0％
を

早
期

に
実

現
す

る
た

め
の

取
組

み
 

  
グ

ル
ー

プ
各

社
ご

と
に

総
務

・人
事

部
門

に
相

談
窓

口
を

設
置

す
る

と
と

も
に

、
制

度
や

取
得

促
進

に
関

す
る

方
針

の
周

知
 

  
子

が
出

生
し

た
男

性
従

業
員

に
対

し
、

『
育

児
休

業
の

特
例

』
の

取
得

に
向

け
た

会
社

か
ら

の
個

別
の

働
き

か
け

 

※
 

具
体

的
な

実
施

方
法

に
つ

い
て

は
、

2
0
2
1

年
度

内
に

策
定

し
各

支
部

と
共

有
 

 IV
. 

今
後

の
主

な
労

使
協

議
事

項
 

 （
１

）半
期

交
渉

を
前

提
と

し
た

各
社

賞
与

の
連

結
業

績
の

反
映

の
あ

り
方

 

（
２

）2
02

3
年

度
以

降
の

グ
ル

ー
プ

共
通

ベ
ー

ス
ア

ッ
プ

算
出

式
 

（
３

）ス
テ

ー
ジ

A
お

よ
び

ス
テ

ー
ジ

B
の

評
価

フ
ォ

ー
マ

ッ
ト
の

グ
ル

ー
プ

共
通

化
 

（
４

）グ
ル

ー
プ

人
財

の
活

躍
推

進
に

向
け

た
検

討
（
高

年
齢

者
雇

用
安

定
法

へ
の

対
応

） 

（
５

）働
く

環
境

の
整

備
 

 V.
 

今
後

の
スケ

ジ
ュー

ル
 

H
D

S
と

組
合

本
部

は
上

記
項

目
そ

の
他

に
つ

い
て

、
20

2
1

年
1
2

月
の

H
D

S
労

使
協

議
会

で
合

意
し

た
方

向
性

に
基

づ
き

、
制

度
の

詳
細

等
に

つ
い

て
今

後
具

体
的

な
協

議
を

進
め

て
い

き
ま

す
。
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労
働

組
合

 
本

部
ダ

イ
バ

ー
シ

テ
ィ

推
進

担
当

 

「
育

児
・

介
護

・
疾

病
サ
ポ

ー
ト

百
科

」
の
ご

案
内

 

 
労

働
組

合
で

は
、

従
業

員
一

人
ひ

と
り

が
自

身
の

力
を

最
大

限
発

揮
で

き
る

職
場

風
土

や
、

育
児

・
介

護
・
疾

病
な

ど
を

抱
え

な
が

ら
も

安
心

し
て

働
く

こ
と

が
で

き
る

環
境

整
備

を
目

的
に

、
ダ

イ
バ

ー
シ

テ
ィ

推
進

に
取

り
組

ん
で

い
ま

す
。

2
0
2
2

年
度

春
の

交
渉

に
お

い
て

、
育

児
や

介

護
、

疾
病

に
関

連
す

る
制

度
が

グ
ル

ー
プ

各
社

で
導

入
・
改

定
さ

れ
る

こ
と

か
ら

、
労

働
組

合
が

発
刊

し
て

い
る

「
育

児
・
介

護
・
疾

病
 

サ
ポ

ー
ト

百
科

」
を

ご
案

内
し

ま
す

。
 

 1
.
 
育

児
・

介
護

・
疾

病
サ

ポ
ー

ト
百

科
と

は
 

多
く

の
人

が
携

わ
る

可
能

性
の

あ
る

育
児

・
介

護
・
疾

病
と

仕
事

の
両

立
を

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

す
る

こ
と

を
目

的
に

、
そ

う
い

っ
た

状
況

に
置

か
れ

た
と

き
の

初
動

対
応

か
ら

仕
事

と
の

両
立

ま
で

の
基

本
的

な
知

識
を

集
約

し
発

刊
し

た
冊

子
で

す
。

 

 
 

2
.
 
入

手
・

閲
覧

の
方

法
 

労
働

組
合

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

（
以

下
の

リ
ン

ク
ま

た
は

右
の

Q
R

コ
ー

ド
）
か

ら
参

照
・
ダ

ウ
ン

ロ
ー

ド
し

て
く

だ
さ

い
。

 

労
働

組
合

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

U
R

L
※
：
h
tt

p
:/

/
w

w
w
.i
m

gu
.o

r.
jp

/
m

em
b
er

/
 

 

※
 

ユ
ー
ザ
ー

名
（
社

員
コ
ー
ド

10
ケ
タ
）
と

パ
ス
ワ

ー
ド
（

共
通
で

「
im
」）

の
入

力
が
必

要
で
す

。
 

 
3
.
 
活

用
方

法
に

つ
い

て
 

労
働

組
合

は
以

下
の

よ
う

な
活

用
方

法
を

想
定

し
、

サ
ポ

ー
ト
百

科
を

発
刊

し
て

い
ま

す
。

 

 
 

育
児

や
介

護
、

疾
病

と
仕

事
の

両
立

に
取

り
組

ん
で

い
る

方
が

、
必

要
な

情
報

を
収

集
す

る
 

 
 

今
は

育
児

や
介

護
、

疾
病

を
抱

え
て

い
な

い
が

、
今

後
の

備
え

と
し

て
参

照
す

る
 

 
 

育
児

や
介

護
、

疾
病

と
両

立
し

て
い

る
メ

ン
バ

ー
の

上
司

や
同

僚
と

し
て

参
照

す
る

 

ま
た

次
年

度
よ

り
、

短
時

間
勤

務
制

度
や

男
性

の
育

児
休

業
取

得
促

進
の

取
組

み
な

ど
が

ス
タ

ー
ト

し
ま

す
が

、
誰

で
も

当
た

り
前

に

制
度

を
利

用
で

き
る

よ
う

に
す

る
た

め
に

は
当

事
者

や
上

司
の

み
な

ら
ず

、
よ

り
多

く
の

働
く

仲
間

に
知

っ
て

い
た

だ
き

た
い

内
容

で
す

。
 

 
 

 
サ

ポ
ー

ト
百

科
に

関
す

る
お

問
合

せ
 

育
児

・
介

護
・
疾

病
サ

ポ
ー

ト
百

科
に

関
す

る
お

問
合

せ
は

、
各

支
部

組
合

事
務

所
・
役

員
ま

た
は

、
以

下
ま

で
ご

連
絡

く
だ

さ
い

。
 

三
越

伊
勢

丹
グ

ル
ー

プ
労

働
組

合
 

本
部

ダ
イ

バ
ー

シ
テ

ィ
推

進
担

当
 

濱
野

・
池

上
 

電
話

 
０

３
-
５

２
７

３
－

５
１

６
５

 
メ

ー
ル

：
d
iv

er
si

ty
@

im
gu

.o
r.

jp
 

 

以
上
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